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Ⅰ都道府県・指定都市における生涯学習審議会

の答申・建議 等





○ 新 しい県民ニーズに対応 した生涯学習のあり方
～ 『働 きがい』 を満たすための学習支援について～

(報告 平成16年5月 神奈川累生涯学習審議会)

は じめに

本 県では、平成9年3月 に 「生涯学習社会」の実現 に向けた総合 的な取組の行動指針 である 「か

ながわ生涯学習推進構想」 を策定 し、着実に取組 を進 めてきた ところであるが、構想策定後、ほぼ

7年 を経過 し、社会 ・経済情勢 をは じめ、生涯学 習を取 り巻 く状況 には変化が生 じてきている。

大 きな流れ として、様 々な市民がボランテ ィアやNPO、NGO等 の社会参加 活動に取 り組むな

ど、市民の意識 の変化 は著 しい。 一一方 で、1990年 代 半ばか ら続 く景気の低迷は企業収益 を圧迫 して

お り、 リス トラや倒産 の増加 な どか ら、失業率 もかつ てない水準にまで上昇 して きてお り、終身雇

用 を通 じて機能 してきた従来型 の祉員 の企業内訓練で は、企業 の活性化 が期待 できなくなっている。

また、フ リー ターの増加 な ど、若年層の働 き方 も大 き く変化 してきてお り、 こ うしたこ とか ら、

年少の頃か らの勤労観、職業観 の育成 を行 うな ど 「職 業教育」の充実が求め られ てきてい る。 そ し

て、生涯学習の観点か らも、個人 のキャ リア開発意欲 をど う支援 してい くか、新 たな取組 が求め ら

れ てきてい る。

このよ うな状況 を踏 まえ、本審議会は、従来か ら取組 を進 めて きた学習活動への支援 に加 えて、

「かながわ生涯学習構想」 に述べ られ ている、社会 的背景 の4つ の潮流 の1っ の 「働 きがい」 の支

援 に着 目し、「新 しい県民ニーズに対応 した生涯学習の あ り方 ～ 『働 きがい』を満たすための学習支

援 について～」 をテーマ に、具体的には 「多様 な働 き方 に向けた教育、学習支援 の方 向性」 を検討

す ることとし、専門部会 を設置 し、検討 を重ねてきた。本報告書は、この専門部 会の検討結果 を受

け、県の生涯学習行政が どの よ うな役割 をはたすべ きか を念頭 に置 き、審議会 にお いて取 りま とめ

た ものである。

第1章 これまでの経緯 と審議テーマ

1経 緯

神奈川県では、本審議会 の答 申を受 け、平成9年3月 に 「生涯 にわたる"自 分づ く り"」 と 「魅

力 ある"地 域社会づ くり"」 を基本 目標 とす る 『かながわ生涯学習推進構想』 を策定 した。

この構想 に基づき、県では、情報 の収集 ・提供 、関係機関や民 間団体 とのネ ッ トワー クづ く り

を中心に取 り組み、併せて学習相談や生涯 学習支援者研修の実施 などに よ り、学習者や市町村 の

生涯学習振興の取組 に対 して支援 を進めてきた。

こ うした流れを踏 まえて、第5期 生涯学習審議会 は、県 と市町村が行 った 「生涯学習 と社会参

加 に関す る調査」の結果や第4期 生涯学習審議会の報皆 を踏まえ、「"自 分づ くり"か ら"地 域づ

く り"へ ～生涯学習の成果 を生 か した社会参加のた めの支援方策について～」 をテーマ と した、

学習者 のタイプによるきめ細か な支援や社会参加 活動の支援 システムづ くりの必要性 を内容 とす
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る報告 を行 った,

2審 議テーマ

『か ながわ生涯 学習構想』にあるよ うに、生涯学習が求め られ る背景 には、人々の心の 中に 「学

びがい」 「生 きがい」 「働 きがい」 「創 りがい」の4つ の生涯学習への期待がある。

一方 で、高度情報化 、長 引く景気低迷等の社会 ・経済情勢の変化 に伴い、絶 えず新 しい知識や

技術 の取得が必要 になってきたため、社会人 をは じめとした個人 のキャ リアア ップ意欲 が増大 し

てきてお り、 また、働 きがいを意識 しなが ら、 自らの生計を立てることも、生涯学習の観点 か ら

重要 である と考 え られ る。

こうした視点 に基づき、第6期 審議会の審議テーマは、「新 しい県民ニーズに対応 した生涯学習

のあ り方～ 『働 きがい』を満たすための学習支援にっいて～」とし、多様な働 き方に向けた教育 、

学習支援の方向性 について検討 を重ねた。

第2章 背 景

1労 働 を取 り巻 く状況

(1)社 会 ・経済 の変化

「働 きがい」 を検討す るに際 して、その背景 となる社会 ・経 済の変化 を概観 してみ ると次 の

とお りである。

① 大 きな社会状況の変化

・グ ローバル化、顧 客ニー ズ変化や 商品サイ クル短縮化 による競争激化 で国際競争が激化 し

てい る。

・技術=革新の急激な進 展や経済社会 のニーズの大きな変化な どの情報革命が進展 し、労働者

が長 年 にわたって蓄積 して きた職業能力 を無 に される可能性 も生 じてきている。

・顧客ニーズ ・商品ニーズの高度化 、高付加価値化、経済のサー ビス化 が進み、職業能力 に

お ける専門性 や問題発見 ・解決能力 が重視 され るよ うな知識社会化 が進んだ。

・企業 中心社会 か ら、生活 中心社会へ 、真 の豊か さを求める国民意識の変化が起 こってい る。

② 労働 を取 り巻 く状況の変化

・規格化 され た生産 と流通 か ら、不断の革新 と創造が求 め られ るよ うに経済 ・産業構造が変

化 しつつ ある。

・収入確保 か ら充足感へ、就社か ら就職へ の意識 の変化 に見 られ る労働 の意味 ・就業意識 の

変化 が生 じてきてい る。

・経 済的豊か さの増大 ・価値観 の多様化等 に伴い若年層 の職 業意識の変化が見 られ る
。

・量的 ・質的な人材需給の ミスマ ッチが生 じている。

この よ うな変化 に伴 い、働 き方 について、次の ような大 きな特徴が見 られ る。

(2)フ リー ター の増 加

○ 完 全失 業 率(全 国)は 、平 成14年 度 に比 べ徐 々 に低 くなっ て い る もの の、16年3.月 は4.7%
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であ り、特に15～24歳 の同時期 の失業率は11.8%と 高水準で推移 してい る。

○ 経 済的豊か さの増大、価 値観 の多様 化等 に伴 い若者の職業意識が変化 し、学卒早期離職者

も増加 しつつある。

○ そのよ うな状況 の中で、学生、主婦 を除いた若年人 口全体の5人 に1人(21.2%)がフリ

ー ター となっている。

(3)就 業構造の変化

○ 雇用形態につ いて、平成9年 度 と14年 度 を比較す る と、県内において も全国において もほ

ぼ同 じ傾 向で、正規:職員 ・従業 員が減 り、パ ー ト、アルバイ トの比率 が高まってい る。
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県内における雇用形態別雇用者数及び増加率

○ 転職率 、離職率 とも上昇傾向 にあ り、特に神奈川県は、転職 率が5.8%で 、沖縄県 、福岡県

に続 き高い。 また、過 去に一度で も転職 を経験 したことのある有業者の割合は48.4%で ほぼ

5割 となってい る。

(4)多 様 な働 き方

○ また、次 の ような多様 な働 き方や新 しい ビジネス形態が増 え、関心 を集 めるよ うになって

きている。
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視 点

神奈川県の雇用確保に係る政策

神奈川県商工労働部 にお いては、雇 用の確保 関係 について、 どのよ うな 目標 を掲 げてい るのだろ

うか。新 しい総合計画 「神奈川力構想 ・プ ロジェク ト51」(平 成16年3月 策定)の 戦略プロジェク ト

か ら抜粋 してみた。

1　 2015年 のめ ざすす がた

〈め ざすすがた〉

民間 と行政 との連携 の下で、就 業支援や職業能力開発によって、働 く意欲 のある人 がそれぞ

れの能力 を十分発揮 し、生 き生き と働 くこ とので きる就労 の場が確保 されています。

2県 内就職件数の目標

〈目 標〉

○ 県内の就職件数(単 年度)

3取 り組む事業

〈取 り組む事 業〉

厳 しい雇用情勢の下に置かれ ている若年者 、中高年齢者及び障害者 を対象 に、相談、適正検

査 、カ ウンセ リング、教 育訓練、就業体験研修 、 さらには:職業紹介機能 を活用 して就 業支援 に

取 り組みます。また、多様 なニー ズに的確 に応 えた効果的な能 力開発 を推進す るため、技術校

の再編整備 と民間 との連携 による人材 育成 の総合的 な支援体制 を構築 します。

No

1

2

構成事業

若年者の就職支援

フ リーターをは じめ若年者の

就職を支援する施設を設置・運営

し、カウンセ リングを中心に教育

訓練:、就業体験研修など就業に向

けた様々な機会を提供 します。

中高年齢者の再就職支援

雇用 ミスマ ッチの解消を図る

ため、就職開拓講座、合同面接会

を一体化 した実践就労講座や、き

め細かなキャリアカ ウンセ リン

グなどによ り、総合的な再就:職支

援を進めます。

項:目

若 年 者 の就

職 を支援 す

るセ ンター

の設置・運営

(県 ・民間)

就 業 体:験研

修者

(県 ・民間)

実 践就 労 講

座受講者

(県 ・民間)

単位

人

人

現 状

(2003見 込)

実施 計醐 の

策定

100

690

2004

カ ウンセ リ

ン グな どの

就職支援

110

690

年度別 園標

2QO5

カ ウ ンセ リ

ン グな どの

就職支援

UO

720

2006

カ ウ ンセ リ

ン グな どの

就職支援

120

720
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2「 働 きが い」について

このよ うな背景の もと、第6期 審議会の審議テーマ 噺 しい県民ニーズに対応 した生涯学習の

あ り方～ 『働 きがい』 を満 たすための学習支援～」 は時宜 にかなった もの といえる。

(1)勤 労観 ・職業観の基本的な考 え方

労働 には報酬 を得 て行 う有償労働 と報酬のない無償労働がある。報酬 を得て、生計 を維持す

ることを 目的 とした有償労働 は、本来働 き手ではなくて、顧客 のためにす る行為であ り、 自分

の興味本位 の ことを行い、報酬 を得 ることができるとい うことは、極 めて稀なケースである。

また、いずれ の場合 も、家庭 、地域社会、グローバル社会に参画す るこ とで、人々の生活つ

ま りは社会 を支 えてい る大変重要な ものである。

逆に言 えば、労働 を しなけれ ば、生計を維持す るこ とができず 、社会を維持す ることもで き

な くなる。

労 働
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(2)「 働 きが い」 につ いて

○ 人 は報酬を得て、生計 を維持す るた め、そ して家庭 、地域社会、グ ローバル社 会に参画 し、

社会 を支 えるために働 かなければな らない。それ を前提 とした上で、「でき る」ことを増や し、

「したい」こ と、つま り興味 、関心等を増やす ことによ り、働 きが いを持った就 労への可能

性 が広が ると考 えられ る。(下 図参照)。

○ 自分の興味に近い ものが仕事で あるな らば、働 くこ とに対す る意欲 は当然 向上 し、苦労 が

あった と して も働 きがいを感 じるであろ うか ら、 自分の興味が何か 、 自分は何に向いてい る

のかを考えるこ とは、非常に大切であ る。

○ さらに、未就業者に対 し、世の 中の様 々な職 業や生 き方 ・働 き方 を示す こ とは大切 な こと

である。 そのこ とで、勤労観 ・職 業観 ・就 学観 が変わ り、様 々な教 育課題 の解決の一つ の方

法 にな るであろ う。

○ しか し、現実 には、 自分の興味、関心のない就労 を している人 々 も多い と思われ るが、 自

分 が行ってい る仕 事は、社会 を支えている、人々の生活 を支 えてい る、大変貴:重な ものであ

る とい う自覚 を持 つべ きである。

○ 一方、(1)に もある とお り、 「働 く」 ことには、「無償」 に区分 され るもの もある。 「1996年

の無償労働 の貨幣評価 」(経 済企画庁)で は、家事、介護 ・看護 、育児 、買物 、社 会的活動 に

区分 し、国内総生産 の23.2%を 占め るものの、その84.5%を 女性が担 ってい ると推 計 してい

る。

「無償」 に区分 され る ものも、社会 を支 えている大変 貴重 なものであ る とい う自覚を、男

女間わず持たなけれ ばな らない。

3検 討の方向

(1)検 討の手法

審議会の検討 に当っては、「『働 きがいの ある就 労』を創 り出 してい くた めには、その人 のニ

ー ズに合った
、 きめ細 かな教育、学習支援 が有効で あろ う」 とい う仮説 をたて、ライフステー

ジ ・対象者毎 に、 どのよ うな教育、学二習支援が必要か、参考資料(紙 面の都合 で削除)の とお

り、
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① 仕 事 を通 じた 自己実現の支援(働 きがいの基礎 づ くり)

② キ ャ リア教 育(職 業 の基礎 とな る能力の育成)

③ スキル ア ップ学習 の支援(職 務遂行 に必要な職業的 ・技術的知識 とスキル)

と、3つ の教育、学習支援 の枠組 みを設定 し、分析 を行 うこととした。 そ して、具体的な支援

施策 を導 き出すた め、 ライフステー ジを 「就学者」 「就業中」 「無業者 、その他」 の3つ に分類

し、それ をさ らに対象者 ごとに就学前か ら起業準備者の18区 分 に分けて、検討 した。

(2)『 職業教育』 と学習支援の充実

18区 分に分け検討す る中で、浮かび上がって きた問題点、課題、政策 の方向等 を、p11、12

の一覧表 の とお り、 「多様 な働 き方 に向けた教育、学習支援 の方 向性」として大き く 「就学者版」

「就 業 ・無業者版」 に集約 し、整理 した。

これ を基 に検討 を行 った結果、今後、 「働 きがいのある就労」を創 り出 してい くためには、「仕

事 を通 じた 自己実現の支援」 と 「キ ャ リア教育」 を統合 した① 『職業教育』 と②学習支援の充

実が重要で ある、 と当審議会 では考えた。次章以降、誰が どのよ うな支援を行 うべきか、具体

的に検討 す る。

※ 『職 業教 育』 とは

① 「働 きがい」 の基礎づ く り← 今後重点 を置 いて取 り組むべ きもの

(ア)勤 労観 ・職業観 の育成(第2章3)

(イ)自 分探 し(何 が好 きか。 自分の個性や適正は どうい った ものか。)

② 職業 の基礎 となる能力の育成 ← 学校教育で従来か ら行われてきた もので、 よ り充実

が望まれ るもの

(ア)学 科的知識等基礎 学力

(イ)学 科的知識等基礎 学力以外の能力

・責任感 、誠実 さ等基礎 となる資質

・人間 関係 形成能 力、情報活用能力等の思考特性や行動特性

10
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崔

1

-

多様な働き方に向けた教育、学習支援の方向性(就 学者版)

問 題 点

『
職
業
教
育
』
の
充
実

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
学
習
の
充
実

社会人 ・職業

人 としての基

礎的能力の不
足

勤労観 ・職業

観の未成熟

自己の確立の

遅れ(将 来像
の未構築、夢

や学ぶ意欲、

働 く意欲の喪

失)

職業選択をす

るための情報
の不足

課 題

ユ

キ

キ

ミ

ス

ス

コ

ン

ク

、

ヨ

一

力

シ

得

ワ

得

学

一
習

ム

習

礎

ケ

の

一
の

基

ニ

ル

チ

ル
・勤 労:観 。職業観 の

育成

・体験 の機 会 と場 の

充実
・生活 ・職 業プ ラン

設計能力の習得
・成功モデル の提示

・職 業情報提 供の充

実
・相 談 をできる体制

づ くり

・学習機会 の充実

政策の方向

・『職 業 教 育』 を 目指

した 基 礎 学 力 ・コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン ・チ ー ム ワー ク

ス キル 等 の 習得

・保護者への啓発

・計画、組織 、系統、

継 続的 な 『職 業教

育』 の実施

・自分探 し(適 性 、

個性 の発見)支 援

・客観 的 で、充実 し

た職 業情報 提供 体

制の構築
・キ ャ リアカ ウンセ

リングの システム

づ くり

・スキルア ップ 学習

の支援

それぞれの役割

学校教育
・知識 ・技 能 の習 得

・ク ラブ ・生 徒 会 ・体 験:

活動 の充 実

・出 口指導か らの脱却

・勤労観 ・職 業観 の確立

・『職業教 育』カ リキ ュ

ラムの作成

・豊 富な成功モデルの提

示(社 会人講師等)
・職場体験、イ ンター ン

シ ップの充実、学校外

の学 修 成 果 認 定 の 充

実
・クラブ ・生徒会 ・体験

活動の充実

・進 路指導の充実 ・改善

・キャ リアカ ウンセ リン

グ ・ア ドバイスの充実
・教員 のガイダンス ・カ

ウンセ リン グ等;にか

か る資質 向上

家庭 ・黎域」祉塗教育

/蝶 燦瞭弊蜘磯会
ご の発婁 ∴㌧ .

F勤 轡1纏〆識辮… 薫め磯立
こて蒙庭 での しづ 滑 も

倉 む)な

耀職業教育甫 カ リキユ

ラム作成への協力

穿多様な体験港 動、イ ン

ター ンシ ツプの 受 け猛

づ くり ご

、暁地域入材 の協 力 ・一参画
畷異年齢集鴎 との交流

∫地域六材 ⑳ネ ヅ トワー

.ク イ鉱 、弊…

擦

絹

轡
昏

の
と

め

轡毒

産業界 ・労働行政

・『職 業教育』 カ リキュ

ラム作成へ の協力(職

場見学 ・実習、企業人

による授業、教育界へ

の具 体 的 な人 材 の要

望等)
・職場体験、イ ンターン

シ ップの場の提供 、仕

事参観 、人材の派遣

・的確 な職業情報 の提供

・面接会等 のマ ッチング

機 会拡大の支援
・教員 向け企業体験 プロ

グラムの実施
・キャ リアカ ウンセ ラー

の育成

生涯学習部門に よる関係機 関のネ ッ トワー ク化
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1

這

1

-

多様な働 き方に向けた教育 、学習支援の方向性(就 業 ・無業者版)

問 題 点

『
職
業
教
育
』
の
充
実

ス
キ

ル
ア

ッ
プ
学
習

の
充
実

そ
の
他

無業者への支

援の不足

職業情報の不
足

多様 な学習二
一ズへ の対応

の不足

制度等の未整
備

生涯学習成果
の評価の未確

立、活用の場
の不足

課題

・無業者支援

の仕組みづ

くり

・職業情報提

供の充実
・相談 できる

体制 づ くり

・学習機会 の

充実

・支援制度の

確 立等

・成果の適切

な評価 、活

用

政策の方向

・『職業教育』

の充実
・補習教育 の

実施
・客観 的で、

充実 した体

系的 な職業

情報提供体

制の構築
・キャ リアカ

ウンセ リン

グのシステ

ムづ く り
・スキル ア ッ

プ学習 の支

援

・様 々な支援

制度 の確立

等

・生涯学習 の

評価 、認証
の仕組みづ

くり

それぞれの役割

学校教育
・『職業教育』カ リキ

ュラムへの協力
・補習教育への協力

・大学等 への社会人

受入 の充実
・学習 プ ログラムづ

くり、提供
・大学 関係機 関 のネ

ッ トワー クの体制

整備

家庭'・地域・ 社会教育

曜職業教育署への協方
・勤労観 職 業観の確立
・補習教育の支援一

・職業情報撮供の兎翼'
・ボランティア瀞 φ情報等の

充実 ヨ 、
。学 習相 談 の充 実

.・

・学習 プ嶽グラ ムづく り、挺供

灘羅ヒ
マン い ダ も　や へ まぜ な な さきぶぜ

_・.藁 ＼二⊃瀧 議 漁 凄?糞

産業界 ・労働行政
・『職 業 教 育』のカ リキ ュ ラムづ く り、

実施

・的確な職業情報提供、ワンス トップ

サー ビスの充実
・職業安定所等 による職 業紹介事業

の充実
・面接会等 のマ ッチ ング機 会拡大の

支援
・教員向け企業体験プログラムの実施

・キャリアカ ウンセ リングの充実、キ

ャ リアカウンセラーの育成
・学習プ ログラムづ く り、提供
・事業主等が行 う教育訓練に対す る支

援
・公共職業訓練の推進(高 等職業技術

校の機能の充実)
・(財)中 小企業セ ンター等に よる経

営 。技術相談等の実施

攣携誕:難鱗 鵜
一 一

、＼ ご＼、ミぐ町 こ∴＼:注 準 づ く り

・生涯学習パヌポデ艶 磯 灘熱

難藩灘
・企業側 の評価の改善

・パスポー トの活用

生涯 学習部 門に よる関係機 関のネ ッ トワー ク化



第3章 基本的な考え方(各 層への支援)

この章ではライ フステー ジに対応 して、大 きく

① 学生 ・フ リー ター層

② 就業者層

③ 高年齢者層

に区分 して、教育、学習支援 の基本的な考え方取 りま とめた(無 業者の うち、若年 フ リー ター層 に

つ いては、年齢的 に近接 している学生層 と同 じカテ ゴ リーにま とめた。)。

① については、学校教育が中心 となった 「職 業教育」、②、③ については、個 人が主体 の 「学習支

援」 の充実が重要で あると考 え られ る。

いずれ の層において も、学校教育、家庭 ・地域 ・社会教育、産業界 ・労働 行政それぞれ が責任 を

自覚 し、共 に考え、連携、協 力 してい くことが必要で ある。

1学 生 ・フ リー ター層

(1)若 年の就業構造変化が引き起 こす問題

○ 欝本経済の成長 が制約 を受 ける。

・若年の職業能力が高ま らない。

・一般的にフ リー ターは所得 が少 なく、個 人消費へ の寄与度 が低い。

〇 二極分化 によ り、社会不安が生 じる。

・企業 に守 られ、企業に よる就業教育や年功賃金 を享受す ることができるグループ と、企業

か ら一定の距離 を持 ち、 自ら将来設計 を立てていかなければな らない グル ープに分かれ て

い く。

○ 未婚化 、晩婚化 、少子化 な どを助 長す る。

・現在 のパー ト・アルバイ トの収入は年齢 とともに増加す ることはな く、世帯形成期になっ

て も収入はす くない。

急速に悪化する新卒無業者比率(県 内)
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参 考

(1)フ リー ター の3類 型

「大都市 の若者 の就業行動 と意識 」(平 成13年 目本労働研究機構)に よる と、

① モ ラ トリアム型47%(職 業 を決定す るまでの猶予期 間 としてフ リー ター を選択 し、そ

の間 に 自分 のや りたい ことを探 そ うとす るタイプや先 の見通

しがはっき りしないまま学校や職場を離れた者 な ど)

② やむを得ず型

③ 夢追求型

39%(正 規雇用 を志向 しなが らそれ が得 られ ない者や家族の事情等で

や むな く学費 を稼 ぐ必 要が生 じたた めにフ リー ター をせ ざる

を得な くなった者 な ど)

14%(何 か しら明確な 目標を持 った上で、生活の糧 を得 るために、あ

るいは一種の社会勉強の手段 としてフ リーターを選んだ者)

(2)「 かながわの青 少年2003平 成14年 度版神奈川県青少年 白書」よ り

▼フ リーター

23～25歳 の若者 を対象に行 った県若年者就業実態調査 によると、定職 についていない者

で 、家事や病気 の理 由がある者 を除いた人 を 「フ リーター」 とし、定職 に就 いていない状

況 を続 ける期間 を聞いた ところ、57.5%が 「で きるだ け早 く変わ りたい」と答 えています。

また、将来 について どの ように していきたいかについては 「会社な どで正社員 として働 き

たい」が最 も多 く、43.7%で した。

図1-8-10 定職に就いていない状況

を続ける期間

図Ⅰ-8-11将 来についての考 え
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(2)学 生 ・フ リー ター 層 をめ ぐる問題

P11～12の 一 覧表 に よ る と、 この層 にお け る問題 点 は 、次 の5点 で あ る。

① 社会人 ・:職業人としての基礎能 力の不足

② 勤労観 ・職業観の未成熟

③ 自己の確立の遅れ

④ 職業選択をするための情報の不足

⑤ 無業者への支援の不足

ただ し、 これ らについ ては、若者 自身 の問題 もあるが、若者 を支え る社 会に内在す る次の よ

うな背景 ・原因等が存在 してい ることに注意すべ きである。

○ 働 くこ とへの関心、意欲、態度 、 目的意識、責任感 、意志等広い意 味での勤 労観、職 業観

の未熟 さをは じめ、 コ ミュニケー シ ョン能力や対人関係能力、基本 的マナー等 「社会の中で

生きる力」、す なわち若者の勤労観 、職 業観や職業人 としての基礎的 ・基本的な資質 ・能力を

巡る課題 は、決 して今 に始まったわけではな く、程度 の差 はある ものの、過去 か ら様々に指

摘 されて きた問題であ る。

○ 幼少期か らの様 々な直接 体験 の機会や異年齢 者 との交流の場が乏 しくなった こと、豊かで

成熟 した社会 にあって人々の価値観や生 き方 が多様化 した ことな どか ら、 自己や他者 、身 の

回 りの環境等への関心や職 業意識や 自分の適職 へのイ メー ジづ くりを身 に付 け られな くなっ

てきてい る。

○ 特 に 自営業 が減 ってサ ラ リーマ ンが増 えるな ど間近 で生 き生き と働 いている人 を見た こと

が少 ない ことな どか ら、働 くとい うことは どうい うことなのか、働 かなけれ ばいけないのか、

働 いた結果 自分は何が得 られ るのか、 を実感 できな くなって しまっている。そ の結果、 自分

は何 を したいのか分か らない、 とい うことになっている。

○ 進路意識や 目的意識 が希 薄なまま 「と りあえず 」進学 した りす る若者が増加 してい る。 こ

のよ うなモラ トリアム傾 向は、それ を許容す る学校教育のあ り方 に内在す る問題 で もある。

また、保護者 自身に も、 と りあえず進 学 させ さえすれば とい う意識が強か った り、必要以 上

に長期にわたっての子 どもの経済的依 存を許容 した りして、若者の 自立 を阻害 し、子 どもの

教育や進 路選択に必要 な責任 を果た していない。

○ 求人の減少、求職 と求人の不適合な ど学 卒市場 が厳 しく、そもそ も就職 自体が困難になっ

てい る上、就職で きた として も、 自らの能力適性 に合った就職先で ある確率が低 く、また、

企業の求める人材 要件 が高度化 してい る反面 、学卒者の受入れ、育成体制が弱 ま り、即戦力

指 向の ところも多 くなってお り、早期離職率 が高 くなってきてい る(い わゆる 「7,5,3

問題」)。そ して、「有名 大学 に入 り、大企業 に就職 し、終身雇用の もとで安定 した生活 を送 る。」

とい う単一価 値観 の成功モデルが崩壊 してきている。
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(3)支 援 内容

この層 にお いては、主 に学校教育が 「教育」の観 点か ら主な役割を果たすべ きである と考え

られ 、家庭 ・地域 ・社会教育や産業界 ・労働行政が こうした学校 教育の取組 を支援すべ きもの

と考 え られ る。

学校教育における支援

学校 にお いては、従 来の学校教育の転換が必要である。例えば、 「これまでの過度 に一律かつ集 団

的な教育 ・就職 システ ムが もはや機能 しな くなっているにもかかわ らず、新たなシステムが形成 さ

れ ていない。特 に、個人のキ ャ リアを重視 し、キャ リア意識 を涵養す る職業教 育や就職 に当たって

の職業情報 の提供、指導 ・助言等の機 能が欠 けている。」(キ ャ リア形成 の現状 と支援政策の展 開 「キ

ャ リア形成 を支援す る労働 市場政策研 究所(報 告書)」 平成14年7,月 厚生労働省 職業能力 開発局)

といわれてい る。そ こで、従来 の進路指導=出 口指導か ら脱却 し、勤労観 ・職業観の育成 を中心 と

す る計画的、組織 的、体系的な 「職業教育」 に重点を置いてい くべきである。

◎ 学科的知識 等基礎学 力の習得← 確かな学力

◎ 基礎学 力以外の能 力の育成← 社会的規範 ・責任感 ・協調性 の育成や、チームワー ク

スキル等 の習得 のためのクラブ活動 ・生徒会活動の充実、体験活動の実施

◎ 勤労観 ・職 業観 の育成← 小学校高学年 くらいか ら行 うことが望 ま しい。(参 考資料

p41)「 も し日本が30人 の村だった ら」:職 場体験(ジ ョブシャ ドーイ ング)・インターン

シ ップの拡充実施、デ ュアルシステムの実施、学外 の学修の成果 の単位 の認定の拡充

◎ 自分探 し← 成 功モデルの提示(社 会人講和の実施等)、 職場体験(ジ ョブシャ ドー

イ ング)・ イ ンター ンシ ップの拡充実施 、体験活動の実施、クラブ活動 ・生徒活動 の充実

◎ 職業選択のための情報の充実← 進路指導の充実 ・改善、キャ リアカ ウンセ リングの

充実、教員のカ ウンセ リング等の資質 の向上

簿

リ
キ

ュ
一フ
ム
づ
く
り
が
必
要

家庭 ・地域 ・社会教育 における支援

幼少期 か ら生活 習慣 を しつけによって身 に付 けさせ ること、社会 の仕組 みや 自己 と他者或 は社会

の関係 を理解 できる よ うにす る とともに、そ うした理解の上 に立って、 自分の力 で 自分の人生 をつ

くるのだ とい う認識 を持 たせ るこ と、家事の分担を させた りす ることによって、仕事には苦労 もあ

るが大 きなや りがいや達成感、社会的役割 もあることを、家庭の中で有形無形の うちに感 じ取 らせ

た りす ることは、子 ども達 の成長 ・発達 を支 える上で極めて重要である。地域 ・社会教育側 におい

て も、受 け皿等 の支援 を行 うべ きである。

◎ 勤 労観 ・職 業観の育成← 幼少時か らの しつ け、家事の分担、職場体験(ジ ョブシャ ドーイ

ング)・ イ ンター ンシ ップの受け皿づ くり、

◎ 自分探 し← 職場体験(ジ ョブシャ ドーイング)・イ ンター ンシップの受 け皿づ くり、体験活

動 の実施、受 け皿づ く り、地域人材 の協力 ・参画、異年齢集団 との交流、成功モデルの提示

◎ 基礎学 力以外の能力の育成← 体験活動 の実施 ・受 け皿づ くり、地域人材 の協力 ・参画(学

校支援ボ ランテ ィアの仕組 みづ く り)、 地域人材 のネ ッ トワーク化

◎ 職業選択のための情報の充実← 職業情報提供 の充実
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◎ その他← カ リキュ ラムづ くりへの協力

産業界 ・労働行政 にお ける支援

勤労観 ・職業観 の育成等について、企業の果 たすべ き役割 は大 きい。近年企業 の一部 には、即戦

力志 向に走 り、若年層の育成 をおろそかにす る傾 向もみ られ るが、長期 的には こ うした人材育成 を

重視す る企業が魅 力ある企業 と して優秀な人材 を集 め、企業の創造性 と活力 を高 めるこ とが、生き

残 ってい くこ とにつ なが ると思われ る。

◎ 勤労観 ・職業観 の育成 ← 職場体験(ジ ョブ シャ ドーイ ング)・イ ンター ンシップの受 け皿づ

くり、デ ュアル システ ムの実施

◎ 自分探 し← 職場体験(ジ ョブシャ ドーイ ング)・ インターンシ ップの受 け皿 づ くり、人材の

学校への派遣、 こども参観 日の実施

◎ 基礎学力以外の能 力の育成← 職場体験(ジ ョブ シャ ドーイ ング)・イ ンター ンシップの受 け

皿づ く り、人材 の協力 ・参画

◎ 職業選択のための情報の充実← 職業情報提供の充実、キャ リアカ ウンセ ラー の育成

◎ その他← 教員 向け体験企業体験 プ ログラムの実施、学校 にお けるカ リキュラムづ くりへ の

協力、 トライアル雇用 、起業研修 の実施 、面接会等のマ ッチ ング機 会の拡大

◇◇ フリー ター(モ ラ トリアム型 やむを得ず型)に 対す る支援の イメー ジ◇◇

P12で 整理 したよ うに、無 業者への支援 、特 にモ ラ トリアム型 、やむ を得ず型 フ リー ターに対す

る支援 が十分 とはい えず、このため、支援の仕組みづ く りが急務 となっている。 「職 業教育」だけで

はな く、補習教育が必要なケースも考 えられ るが、学生で はないため、学校教育 による支援 が受 け

づ らい。 そこで、学校教育、社会教育、産業界等 の連携が必要である。支援策 のイ メージは、次 の

とお りである。

☆ 学校教育 ・産業界等の連携 によるフ リー ターへの 「職業教育」 も含 めた再教育の実施(p31)

☆ 身近 な場所 にお けるキャ リアカ ウンセ リングの実施

☆ トライアル雇用(国 、地方 自治体等 による雇 用促進事業)

☆ 正規社員 との待遇格差の是正

☆ 起業環境の整 備
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2就 業者層

(1)就 業者層 を取 り巻 く状況

○ 大企 業 とい えども倒産 の リスクを避 けられず、誰 しも、突然 、転身 を迫 られた り、失業の

事 態 も生 じうる。

・経 済のグ ローバル化 に加 え、顧客ニーズの急激 な変化や商品サイ クルの短縮化に より企業

間競争 が激化 した。

○ ボーナ スだけでな く基本給 もカ ッ トされ るよ うになった。

・長引 くデ フ レとそれに ともな う景気 の低迷は企業収益 を圧迫 している
。

県内現金給与総額の推移

○ 雇用 が流動化 し、 「終身雇用」「年功序列」 といった雇用慣行が崩れつつある。

・年棒制 の導入 な ど個人の能力や実績 を重視す る傾 向が強まって きてい る
。

・通年採用や企業間の勤労者 の流動性 が増大 してきている
。

○ 企業主導の教育訓練が弱体化 してきてい る。

企業にお ける正社 員の規模 の計画的なOJT・OFF-JTの 実施状況
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社外の教育訓練期間を活用 ・検討する際の問題点(複 数回答)

○ 絶 え ざる技術革新へ の対応が必要 となってい る。

・労働者が長年 にわた って蓄積 した職業能力 を無 にされ る事態 も生 じうる。

以上の ことよ り、 よ り高い職業上の知識や技能 を獲得 し、個人の職 業能力の 向上に向けたス

キルア ップ学習の支援 が必要で ある。

(2)就 業者層 をめ ぐる問題

p12の 一覧表 よ り整理 した この層 における問題:点は、次の4点 である。

① 職業に関する情報の不足

② 多様な学習ニーズへの対応の不足

③ 制度等の未整備

④ 生涯学習成果の評価の未確立、活用の場の不足

(3)支 援内容

学校教育における支援

大学 にお ける学び直 しの場 の充 実が求 められ る。

◎ 多様 な学習ニーズへの対応 ← 大学等の社会人受入 の充実、通学 しやすい場所 のキャンパス

(エクステ ンシ ョンセ ンター)の 設置、学びやす い 日時での開講 、ITの 活用 、新 しい技術 に

対応 したカ リキュラムの設置 、成人を対象 としたキャ リア・学習プ ログ ラムづ く りとその提供、

地域 向け課題に関す る講座 の充実、大学関係機 関のネ ッ トワー クの体制整備
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家庭 ・地域 ・社会教育における支援

身近 な場所 におけ る学習機会の提供 と、関係機関のネ ッ トワー ク化の役割が考 えられ る。

◎ 職業 に関す る情報提供の充実← 情報デー タベース(学 習、就業 、地域活動等)の 充実、ネ

ッ トワー ク化 、ワンス トップサー ビス化、キャ リアに係 る学習の相談、成功モデルの提供

◎ 多様な学習ニーズへの対応← 関係機 関の連携による学習プ ログラムづ くりとその提供 ・コ

ーデ ィネイ ト
、身 近な場所での学習環境(保 育スペース等)の 充実、学習 コーデ ィネー ターの

育成

◎ 制度等の整備← 地域福祉活動等のボランテ ィア活動の創 出(人 材バ ンクづ くり、子デ ィネ
ー トの仕組 みづ く り)

、 コ ミュニテ ィビジネスお こし支援

◎ 生涯学 習成果 の評価 の確立、活用の場の充実← 生涯学習 の成果 の評価 ・認証の機能 を もつ

生涯学習パ スポー ト(生 涯 学習記録票)の 活用が進む仕組みの整備、スキル標準づ く り

◎ その他← 関係機 関 ・団体 のネ ッ トワー ク化、学習者 のネ ッ トワー クづ くり

産業界 ・労働行政における支援

労働者 のスキル ア ップを支援するためには、労働者個人の 自己啓発に対す る支援 を行 ってい くこ

とが必要 であ り・情報や キャ リアカ ウンセ リングによる支援 、金銭面での支援 、能力開発や評価 面

での支援 が考 え られ る。 また、多様 な働 き方 の認知や条件整備 は、間接的 に労働者の働 き方を支援

す るこ とにもつ ながる。特に、男女 ともに育児休業や育児時間 を取得 しやすい環境 をつ くるな ど、

労働者の家族的責任 に配慮 した家庭 にや さしい、 ファ ミリー フレン ドリームな企業を構 築 してい く

た め、支援 制度等 を充実 していかな けれ ばな らない。

厳 しい経 済状況 であるが、今 まで以上 に学校教育、社会教育サイ ド等 と連携 をとることが求め ら

れ ている。

◎ 職業 に関す る情報提供の充実 ← 情報デー タベースの充実、ネ ッ トワー ク化、ワンス トップ

サー ビス化 ・面接会等 のマ ッチ ング機会拡大の支援、キャ リアカ ウンセ リングの充実、キャ リ

アカ ウンセ ラー の育成 、職業安定所等 による職業紹介事業の充実、教員 向け企業体験 プログラ

ムの実施

◎ 多様 な学習ニーズへの対応← 学習プ ログラムづ くりとそ の提供 、冠講座 ・寄付講座の実施 、

事業主等が行 う教育訓練 に対す る支援 、公共職 業訓練の推進、(財)中 小企業セ ンター等に よる

経営 ・技術相談等の実施

◎ 制度等の整備← 学び直 し ・自己啓発支援、休暇(有 給教育訓練休暇制度や就学休 業制度 の

導入 も含 む。)や フ レックスタイム、短 時間労働 、在宅勤務、休 暇を取得 しやすい環境づ く り、

ワー クシェア リング等の実施 、奨学金制度 の導入、職業能力評価に係 るスキル標 準づ くり

◎ 生涯学習成果の評価の確立 、活用の場 の充実← 生涯学習パスポー ト(生 涯学習記録票)の

活用、企業側 の評価の改善
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論点1

女性の働き方

各層へ の支援 内容 は、男女で変 わることはないが、下表の とお り、年齢階級別有業率について、

男女で違 いがある。 このため、35～39歳 ぐらいか ら再度就労す る際の支援 を中心 に、 ここでは 「女

性の働 き方」 について考 えてみる。

1県 内における女性の働 き方の現状

いわゆる「M字 型(中 間再就職型)」 を示 してお り、有業率は全国平均 よ り低い。

男女別 ・年齢階級別有業率(平 成14年)

女性雇用数は、150万6千 人で雇用者全体の37.6%を 占めてお り、平成9年 と比べ男性雇 用者 が5

万9千 人(2.3%)減 少 している中で、逆に6万6千 人(4.6%)増 加 している。 また、女性雇用 者

の就業形態 をみ ると、勤務先でパー ト、アルバイ トと呼ばれ てい る者 の割合 が高 く、その数 は、67

万6千 人で女性雇 用者全体の44.9%を 占め、平成9年 と比べ て14.8%増 加 し、女性 雇用者 の伸び を

上 回っている。

雇用形態別雇用者数及び増減率
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2女 性の働き方をめぐる問題等

○出産 ・子育て ・介護等の生活面の影響

を受けやすい。

○社会や組織 に存在す る男女の固定的役

割分担意識の影響を受けやすい。

⇒
職業選択 において最初 か ら選択の幅が狭 ま

っていた り、就業形態 もパー ト就 労の割合

が著 しく高い。

支 援

匿璽 男女共同参画社会についての啓発、大学等の生涯学習機関としての体制

整備

1家庭地域等社会教育ト身近な場所における雇用等に関する講座の開催、ボランティア活動の創

出

匠業界 ・労働行政ト …女性差別の禁止や企業の積極的取組の促進、カウンセ リング等による自

分探 しへの支援

3女 性が多様 な役割 を果 している現状

女性 は若 い ときか ら高齢 に至 るまで、男性 と比べて、様々な課題 を経験す る傾向がある。子育

て経験、地域活動 、及 びそれ らに伴 うネ ッ トワー クづ くり等の 「見えない価値」 を有す る女性 の

経験は、終身雇用 とい う形態が変わ りは じめていた り、いわゆる第2の 人生が長 くな りつつ ある

現状 を考え ると、実は男性 に とって も必要な ものではないだろ うか。

論点2の 「多様 な働 き方」で も触れ る 「ワーカーズ ・コレクテ ィブ」は、構成員の大半が主婦

でであ るとの ことである。

4女 性の働き方支援のイメージ

例:子 育て終了後の女性が社会復帰するための環境整備

○ 育児休暇等の制度や託児施設等の充実

○ 中断期間中に職業能力を維持できるようなIT等 の研修 ・能力維持プログラムの実施(学 習

施設 における託児所の整備等)

○ 多様な働き方支援(起 業講座の開催等 次ページ参照)

○ 子育て経験等の経験を評価する生涯学習パスポー ト等の仕組みづくり
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論点2

多様な働き方1

1県 内 に お け る多様 な働 き方 の 認 知度

多様 な働 き方 を12項 目あ げ、それ ぞれ 認 知 度 を尋 ね た とこ ろ、 「知 っ て い る」は 、パ ー トタイ マ

ー(96 .2%)が9割 を超 え最 も多 く、フ リー タ ー(89.6%)、 契約 社 員(85.8%)、 派 遣 労働 者(85。5%)、

在 宅 勤務(80.5%)、 フ レ ック ス タイ ム(69.2%)と 続 いた。 「知 らな い 」 で は ワー カー ズ ・コ レ

クテ ィブ(67.9%)が 最 も多 く、裁 量 労働 制(52。5%)、SOHO(50.8%)と 続 い た。

ま た、 同調 査 にお い て 、NPOで 、働 い てみ た い と思 う人 は、32.0%、 ワー カ ー ズ コ レクテ イ

ブ は、17.7%で あっ た。 以 下 、 この2つ につ いて 詳 しく述べ る,
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2NPOに ついて

環境保護や 国際協力、まちづ くり、学術研 究、人権 平和、保健福祉 、スポー ツ振興な どを行 う、

様 々な分野 にわた る民間非営利組織の ことをい う。NPOは 、市民が公共の担 い手 として地域 の

社会 問題 を解決す る社会参加 の場 をつ くる とともに、 自己実現を 目指 した新 しい働 き方 を創 るこ

とが期待 されてい る。

平成16年1月31日 現在 、県内の認証数 は、889件 で、都道府 県では、東京都 、大阪府 に続いてい

る。認証団体 の活動分野(複 数該 当)は 、 「保健 ・医療 ・福祉」が最 も多 く、続 いて 「子 どもの健

全育成」 と 「社会教育」 が同数で、「連絡 ・助言 ・援助」 「環境の保全」 と続いている。

平成13年 の経 済産 業省 の調査 によれ ば、事務局スタッフ数 は平均6.3人 で、その うち有給の常勤

は27%、 有給 の非 常勤 は32%、 無給 は4!%と なってお り、また、平均賃金 は常勤が年収134万 円、

非 常勤 が51万 円 となってい る。

このよ うに団体の収入 基盤 が弱 く、有給 スタ ッフの給与は通常の会社員 よ りも低 く、また、職

員の 中に人事 ・労務 ・経理 な ど組 織運営のプ ロが少な く、運営体制の強化が課題で ある。

しか し、会社 勤めではかなえ られ ない、ボ ランテ ィアや社:会貢献 をめざす働 き方 として、行政

や企業 の役割 の間隙を補 う有力なセ クター と して成長 が見込まれている。

3ワ ー カー ズ コレクティブについて

同 じ志 を持つ人達 が集 まって資金 を出 し合 い、皆で共同 して管理 、経営、運営を行いなが ら事

業を行 う事業形態 のこ とで、雇 う側、雇 われ る側 とい う区分 はな く、全員が労働者 であると同時

に経営者 で もある とい う自立的な働 き方である点に大 きな特徴がある。

県内の ワー カー ズ ・コ レクテ ィブの連合会 の会員 は210団 体、5,859名(平 成16年1月 末現在)

で、活動部 門は介護 か ら保育、弁当仕 出 し、リサイ クル シ ョップ、出版 、翻訳、カルチ ャー教室、

生協、 医療、健康づ く りな ど広範囲にわたる。

企業 と異な り、営利 を 目的 としていないた め、収入は通常の会社員よ り低い水準にあ り、採算

性の確保 が課題 である。 また、労働者 であると同時に経営者 でもあ るので、経営実務 の習熟が課

題 となっている。

しか し、他人 に雇用 されない主体的 ・自立的な及び地域づ くりに参加 ・貢献 したい働 き方 とし

て・団体数 、構成員数のいずれ も増加 してお り、今後 も引き続 き増加す るこ とが見込 まれ る。

4多 様 な働 き方支援のイ メー ジ

例:NPO等 に対す る支援 について

○

○

○

○

○

地域課題 の解 決のための学習機会の充実

コ ミュニテ ィビジネ ス(主 に住民が主体 とな り、地域のニーズや課題 に対応 してきめ細 か

なサー ビスを提供す る事業)の 創 出のきっか けづ くり

地域活動 か らビジネスへつ なが る学習者 のネ ッ トワークづ く り

人事 、労務 、経理法務 等運営管理に関す る研修 、セ ミナーの実施

人材情報 の提供
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3高 年齢 層

(1)高 齢者 を取 り巻 く労働の状況

○65歳 以上の労働力率 は、欧米諸 国をはるかに超 える水準 となっている。

・日本(21 .8%)、 ア メ リカ(13.1%)、 カナ ダ(6.0%)、 イ タ リア(3.4%)、 ドイ ツ(2.8%)、

フ ラン ス(1.3%)(2001年 厚 生 労働 省 政策 統括 官 付 政 策評 価 官 質 作 成)

・内 閣府 「中 高年 齢 層 の 高齢 化 問題 に 関す る意 識 調 査 」(1977年)に よ る と、中高 年 齢 者 に何

歳 まで働 きた い か尋 ね た とこ ろ、80%以 上 の人 が 、65歳 以 上 、 あ るい は年 齢 に こだ わ らず

働 くの が よ い、 で あ っ た。

○ 高齢 者 自身 が長 く働 き続 け 、高 齢 社 会 を 支 え る側 に立 た ざる得 な い。

・高齢人 口比率 が2014年 には25%を 超 え、人 口の1/4が 高齢者 とい う先進国で も群 を抜い

た高齢社会 となる。

65歳 以上人 口割合 の推移 ・中位 ・高位 ・低位

・社会保障制度 を維持す る必要があるが、若年 人 口が激減(例 えば20代 の人 口でいえば2i世

紀の最初の10年 で、約250万 人減少)す る。

○ 自分の価値に こだわれ ることが可能 な状況 も生 じる。

・開業時にお ける経営者 の年齢 は、平均年齢(2001年 調査41。8歳)及 び50歳 以上の高年齢

者が 占める割合(同25.4%)は 、上昇傾 向にある(「 新規実態開業調査 」国民生活金融公

庫総合研究所)。
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(2)高 年齢層をめ ぐる問題

P12の 一覧表 に よ り整理 した この層における問題点は、就業者層 とほぼ、同様次の4点 に集、

約 され る。

① 職業に関する情報の不足

② 多様な学習ニーズへの対応の不足

③ 制度等の未整備

④ 生涯学習成果の評価の未確立、活用の場の不足

(3)支 援 内容

この層 にお ける支援 内容 は、スキル ア ップ とい う観 点か らは、就業者層 におけるそれ とほぼ

同様 であ る。それに加 えて、この層 においては、特に今までの就労等 の中で形成 され た蓄積(技

術 、判断力 、洞察力 、ノ ウハ ウ、ネ ッ トワー ク等)を 地域貢献等に よって、後の世代 に引 き継

いでい くこ とが重要で ある。

ただ し、高齢者'になると、個人の能力 ・意欲 ・健康の状態や住 宅、年金 をは じめ とす る生活

環境 には大 きな違いが出て くる。働 き方 も、 こ うした違いに応 じて、就業時間、場所、契約形

態が選択で きるよ うにす るこ とが望ま しい。

学校教育における支援

◎ 多様 な学 習ニー ズへの対応← 大学等の社会人受入れ の充実、通学 しやすい場所のキャンパス

(エ クステ ンシ ョンセ ンター)の 設置、学びやすい 日時での開講、ITの 活用 、新 しい技術に対

応 したカ リキュラムの設置、成人 を対象 と したキャ リア ・学習プ ログラムづ くりとその提供、地

域 向け課題 に関す る講座 の充実、大学関係機 関のネ ッ トワー クの体制整備

家庭 ・地域 ・社会教育における支援

◎ 職業 に関す る情報提供の充実 ← 情報デー タベース(学 習、就業、地域活動等)の 充実、ネ ッ

トワー ク化、 ワンスス トップサー ビス化、キャ リアに係 る学習 の相談、成功モデルの提供

◎ 多様な学習ニーズへの対応 ← 関係機 関の連携 による学習プログラムづ く りとその提供 ・コー

デ ィネー ト、身近な場所 での学習環境 の充実 、学習 コーデ ィネー ターの育成

◎ 制度等の整備← 地域福祉活動等ボランテ ィア活動 の創 出(人 材バ ンクづ くり、 コーデ ィネー

トの仕組 みづ く り)、 コ ミュニテ ィビジネ スお こし支援

◎ 生涯学習成果 の評価の確立、活用 の場の充実← 生涯学習の成果の評価 ・認 証の機能を もつ生

涯学 習パ スポー ト(生 涯学習記録票)の 活用 が進む仕組みの整備、スキル標準づ くり

◎ その他← 関係機 関 ・団体のネ ッ トワー ク化 、学習者 のネ ッ トワークづ く り

産業界 ・労働行政における支援

◎ 多様な学習ニーズへの対応← 学習プログラムづ くりとその提供 、冠講座 ・寄付講座の実施 、

事業主等が行 う教 育訓練:に対す る支援 、公共職 業訓練の推進、(財)中 小企業セ ンター等 による経
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営 ・技術相談等 の実施

◎ 制度等の整備← 学び直 し ・自己啓発 支援 、休暇(有 給教育訓練:休暇制度や就学休業制度 の導

入 も含む。)や フレックスタイム、短 時間労働 、在宅勤務 、休暇 を取得 しやす い環境づ く り、ワー

クシェア リング等 の実施 、奨学金制度の導入 、職業能力評価 に係 るスキル標準づ くり

◎ 生涯学習成果の評価の確立、活用 の場の充実← 生涯学習パスポー ト(生 涯学習記録 票)の 活

用、企業側 の評価 の改善

第4章 提 言

1ま とめ

「働 きがい」 とい う観点か ら、第3章 で、 「学生 ・フ リーター層」 「就学者層」 「高年齢層」に区

分 して、支援 内容の基本 的な考 え方 を取 りま とめた。

今後、現在 の経済状況では、終身雇用が少な くな り、 ますます雇用形態の多様 化が進 む と考 え

られ る。雇用制度が大 きく変わろ うとしている一方で 、IT、 多様化が進む と考 えられ る。雇用

制度 が大 きく変わろ うと している一方で、IT、 環 境、バイオ関連等 のニ ュー ビジネスが台頭 し

つっあ り、働 き方 も、官か ら民への大 きな流れ の中でNPO等 の活躍 の場 が広が りつつある。

こ うい う変化の もとで、若年層 に対す る支援 としては、「どの会社 にはい りたいか。」か ら 「ど

んな仕事 を したいのか。」へ の考 え方の転換 が必要で あ り、子 どもに対 しては、学校 、家庭、地域

が連携 して、好奇心、関心、興味を育む教育が求め られ ている。 フ リー ター等 に対す る支援 につ

いては、平成14年 度社会教育調査 中間報告 にもある とお り、 「職 業知識 ・技術 の向上」分野 の講座

数 が大幅に増加す るな ど、社会教育側 の取組 も充実 して きている。 それ に よ り、仕事お こ しに成

功 した事例 もある。

また、就 業者層、高年齢層 について も、雇用 は不安定にな りつつあ り、 しか も年金支給開始年

齢 の引き上げ等 の関係 か ら就労期間が長 くなる と考 え られ る。

こ うした ことか ら、生涯学習 の分野 において、こ うい う状況 を先取 りした講座 、例 えばニ ュー

ビジネスや様々な働 き方における分野の講座 を設置 し、それ らを受講す ることで、スキル ア ップ

を図 るとともに、ネ ッ トワー クづ くりを図 る。 そ して、仕事に充実感 を持つ こ とができ、社会的

に価値 を認 め られ充実 した人生を過せ るよ う、学校 ・社会教育、労働行政、産業界は連携 し、取

り組んでい く必要がある。

若者に明るい将来を示せ ない国に未来 はない。

一方で
、仕事抜 きで ど う生 きるか は語れ ない。どんな能力、専門性やセ ンスに磨 きをか えか け、

何 目指 して どんな職 業に就 き、 自分の人生 を築いてい くのか。

働きがい　自らつかもう　学びからそのた めの基盤 をつ くってい く必要がある。
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2提 言

これ まで の検討 に基づ き、等審議会は、それぞれ の主体 は、今後次の ような施策等 に取 り組む

べ きで ある と考 える。

(1)県 の役割(生 涯学習 の観点か ら)

① 短 期(概 ね3年 、以下同様)

○ 職業情報提供の充実(情 報 の充実、ネ ッ トワー ク化 、ワンス トップサー ビス化)

○ 関係機 関 ・団体のネ ッ トワー ク化(産 業界 ・大学等 とのネ ッ トワークづ く り、地域人材

の協力、参画等)

○ 『職 業教育』 に係 る学校教育のカ リキュラムづ くりの支援

○ 学習機会 の提供 、相談

○ 保護者へ の啓発(幼 少期 か らの しつけ、p15参 照)

【取 り組むべ き施策】

・職業情報提供、相談システムの充実

・フ リー ターへの補習教育、『職業教育』

・技術革新への対応 が可能 となるよ うなスキルア ップ学習 の支援

・新 しい働 き方 の支援(起 業セ ミナー等)

・イ ンター ンシ ップや体験活動 の受 け皿づ くり

について、学校教 育、市町村 、NPO、 ボランテ ィア、専門学校等 との連携 を図 り、実

施。

② 中長期(概 ね3年 以上、以下同様)

【取 り組むべ き施策】

・学校 との連携 に よる、『職業教育』の地域 ・家庭 における推進(こ ども参観 日の実施 によ

る啓 発等)

・子育て経験等女性 が中心に行っていた 「無報酬の就労」(ア ンペイ ドワーク)の 価値の啓

発

・学習 コーデ ィネー ターの育成

(2)市 町村への要望

① 短 期

○ 身近 な場所 での学習機会の提供

【取 り組 むべ き施策 】

・フ リー ターへ の補習教育
、『職業教育』

・技術革新への対応 が可能 とな るよ うなスキル アップ学習の支援

・新 しい働 き方の支援(起 業セ ミナー等)

・イ ンター ンシップや体験活動 の受 け皿 づ くり

について、公 民館 、市民セ ンター等身近な場所で実施

・地域福祉 等ボランテ ィア活動の創 出
、コ ミュニテ ィビジネスおこ しの支援
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② 中長期

【取 り組むべき施策1

・『職業教育』の学校 ・地域 ・家庭 にお ける推進

・子育て等女性 が中心 に行っていた 「無報酬 の就労」(ア ンペイ ドワー ク)の 価値 の啓発

(3)国 への要望

① 短 期

○ 学習機会の提供(大 学 にお ける学び直 し支援 の促進)

1取 り組むべ き施策1

・通学 しやすい場所へ のキャンパ ス(エ クステ ンシ ョンセンター)の 設置

・学びやすい 日時での開講

・新 しい技術に対応 したカ リキ ュラムづ くり

・産休等 の就労中断期 間中に職 業能 力を維持 できるよ うなIT等 の研修 ・能力プ ログラ

ムの実施

○ 働 きなが ら学べ る環境 づ くり

○ 産休、育休 の取得や保 育園の整備 等子育て しなが ら働 ける環境 の整備

② 中長期

○ 生涯学習の成果の記録、認 証、活用のための仕組みづ くり

【取 り組むべき施策1

・生涯学習パ スポー トの整備

・公 的職業能力評価制度の整備(NVQ(NationalV。catiQnalQualificati。n)等)

・就学休業制度 、 ワー クシェア リング等の整備 、時短 の促進

(4)学 校教育への要望

① 短 期

【取 り組むべ き施策1

・『職 業教育』 の推進(勤 労観 、職業観 の育成)

・インターンシ ップ、職場体験(ジ ョブ シャ ドーイ ング)、 デュアル システム等 の実施

・体験活動 の実施、成 功モデル の提示

・クラブ活動 、生徒会活動の充実

② 中長期

【取 り組むべき施策 】

・『職業教育』のカ リキュラムづ く り

・キャ リアカ ウンセ リングの充実

・進路指導の充実 ・改善
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(5)産 業界 ・労働行政への要望

① 短 期

○ 学習 機会 の提供

1取 り組むべ き施策1

・フ リー ターの補習教育、スキル ア ップ支援 を図るための施策

・トライ アル雇用 の実施

・イ ンター ンシ ップ、職場体験(ジ ョブシャ ドーイ ング)、 デ ュアル システム等の実施

・人材 の学校 への派遣

・面接 等マ ッチング機 会の拡大

② 中長期

【取 り組むべ き施策 】

・ファ ミリー フ レン ドリー企業の増加

・ワー クシェア リングの実施
、時短

・生涯学習の成果の評価、パスポー トの活用

・キャ リアカ ウンセ リングの実施
、 キャ リアカ ウンセ ラー の育成
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(6)モ デル事業例(生 涯学習分野がネ ッ トワー クの中心 とな り、コー ディネー トを行 う。)

高校 中退者等を対象に身近 な市町村公民館 な どで、教員退職者 が 『職 業教育』 を行い、企 業退職

者 がIT講 習を行いスキル ア ップを図 る。 さらにNPOが キャ リアカ ウンセ リングを行い、雇用

に向けボランティアを行 う。

起業を希望す る者 を対象に、労働行政がセ ミナーを開催 し、そ こで起業成功者 が実例や ノウハ ウ

を提示す る。また行攻やNPOが 相談 にの った り、起業内容 の判断 を行 い、起業への支援 を行 う。
L

一一31一 一



○ キャ リアア ップによる豊かな人生 を築 くために
一青森県 にお ける今後 の生涯学習の推進方策について一

(答申 平成!6年6月 青森県生涯学習審議会)

は じめに

21世 紀 に入 り、私た ちは急激な社会 の変化に直面 しています。

都市化、核 家族化 、少子高齢化 の進行、地域 の連帯感や人間関係 の希薄化等が進み、家庭 の教育

力の低下や 青少年 の健全育成が問題 となっています。子 どもや家庭 を とりま く問題 の深刻化や ここ

数年の経済状況 の悪化 は、多 くの人 々に自らの家庭生活や人生の先行 きに不安 を与えています。 中

で も、子 どもたちの社会性や公共性の不足、親子の コ ミュニケーシ ョン不足な どが指摘 され てお り、

人 間 としての生 き方その ものが闇われている時代で もあ ります。

また、地域には様 々な課題 があ り、従来 のや り方 だけでは解決 できない課題 も増 えています。地

域 においては、地縁 だけでな く、住民の学習活動や環境、子育て等の 目的でつながったネ ッ トワー

ク等、新たな地域 コ ミュニテ ィが形成 され ることが予想 され、これか らの時代 に対応す る 「地域 の

教育力」の活性化 が緊急 の課題 になっています。

さらに、人々が生涯 にわた り生 きがいを持 って活躍す ることので きる社会を構築す ることが求 め

られてお り、生涯 のあ らゆる時期に学習機 会を選択 して学ぶ ことができ、その学習の成果が適切 に

評価 され、社会参加活動 につ なが るよ うな生涯学習社会が構築 され る必要があ ります。

生涯 学習 とは、 「生活の向上、職業上の能力 の向上や、自己の充実を 圏指 し、各人が 自発的意志に

基づ いて行 うこ とを基本」(平 成2年 中央教育審議会答 申)と しつつ、同時に一人一人の生活 を支え

るより豊か な地域、豊か な人 間関係 をつ くり上げ るカ を形成す るために学びっづけることです。 県

民一人～人が様々な機 会 を捉 え生涯学習や社会参加活動に取 り組む ことは、生涯 を通 して 「キ ャ リ

アア ップに よる豊かな人生」 を築 く営みにもな ります。

本県では、既 に 『新青森 県長期総合プ ラン後期実施計画(平 成14年 度～18年 度)』、『第3次 青森県

長期総合 教育計画後期 実施計画(平 成14年 度～平成18年 度)』、『第2次 青森県生涯学習推進基本計画

(11～15年 度)』 に基づ き、生涯学習 の推進を 目指 した取 り組みを進め、一定の成果を上 げてきま し

た。 しか し、社会情勢 の急激な変化 に対応 して、本県にお ける生涯学習の推進 をめぐる状況 につい

て も、 これ まで とは違 った視点での取 り組み が求 め られ ています。

第6期 青森県生涯学習審議会 は、この よ うな社会の変化に対応す る本県にお ける今後の生涯学習

の推進方策 について検討 を重ねてきま した。本提 言は、その審議 を踏まえ、県民が豊かな人生 を築

くために 「豊か には ぐくむ」、 「自らを高める」、「共に地域 をつ くる」の3つ をキー ワー ドに今後の

生涯学習の推進方 策について取 りま とめた ものです。
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序章 今なぜキャ リアア ップか

1「 キャ リア」、「キ ャ リアア ップ」とは何か

「キャ リア」の意 味づ けや用い られ方 は多様です。一般 には 「経歴、経験」 を意味 しますが、

平成11年 の国の生涯学習審議会答 申では 「職業、職歴 ばか りでな く社会的な活動歴 を も含む」 と

しています。

「キャ リア」の用 い られ方が多様 なのは、 「キャ リア」が個人の 「生 き方」 と 「働 き方」との関

係 の上 に成 立す る概念 であるこ とに由来 している と思われます。例 えば、教師一筋で生 きていこ

う、仕事 と趣味 を両立 させ た人生 を送ろ う、 とい うよ うに個人 の 「生き方 」や 「働 き方」は様 々

です。 この よ うに 「キ ャ リア」 は、生き方 と働 き方 、あるいは人生 と職 業が結 びっ いた概念 だ と

言 えます。

こ うした ことを踏ま え、当審議会では 「キャ リア」を、個人が職 業上た どってい く経歴(職 業上

のキャ リア)ば か りでな く、人生 における経歴一般 として幅広 く捉 えます。従 って 「キャ リアア ッ

プ」は、 「仕 事を してい く上で必要な資質や能力 を高 めるばか りでな く、日常生活 を通 して人生全

般 を豊かにす るための資質や能力 の向上」 を意味 します。

2キ ャ リアア ップの必要性

(1)子 どもの健 やか な成長のために ～第1章 豊 かには ぐくむ～

最近 の深刻化す る青少年 をと りま く問題の背景 として、「家庭 の教育力」や 「地域 の教育力」

の低下が指摘 され てい ます。

本県でも、核家族化 の進行等に より家庭教育や 子育てに不安や悩みを持つ 親 が増加 していま

す。特に、母親 の負担が大き く、父親の家庭 教育への積極的 な参加 が求 め られ ています。また、

「生活の夜型化」 が進行 し、子 どもの睡眠時 間や食 事が不規則 とな り、心身へ の影響が懸念 さ

れています。

家庭は、子 どもの 「育 ちの場」であ り、人 間形成 に大きな影響 を与えます。親 が、基本的生

活習慣 を子 どもに しっか り身 に付け させ るた めには、家庭教育 について積極 的に学習す るこ と

が必要であ り、子 どもの発達段階に応 じて、子 どもを理解す る力や コ ミュニケー シ ョンの とり

方等、家庭教育における親 のキャ リアア ップが求 められ ます。

また、子 どもに対 しては、変化の激 しい社会 をた くま しく 「生 きる力」を培 うことが求 め ら

れ てお り、子 どもの頃か ら、 自分で課題 を見つ けた り、 自ら学び 自分で考え ることのできる資

質や能力等を向上 させ ることが必要であ り、将来のキャ リア形成 の基礎 を培 うことが大切です。

これ まで、子 どもの しつけをは じめとする教育 は、学校教育 に任せてお けばよい と考える人

も見受 け られ 、学校への一方 的な期待 が大きす ぎたよ うに思われ ます。 しか し、学校 だけです

べての課題 に取 り組 めるわけではあ りませ ん。近年 、学校 では少人数指導の充実や総合的な学

習の時間な どを通 して課題 の解決 に向 けて取 り組 んでお り、家庭や地域 との連携 をよ り一層深

めよ うとしています。

地域 において も、住民同士が、地域の子 どもを 「共 に育てる」意識 を広 げ、 「共 に学ぶ」機 会

を充実す ることが大切です。子 どもや親、住民が互 いに学び合 うことに よ りキャ リアア ップす
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ることは、「地域 の教育力 」を高 めることにつなが ります。

(2)職 業能 力の開発 ・向上のために ～第2章 自らを高める～

本 県は、全 国的に も最 も厳 しい雇用環境にあ り、若者の未就職者や 中高年 の離職 者が増加 し

ています。特 に、中高年世代に とっては、企業の倒産等によ り一旦職場を失 うと、なかなか再

就職 できないな ど、これ まで築 いて きた職歴や経歴 が通用 しな くなっています。

近年 、産業構造 の変化や雇用 の急速な流動化 によ り、勤労者 に求め られる職業能力は、特定

の職務へ の習熟 か ら幅広い職務 に対応 できる専門的な職務能力、業務 を遂行す る上で問題 を発

見 し解決す る能力、創造性、思考 ・行 動特性等 を含 めた実践的な職 業能カへ と変化 しています。

『青森県雇用創 出プ ラン』 によると、本県 における雇用 の課題 として、新規事業や起業化等

による多様な雇用の場の創 出及び人材 の質的向上が重要であることを指摘 しています。

これか らは、早い段階か ら学校教育等 において職業観 ・勤労観 を身 に付 け させ る とともに、

社会 に出てか らも、勤労者 が実践的な職業 能力の開発 ・向上を 目指すな ど、 自らを高め るため

の努力が求め られます。

また、本県 において も少子高齢化 の進展や経済的理由か ら、女性や高齢者が就 労す る機会 が

増大 しています。 女性 は、家事や育児 で忙 しい期間は就業 を控 え、子育て後 に再就職す るケー

スが多 く、また高齢 になってか らも働 き続 けたい とい う意欲 が高 いことが明 らかになっていま

す。 しか し、再就職 後の女性 には不安定雇用のパー トタイム労働者等が多 く、また高齢者 も希

望通 りには再就職 できない状況があ ります。

女性 が経済的 自立 を図 る上で、また高齢者が、第2、 第3の 就職な どによって仕 事に よる生

きがい を求 める上で も、早 くか ら新 たな就労に結びつ くキャリアア ップに取 り組み、 自らの資

質や 能力 を幅広 く高め ることが重要です。

(3)共 に支えあ って生きるために ～第3章 共に地域をつ くる～

地 方分権 、市町村合併 がすすめ られて いる今 日、県民一人一人 が 自らの住む地域 を共につ く

る主体である との認識 が必要 になってきています。

また、人 はみな、共に支 えあって生 きてい く存在です。 とりわけ、高齢社会に突入 し、地域

で支 えあ う生活 が重要 になっています。

地域 を共に支えあい、よ り豊かな地域 として創造 してい くためには、県民一人一人の高度 な

学習に よるキャ リアア ップが必要 にな ります。その第一歩 として、これ まで学んだ知識 ・技術 ・

技能な どを生 か しなが ら地域活動や ボランテ ィア活動に取 り組む ことか ら始めたいものです。

これ らの活動 のためには専 門的な学習が必要になった り、また活動を推進す るこ とに よって、

必然的に次の段 階の学習 が必要になった りします。ま さに実践す ることが、学び のサイクル を

生み出 し、幅広い能力 を高 めることにつながる と言えま しょ う。

平成12年 の 『県民意識調査』では、これか らの生き方 として、 自分 らしい生き方 を大切 に し

たい とい う、 自己実現 を 目指す生活 スタイルを求 める人の割合が高 く、特 に、積極的に社会 に

関わ りたい とす る人 が、年代が上がるにつれて増 える傾向にあ ります。最近では、 自主的 な学

習サー クル を立ち上 げた り、ボ ランテ ィア団体 ・NPO等 を結成 した り、参加 した りす る人が
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増 えてきています。

県民一人一人が社会参加活動 に取 り組む ことは、人生 を豊かにす るばか りでな く、 自ら住む

地域 をよ り豊かな地域 として創 造するこ とに もつなが ります。

全体のイメージ

第1章 豊かには ぐくむ ～家庭教育支援 ・青少年教育の充実～

1家 庭教育支援 ・青少年教育 をめ ぐる現状 と課題

(1)少 子化 ・核家族化による子 どもへの影響

本県の年少人 口(15歳 来満)の 割合は、年 々減少 し、少子化が急速に進 んでいます。 また、

女性の晩婚化が進 み第～子 の平均出産年齢 も年 々上昇 してお り、出生数 の減少 に影響 を与 えて

いるもの と見 られます。 さらに、家族構成 について も、三世代同居 の世 帯が減少 していること

を反映 して核家族化 が進行 してい ます。特 に、夫婦 と子 どもか らな る世帯が減少 してお り、夫

婦 のみの世帯、両親 のいずれかー 方 と子 どもか らな る世帯が増 えています。

県 の 『子育て環境に関す る調査』によると、 「子 どもの数 の減少は、子 どもの成長 に とって好

ま しくない」 と約7割 の親が考 えています。子 どもの数 の減少 によって、子 ども同士 のふれ あ

いが減った り、逆 に、親 の過保護や過干渉 によ り、子 どもの 自主性 や社会性 が阻害 され るな ど、

子 ども自身 に対す る様 々な影響が心配 され ています。
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(2)母 親の子育て負担 ・不安の増加

核家族化や世帯の小規模化が進むによ り、祖父母な どが直接子育てを援助 した り育児 の知識

を伝 える機 会が少な くなっています。また、地域社会の人間関係の希薄化 による親の孤立化や、

兄弟姉妹の少ない 中で育った親たちの直接 ・間接的な子育て経験の不足な どか ら、今 の親た ち

は相談 したい時に相 談す る人が身近 にいないな ど、悩みや不安 を抱 えなが ら子育てを してい る

現状 にあ ります。特に乳幼児期は、子育ての責任が母親一人 に集 中す ることが多 く、母親 が育

児不安や ノイ ローゼに陥った り、 さらに虐待 に至 る事態 もあ ります。

前述の調査に よると、母親の子 育てをす る上での悩みは、最 も大きなものか ら順 に 「子 ども

自身に関す ること(子 どもの健康 、勉強、性格や くせ、友人な ど)」、「仕事や家事が忙 しくて、

子 どもとのふれ あいや しつ けが十分でない こと」、 「自分の 自由時間がない こと」 となっていま

す。 この よ うな母親の子育て負担や不安を軽減するには、父親が子育てに参加す る とともに、

でき るだけ多 くの人が子育てに関わ ることが必要です。

(3)父 親の 家庭教育への参加

子 育てには、父親の強力が不可欠です。 しか し前述の調査に よる と、夫婦間の子育ての役割

分担 につ いて、「自分 の分担 は6割 以上」と答 えてい る母親が約9割 を占めてお り、子育てにつ

いての母親 の精神的負担感 が強 くなっています。父親 の子育てへ の参加 は、母親 の負担 を軽減

す るため と言 うだけではな く、子 どもの成長 にとって も重要な課題 です。

県総合社会教育セ ンターの 『父親 の家庭教育参加に関す る意識等の調査』 による と、父親 の

家庭教育へ の参加状況 について、 「積極的」よ り 「あま り」参加 していない割合が高 くなってい

ます。また、子育てで困った時 に母親任せ に した り、子 ども との会話 をほ とんど していない人 、

夕食 を子 どもと一緒 に食べていない人 も少なか らずお り、休 日も仕 事や 自分の趣味にあててい

る父親が約半数近 くに上っています(図1)。

図1父 親の家庭教育参加に関する意識等の調査より
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同調 査によると、一緒 に夕食 を食べてい る父親ほ ど、家庭教育に積極的 に参加 してお り、そ

の多 くが子 どもとよ く会話 を していると答 えています。

また、本県の 『青少年の意識 に関す る調査』に よると、多 くの中 ・高校 生が父親 との会話 の

頻度は母親 よ り少 な く、子 どもに対す る理解度 も父親 よ りも母親 の方 が高 い と答 えています。

悩み ごとの相談相手は友だ ちが圧倒的に多 く、次に母親が来 るものの、父親 はほ とん ど相談相

手 になっていない現状です。 思春期 を迎えた子 どもに とって、成長モデル としての父親 の果た

す役割 の重要性 は、多 くの識者 が指摘 している ところです。 父親 には様 々機会 を捉 え、子 ども

が 日頃何 を考えてい るのか、何 を悩んでい るのか等 、子 どもの状況 につ いて理解す る努 力が求

められ ます。母親の子育てへ の負担 を軽減す る意味 でも、父親 には家庭教育への参加 を促 し、

家庭 にお ける父親の役割 の重要性 を再確認す る必要 があ ります。

(4)生 活 スタイルの変化

(生活の夜型化)

国民全体 として 「生活 の夜型化」が進行 し、また、家族 が…緒 にい る時間が減少 していま

す。親の生活時間の夜型 が増 えるにつれ 、特 に乳幼児や小学生の起床 時間や就寝時 間が遅 く

な り、心身への影響 が懸念 されています。本県 において も、小 ・中 ・高校 生の生活 が徐 々に

「夜型化 」 しているこ とは以前か ら指摘 されています。平成14年 度 の本県 『児童生徒 のライ

フスタイル調査』 によって も、小学生 か らの生活 リズムに問題 があ ることが うかがわれ ます

(図2)。

図2児 童生徒の1日 の睡眠時間 ・テ レビ(テ レビゲームを含む)の 視聴時間 ・朝食を食べない割合

睡眠、食事 、排泄な どは健康 の基礎 であ り、子 どもの成長 に とって大 きな影響 を持 ってい

ます。遅い起床、 目覚めの悪 さな どは、食欲 のな さ、朝食の欠食、ひいて は気力や意欲 の減

退、集 中力の欠如等に影響す る と書われ ています。父母の労働時間が長 く帰宅時間が遅 くな

った り、子 どもが、 けい こ事や塾通いで忙 しい ことな ど、様 々な背景が あげ られています。

いずれ に しても、親 の生活 リズムが子 どもの生活 スタイルに影響 を与 えてお り、子 どもがテ

レビやゲームに長時間熱 中 した り、 コンビニで過 ご した りす る現象 も問題 になっています。

____..



県総合社会教育セ ンター の 『子 どもの豊かな人間性 をは ぐくむための活動 に関す る調査』

に よると、自由時 間の過 ごし方 について、20代 においても 「朝遅 くまで寝ていた り昼寝」 「テ

レビ ・ビデオ視聴 やゲーム」 とい う回答が多 くなってお り、若者の生活スタイルが変化 して

います。

また、同調査 によると、小 ・中学生が 「コンビニで過 ごす」「生活が夜型 になった」、中 ・

高校生が 「地面や床に座 る」 「ピアスや指輪 をする」 「髪 を染める」 ことに対 しては、7割 以

上 の大人 が好 ま しくない と考 えてお り、今の子 どもは 「欲 望を抑 え我慢す る気持 ちが足 りな

い」 「場 に応 じた適切 な言葉づかいが足 りない」とす る回答が8割 を超 えるな ど、子 どもに対

して好 ま しい生活 スタイル を望んでいる大人が多い ことがわか ります(図3)。

図3今 の子 ども(小 ・中学生)に ついてどのような印象 を持 っているか

(基本 的生活習慣 の定着)

基本的生活習慣の形成は、子 どもたちが将来に様々な活動 を展開す る上できわめて重要で

あ り、本来家庭が しっか りとしつ けをす るべ きですが、上述の よ うに以前よ り困難 になって

います。

県総合社会教育セ ンターの 『家庭の教育力 に関す る調査』 によると、大人が子 どもにとっ

て:重要 だ と思 われ る家庭教育の項 目について は、「基本的生活習慣」が一番 多 くあげ られてい

ます。 中で も乳幼児期が突出 して多 く、小学生期 でも2位 にあげ られ るな ど、 これ らの時期

の:重要 な家庭教育 の項 目である と多 くの人が感 じています(図4)。
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図4子 どもの各発達時期における重要な教育項目

子 どもの生活習慣 の確 立の基礎は家庭 にあ り、親がその重要性 を一層認識す る必要があ りま

す。子 どもの生活習慣 の確立のために、親 は 自らの夜型の生活 リズムに子 どもを巻 き込まない

よ う留意す る とともに、子 どもの就寝や 起床時間 に配慮す るな ど、子 どもの発達 にあった生活

リズム を確 立す ることが望 まれ ます。

(5)子 どもの生活体験 ・自然体験等の不足

文部省(現 文部科学省)の 『子 どもの体験活動等 に関す るア ンケー ト調 査』 に よる と、保護

者 の世代 と比べて、子 どもの生活体験や 自然体験が減少 してい ることが報告 され ています。 民

間の調査において も、20年 前 と比較 して、例 えば 噛 分で リンゴやナ シの皮 をむいた こと」 「力

エルにさわった こと」 「洗濯 物を干 した こと」の体験の度合 いが低下 している とい う結果が出て

います。

また、『子 どもの体験活動等に関す る国際比較調査』によると、β本 の子 どもた ちは、家の中

で過 ごす ことが多 く、 しかも、テ レビや ビデ オを見ている時間が1日 に3時 間以上 と、諸外 国

の中では最 も長 く屋外 での遊びや 自然体験 が少な くなっています。そ の要 因 としては、一般 に

都市化 に伴 う空き地 の減少や交通量の増加が指摘 されてい ます。

本県の調査 において も、子 どもが遊ぶ 主な場所は、 自分の家や友人 の家 が圧倒的 に多い こと

が明 らかになっています。外で遊 ぶ場合 でも、幼児 か ら小学校低学年 までは、公園や車のあま

り通 らない道路が多 く、高学年になる と、公園や 空き地 のほか、学校 の校庭や体育館 が増 え、

中学生では、商店街やデパー ト、本屋やCD店 な ど繁 華街で遊んでい る子 どもが増 えています。

保護者 は、子 どもが 「外で遊ぶ ことが少 な くな った」 ことを一番 の問 題 と考 えてお り、特に町

村部の保護者が、都市部 の保護 者 よりもそ のことを指摘す る割合 が高 くなっています。

平成14年4月 か ら、毎週土曜 日を休 み とす る完全学校週5日 制が全国一斉 に実施 され ま した。

実施後の全 国調査 による と、小学校 の どの学年においても 「自然体験 な どの体験的 な活動に参

加す ることが増 えた」とす る回答 よ りも、「テ レビや ビデオ を見る時 間が増 えた」と回答 した保

護者が6割 を超 えてい ます。完全学校週5日 制は、まだ緒 に就 いたばか りであ り、今後その趣
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旨が よ り広 く理解 され ることが必要 となっています。

地域 にお いて、人 と人 とのつなが りが密接 だった頃は、子 どもの成長 は、近所や地域 の人た

ちに見守 られ ていま した。 しか し、本県 において も地域 と子 どものつなが りが弱 くなっていま

す。

(6)地 域 の とのつなが りの希薄化

前述 の 『青少年 の意識 に関す る調査』 によると、本県の中 ・高校生では、悪 いことを して地

域 の人 に注意 され た り、良い ことを して ほめ られた経験のない生徒 が、それぞれ89%、76%と

高 く、地域 の人 とのつ なが りが薄 くなっています。また、中 ・高校 生の地域活動の実態は、 「お

祭 り」に40%強 の参加 が見 られ るほかは、 「まった く参加 していない」が43%を 数 えます。さら

に、ふだん地域 の大人 と一緒になって共同行動 を したこ とが 「あま りない ・ない」が80%、 大

人 と一緒 に何』かを 「あま りや りた くない ・まった くや りた くない」は68%を 占めています。20

代の若者 につ いて も、前述の 『子 どもの豊かな人間性 を育むための活動に関す る調査』 による

と、日頃の地域 にお ける人 々との交流や付 き合 いにっいて、 「ほとん どない ・あま りない」とい

う回答 が55%、 地域活動 に参加 しない理 由として 「あま り興 味 ・関心がない」が49%と なって

います。

地域 と子 どもとのつ なが りの薄 さは、地域 の親や住民同士の人間的なつなが りの希薄 さを反

映 してい る とも言 えます。本 県の地域活動 は、町内会、子 ども会、老人会、婦人会な どがその

中心 を占めています。 しか し近年、特に都市部 においては、その活動 が形骸化 している とい う

指摘 もあ り、子育 ての支援 も受 けにくいな ど 「地域 の教育力」 の低 下が憂慮 されています。

地域 が教育力 を発揮 して子 どもた ちを健全 に育成す るためには、いわゆる 「地域 コミュニテ

ィの再生」 が求 め られています。そ こまでは、地域 の大人同士 の関係 が形作 られていることが

重要 であ り、親 も子 どもも地域 と人間的につ なが るこ とが必要です。

2今 後 の方 向性

(1)家 庭 の教育 力を高め る ～家庭教育の充実 ～

① 家庭教育 における親のキャ リアア ップ

家庭 は心 の安 らぎや温 もりを感 じる場 であるとともに、子 どもたちに家族 とのふれ あいを

通 して、基本的 な生活習慣や生活能力 、豊 かな感性や情操、思いや りや善悪の判断、社会的

なマナー な どを身 に付 けさせ る重要な役割 を担っています。また家庭は、子 どもが社会で生

きてい くために必要な人間関係の基礎 ・基本を学ぶ場でもあ ります。子 どもに とって家庭は、

最 も重要 な場所 であ り、家庭 で行われ る教育は、本来的には家庭 の責任 に委ね られ ます。

多 くの子 どもたちは、親 の愛情 に包 まれ心豊かに育っています。 しか し中には、親子の信

頼 関係 が欠如す るこ とによって情緒不安 になった り、 自分 に自信 を持てず人間関係 を持てな

い子 どももい ます。子 どもの心身 の健 全な発達 を図るためには、親 がその役割 を認識 し、「家

庭 の教育力」 を高 める必要があ ります。

もちろん、は じめか ら子 育てを理解 し、親の役割 を果 た していける人は少な く、 日々成長

してい く子 どもを通 して、その姿 を受 け止 めなが ら、親 としての 自分をつ くってい くのが一
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般 的だ と思われます。 そ して、親 としてのキャ リアは、単に親 としての年数 ではな く、子 ど

もとどの よ うに接 してい るか にあると思 われます。家庭教育にお ける親 のキャ リアア ップは、

子 どもの発 達に応 じた教育を行 うために必要で あ り、親がその学習 に積極的 に努めるこ とが

求 められます。

② 家庭教育 をめ ぐる学習の あ り方

(親 になるための学習 の充実)

「家庭教育を担 うこ とができる親」になるた めの学習機会を充実 させ ることが必要です。

その第一歩 として、出産前 か ら父親 ・母親 と しての 自覚 を促す 学習や 、出産後の育児 につ

いての学習 が必要です。特 に乳幼児期は、親 との信頼関係や基本的 な生活習慣 を得 る大切

な時期であるこ とか ら、 この時期 の親の学習機会 を充実 させ るこ とが重要です。現在 、乳

幼児健診や就学時健診時に講座や フォー ラムが開催 されていますが、これ らの機 会を捉 え、

若い父親 ・母 親には、いわゆる 「親育ち」学習の必要 性を認識 して もらうことが重要です。

また、若い世代 を対象 に して、親 になるた めの心構えを持たせ る学 習を推進す ることも必

要です。

(子 どもの発達段階に応 じた親の学習の充実)

前述の 『家庭 の教育力に関す る調査』に よると 「親に とって重要 な学習項 目は何か」 と

い う問いに対 して、 「子 ども との コミュニケー シ ョンの とり方」が一番 多 く、次 いで 「基本

的生活習慣 の定着」、 「子 どもの 自立心の育て方」 の順になってい ます。

親 の学習機会 は、主 に幼稚 園 ・保育所や小学校 ・中学校 ・高校 のPTAの 研修におい て

提供 されています。 そ こでは、子 どもの発達段階に応 じたきめ細かい学習 の充 実が求め ら

れます。例 えば、子 どもとの話 し方や接 し方 な どの コミュニケー シ ョンの と り方 、子 ども

の理解 のた めの講座 等を開催す るな ど、専門家 の協力を得 なが ら適切な知識や技術 を身 に

付 ける必要が あ ります。

また、早 い段階か ら、子 どもに対 して基本 的生活習慣 、規範意識 、倫理観 な どを明確 に

教 え られる ように、社会教育機関や民間教育事業者な ど様 々な機 関が提供す る人聞の生 き

方 に関わる学習 の機 会な どを捉 え、積 極的に学習す ることが大切 です。

(父親 を対象に した学習の充実)

家庭教育 に関す る学習 は、子 どもが乳幼児期の頃は、母親 を対象 としたプログラムが多

くなってい ます が、小 ・中学校期 以降になる と、母親 だけに限 らず、一般保護者 を対象 に

した学習機会が、PTA研 修会のほか学校外 でも提供 されてい ます。 しか し、一般 に、父

親 の参加 が少ない現状 があ ります。

要因 としては、提供 され る家庭教育 の学習 に、趣味的な内容が盛 り込 まれてい ることや 、

時間帯 についても平 日の午前又 は午後 に行われるこ とが しば しばであ り、働いてい る父親

が参加できに くい時間帯になってい ることな どが考 え られ ます。

前述 の 『父親 の家庭教育参加支援 の方策 について』 によれ ば、父親 が望む家庭教育の学
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習内容は 「子 どもの理解」や 「家庭 についての基礎的な理解 」 とな っています。学習機会

の提 供 に当た っては これ らの実態 を踏 まえて内容を構成す る必要が あ ります。 また、仕事

の忙 しさか ら、学習を した くて もで きない父親の潜在的な学習要求 に応 えるためには、開

催時期 、曜 日、時刻 、場所等 を考慮す ることが必要です。

同様 のこ とは、働 く多 くの母親 に も書 えることであ り、両親が共に参加 できるよ うに配

慮す る必要が あ ります。

(祖父母 を対象に した学習の充実)

子育ての経 験の豊 富な祖父母が、孫の教育 に積極的に関わることは、意義のあ ることと

考 えられます。祖父母 が子育てを した時代 とは、子育て をめ ぐる社会環境 も、子 どもの様

子 も大 きく変化 しています。従来 の子育てがすべて通用する とは限 りませ ん。祖父母 が、

子育てに関す る新 しい知識や現代 の子 どもの生活や考 え方を学ぶ ことによ り、長年培 って

きた知識や経験 を組み合わせ なが ら、子や孫 に家庭教育や生 き方の指針 を与 えることが期

待 できます。

(親子 を対象 に した学習の充実)

親子 で取 り組 める学習や活動の機 会を確保することが大切です。親 子参加型 の学習 ・イ

ベ ン ト等 は、親子の相互理解を深 め、絆を強めるよい機 会にな ります。本の 「読み聞かせ」

な ど乳幼児期 の学習は、そのつなが りの深 さか ら母子が中心 になっていますが、父親や祖

父母 も参加 できる形の学習機会に してい く必要が あ ります。

学習機会 を提供す る側 は、子 どもの成長に伴 って比重 を増す父親の役割 を考慮 し、父親

が参加 できる親子の学習機会 を増やす必要があ ります。特 に、父親 との対話が少 な くな る

中 ・高校生 の時期 こそ、親子 が共 に学ぶ機会 を意図的につ くる必要が あると言 えます。ま

た、他 の親子 と関わ ることは、 自らの状況 を客観的に顧み ることがで き、親子が共 に成長

す るきっか けにな ることも期待で きます。

③ 子育ての支援の場づ くり

近年 、県 内においては、子育て中の親 たちが子育てサー クルを形成 した り、子育て を支援

す る団体 ・グループの活動が盛んになっています。

子育てサー クルは、単に子育て中の親が集まって話 し合い等 をす るだけでな く、サークル

活動 を通 して、学び合 いなが ら共 に成長 してい くキャ リアア ップの機会 ともなっています。

中には子育て情報誌 を発行す るな ど、新 たな社会参加活動につながってい くものもあ ります。

これ らの団体 ・グループが連携 し、地域 にお いて子育て 中の親が気軽 に立ち寄れ、一緒 に

語 り合 える交流の場 を確保す ることが必要にな ります。 当初 は、行政 の支援 を受 けなが ら公

民館等の社 会教育施設や 、幼稚園 ・保育所 、学校等を拠点 とす るな ど基盤 を固め、将来 的に

は地域住民が 自分たちの手でその場 をつ く り上 げることが望 まれます。
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④ 働 く女性の支援

働 く女性 に対 しては、女性が安心 して子 どもを産み育てることのできるよ うに、企業 が働

く時間等を調整 した り、配偶者 の育児休暇 などの環境 を整備す る ことが望まれます。特 に、

乳幼児を持つ働 く母親 に対 しては、企業 内の保 育施設 な どの整備 が求 め られますが、現実 に

は困難な場合が多 く、それ に替わ る地域の乳幼児 施設等 の一層 の充実 が求 め られます。

また、子育てのための退職や休業 してい る母親 が、社会か らの孤立感 を持たずにす むよ う

な環境整備 とともに、子育 て後に職場復帰や再就職 が円滑に進む よ うな支援 も行 われ る必要

があ ります。

(2)子 どもの 「生 きる力」 をは ぐくむ ～青少年教 育の充実～

① これか らの子 どもに求め られる こと

本県の大人の多 くが、先 に見た とお り(図3、P.37)、 今の子 どもが不足 してい るもの とし

て、 自制 心、適切 な言葉づ かい、 ものを大切にす る心、他人 と協調 し思いや る心、善悪 を判

断す る力な どをあげています。 これ らは時代 を超 えて変 わ らない価値 あるもので あ り、子 ど

もた ちに しっか り身 に付 け させなけれ ばな らない ことは言 うまで もあ りませ ん。

また、急激 に変化 してい く社会の中にあって、その時々の状況を踏 まえっつ 、考 えた り、

判断す る力がいっそ う重要 になっています。子 どもの頃か ら、 自分 で課題 を見つ けた り、 自

分で学び 自分で考える ことので きる資質や能力、それを支 える正義感や倫理観等 の豊かな人

間性、文化 を大切 にす る心 、た くま しく生 きるた めの健康や体力等を備 えた 「生きる力」 を

培 っていかなけれ ばな りません。

これか らの子 どもには、豊かな人間性 な ど時代 を超えて変わ らない価値:のある ものを身に

付 けるとともに、変化 の激 しい社会にあって、将来のキャ リア形成 の基礎 を培 うためにも、

「生 きる力」 をは ぐくんでい くことが求 め られます。

② 体験活動の推進

子 どもの 「生 きる力」は、家庭 ・学校 ・地域 において、親子のふれ あい、友 だち との遊び、

地域の人々 との交流 な ど様 々な体験や活動 を通 じては ぐくまれます。子 どもには、具体的な

体験 によって得た知識や考 え方 をもとに、実生活の課題 に取 り組み 、 自らを高 めよ うとす る

な ど様 々な教育的効果 が期待で きます。

しか し、子 どもの直接体験 は、先に見たよ うに、本 県において も不足 してお り、生活体験

や 自然体験 な どの体験活動 の機 会 をもっ と豊富 に持てるよ うに しなけれ ばな りません。その

際、子 どもたちが体験 した ことを、日常 の生活 に根 ざした ものにす る ことが重要で あ り、様々

な体験の機会 を、行政や家庭 ・学校 ・地域が意図的 ・計画的に提供す ることが必要です。

また、体験活動 の企画に 当たっては、その効果の見通 しを しっか りと持 つ必要があ ります。

子 どものための企画 が大人 の 自己満足 に陥 らない よ う子 どもが主体 的に考 え、試行錯誤 しな

が ら自ら解決策 を見い出 してい くプ ロセ スにな っているか、常に点検 して進 める必要が あ り

ます。そのためには、プ ログラムの企画段階か ら子 どもたちを参画 させ る とい う姿勢が大切

です。子 どもた ちの創意工夫 によ り創造性が培われた り、主体的に参加 している とい う意識
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を醸成す るな ど様 々な効果が期待 され ます。

(家庭 における体験活動の充実)

家庭 にお いては、買い物や家事 の手伝いをさせ るな ど一定 の役割 を与えた り、 自然 に親

しませ るな ど様 々な体験 を させ る必要 があ ります。『子 どもの体験活動等 に関す るア ンケ

ー ト調査(平 成10年 度文部省)』 によれば
、 「小 さい子 どもを背負った り、遊 んで あげた り」

といった生活体験や、 「食器 をそろえた り、片づけた りす ること」 といった手伝いや、「チ

ョウや トンボ、バ ッタな どの昆虫 をっかまえたこと」 とい った 自然体験が豊富な子 どもほ

ど 「道徳感 ・正義感 」が身 に付 いている傾 向にあると指摘 され ています。また、家庭 での

幼少期の手伝 い等の体験が基本 となってボ ランテ ィア精神 が培われ るなど、子 どもの成長

に とって様 々な効果が期待 できます。

親 が子 どもに何 もや らせ ない な どの過剰 な配慮 をするこ とは、子 どもの自主性や社会性

をは ぐくむ機会 を奪 うことにな ります。体験活動 は家庭 を中心になされることが 自然な姿

で あ り・かつ効果的である と考え られ ます。 家庭では意図的にこの よ うな機 会を拡充する

こ とが望まれます。

(学校教 育における体験学習の充実)

学校 では、体験的学習や 問題解決的な学習な ど、児童生徒が主体的に取 り組む学習 を一一

層推進 してい く必要があ ります。

学校 では、総合的な学習の時間や教科学習の中に積極的に体験的な学習を組み入れ るケ

ースが増 えてい ます
。 その際、地域 の実態や 生活に密着 した進 め方が大切であ り、身近 な

体験が、学校で学習 した知識 と結びつ くことに留意す る必要が あ ります。

また・子 どもた ちに単に体験 させ るだけでなく、情報 の集め方、調べ方な どの学 び方や、

ものの考 え方 を身 に付 けさせ た り、問題解決 に向けての主体的、創造的な態度 を育成 した

り、体験活動 を もとに学習 した知識 の理解 を深 めさせた りす る必要があ ります。

体験活動 の実施に 当たっては、子 どもの発達段階に応 じた体験活動を考える必要があ り

ます。例 えば、小学校(幼 稚園 ・保育所 を含む)で は主に 自然体験 ・生活体験 を、また 中 ・

高校 生では職 場体験(イ ンターンシ ップ等)や ボ ランテ ィア活動な どの社会体験 を一層推

進す る必要 があ ります。

体験活動 の情報や学習プ ログラムについては、社会教育側 に豊:富な蓄積があることか ら、

学校 と地域 が一体 となって取 り組 む必要が あ ります。

(地域 における体験 活動の充実)

地域 においては、親 をは じめ地域 の大人が、かつて世代 間で継承 され、現在失われつつ

あ る伝 承遊 び・生活 の知恵、ものづ くりの技 な どの「生活文化 」を子 どもに体験 させ た り
、

冒険的な活動や 自然体験、農作業等の勤労体験、世代 を超 えてのボランティア活動 、お年

寄 りや 障害 のある人たち とのふれあい体験、地域に住む外国人 との交流な ど、地域 に根 ざ

した子 どもたちの体験活動 を展開す る必要があ ります。実施 に当た っては、町内会、青少
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年団体、学校、PTAな どの関係機 関や諸団体が連携 し、継続 的な事業 として取 り組 める

よ う配慮す る必要 があ ります。

③ 読書活動の推進

子 どもに とって読書 は、想像力や考 える習慣 を身に付 け、豊かな感性や情操、そ して思 い

や りの心をはぐくむ上 で大切な営み であ り、人 としてよ りよくr生 きるカ」 をは ぐくみ、人

生 をよ り味わい深 い豊 かな もの としてい くために欠 くことのできない ものです。 その他、子

どもが 自ら課題 を見つ け 自ら解決す る能力を高めた り、正義感や倫理観 等 を身に付 けた り、

様々な効果が期待 され ます。

平成13年 には、 「子 どもの読書活動の推進 に関す る法律」が公布 ・施行 され 、また、平成14

年度か ら実施 され た新学習指導要領 において も、すべての教科等に共通す る配慮事項 として 、

「児童(生 徒)の 主体的、意欲 的な学習活動や読書活動 を充実す ること」が明記 され るな ど、

読書活動 の推進 が一層 図 られ るよ うになっています。

子 どもの 「生 きる力 」 を内面か ら高 める上で、読書活動 は、学校 ばか りでなく家庭 ・地域

においても、今後 一層積極的に取 り組む必要があ ります。

(3)地 域の教育 力を高める

① 地域の人間関係づ くり

(共に育てる)

地域 には子育て経験豊富な人がいるにも拘わ らず 、今はプ ライバ シーへ の配慮 などに よ

り、近 隣の家庭 の子育て に関わ ることを避 ける傾 向があ ります。 子育ては、親 に とっては

息の長 い仕事であ り、困 りごとや 心配 ごとが突発的に起 こった り、親 だけでは務 ま らない

こともあ ります。そ うい う時に、近所 に気軽 に相談に応 じて もらえ る人 がいる と安心です。

地域は、 日常の子育 てについて、特 別なこ とを して くれ るわ けではあ りませ んが、子 ども

た ちを温か く見守 ってい る とい うつ なが りは、子 どもたちだ けでな く親 に も安心感 を与え

ます。 その安心感 が子育てへの意欲 を引き出 して くれ ると言 ってもいいで しょう。

近所や地域の人 たちが 、ふだんか ら子 どもた ちへ、あい さっや声 かけをす るこ とは、子

どもを通 して大人 同士がつなが りを深 める機 会に もな ります。地域 の人た ちが子 どもを「共

に育てる」 とい う意識 を広げ るとともに、地域 全体 で親 を応援す る ことが大切です。

(共 に学ぶ)

地域 においては子 ども同士、親子 、お年寄 りと子 どもな どが、一緒 に行動 しお互いに学

び合 うこ とが大切 です。一緒に行動す るなかで、子 どもたちが 「人 との関わ り方」 を学ん

だ り、大人が子 どもに対す る正 しい認識 を深 めた り、双方 にとって学ぶべき ことが多 くあ

ります。そのためには、子 ども同士や異世代 との交流の場 を確保す る とともに、「共に学ぶ」

学習機会 を地域住 民が主体 となって企画す るこ とが重要です。 その際、最初 は仲 間づ く り

に重点を置 き、遊 びを取 り入れ るな ど、地域 の誰 もが気軽 に参加 で き、共に楽 しみなが ら

共通の体験ができる よ うな企画の工夫 が必要です。
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(子育 てを通 した関係づ くり)

地域 で子 どもを育てるためには、親 同士のつ なが りをつ くることが大切です。親 同士の

つ なが りは、子 どもが幼稚園 ・保 育所や学校 にいる時期が、行事やPTAな どを通 じて最

もつ く りやす い と言 えます。 しか し、就園前 の乳幼児を抱えた親 は、育児学級、家庭教育

学級 な どの学習機会に積極的 に参加 しないかぎ り、つなが りをつ くる機会には恵まれ てい

ませ ん。

最近 は、学習機会を工夫 して も個別の参加 を求めるのが難 しくなってお り、親 が家庭に

閉 じこもるこ とな く気軽 に集まれ るよ うに、地域 の親 たちの連携 の輪 を広 げ、子育てのた

めの知識や体験、考え方 を交換で きる場をつ くる必要 があ ります。

子育てサー クル は、その よ うな場 として有効なもののひ とつですが、同 じ年齢層 の子 ど

もを持つ親同士のつ なが りだけで な く、地域の様 々な人 々が参加 できるネ ッ トワークの形

成が重要です。 また、地域 に子育てサークルがない場合 は、児童館や公民館、幼稚 園や保

育所 な どを子育 て中の家庭 が交流で きる場 として地域 に開放す ることが望まれ ます。また、

学校や幼稚 園 ・保育所 同士が交流 し、利用者間の仲間づ くりを広 げる機会 をつ くるこ とも

大切 です。

(父親 同士の関係 づ くり)

父親 が子 どもの教育や学校 に関わ りたい と思 って も、その機会やきっかけをつかめない

でい る場合 が多 く見受 けられ ます。 これ らの状況 を受 けて、最近全国的に、父親 同士が、

PTAの メ ンバー を中心に 「おや じの会」な どのグループ をつ くり、学校支援や地域の家

庭教 育支援 を行 う例が増えています。 また、子 どもが就学 しているいないに拘 わ らず、子

どもの教 育に関心 のある男性 を参加者 に加え るなど、拡大の動 きも見 られます。父親 同士

が連携 して、積極的 に地域 に関わ ることは 「地域の教育力」を高 める上で大きな力になる

と考 え られ ます。

② 地域活動への参加促進

親子 をは じめ多 くの地域住民が、地域の行事やボランティア活動等地域の活動に参加 し、

様 々な人々 と交流を図ることは、子 どもだけでな く親や地域住民に とって もきわめて重要な

機 会 にな ります。

地域 に伝 わ る伝統芸能や祭 りな どは、異年齢の子 ども同士や異世代間の交流の場 であ り、

特 に、子 どもに とっては、家庭や学校 では教わ るこ とのできない知識や技能のほか、 自主性

や他人への思いや りを身 に付 けた り、活動 の達成感や感動 を得 るな ど、大 きな教育的効果 が

期待で きます。

また、親 や地域住民 が、地域で果た している役割や姿を見せ ることは、子 どもが将来の地

域 の担 い手 と しての意識 を持つ ことに もつ なが ります。 さらに、子 どもに とって、社会参加

の意義 を理解 した り、大人へ の理解 が深 ま り、親や地域住民 とのコ ミュニケーシ ョンの促進

に結 びつ くことが期待で きます。

地域住 民に とって も、 自分 の知識や特技 を生か しなが ら、子 どもたち とふれ あい、様 々な
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こ とを教えることは、豊 かな人生を送 るためにも有意義であ り、 自 らの生 きがいにつ なが る

ことも考え られます。

多 くの人 たちが地域活動 に参加 し、地域 と家庭 が しっか りとつ なが り、「地域 の教育力」を

子 どものために生かす こ とが、地域全体 の活性 化 にもつなが ります。

③ 学校や関係諸団体等 との連携促進

子 どもたちを健全 に育成す るためには、家庭や地域住民 との連携 だけでな く、学校や 関係

諸団体 との連携 が重要です。具体的には、地域の学校 のほか、PTA、 企業、青年会議所や

ボランティア団体 な ど、地域の様 々な団体、サー クルが関わることが望 まれ ます。例 えば、

これ らの機関が 「地域連絡協議会」 を組織す るな ど、一体 となって地域活動や体験活動 に取

り組 む ことによ り、そ の効果 も大きな ものになる と考え られ ます。

また、子 どもの成長 を、発達段 階を通 して見守 る とい う観点か ら、幼稚 園 ・保育所 、小学

校、中学校、高校 の相互 の連携 を図るこ とも重要です。

(4)県 、市町村に期待 され る役割 ～家庭教育 ・青少年教 育への支援～

① 情報提供 ・相談体制の充実

子育てや育児 に不安 を持つ 親に とって、情報提供 を求める声は高 く、いつ、 どこで、 どん

な ことが行われ てい るか、 どんな相談窓 口があ るかな ど情報が十分 でない と感 じている人が

多 くいます。

県及び市町村 では、家庭教育の知識や学習機 会 に関 して、広報紙 、情報誌 、ホームペー ジ、

マスメデ ィアな どによって情報 の提供や相談が行われ ています。 しか し、親 が必要 な時に必

要な情報 を入手で き、相談できるよ うにす るためには、従来の広報 を充実 させ周知 を図 ると

ともに、イ ンターネ ッ トを利用 した双方向のサー ビスの提供な ど、新 しい支援 の方法 を考え

る必要が あ ります。また、情報提供 に際 しては、子育て体験談 を収集 した事例 を提供 した り、

本県の実情に応 じた きめ細かい情報 を提供す ることに留意す ることが必要 です。

② 学習機会の提供

県は、家庭教育 ・青少年 教育の指導者 の養成や研修 、広域 的に取 り組むべ き課題 について

の学習機 会を、既に社会教育施設や放送 メデ ィア等 を活用 して県民 に提供 しています。今 後

とも県は、一市町村 だけでは容易に提供 できない学習内容や 、市町村 に共通す る現代的、且

つ広域的な課題 について研究す るとともに、その成果を広 く県民に提供す る必 要があ ります。

また、市町村 は、住 民の最 も身近な行政機 関 として、地域 の特性や住民 のニーズ を踏 まえ

た学習機会 を提供す る必要 があ ります。特に、家庭教育 ・青少年教育 の支援事業 に関 しては、

企画運営に住民の参加 を求 めた り、関係部局が連携 ・協力す るな ど、親や地域住民が参加 し

やすい学習機会を提供す るよ う努め る必要 があ ります。 家庭教育の学習 内容 については、趣

味 ・教養型 の講座 ばか りではなく、本来 の家庭教育の 目的に立 ち返 って再確 認す る必要 があ

ります。例 えば、子育 て実践や悩み等 を話題 に した学習や 、子 どもの発達 に関わ ることをテ

ーマに した話 し合いな ど
、子 どもを中心 とした多様な学習プログラム を開発 し提供す る必要
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が あ ります 。

③ 団体 ・グルー プ等への支援

県内で活 動す る子育てや家庭教育 ・青少年教育 を支援す るボランテ ィア団体 ・グル ープの

多 くは、経 営面、人材の確保 、活動場所等において様 々な課題 を抱えています。県及び市町

村 は、人材 ・組織 の育成及 び活動場所 の提供や、団体 ・グループ同士のネ ッ トワーク形成 を

支援す ることが必要です。例 えば、公益的活動 をしてい る団体 ・グループの情報提供 の窓 口

になった り、身近 な公民館や社会教育施設等を交流の場 として定期的に提供す るな ど、気軽

に相談 できる環境づ く りへ の支援 が考 え られ ます。

また、県及び市町村 には、既 に子育て メイ トが多数配置 されています が、その研修会等を

通 しなが ら団体 ・グループで活動す る人材育成の場 を広 げた り、交流の場 を提供す るな ど、

ネ ッ トワー ク形成へ のきっかけづ くりを支援することが考 えられ ます。

④ 社会教育施設 を活用 した体験活動へ の支援

県及び市町村 の公民館 、図書館 、博物館、青少年教育施設等の社会教育施設では、それぞ

れの施設の特徴 を生か し、子 どもの体験活動 について独 自の事業を展開 した り、学校や団体

の体験学習の企画 ・運営について、職 員が専 門的な観 点か ら相談 ・協力 しています。一般 に、

家庭 、学校 、地域 だけでは体験活動 を実施 できないことが多いため、積極的に社会教育側 か

ら施設 の活用 を働 きかける必要 があ ります。

中で も青少年教育施設では、生活体験 ・自然体験活動に適 したプログラムが豊富で あ り・、

子 どもが 自己の役割分担や仲 間の協力な どを体験す る中で、 と りわけ人 との関わ り方や社会

生活 の基本 を学び、社会性や忍耐力を培 う機会 に恵まれています。また、子 どもが青年や成

人 と寝食 を共 にす ることで、異年齢 の集団 との共通体験 を経験す ることもできます。

これ らの施設では、特 に学校に対 しては、学社連携 ・融合 の観点か ら、連絡調整 を一層密

に し、学校の事情 に応 じた利 用可能 なプログラムを提供す るな ど、積極的に活用を働 きか け

る必要があ ります。

⑤ 読 書活動への支 援

近年、読 み聞かせ等 による子 どもの情操教育効果への期待が高まっています。

本 県では学校や地域 において、読み聞かせな ど読書活動の実践 が活発 に行われてお り、県

教育委員会 にお いてもこれ らの活動 に対す る支援が始っています。今後 は、市町村において

も・行政機 関が主体的に子 どもの読書活動の推進 を図ることや、公立図書:館、学校 図書館 、

読書 団体 ・サー クルが交流会等を通 して、ネ ッ トワークを形成す るな ど一層 の連携 を図るこ

とが望 まれ ます。

⑥ 子 どもの居場所づ くりへの支援

地域住民 に とって身近 な存在 である児童館 ・児童セ ンター、公 民館、学校等を子 どもの居

場所 と して定着 させ る必要があ ります。
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児童館 ・児童セ ンターは、主に親が仕事 な どで家庭 を留守 に してい る小学生 を対象 に、放

課後の生活の場 として放課後児童 クラブ(学 童保育)等 が実施 され ています。 しか し、平 日

の閉館 時間の延長や休 ・祝 日の開館な どについて課題 も指摘 されてお り、子 どもた ちが家庭

にい る時 と同様 の安心感や解放感 を得 られ るよ うな、真の子 どもたちの居場所 とな る一層 の

環境整備 が求め られ ます。

また、公民館 な どの社会教育施設 は、一 般 に成 人を対象 とした講座 が多 く、子 どもだけで

の施設利用が大人 に比べて制限 されてい るため、子 どもたちに とっては必ず しも身近 な存在

になっていない傾 向が あ ります。今後、子 どもたちの積極的な利用 を図 るためには、例 えば

パ ソコンを設置 してソフ トの使 い方 を先輩 が教 え るな ど、異年齢 の子 ども同士が交流 できる

スペースを設置 した り、子 どもが公民館 の講座や イベ ン トに企画段階 か ら加 わるな ど、子 ど

もが来やす く、行 ってみた くなるよ うな企 画をす る ことが重要です。特 に、今 後は、中高生

の健全育成 も視野 に入れ、 「中高生の居場所づ くり」のための対策 を図 る必要があ ります。

県内では、市町村 の公民館等のほか小 ・中学校 を子 どもの居場所 として活用 している例 も

見 られ るよ うになってい ます。文部科学省 は、平成16年 度 か ら全国の学校 で放課後や休 日に、

地域の大人の協力を得て"子 どもの居場所づ くり新プ ラン 「地域子 ども教室推進事業」"を 実

施す ることにな りま した。 この事業を契機 に、県内の市 町村 において も学校等 を活用す るな

ど 「子 どもの居場所づ くり」 を一層推進す る必要があ ります。

⑦ 家庭 ・学校 ・地域の連携への支援

子 どもたちが健全 に成長 し、家庭や地域の教育力 を高めるためには、家庭 ・学校 ・地域が

連携 して取 り組 むこ とが必要です。そ のた めに行政 は、様 々な団体や個人 の活動 を調整で き

る 「核 となる人材」の発掘や、 「コーデ ィネー ター」の養成 を支援 す る必要があ ります。これ

らの人たちは、子 どもの成長 ・発達 に精通 し、地域 の人材や、地域 の学校 の活動等 を把握す

るな ど、家庭 ・学校 ・地域 の調整 を行 う資質 、能力、技術 を持 った人 でなけれ ばな りませ ん。

行政においては、これ らの人たちの力量 を向上 させ るためのプ ログラム開発や講座 を一層

充実 させ るな ど、総合的 な支援 を行 う必要があ ります。現在、県及び市町村では、 「体験活動 ・

ボランテ ィア活動支援セ ンター」において コーデ ィネー ターを配置 し、研修な どに取 り組 ん

でいます が、今後 一層充実 した内容 にす る必要があ ります。

第2章 自らを高める ～社会人のキャ リアア ップ～

第1章 では、大人一人一人が、子 どもたちの生活や 教育に関心 を持 ち、地域 にお ける大人の役割

を再認識す る必要であ るこ と、また、大人 自身が積極 的に地域活動に参加 し、地域 の様 々な課題 に

取 り組む ことの重要性 につ いて述べま した。社会人 と しての大人一 人一人 が生涯 を通 じて どの よ う

な姿勢 で生 きるかは、 自らの問題 だけではな く、子 どもや家庭生活 、社会生活 に少 なか らず影響 を

及 ぼす と言 えま しょう。

本章では、生涯 を通 じた生 き方の中で切 り離す ことのできない仕事 を中心 に、社会人のキャ リア

ア ップについて検討 しま した。
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1社 会 人のキャ リアア ップをめ ぐる現状 と課題

(1)キ ャ リアア ップのための学習 ～ リカ レン ト教育の充実～

社会人 のための専門的な再教育の機会 である 「リカ レン ト教 育」 の充実 は、生涯学習推進 の

重要 な課題 の一つ として位置づけ られ ています。 リカ レン ト教育 は、本来、職業人 を対象 に し

た回帰教育の意味であ り、その実施機関は大学等の高等教育機 関を想 定 していま した。

しか し現実には、職業人への教育 ・訓練 は、高等教育機 関ではなく、多 くは企業のOJTに

おいて行 われ てきま した。それ が近年では、雇用の急速な流動化の中で不安定雇用が増大 し、

多 くの職業人 に とって、企業 の枠の外で 自らの能力 の開発す る場が必要 となっています。

本 県では、独 自に教育 ・訓練 の機 会を設 けることができない企業が多 く、事業組合や公的職

業 訓練機 関 な どが提供す る学習機会 に求 めなけれ ばな らないため、国、県、雇用能力開発機構

等では、 これ らの要求 に応 えるために積極的 に民間団体等 と連携す るな ど、職 業人 の教育 ・訓

練に取 り組 んでいます。

現在 、一般 に職 業人 が求 める学習 は、必ず しも直接 的な職 業能力の向上 に資す るものだけ と

は限 りませ ん。 自らの能力 を開発す るために、直接 的に自らの職業に関係 しな くて も、幅広い

分野 の学習 を求 める傾 向が強 くなっています。

こ うした ことか ら、 リカ レン ト教育は、今 では広 く 「社会人 の再教育」 として捉え られ、職

業能力 の向上 ばか りでな く、人 間性 を豊 かにす るための幅広 い教育を意味するよ うになってい

ます。そ して、高等教育機 関だけでな く企業、カルチ ャーセ ンター、生涯学習関係 団体、学習

機会 を提供す る行政機 関等、多様な機 関を実施機 関 として捉 えるよ うになっています。

近年 、本県 にお いて も専門学校、高等専 門学校 、短大、大学、大学院等の高等教育機 関が、.

社会人 を受 け入れ るな ど様 々な取 り組み を行 うよ うになっています。 また、放送大学学習セ ン

ターが設置 ・拡充 され るな ど、社会人のキャ リアアップを図 るための学習環境が一層整備 され

つつあ ります。

今後、職 業能 力の開発 ・向上だけでな く、県民の多様なキャ リアア ップの要求 に応 えるため

には、従来 の機 関だけでなく、 よ り高度な学習機会を提供 できる高等教育機 関が連携 して取 り

組 む ことが求 め られてい ます。

(2)勤 労者の場合

① 職業能 力開発 ・向上 を目指す場合

勤労者が、地位 の向上、業務上必 要な知識 ・技術の向上、資格取得等を 目指す場合、一般

的には、企業 におけ るOJTや 業界 団体 における研修 があ ります。それ以外では、主 に公 的

機関が 中心にな り様 々な形で学習機会 を提供 しています。

本県の企業の多 くは、働 く意欲 があ り専門的技能 ・技術を持 った人材 を望んでいます。 し

か し、多 くの企業 が経営上の問題 か ら、就業者 に対 し研修 の時間 を与えることができないの

が現状です。 また、就業者は、 自己啓発 の意識 はあるものの研修機会 が少ないこ とや 、学習

活動 を した くて も学習 しやすい曜 日、時間帯、学習行動圏が合わないな ど職業能力開発環境

の整備 が不十分 である と感 じています。

県総合社会教育セ ンターの調査 によると、常勤職業者 がこの一年 間に学習活動を したか っ
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たがで きなか った又 は しなかった理 由について、「仕事が忙 しくて時間がなかった」とす る割

合が圧倒 的に高 く(図4)、 学習活動 につ いても 「開催時間があわなか った」 「身近 に利 用で

きる施設 がなか った」 とす る回答 が多 くなっています(図5)。

一方
、非常勤職 業者 では、「時間があ ったが、 しよ うと思わなかった」(図4)、 「身近 に利

用できる施設がなかった」 「健康上の理由で活動 できなかった」とい う回答 のほか、学習活動

の 「必要性 を感 じなかった」 とす る割合が高 く、不安定 な就労状態 が学習意欲 に影響 してい

るもの と考え られ ます(図5)。

このほか、常勤 ・非常勤職業者のいずれ も 「必要 な情報が入 らない」 「入手先がわか らない」

とい う回答 も多 くな っています。

図4学 習活動 を 「したかったができなか った」又は 「しなか った」理 由につ いて

県総合社会教育センター 『行政 ・社会教育機関と高等教育機関との連携による体系的 ・継続的な学習支援の在

り方に関する調査』(平 成15年3月)

図5学 習活動 につ いて

県総合社会教育センター 『行政 ・社会教育機関と高等教育機関との連携による体系的 ・継続的な学習支援の在

り方に関する調査』(平 成15年3月)

② 転職 ・再就職や 自立 を目指す場合

本県は、有効求人倍率 が恒常的に低 く、全 国に比べ てきわめて厳 しい雇 用環境 にあ ります。

就業者が一旦離職す る と簡単には次の職 に就 けない状況があ ります。 これ らは景気要因 よ り

も産業構造 を要因 とした雇用機会 の絶対的な不足 が原因であるこ とが指摘 されていますが、

その他 の理 由として 、企業が求める知識 ・技能等 が、就職希望者側 にも身 に付いていない こ

とが指摘 されています。
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これか らの就業希望者 は、IT関 連 をは じめ とす る最新技術 、先端技術等 を習得す るとと

もに、職 務 を遂行 す る上で問題 を発見 し解決す る能力、創 造力等 を含 め実践的な職業能力 を

開発 し向上 を 目指す必要が あ ります。

近年、起業な どで 自立を 目指す人 も増 えていますが、県や公共職業訓練機 関では、 このよ

うな人た ちを対象に、多様な要望を取 り入れ た職業訓練や 、起業 を志す人のために講座 を設

けるな ど新 たなニーズに応 えよ うとしています。 しか し、すべての講座開設 の要望に応 える

ことはできないので、受 け入れ人数 にも限界 があ ります。

一方
、パ ー トタイム労働者や フ リー ター、主婦業 にある人が、新 たに安定 した仕事 に就 こ

うと した場合 は、ほ とん どの人 が雇用保 険受給資格者 でないことか ら公 共職業安定機 関によ

る支援 が十分受 け られない状況が あ ります。職 業能力開発 を した くて も働 くことに追われ、

経済的、時間的 に余裕 がないことか ら、悪循環 に陥って しま う場合 もあ ります。 このよ うな

立場の人 こそ、就職活動や職業能力 開発 の面で最 も支援 を求めてい ると言 えます。

新 しい道に進 むために、専門学校や大学等の高等教育機 関に入学 し、専門職 としての資格

を取 るために努力す る人た ちも増 えてい ますが、職業能力等を身 に付 けなけれ ばな らない人

や 、キャ リアア ップの意欲に富む人た ちの要望 に応 えるために、行政 をは じめ とす る関係機

関が どの よ うな学習支援 を行 うこ とがで きるかを検討す る必要が あ ります。

(3)若 年者 の場 合

本県 の高卒者 の進路の推移 を見る と、大学 ・短大、専修学校等への進学率が上昇 し、相対的

に就職 者が減少 しています。しか し就職希望者 の うち、卒業までに就職 に至 らなか った者が年々

増加 す るな ど、厳 しい状況 となっています。 また、せっか く就職 しても早期離職率が高 く、若

年者の職 業観 の希薄 さが指摘 されています。 これ らの ことか ら家庭や学校 が、早い段階か ら将

来に向けて 自分の人生を どう築いてい くか、生き方の中に職 業を どう位置づ け、 どんな暮 らし

方をす るのか といった構想 を持たせ 、 しっか りとした生 き方や働 き方の土台 を形成す ることが

課題 となっています。

県内高校 の早期 離職調査 によると、生徒の離職理由 として、「仕 事が合わない」「職場 の対人

関係や ス トレス」 といった回答 とともに、 「もっと自分の仕事について考えるべ きだった」 「や

りたい仕事 に就 くべ きだ った」 とい う声があがっています。それに対 し事業所側の多 くが、離

職理 由を、「わがまま、弱 さ」な どの資質や 「自己都合」 「理由不 明」として受け止 めています。

学校 では、事業所側が受 け止 めた離職理 由 と本人の理 由とが一致す るのは半分であるこ とや 、

離職 した生徒 のほ とん どが、調査時点でアルバイ トやパー トの仕事 を していることを指摘 して

います。

この調査か らもわか るよ うに、本県においては、高校卒業 と就職への接続が うま くいかず 、

高校卒業が無業者や フ リーターへの入 口の一つになってい ると見 られます。こうした現象 には、

経済的な状 況や 労働市場 の変化な どが深 く関係 していますが、家庭教育や学校教育が、 これ ま

で以上に職 業意識 の高揚や職業能力 の育成 に関心 を持つ必要 があ ります。 また、現在 のフ リー

ターや無 業者 に対 しては、行政をは じめ関係機 関が どのよ うな支援を行 うことがで きるか を検

討 する必要 があ ります。

一一52一



(4)女 性の場合

女性 の職場進 出が進む 中で、本県の全就業者の約4割 強が女性 で 占め られ ています。 また、

本県女性 の年齢別労働力率 を見 ると、30歳 代前半が谷 となるM宇 型 を示 してい ます。(図6)。

30歳 代後 半か らは、子育て を終えた女性が再就職す るため労働 力率 が増加 しますが、パ ー トタ

イ ム労働者がその多 くを占めています。

これ は男性 よ りも女性の多 くが、仕 事の継続 につ いて生活 面の影響 を受 けや す く、「仕 事も家

庭 も」 とい う二重 の負担 を背負ってい る場合 が多い と考 え られ ます。県 の 『男女共同参画 に関

す る意識調査』によれ ば、「男は仕 事、女は家庭」に代表 され る性別役割 分担意識 は、若年層 を

中心に徐 々に薄れつつ あるものの、一方では職場や家庭 ・地域及び社会制度や慣 行において、

「男性 が優遇 されてい る」 と感 じる人が多数 を 占めています。 また多 くの女性 が、政策づ くり

や組織 の方針決定 の場への女性進 出が遅れてい る理 由 として、「女性 の活 動 を支援す るネ ッ ト

ワークの不足」「男性優位 の組織運 営」 「女性側 の積極性 が不十分」である ことをあげています。

一方
、県総合社会教育セ ン ターの調査 に よる と、女性 が この一年間に学習活動を したかった

ができなかった、又は しなかった理 由について、 「仕事 ・家事 ・育児 ・介護 で時間が取れ なか っ

た」 とす る回答が合わせて約7割 を占め、そ

の他 「開催時間があわなか った」 「身近に利用

できる施設 がなか った」「家族 ・職場の理解や

協力が得 られ なか った」 とす る割合 も高 くな

ってい ます。 この よ うに本県女性 の社会 的な

地位 の向上や職業能力 開発 に向けた環境 は厳

しく、女性 の 「エ ンパ ワー メン ト」に向けた

支援が一層必要 となっています。

図6年 齢5歳 階級別男女別労働力率

M字 型を示す女性の労働力率

(5)高 齢者の場合

本県の平成12年 にお ける65歳 以上の就業者

は、6万8,742人(金 就 業者 の9.4%)で 、平

成7年 に比べ ると15%増 加 す るな ど、就業者

の高齢化 が進んでいます。 中で も全就業者の

うち:第1次 産業就業者 に占める高齢者 の割 合

が34.6%と 高 く、今後 も若年労働 力が十分に

確保 できる状況にはない と考 えられ るこ とか

ら、高齢者 は重要 な担い手、人材 と位 置づけ られ ます。

また、本県の高齢者は健康 で元気 な方々が多 く、経済的な理 由等か ら強い就 業意欲 を持 って

い ることが意識調査か らも明 らかになっています。

一方
、企業が高齢者 に求め る就業能力につ いては、事業所 アンケー トに よると 「専 門的 ・技

能的能力」 とす る回答が最 も多 く、特に、若年者が習得す るのに時間がかか る分 野の能力 ・技

能(具 体的には、「技術指導」 「労務管理」 「生産管理 」「対人折衝」等)を 求 めています。 しか

し、その能力 ・技能を備 えた就業希望者 は現実 には多 くあ りません。就 業希望者 は、それまで
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従 事 して きた職種へ の就業 を希望す る ことが多いため、職種 の選択の幅 が狭 められています。

高齢 者が新た な分野の能力 ・技能等 を身 に付 けるには、厳 しい ものがあ ります。県総合社会

教育セ ンターの調査に よっても、回答者の約8割 が高齢期になる前か らの準備教育が必要 であ

る と回答 してい ます。 しか し、現状 では高齢期への準備教育は県 内企業や組織 においては進 ん

で いない こ とか ら、本県経済 の活力を維持 していくためにも、高齢期までに様 々な能力を身 に

付 け、そ の能力の有効な活用 を図 ることが課題 となっています。

(6)障 害者の場合

本県の障害者数は、年 々増加の傾 向にあ ります。 しか し、障害者 の就 労状況は、平成5年 以

降毎年1,500人 前後 で推移 し、法 定雇用率 に達 しない起業の比率 も61.3%と 高 く、障害者雇用 の

大 きな進展は見 られ ませ ん。

県の事業所 への実態調査 によると、障害者 を雇用 したことがない:事業所は約6割 に上 ります。

多 くの事業所 に、障害者 に適 した業務 がない ことや、障害者に配慮 した設備等 の改善が阻害要

因 となってい ます。

『県民福祉 保健 意識調査』 によると、障害者 に関する施策 として県や市町村が最 もカ を入れ

る必要が あることとして、「雇用 ・就労の場 の確保 、職業訓練 の充実」(43.6%)が 最 も多 く、

次いで 「障害 のある人た ちへの理解 を深めるための学校教育 の充実」(35.5%)が あげ られてい

ます。

また、 同調査 によると、障害者が地域 において 「社会参加 しに くい」 とす る回答が約半数 を

占め、そ の理 由について も 「障害のある人たちに対す る理解 が低 い」 とす るものが最 も多 くあ

げ られています。

障害の ある人が障害のない人 と同様 に社会の一員 として種々の分野で活躍 し、充実 した職業

生活 を送 るこ とができ るよ う「ノーマ ライゼーシ ョン」の視点か らの支援が求 められ ています。

(7)学 習機会のネ ッ トワーク化

本県では、従来、主に行政が主体 とな り社会人 の学習ニーズに対応 し学習機会 の提供を行 っ

て きま した。近年、県及 び市町村 のほか、県立学校、高等教育機 関、民間教育事業者、商工団

体 な どの各種団体等、多 くの機 関が学習機会 を提供するよ うになってきています。現在は、 こ

れ ら県内の約350機 関が連携 し学習機会 をネ ッ トワー ク化 した 「あお もり県民カ レッジ」の仕組

み のも とで、県民が体系的 ・継続 的に学ぶ ことができるよ うに多 くの講座が用意 され、カ レッ

ジ生約8,600人 が学習 しています。(図7)。

図7に よる と、連携機 関が県民 に提供 してい る講座は、「趣 味 ・芸術」 「スポー ツ ・芸術」 「生

活 ・福祉」の分野が合わせ て7割 近 くを 占めていますが、その一方で産業、技術 、職業、労働

問題 等 に関す る 「産業 ・技術」分野や、職 業能力 と密接な結びつ きのある 「学術 ・教養 」「外 国

語 ・国際理解」分野は、それぞれ1割 に満たない状況にあ ります。

当審議会が調査 した 『生涯学習 に関す る事業内容調べ』 によると、本県行政が提供す る学習

機 会 について も、 「職業生活に関す る知識 ・技術等の習得」を目的 としたものは、少 ない ことが

明 らか にな っています。
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また、図7で は、人 口の多い地 区に講座 が集 中す

る傾 向 も見 られます。県民に対 しては、講座提供機

関の一層 の連携 に より、県内の どの地域 にお いて も、

どの分野の講座 で も受講 できるよ うな環境整備 をす

るとともに、個々人が生き方の 中に職業や仕事 を し

っか り位置 づけ られ るよ う、実践的な力 を養 う学習

機 会を提供す ることが課題 となっています。

また、連携機関が提 供す る講座の レベル について

は、一部 を除いて ほ とん どの講座 は、初級 か ら中級

レベル の講座が多 くな っています。県民が さらに職

業能力の向上 を目指 した り、様 々な問題 を解決 した

り課題 を達成す る必要性 が高ま るにつれ、 これ ら連

携機関の中で も専門学校 、短大、大学 、大学院等の

図7青 森県の地区別 ・分野別講座数

高等教育機 関が持つ豊富 な人材、施設 、機能が不可欠 になっています。

県内の多 くの大学では、既 に、聴講生 ・科 目履修 生 ・社会人入学制度 な どによ り社会人に大

学を開放 していますが、一般的には、公 開講座の実施に より地域へ の開放 が進 められ ています。

しか し、いずれ も個々の機 関が独 自に実施 してお り、講座内容や 開催時期、開催場所 について

必ず しも県民の要望 に沿っている とは限 りません。県民のキャ リアア ップの要求に応 えるた め

には、県 内の大学が連携 し、ひ とまとま りの教育機関 として、様 々な分野 において学習機会 を

提供す るこ とが課題 となっています。

2今 後の方向性 ～学習支援 に向 けた各機関に期待 され る役割 ～

(1)企 業の役割

勤 労者が仕事 と両立 させ なが ら学習す るた めには、 自ら進 んで学習 しよ うとい う意志は もち

ろんのこと、企業側 の職員研 修につ いての理解 と積極的な支援が前提 にな ります。本県 の場合、

一企 業のみで職員研修 を実施す ることが困難 な場合が多い ことか ら、事業組合等 が積極的に学

習機 会を設定 した り、多様 なOFF-JTの 実施、外部 の教育機 関等へ の教育研修 の委託 を進

めるとともに、勤労者個人の 自己啓発 活動 を積極的 に支援す ることが必要 にな ります。本県 に

おいて も近年増加 してい る 「キャ リア形成促進助成金制度」や 「教 育訓練給付金制度 」は、 自

発的な能力 開発 を支援す るものであ り、今後 一層 の利用推進が求め られ ます。

① 若者の育成

企業は若者 を育て る重要 な社会的使命 を担 っています。近年 、本県 の企業の中には、高校

生のイ ンター ンシップ(就 業体験)を 受 け入れ るな ど、地域 の一員 として若者 を育 てるこ と

に積極的な企業が増えています。イ ンター ンシ ップは、生徒が実際的 な知識や技術 ・技能 に

触れることを通 して、主体的に進路を選択決定す る態度や意志、意欲 な どを培 うことので き

る教育活動 として重要な意味を持 っています。企業 にとっては受 け入れ の負担は大きいもの

の、人材 の発掘や早期離職 の抑制等のメ リッ トもあ り、学校 と連携 した一層 の取 り組み が求
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め られ ます。

また、企業は就職 を希望す る若者 を採用す るに当たって、 自社が求 める職業能力や人材 の

要件 を具体的に示す とともに幅広 く公表 し、公表 した要件 に基づ く公正な採用 に努める必要

が あ ります。採用 した若者に対 しては研修機会の確保 と、そ の内容 の充実が求 められ ます。

若者 は成 長す る存在 であ り、企業の教育力によって、新 たな人間的成長が見 られ ることも重

視 しな ければな りません。働 くこ とが社会 に役 立っているこ とを 自覚 しなが ら若者 が 日々努

力す る姿 こそ企業 のカ にな るとも言 えます。

② 女性へ の理解 と就労への環境整備

女性 のキャ リアア ップのためには、職場にお ける男性の理解が不可欠であ り、女性 が働 き

やすい職場 環境づ くりへの積極 的な取 り組みが必要です。働 く女性 に とっては育児や介護 な

ど家庭 生活 と職業生活 を両立 させ ることが最 も重要な ことか ら、例 えば、育児休 業や介護休

業制 ・フ レックスタイム制や在宅勤務制 を導入す るな ど、柔軟な取 り組 みが求め られ ます。

本県 の場合 は、女性の就業率 をは じめ様 々な面において、男性 と比べる とまだ格差があ る

こ とか ら、男女雇用機 会均等法の趣 旨か らも、女性 を積極的に雇用す るとともに、在職 中の

女性 に対 しては、その地位 向上や職業能力の向上のための学習機会を確保する ことが大切 で

す。 特 に近年、若 い世代 の女性 を中心 に就 業に対す る意欲 の高 ま りが見 られ 、就業ニーズが

きわめて多様化 しています。従来女性 が進 出 しなかった分野への就業が進 んでい るこ とか ら、

女性個 々の特性 を生 か した職業能力開発 のための学習機会 を確保す ることが求 められ ます。

また女性 の再就職 に当たっては、その経験 を生か した雇用のほか、職 業能力の回復 ・向上

のための学習機会 を設 けるな ど、 円滑に就業 に結びつけるよ うにす ることが必要 です
。

③ 高齢期への準備教育

本県 においては、高齢者が強い就業意識 を持 っていることか ら、企業 は積極的 に高齢者 の

雇用 に取 り組 む必要 があ ります。企業が高齢者 を労働力 として活用す るためには、企業 が求

め る専門的 ・技能的能力が備 わってい ることが条件 にな ります。そのた めには、各企業 にお

いて就業者 が高齢 になる前か ら、幅広い職務 に対応 し専門的な職業能力を習得す ることがで

きるよ う学習環境の整備 に取 り組む必要があ ります。

具体的 には、多様 な学習機会の確保 のほか、資格取得や 自己啓発のための 「キャ リア形成

促進助成金制度」や 「教 育訓練給付金制度」を利用 した支援や費用支援、退職準備プ ログラ

ムの作成 ・実施 な どにつ いて積極的 に取 り組 む必要があ ります
。

④ 障害者 への理解 と就労への環境整備

障害者 が経 済的に 自立す るためには、雇用促進 と職場にお ける障害者への理解 を深 める必

要 があ ります。企業 は障害者 の就業体験 の受 け入れな どを通 して、障害者が職場 内で行 うこ

とが できる仕事 について検討 し、障害者雇用に積極的に取 り組 む必要があ ります。また、在

職 中の障害者 に対 しては、ノーマライゼーシ ョンの観点か ら障害のない者 と同様 に学習機会

を提供す るこ とが望まれ ます。特 に、既 に職業 に必要な相当程度の知識 と技能 を持っている
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者 に対 しては、程度 に応 じた知識及び技能 の向上やIT活 用能力 の向上な どの技術革新の進

展 に適応 した技能 ・技術習得のために学習 の機会を確保す ることが求 め られます。

(2)専 門学校 、短大、大学 、大学院等高等教育機 関の役割

勤労者、主婦、パー トタイ ム労働者 、フ リーター、高齢者等が、職業上 の知識 ・技能 、資格

の取得や地位 の向上 を目指 して 自らの能力 を高め るた めには、従来 の公共職 業訓練機 関に加 え、

専門学校、短大、大学、大学院等高等教育機 関がその特色を生か し、積極的 に職業能力 開発 の

た めの講座開設 を行 うな ど、 リカ レン ト教育の充実に努 める必要があ ります。

中で も教育訓練給付制度 を活用で きる専門学校では、直接資格取得 に結びつ く学習プ ログラ

ムが多 く用意 されてお り、即戦力になる能力 を短 期間に身に付 けことが期待 できます。例 えば、

情報処理技術者 資格 、簿記検定、社会保 険労務士資格な どを 目指す講座や、 ビジネ スキャ リア

制度の認 定を受けているホ ワイ トカラーの専門的知識 ・能力 の向上に役 立つ講座な ど、働 く人

の職業能力向上 を支援す る多彩 な講座が厚 生労働 大臣か ら指定 されています。

また、大学や大学院では、社会人受入れが拡大 してお り、県民が高度な レベル の知識や技術

を身 に付 けるた めの学習 も可能 にな りつつ あ ります。学習者 の職業能力開発 ・向上 の意欲 に応

えるためには、これ ら大学や大学院 において魅力 あるプログラムが開発 され る必要が あ ります。

そのためには、産学連携 に よる取 り組み が必要で あ り、例 えば、大学が各業種の必要 とす る

専門性 を把握 し、これ を大学の持つ教育資源 と結びつ けて、企業内研修的 な内容を持 つ学習 プ

ログラムを開発 した り、業種を超 えた職 業人 としての幅広 い教養(人 事 、経営マネ ジメン ト、

国際理解、情報活用等)を 身に付 けるための学習 プログラムを開発す ることが望まれます。

学習プ ログラム開発 に当た っては、学習者 が必ず しも長期 に研修 で きるわけではないため、

短期(1ヶ 月、3ヶ 月、6ヶ 月)コ ースを設 けた り、夜 間開設 の学習プ ログラムを設 けるな ど、

学習者のニーズを把握 した上で、柔軟な学習プ ログラムを開発す る工夫が大切 にな ります。 プ

ログラムの実施に当たっては、大学 の所在地ばか りでな く、サテ ライ ト教室、企業、公民館 等

の施設 を利用 した出前講座 を行 うな ど、学習者の立場 に立 って企画す ることが必要 です。

(高等教育機 関の連携促進)

県民による高度で充実 した学習機会 を体系的 に提供す るためには、高等教育機 関の連携 を

促進す る必要 があ ります。 県民が様 々な面 においてキャ リアア ップを図るた めには、高等教

育機 関が連携 し、ひ とまとま りの教育機 関 として学習機会 を提供す る必要 があ ります。 こ う

した連携 ・ネ ッ トワー ク化は、各高等教育機 関に とって足 りない ところを補い、他の機 関の

優れた ノウハ ウを知 るこ とができるな ど、本来 の機関の活性化 に資す るものであ り、ひいて

は地域全体 の活性化 に寄与す ることにもな ります。

現実的には 「あお も り県民カ レッジ」 の仕組 みの中で、高等教育機関が相互 に連携 し、 さ

らにそのネ ッ トワー クに県行政が加 わることに よって、双方が持つ豊寓な教育 ・学習資源 を

最大限 に活用 した学習 の仕組みづ く りが求 め られます。具体的 には、県が コーデ ィネー トし

『高等教育機 関生涯 学習連絡協議 会(仮 称)』 を設 立 し、両者 が共 同 して公開講座 のテーマ を

設定 した り、プログラムを作成 した り、学習成果 を社会参加活動 につ なげる方策 を協議 した
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り、あるいは、学習情報 を提供す る といった 「協働」の場 を設定す るこ とが考 え られていま

す。 その際、各高等教育機 関は講師や学習の場 を提供 し、県は全体 の調整や受講者 の募集 に

当たる といった明確 な役割 分担 が求 め られ ます。

また、職 業上の知識 ・技術等 の能力開発 において即戦力 にな る能力 を短期 に身に付 けるこ

とができる専門学校 は、今後 とも大 きな位置 を占めることが予想 され ます。大学へ の編入学

も可能 であ ることか ら専門学校、大学、大学院が学習 レベルに応 じて段階的 システ ムを構築

す る ことな ども、今後 は検討す る必要があ ります。

さらに、連携 実現 のためには、大学が社会人のキャリアア ップを強力に支援す る姿勢が前

提 として重要 であ り、企業 との連携 を図 りなが ら社会人向 け大学教育、大学院教育 を一層促

進す る必要が あ ります。例 えば、 コミュニテ ィカ レッジ、1年 制大学院 、夜間大学院、通信

制大学院、都 市部にお けるサテ ライ トキャンパ ス、イ ンターネ ッ ト等 の活用な ど、社会人 が

大学や 大学院に一層通 いやす くなる仕組みづ くりについて、一層の取 り組みが必要です。

(3)民 間教育事業者及 び社会通信教育の役割

近年 ・民 間による教育事業 が盛んになってきてお り、カルチ ャーセンターや社会通信教育事

業者な どが、民間の柔軟な発想に よる多様 で創意にあふれ る学習機会 を提供 しています。その

中には資格 取得に結びつ く講座 も多 く、職業能力開発の面か らも学習者 の求 める多様 なニーズ

に応 じた講座 が用意 され てい ます。

通学型 の学習形 態を とるカルチ ャーセ ンターや外 国語学校 な どは、短期 の学習 コー スを設 け

る場合 が多 く、集 中的に学習で きるメ リッ トがあ ります。ただ し、この ような施設 は、本県で

は市部 に集 中 している ことか ら、通学す ることがで きない町村部 の住民に対 しては、公民館等

を利用 して出前 講座 を企画す るな ど、社会教育行政 と連携 した取 り組 みが求め られ ます。

一方
、地理 的な条件以外に も、勤務時間や費用負担 の都合等 か ら通学す ることがで きない人

に とっては、社会通信教育が重:要な役割 を担 っています。社会通信教育 は、比較的安い費用で

資格試験 に対す る準備学習を行 うこ とができます。特に、 自己のペースで どこでも学べ るこ と

か ら、働 きなが ら職業能力の向上や資格 取得 を 目指す人に とってはメ リッ トが大 きい と言 えま

す。 また、近年ではIT技 術 の進展に よ り、イ ンターネ ッ トを利用 した通信教育が増 える傾 向

にあ り、従来の添削指 導や質疑応答が、学習者の状況に応 じ即時に、双方向で対話性 のあるも

の に変わ りつつ あ ります。今後の この形態が急速 に進展す ることが予想 され、通信教育の重要

性が増 しています。

(4)学 習教育の役割

① 「学ぶ力 」の育成

人々が生涯 にわたって学習を続 けてい くためには、まず生涯学習の基礎 を培 うことが不可

欠 です。そのためには、学校教育が生涯 にわた る学習 に必要 な基本 的な能力 と自ら学ぶ意欲 ・

態度等 「学ぶ力」 を養 うことが重要です。学校教育は、従来 もこ うした役割 を担ってきま し

た が、今後 その機能 と役割 が一層 重視 され ます。急激 な社会の変化 は今 後 も予想 され ること

か ら、21世紀前半の主役 とも言える現在の児童生徒には、様 々な困難 に立ち向か うためにも、
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自ら問題 を解決 してい こ うとい う意欲 と能力が求め られ ます。学校 教育では、基礎的 ・基本

的な学力 を身 に付 けるとともに、 自ら学ぶ意欲 と社会の変化 に主体的に対応 できる能力 を育

成 し、 自ら目標 を定め、何 を どの よ うに学ぶか とい う主体的な学習の仕方 、態度 を身に付 け

させ ることが大切です。

② 職業観 ・勤労観等の育成

学校教育が早い段 階か ら、児童生徒 に対 し望ま しい職 業観 ・勤労観及 び職業 に対す る知識

や技能 を身に付 けさせ るとともに、 自己の個性 を理解 し主体的に進路 を選択す る態度を育て

る教育、いわゆる 「キャ リア教育」に積極 的に取 り組む必要 があ ります。 とりわけ本県の実

情か ら見る と高校 にお けるキャ リア教育、そのためのカ リキュ ラム開発が緊急の課題 であ り、

就職 を希 望す る生徒 だけで なく、進学 を希望す る生徒で あっても将来の社会 との接続 を視野

に入れ、進路指導に取 り組む ことが重要です。

学校では近年 「総合的な学習の時間」が設 け られ、その 中でイ ンター ンシ ップ(就 労体験)

をは じめ とす る様 々な体験的学習の機会 も拡大 しています。これ らの学習 を積極 的に展 開 し、

生徒一人一人の進路選択 に指導 ・援助す るキャ リア ・カウンセ リングを充実 させ るなど、職

業意識を高め、将来 に向けて 自分の人生 を どう築いてい くか とい う構想を持 てるよ うにす る

ことが大切 です。 そ して、社会人 としての基本 的なマナー を身に付 け させ ることもきわめて

重要です。

また本 県にお ける大学進学率は全 国 とは大 きな差があるものの、 高校卒業者のほぼ3人 に

1人 は大学、短大へ進学 しています。 これは、県内の大学増 によ り進学が比較的容易 にな っ

たことや 、長引 く景気低迷の 中で高校卒業者 の就職 がきわめて厳 しいこ とが、大き く影響 し

てい ると考 えられ ます。 しか し、生徒が個性や適性 を考慮 しない容易 な進 学志 向であれば、

大学 も高校 と同様 な問題 を抱 える ことにな ります。大学教育 も含 めて今後一層社会 との接続

を図 るための教育に比重 を置 く必要が あ ります。

③ 障害者への理解を深め る学習の充実

「ノーマライゼー シ ョン」の観点 か ら、子 どもの頃か ら学校等において障害及び障害者 に

対す る理解 を深 める学習機 会を充実す ることが大切です。特 に本県 にお いては、特殊教育諸

学校 を開放す るな ど、地域住民の理解 を深め る取 り組みが行われ ています が、様 々な機会 を

捉 え、障害のあ る人 とない人 との交流機 会を拡充す る必要が あ ります。

(5)県 、市町村の役割

① 社会教育行政の役割

職業能力開発のための学習機会に恵まれない人への支援が必要です。一般に勤労者に対 し

ては、企業や公共職業訓練機関等において学習を行 う機会が用意 されていますが、学習機会

に恵まれないパー トタイム労働者やフリーター、新たに職業を求める主婦などに対 しては、

県及び市町村の社会教育行政が積極的な役割を果たすことが求められます。

例えば、県や市町村の社会教育施設が専門のコーナーを設け:職業に関す る学習情報の提供
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や 図書 を整備 した り、実践的な講座を開催す るなどの学習支援 に取 り組 む必要があ ります。

講座 等 の開催 に当たっては、専門学校 、短大、大学、大学院等 と連携を図 りなが ら出前講座

を企画 す るな ど、積極的 に社会教育行政側か ら関係機 関に働 きかけてい く必要があ ります。

また、近年 民間教 育事:業所やNPO等 が、柔軟な発想 による多様で創意 あふれ る学習機会

を提供す る よ うになっています。特に、職業能力に関係す る学習機 会については、社会教育

行政 が情報提供 の窓 口になるな ど積極 的に連携 して取 り組 む必要があ ります。

② 若年者へ の支援

雇用状況 の厳 しい本県においては、新規事業の芽 を育てることが重要です。そのためには

柔軟な発想 や意欲 に満 ちた人材 を育成 し、若年の うちか ら起業家を育成するた めの学習機 会

を提供す ることが大切です。具体的 には、アイデ ィアの商 品化な ど知的所有権の学習や企業

設 立の方策 の学習、模擬 企業 の開設 ・経営 の実践など、県及び市町村が、学校 、企業、事業

団体等 と連携 を図 りなが ら実施す る必要があ ります。

また、現在の無業者や フ リー ターに対 しては、失業期間が長 引かない よう関係機 関が連携

し、就 きたい職業や 、や りたい職業 を見つ けた り、 より高度 な知識等の習得へ の支援が必 要

にな ります。例 えば、県及び市町村 の社会教 育施設 が職業安定機関 と連携 し、若者 に情報交

換 の場 を提供 し相談 を受 けた り、専門学校やNPO等 の民間団体 と連携 を図 りなが ら、各業

界 のガイ ダンスや高度で専門的な知識が習得で きる講座 を提供す るな ど、無業期間中に非労

働力化 を避 けるた めの企画を実施す る必要が あ ります。

③ 女性への支援

出産 ・育児 ・介護等で職業 を中断す るなど制約の多い女性に対 しては、職業能力 を維持す

るための学習機 会に関す る情報提供や 、再就職 に当たっての職業能力の回復 ・向上のための

相 談 を充実 させ る必要 があ ります。

県では 「青森 県男女共 同参画セ ンター」を拠点 とし、女性 の職業能力 開発や社会参加 に関

す る相談や 、 「女性 のためのキャ リアア ップセ ミナー、女性起業家支援セ ミナーな どの講座が

行 われ ています。市町村において も、社会教育担当者が コーデ ィネー ト役を果た し、女性 に

特化 した学習 プ ログラム開発や講座 の企画、相談窓 口の設置な ど一層 の工:夫が求 め られます。

また学習機会 を提供す る施設では、子育て中の女性のために託児所や子 どもスペー ス等 を用

意す るな ど、学習 しやすい環境 を整備す ることが併せ て求 められ ます。

④ 高齢者への支援

本県高齢者の高い就職意欲 に応 えるためには、高齢者一人一人が長年培 ってきた職 業上 の

知識 ・技術等を大切 に しなが ら、多様 な職業形態に対応 できるよ りきめ細かな学習、及び技

術革新 等の変化 に適応す るための学習機会 の提供が必要です。そのためには公共職業 訓練機

関等 と連携 を図 りなが ら、 これ まで県及び市町村 の社会教育行政が提供 してきた高齢者学習

に、職業能力 に関す るプ ログラムを加 味 した り、高齢者 同士 のネ ッ トワークづ く りを支援 す

るこ とな どが考 え られます。
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⑤ 障害者への支援

障害者一人一人 の特性 に応 じ、就:職前の職業準備 の段階か ら一貫 した学習への支援が必要

です。 障害 を持っ生徒の就職指導は、主に特殊教育諸学校にお いて行われています が、企 業

との相互理解 が必要で あ り、行政側 も障害者 の就業体験機会を コーデ ィネー トした り、学校

や企業の相互に対 し必要な情報 を提供 するな ど、産学官 の連携 を強化す ることが必要です。

就業中の障害者 に対 しては、技術革:新の進展 に適応 した知識 ・技術習得への支援 が必要で

す。特に近年、イ ンターネ ッ トや携帯電話が急速 に普及 し、障害者 の個 々の能力を引き出す

こ とを可能 にす る機器 が開発 されています。情報通信機器 の操作がで きるか どうか により経

済的社会的格差が生 じない よ う、情報活用能力 の向上 を図るこ とが大切 です。

また、何 らかの事情 によ り健 常者か ら障害者 になった就業者(中 途障害者)が 職業転換 を

しなけれ ばな らない場合があ ることか ら、前職 の職業生活 で培 って きた職 業能力を生か しつ

つ 、的確 に対応 できるよ うに支援す る必要があ ります。

本県では県立障害者職業訓練校や ノーマ ライゼーシ ョン推進 の観点か ら県立高等技術専門

校 、青森職業能 力開発短期大学校等 が障害者 を受 け入れています。行政は これ らの施設 の活

用 を図 るほか、技術革新等 によ り多様化 してい る障害者のニー ズに応 じる必要があ ります。

そのためには、例えば、県及び市町村 が障害の程度 に応 じた能力 向上 のために必要 な学習 プ

ログラムや学習機会 を、専 門学校 、短大 、大学等の高等教育機 関、民 間教育事業者等 と連携

して提供す るな ど、今後一層の工夫 が求 め られます。

さらに、一般就労が困難iな障害者 に対 しては、社会福祉施設等 で提供 され る福祉 的就労 を

促進す るため、福祉 関連機 関 との連携 によ りどの よ うな学習支援 が可能 かを検討す る必要が

あ ります。

⑥ 学習機会のネ ッ トワー ク化への支援

県民がキャ リアア ップを図るためには、各 自のテーマについて段階的 ・系統的に学習 を進

められ るよ うに学習環境 を整備す る必要があ ります。そのためには 「あお も り県民カ レッジ」

の連携機欄 が横 のネ ッ トワー クだ けでな く、縦のネ ッ トワー クをつ くるこ とによ り 「学習 の

高度化」 を図るこ とが重要にな ります。

例えば、一般 的に県民が求めてい る分野における基礎 的な学習は市町村 の公民館 が担 い、

また幅広い分野 にお けるやや専 門的な学習 までは民間教育事業者 が担 い、 さらに各分野の よ

り高度 な内容について は、専門学校、短大、大学 、大学院等の高等教育機 関が担 うなど、縦

の役割 の明確化 が考 え られます。

県は、必要な レベル の学習機会 の提供について、地域のニーズ を把 握 し、民間教育事業者

や大学等高等教育機 関に情報を提供す るな ど、各連携機 関 と連絡調整 を図 りなが ら、県民が

求 めるレベルに応 じた学習機会 を提供す る必要があ ります。 また、分野別の講座数や内容等

において地域差があるこ とか ら、市町村独 自では提供が難 しい専 門的 な内容 については、県

がその地域 の県立学校 の施設等 の教育資源 を公 開 ・活用するこ とによ り学習機会 を提供 し、

地域差をできるだけ是正す ることが必要です。 さらに、県は、広域的 な学習課題 について市

町村が連携 して取 り組 めるよ うコーデ ィネー トし、民間教育事業者 、高等教育機 関等 と連絡 ・
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調整 を図 るな どして、学習機会 を提供す る必要があ ります。

第3章 共に地域 をつ くる ～社会参加活動の充実～

第1章 ・第2章 では、学習機会の一層の充実によ り 「豊かには ぐくむ」、「自己を高める」 といっ

た個人 に即 した力 の形成 に触れてきま した。最近では、個人が単に 「学ぶ」だけの学習 ではな く、

学習 の成果 を様 々な場面 で生か したい とい う要求 も高まってきています。

本 章では、人 々が、 より豊かな地域 を共につ くる第一歩 として、学んだ知識 ・技術 ・技能な どを

生か しなが ら 「地域活動」や 「ボランテ ィア活動 を中心 とした社会参加活動 に取 り組む こ とにつ

いて検討 します。

1社 会参加活動 をめ ぐる現状 と課題

(1)地 域 活動の現状 と課題

第1章 で見て きた よ うに、本県 において も 「地域の教育力」の低下が憂慮 され るな ど、 「地域

コ ミュニテ ィの再生」 が大 きな課題 になっています。分業化が進む につれ 、生活 の便利 さと引

き換 えに、地域 には、 ごみ処理、 自然環境の保全 、介護 ・福祉等 の様々な課題 が生 まれてきま

した。 これ らの課題 に対 しては、行政 が解決すべ きとの考 え方 も強 まっています。 しか し、本

来 自分た ちの地域は 自分 たちの工夫 で維持 してい くこと(住 民 自治)が 基本であ り、住民が 自

らの課題 を 自ら解決で きる能力が一層求 め られています。

最近で は、 これ らの課題 に対処す るため、企業の地域貢献活動や住民のボランテ ィア ・NP

O活 動な ど、行政だ けに頼 らない 自主的 な活動が盛んになっています。 またこれ に加 えて、生

活に身近な課題 の解決 を目指 しなが ら、住民が経営の視点を取 り入れ て地域を再生 してい く「コ

ミュニテ ィビジネス」が芽生 えは じめています。今や住民が共通 の課題 に、ともに取 り組 む実

践を通 して、住 民一人 一人が地域課題 を学習 し、課題解決に積極的 に関わってい く姿勢を持つ

ことが求め られ ています。住民の課題解決能力の向上 こそ、地域 の再生 ・活性化 につなが るこ

とが期待 で きます。

① 住 民の参加意識

本 県では、以前か ら地域のために役立 ちたい とい う人の割合 は高い傾 向にあ ります。特 に

学習 して いる人 が単に学ぶばか りでな く、「学んで得た知識や 技術等 を役立て地域 で何 か活

動 したい」、「地域 での活動 を通 して積極的に社会に関わ りたい」 とす る割合 が、年代が増す

につれ て多 くな る傾 向にあ ります。平成14年 の県総合社会教育セ ンター の調査 によると、住

民の9割 が何 らかの地域活動に参加 した ことがある と答えています。

本 県にお ける地域活動 は、参加者 の年代 ・居住地域や居住年数 により違いが見 られ るもの

の、一般 的に年代 が増す ほど、また、町村部 の方が市部 よ り、 さらに居住年数が長いほ ど参

加 率が高 くなる特徴 が見 られます。

一方
、地域 活動 に参加 しない理 由を見 る と、 「忙 しくて時間がない」が最 も多 くあげ られて

います。 また、第1章 でも触れた よ うに、20代 では 「興味 ・関心がない」が多 く、若者世代
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で地域活動への参加意識の希薄化 が問題になっています(図8)。

図8地 域活動へ参加 しない理由(年 代別複数回答)

② 地域活動 に関する情報提供

図8に よると、地域活動 に参加 しない理 由として、 どの年代 において も 「団体 ・サー クル

がない、地域の情報が ない、活動す る仲間がいない」 な ど、情報 に関わ る課題 を理 由にあげ

る人が多 く見 られ ます。

県や市町村か らはホー ムペー ジ、広報紙、情報紙 な ど様々な形 で情報提供がな され てはい

るものの、住民のきめ細かいニーズに対応 してい るとは言 えない状況が あ ります。特 に、地

域か らは、何が課題で あ り、 どの ような人や組織 が活動 を してい るのか、また、 どのよ うな

人材や活動が求め られ てい るのか、 さらに、 どの よ うに貢献すれ ばよいのかわか らない とい

った声 も聞かれ ます。 これ らの情報 は、仲間同士、グループ間の伝達が果た している場合が

多 く、県民に必要な情報 を どの よ うに収集 し、広 く伝 えるかが課題 となっています。

③ 地域課題への対応

地域は、従来、学校 、 自治会 ・町内会、婦人団体、老人 クラブ、子 ども会、青年 団 といっ

た 「地縁」に基づ く活動 によって支え られて きま した。 しか し、近年、社会の変化 に伴 って

生 じつつある新たな地域課題 に対 しては、行政 をは じめ従来型 の 「地縁」 に基づ く組織 ・団

体だけで対処す ることが難 しくなってい ます。

例 えば、子育て支援 、青少年 の健全育成、学校支援 、ごみ処理 、 自然環境 の保 全、介護 ・

福祉、情報化への対応、人権感覚の育成 とい った、身近な ものか ら地球 的規模 のものまで様 々

な課題が想 定 されます。 中でも、今後予想 され る本県の課題 として、急速 な高齢化 に よる在

宅高齢者への介護 ・福祉 サー ビスな どの需要の増大が予測 されてお り、住民 が相互に助 け合

い課題解決に対処す ることが求 め られ てい ます。

このよ うな様 々な地域課題等 に対 しては、住民 の継続 した学習が必 要であ り、公 民館等 の

社会教育施設 が中心にな り、関係機 関 と連携 して学習機会提供に取 り組む必要が あ ります。
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(2)ボ ラ ンテ ィア活動の現状 と課題

① ボラ ンテ ィア活動等の活発化

ボ ランテ ィア活動 は、個人 による活動 のほか、いわゆるボ ランテ ィア団体 と言 われ る団体 ・

グル ープだけでな く、町内会 、PTA、 老人 クラブ、子 ども会 な ど、必ず しもボランテ ィア

活動 を主 目的 と しない既存の組織や学校 、企業な どで も行われ ています。 さらに近年、ボ ラ

ンテ ィア精神 を基盤 とす るNPOの 活動 が盛んになってお り、地域課題 に対応 した取 り組 み

がな され ています。

本 県において も、ボランティア団体やNPOが 年々増 えてお り、 自主 的にその営みに参加

し貢献す る ことに価値 をお く人たちが増 えています。平成15年2月 に本県で開催 され た 「第

5回 アジア冬季競技大会」には、高校生か ら社会人まで約8,000人 のボランテ ィアが参加 し大

会 を支 えま した。 また、NPO、 行政 、企業、市民グループが連携 して行ってい る陸奥湾 の

清掃活動 には、毎年1,000人 以上 のボ ランティアが参加 しています。最近では、環境を守 る立

場か ら、NPOが ク リー ンエネル ギー として風力発電の施設 を建設 した り、福祉 分野 では、

車椅子 移送な どの活動 をす るな ど、新たな分野 を切 り開いています。 これ らの活動は今後一

層増え ることが予想 され、その支援のための体制整備 が求 め られ ています。

② 情報の一元化 と学習機会の提供

県では、ボ ランテ ィア活動等に対す る支援 を行 っていますが、主に情報 ・資料 の収集 と提

供 、相 談の受付 な どが中心になっています。 また、情報 の一元化 がなされていないた め、ボ

ランテ ィア活動 を したい県民に必ず しも必要な情報提供 を行 う環境が、十分 に整 ってい ると

は言 えませ ん。

また、ボ ランティア活動に関す る資質 ・能力の向上を図 るための学習機会の提供 について

は、ボランテ ィアの活動分野 が広が るにつれ専門的な知識 ・技術 ・技能 が求め られ るよ うに

なってお り、行政が提供す る学習機会 だけでは対応 できない現状があ ります。

さらに、様 々なボ ランティアを希望す る人 と、受け入れ側 の橋渡 しを コーディネー トでき

る人材 は少 なく、その養成 が急務 となっています。

2今 後の方 向性

(1)共 に地域 をつ くる

人 はみな、支 えあって共 に生 きてい く存在です。地方分権 、市町村合併がすす め られ てい る

今 日、県民一人一人が、 自らの住む地域 を共につ くる主体であるとの認識が必要 になっていま

す。

現状 と課題 で述べた ように、近年 、社会の変化 に伴 って生 じつつある新たな地域課題 に対 し

ては、行政 をは じめ従来型の地縁 に基づ く組織 ・団体だけで対処することが難 しくなっていま

す。 と りわけ、高齢社会 に突入 した今 こそ地域で支えあ う生活が重要 になっています。

地域 を よ り幸せ な生活 の場 として創 造 してい くためには、県民の高度な学習 によるキャ リア

ア ップが必要 にな りますが、その第一歩 として、 これまで学んだ知識 ・技術 ・技能 な どを生か

しなが ら地域活動やボ ランテ ィア活動に取 り組む ことか ら始 めたいものです。
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これ らの活動 をするためには専門的な学習、例 えば、科学的分析 による地域の実態把握 の方

法や地域課題 の発見、団体 ・サー クル等 のマネ ジメン ト、コーディネー ター にな るための学習

等が必要になった り、また活動 を進 める上で、必然的に次 の段階の学習 が必要 になった りしま

す。 このよ うな実践 と学びのサイ クル による個人の キャ リアア ップが、豊 かな地域づ く りに貢

献す るこ とになるで しょ う。

また、地域を共 に支 える主体 は、県民一人一人 ばか りではあ りませ ん。行政 をは じめ従来 か

らの地域 に根 ざした組織 ・団体 のほか企業や 、新 しく関わ りを持つボ ランテ ィア団体 ・NPO

もあ ります。

これ らの主体が 「共 に地域 をつ くる」意識 を持つ こ とが重要で あ り、それぞれ が持 ってい る

もの を出 し合い、補い合 うな ど 「協働 」 して地域づ くりに取 り組む必要があ ります。

(2)地 域活動への参加促進

① 住民の参加促進

(住民の参加意識 の形成)

前述の県総合社会教育セ ンターの調査(図8)で は 「忙 しくて時間がない」 ことが、地域

活動の阻害要因 として多 くあげ られ てい ま した。しか し、調査の分析 に よると、「忙 しさを感

じるこ とが多い人が、特 に、地域活動へ参加す る割合 が低い とは言 えず、逆 にやや 高い傾 向

が見 られ る」ことや、 「職業 を持つ人 が、地域活動へ参加す る割合 が特 に低 くなる傾 向は見 ら

れ ない」としています。つま り、「忙 しさや職業の有無」が阻害要因になってい る とは必ず し

も言 えません。

地域活動に住民の参加 を進 めるためには、地域活動への参加意識 と連帯意識 を醸成 してい

くことが必要です。 そのためには住民が、地域への関心や愛着を深 めてい くこ とが重要であ

り、地域の 自然や歴 史、文化等 を十分理解す る とともに、地域がその流れ の中で発展 させ て

い くべきことや 改善 してい くべ き課題 につ いて共通 の認識 を持つ ことが求 め られます。 そ し

て地域活動の担 い手は、何 よ りも住民 自身 であ り、住民一人一人が 「地域 に対 して何ができ

るか」を考 えるとい う意識 づ く りが大切 にな ります。

地域の祭 りや伝統的行事は、世代 を超 えた住 民参加の よいきっかけにな ります。町 内会等

の既存の団体や 主催者 側は、住 民が誰で も参加 しやすい雰 囲気づ く りに配慮:し、住民 同士の

交流 を積極的に働 きか ける必要があ ります。 地域行事等の企画に当たっては、住民 が地域活

動 に参加す ることによって 自分の存在や 自発性 が認 め られ るよ うな企画や 、興味 ・関心 を持

てるよ うな内容になってい るか ど うかについて検討す る必要があ ります。

また、小 ・中学校 の親 同士のつ なが りを、地域活動へ結びつ けるこ とも重要であ り、公民

館等の社会教育施設 が コーデ ィネー ト役 を果たすな ど、地域 の諸団体が学校 と連携 して、学

校行事や地域行事に取 り組む こ とが考 え られます。住民の参加意識 を形成す るためには、様 々

な機会 を通 しなが ら住 民の立場 に立って地域活動を企画す ることが大切です。

(若者 の参加促進)

第1章 では、地域の連帯感 の希薄化が若者 を中心 に進 み、 「地域 コ ミュニテ ィの再生」の
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ため には、子 どもの頃か ら地域の活動 に参加す ることが大切 であ り、地域 としっか りと し

たつなが りを持つ ことが課題 になっている ことを指摘 しま した。

特 に、地域 とのつ なが りの中で、子 どもの頃か ら社会 の基本的ルール、他人 を思いや る

気持 、社 会性や協調性 な どを身 に付 けるために、地域でできる青少年 のためのボランティ

ア活動 な どに参加 させ ることや、そのための企画が大切 にな ります。

また、地域 の大人がいかに関わ るか も重要にな ります。特に、先の調査 で若者 の 「お祭

りや地域 の行事等」への参加 が比較的高い ことか ら、地域 にお ける既存の行事等において、

企画 ・運営 か ら若者が主体 となって活動 できるよ うにす るな ど、若 い世代 が興味 ・関心を

持て るよ う工夫 を してい くことが大切 です。

(中高年世代の参加促進)

地域 活動の担 い手 として、その中核の位置 を占めるのが中高年世代 です。男女共同参画

の実現 の観点 か らも、仕事 が中心 で どちらか とい うと地域 と関わ りが薄い存在 の中高年世

代 が集 ま り、仕事や趣味な どを通 して培 って きた豊富な知識や技術 を地域活動 に生かす こ

とがで きれ ば、地域に与える効果は大きい ものが あ ります。

しか し、実際 には仕事 の忙 しさな どか ら地域活動に消極的 になった り、地域に貢献 した

い と思 っていて も、参加す るきっかけをつかめないでいる人や、参加 して もうまく馴染 め

ない と感 じてい る人 もいます。

中高年世代が地域活動 に参加す るためには、「人 の役 に立 ちたい」とい う:積極 的な意志 と、

何 らかの 「きっか け」が必要にな ります。学校のPTA活 動な ど子 どもを仲介 として参加

で きる機 会や 祭 りな どは、 自然 に参加 のきっかけをつか めます が、その機会 に恵 まれない

人 たちに対 しては、地域活動 の主催者 が、誰で も参加で きるよ う企画を工夫す るとともに、

ミニ コミ誌等 に よ り情報 を確実 に伝 え、参加 を呼びか ける必要が あ ります。 また、既に地

域 に根 ざして活動 してい る住民や先輩 中高年世代 が中心にな り、 これ か ら社会参加 ・社会

貢献 を しよ うとしてい る中高年世代を暖 か く歓迎す る雰 囲気づ くりが要請 されます。

(障害者の参加促進)

地域 にお ける障害者 の社会参加 を活発 に していくことは、人に優 しい地域社 会の形成 を

図 ってい く上で、重要 な意味を持 ってい ます。

そのた めには、まず 障害者 自身 が社会 の一員であるこ とを自覚 し、・社会参加意識 を持っ

必要があ り、積極 的に学習や地域活動 に参加す ることが望まれ ます。その際、企画 の段階

か ら積極 的に関わ ることが大切 であ り、主催者側 も、障害者 を暖 かく受け入れ るための環

境 づ く りに務 める必要が あ ります。

学習や 地域活動 に参加す るに当た っては、障害のある人 と障害のない人 とがパー トナー

シ ップを保 ちなが ら、主催者 をは じめ親 の会、雇用主、学校 の同窓会組織、ボランテ ィア

団体 ・NPOな どが、障害者 をサポー トす るシステムづ くりも大切 にな ります。

近年 、本 県では、障害者 がNPOを 立ち上げ、障害を持つ人たちが 自立 した生活 を営ん

でい くために必要 な事業を営むな ど、障害者 自身 による社会参加活動の動 きも見 られ ます。
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② 企業の参加促進

企業は地域の一員 として大 きな役割 を担 っています。企業は、そ の地域 に居住す る人 と地

域外か ら通勤す る人 とで構成 され ていますが、その地域 において多 くの時間 を過 ご していま

す。企業には地域 の一員 として地域 の公益活動に参加 し、社会貢献 を果 たす ことが求め られ

てい ます。企業に とって も地元の理解 と支援 を得 ることは重要です。住民がその企業を応援

す ることは、企業に とってもメ リッ トが生 まれ、活力 あるまちづ く りに もつ なが ります。本

県では、既 に様々な地域貢献活動や地域 との交流を行 ってい る企業 があ りますが、その活動

を通 して様 々な効果が上がってい ることを指摘 しています。

企業が地域 にで きる支援 は、寄付や活動助成な どの資金 、物品、サー ビス、マ ンパ ワー、

専門技術、施設、備 品な ど様 々考 えられ ます。 まずは企業 にとって無理 な く現実 にで きるこ

とか ら進める必要があ ります。地域 に とって は、地域 に根付 き継続 して活動 しても らうこと

が大事 にな ります。 また、企業は、従業員が 自ら行 う社会貢献活動 に対 して、積極的 な支援

を行 うことも必要です。地域活動の活性化 に寄与す るとともに、企 業に とって もメ リッ トが

生まれ ると考え られます。

③ 新 しいネ ッ トワー クの形成

地域活動 を行 う場合 には、個人 が対応 す るよ りも共通の 目的をもつ人が集 まって活動 した

方が効果が大きい と言 えます。新 たな グループの結成や、現に活動 してい る同種 の団体や グ

ループに加盟 して活動す る方法 が推奨で きます。 もちろん今 まで地域の生活や 文化 を支 えて

きた既存の団体や組織の活動を継続維持 していかなければな らないのは言 うまで もあ りませ

ん。

今後はそれに加 えて、それぞれ の地域 にお ける課題 を明確 に した上で 、新 しく台頭す るグ

ループ等 と問題解決や課題達成 のためのネ ッ トワー クをつ く り出す こ とが大切 にな ります。

例 えば、地域のある課題 に対 して、既存の組 織 とボランテ ィア団体、NPO、 企 業な どが連

携 を図って取 り組 む ことな どが考え られ ます。全国的にも、問題解決や課題 達成 を 目指 して

始 まった住民の学習活動 ・自主的活動 が、「地縁 」を超 えたネ ッ トワー クづ くりにつながって

いる事例 も見 られ るよ うになってきています。

このよ うに必ず しも 「地縁」 にこだわ らない、子育てや地域 の環境問題 とい った共通す る

問題(テ ーマ)で 結 びつ く 「新 しいネ ッ トワー ク」づ くりと、それ をきっか け とした 「新 し

い形 の地域 コミュニテ ィ」づ くりを図る必要が あ ります。そのためには、行政 も住民 に情報

を提供 した り、参加 を呼びかけた り、持続的 な活動を続 け られ るよ うに団体やサー クルな ど

の育成 を図った りす るな ど、大 きな視野で コーデ ィネー ト役 を果たす必要が あ ります。また、

公共性 の高い活動 を行 っている団体等 のネ ッ トワー ク形成 に対 しては、場所 を提供す るな ど

の便宜 を図 ることが大切 にな ります。

(3)ボ ランティア活動への参加促進

ボ ランティア活動 は、個人の 自由意志 に基づ く活動ですが、単 に社会 に貢献す る活動 にのみ

とどま らず、多 くの人 と知 り合いにな ることができた り、生きがい を見つ けるきっかけ とな る
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な ど、 自己実現 につ なが る機 会にもな ります。一方、様々な社会的課題が発生す るなかで、課

題 を解決 し地域 を活性化 してい く上で も、それ に取 り組む住民参加 のボランティア活動へ の期

待 が高 まっています。

ボランテ ィア活動 に参加す る人に とっては、その活動のための知識 ・技術等の習得のための

学習が必要 になった り、また活動 を通 して、 さらに次 の学習 が必要になった りします。 ボラン

テ ィア活動 に参加す る ことが、学びのサイクル を生み 出 し、幅広い能力 を高めることにつ なが

る と雷 えます。 ま さに、ボランテ ィア活動 そのものが生涯学習の一形態で あ り、その意 味でボ

ランテ ィア活動 は、豊 かな人生を築 くためのキャ リアア ップ と捉 えることができます。

子 どもか ら高齢者 まですべての人々が、それぞれその立場や能力に応 じてボランテ ィア活動

に参加す る ことが重要です。例えば、子 どもの 「生きるカ」をは ぐくむ ことや、「地域 の教育力」

を高めるこ と、また、高齢社会への対応や 、豊かで潤いのある地域 を形成するた めに欠 かせな

いものになって います。 多 くの人がボ ランテ ィア活動に参加す るためには、ボランティア活動

とこれ に伴 う学習活動 を一体 の もの と して捉 え、誰 もが参加で きる雰囲気を醸成す る とともに、

参加 しよ うとす る人 も積極 的に生涯学習の成果 を生かそ うとす る意識 を持つ ことが大切 です。

① 職業上のキ ャ リアア ップの成果 を生かす

第2章 で取 り上 げた、社会人が キャ リアアップを通 して身 に付けた職業上の知識 ・技術 ・

能力 ・資格等 を、ボ ランティア活動に生かす ことは、活動 自体 に とって大 きな力 とな ります。

活動者 自身 がボランテ ィア活動 に気軽 に参加す るきっかけになるのは、 自らの職業能力等

が生か され る雰囲気が醸成 されてい ることや、 自らがその活動に とって必要な存在 である と

い う認識 を持つ こ とにもあ ると考 えられ ます。 専門的な知識 ・技能等 をその分野の活動 に提

供す るこ とは、新たな学習を始 めるよ り精神的な負担感 も少ないはずです。ボ ランテ ィア活

動 に参加 しよ うとす る人が、活動分野を探す場合、 自らの職業能力等 を生かす視 点で選択す

るこ とも十分考 えられ ることか ら、活動主体であるボランテ ィア団体が求めてい る人材の情

報 を発信 す るこ とも重要です。

②NPOへ の進展

ボ ランテ ィア団体 ・グルー プの 中には、ボランテ ィア活動を継続的に行 ってい くために、

専任の職 員や必要な施設 、設備 、 ノウハ ウ等を備 えたNPOへ と進展 していく場合が あ りま

す。

ボ ランテ ィア団体 ・グループの任意 の活 動だけでは、目標の実現 が困難な場合 もあ ります。

例 えば、24時 間の介護 支援や電話相談 に応 じるためには、専任 のスタッフを置 くことが必要

であ り、一定 の設備や ノウハ ウを備 えなければな りません。NPOに 進展す ることによ り、

この よ うな社会的サー ビスを地域に安定 して継続的に提供す ることができます。

現在、NPOの 中には、起業化支援 ・技術教育支援な どの団体 もあ り、専門的な技術を習

得す るこ とで新 しい職 を得 られ る道 を開いた り、NPOそ の ものが雇用 の受け皿 になるな ど、

地域 に新たな雇用を創 出す る可能性 を持 っているものもあ ります。

ボ ランテ ィア団体が継続 的な社会参加活動をす るためには、NPOへ の進展が図 られ るこ
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とも選択肢 の一つ にな ります。

(4)県 、市町村に期待 され る役割 ～社会参加活動への支援:～

① ボランテ ィア団体 ・NPO等 との協働 の促進

県は、豊かな地域を共につ くるために、従来か ら地域で活動す る組 織 ・団体のほか企業や

ボ ランテ ィア団体 ・NPO等 が、主体的に取 り組む必要があることや、行 政 と 「協働」 して

取 り組む意義 を、県民に広 く理解 して もらうとともに、具体的な取 り組 みが進 みやす いよ う

環境 を整えてい く必要があ ります。

そのためには、 まず 県職員が、地域 を様 々な機欄 と共にっ くる意識 を持 つ とともに職員 自

らが活動す ることも重要 です。特に近年活発 に展開 しつつ ある個人 のボランテ ィア活動、ボ

ランテ ィア団体 ・NPO等 の活動への理解 を、研修や 実践な どを通 して深 めるこ とが大切 で

あ り、関係諸団体 の 自主性、 自立性 な どの特性 を尊重す る とともに、対等 な立場で 「協働

してい く姿勢が求め られ ます。

また、個人のボ ランテ ィア活動、ボランテ ィア団体 ・NPO等 の活動 と身近 に接す る機会

が多い市町村において も、それ らの活動 に対す る理解 と連携が一層必要 にな ります。 特に、

諸活動の現状把握 に努 める とともに、関係諸団体 と対等 の立場に立 って定期的 に情報 交換 を

行 うな ど、地域 の様 々な課題 に 「協働」 して取 り組 んでい くことが期待 され ます。

② 住民への学習機会の提供 ・充実

多 くの住民に社会参加活動への参加 を促すためには、地域に存在す る公民館等の社会教育

施設が中心にな り、ボ ランテ ィア団体 ・NPOな どのほか町内会等 の既存団体、学校 、企業

等 と連携 して、地域の特性 に適 した学習機 会を提供す る必要があ ります。

その際住民が興味 ・関心 を持 って参加で きるよ うな学習プ ログラムが重要であ り、住民が

最 も身近 に感 じてい る地城課題等 を積極的に取 り上 げ、講座型 の受 け身的学習 ではな く、闇

題解決型の学習方法 を取 り入れ るな ど、住民が参加 して よかった と思 う学習機会 にす る必要

があ ります。

また、県社会教育委員の会議 の調査 による と、多 くの住 民が公民館 に対 して 「活動 に結び

つ く講座」を要望 してい ることか ら、講座 等の開設 に当たっては、企画段 階か ら住民の意見 ・

要望を取 り入れ、一緒 になって検討 してい く必要があ ります。

ボ ランテ ィア活動に関す る学習機 会については、専門的 な知識 ・技術 ・技能等 も求 め られ

るよ うになって きてい ることか ら、行政 のみでは対応 できない場合 もあ ります。専門的な分

野については、行 政が、高等教育機 関や ボランテ ィア団体 ・NPO等 と連携 を図 りなが ら学

習機会 を提供す るな ど、住民の視点に立った支援が望 まれ ます。

③ 活動場所の提供

最近では、公共施設 の整備が進んできてお り、公 民館、 コミュニテ ィセ ンター、集 会所 、

体育館等が利用 され 、また、学校や企業 において も会議室等の開放 を行 うな ど活動拠 点の広

が りが見 られます。
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県及び市町村 におい ては、積極的に県の社会教育施設や、市町村の公 民館等の社会教育施

設 を地域活動や ボランテ ィア活動の場所 として提供す る必要があ ります。その際、変化、発

展す る住民や 団体のニーズを把握 し、施設の使用 目的の弾力化等 によ り、施設 の効率的運営

を図 る とともに、活動内容 が従前の施設利用に例 のないものであって も、広い意味での行政

目的 にか な うものであれば、柔軟に対応す るな どの配慮が必要 です。

④ 情報提供 システムの整備

(情報提供の内容)

地域活動やボ ランテ ィア活動 に参加 しよ うとする人、又は現 に活動 している人や 団体等

が求 める情報 内容 は、(1)利 用でき る施設や制度 について の情報、(2)活 動 している人たち

や リーダー等 に関す る人的な情報や活動の運営方法等の情報、に大別で きます。

現在提供 され ている情報内容 は、(1)に 関す る情報 が多 く、(2)に 関す る情報はあま り提

供 され ていないた め、提供すべ き情報 内容 についての見直 しが必要 にな ります。

(情報提供の方式)

本県 にお いては、行政が提供する広報紙、ポスター、パ ンフレッ ト等の比重が高 く、即

応性や多様性 の面では十分 とは言えませ ん。 このため、新たな方式 を考える場合、情報を

欲す る人 に対 してのみ即時に適正 な情報 を提供す る方式(問 い合せ型)、及び行政 が情報を

収集、す るのではなく、活動 に参加 している人の 自発的な提供に よる方式(参 加型)を 検討

す る必要が あ ります。

最近 は、情報量 の多 さと受 け手の利便性に より、全国的に もイ ンターネ ッ トによる情報

提供 が主流 にな りつつあ ります。今後 は、県民が、地域の活性化やネ ッ トワー クづ くりに

生か してい くための 「情報 リテ ラシー」 を身 に付 ける必要があ り、行政 はそのための研修

の機 会を充実 させ るな ど、情報 リテ ラシーの向上を 目指 した一層の取 り組みが求 め られ ま

す。

(窓 口の一 元化)

県 民の社会参加活動 を活発 にす るためには、情報 を提供す るための一元化 され た機 関が

必要 です。

現在 、県 内各地域の活動 団体 ・サー クル及び指導者人材 については、県総合社会教育セ

ンター に登録 されてお り、『青森県学習情報提供サー ビス』で情報 を検索できるよ うになっ

てい ます。 また、県社会福祉協議会が運営す る 『青森 県ボランティアセ ンター』では主 に

福祉 ボ ランテ ィア に関す る情報提供 を行 っています。

しか し、活動の 当事者 に とっては、必要 とす る情報 が どこに行 けば入手で きるのかわか

らない場合が多いため、総合的な窓 口を設 け相談 に応 じるな ど、窓 口を一元化 し、必要な

情報の所 在場所 を明確 にす ることが望 まれます。今後 、情報提供機関が横のネ ッ トワーク

化 を図 り一体 となって取 り組む必要が あ ります。
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⑤ 指導者人材等の養成

今後、社会参加活動 を活性化 してい くためには、その リー ダー としての人材 、特に地域の

実情に精通 した担 い手や各分野において きめ細かい実務、技術 に精通 した人材 の養成 を図 る

こ とが大切 にな ります。

現在は、社会福祉協議会や県の社会教育施設において、指導者養成 のた めの講座 が開設 さ

れています が、将来的 には、行政 が主導的な役割 を果 たすのではな く、ボ ランテ ィア団体や

NPO等 が 自主的にそ の役割 を果 たす こ とが期待 され ます。

一方
、様 々な個 人や 団体 との橋 渡 しやネ ッ トワーク形成のためには専門的な知識 を有す る

ボランティアコーデ ィネー ターの養成 にカ を入れ る必要があ ります。 現在、県総合社会教育

セ ンターでは、青少年 を対象 と した体験活動ボ ランテ ィア コーデ ィネー ターの育成 のための

講座が開設 されていますが、各活動分野 において コーデ ィネー トがで きるよ うになるために

は、幅広い知識や ノウハ ウが必要であ り、行政ばか りではな く、NPOや 高等教育機 関等 と

連携 した取 り組 みが求 め られます。

おわ りに

現代社会 における青少年 問題 の多 くは、大人社会 を投影 してい ると言 えます。大人 自身が、 自分

たちの問 題 と考え、子育てや家庭教育に真剣 に取 り組む とともに、地域社会 と連携 しなが ら従来 の

社会 の仕組み を適切 に変革す るこ とによって、解決 していかなければな りませ ん。

親や 大人が仕事 、学習、地域 の様 々な課題 に積極的に取 り組むた めに も、様 々な面で キャ リアア

ップする ことは、 自らのキャ リアを豊かにす るばか りでな く、子 どもたちにも学習 の必要性 やた く

ま しい生き方 を示す ことに もつ なが ります。

また、変化の激 しい社 会にあって、若者か ら高齢者 まで新 しい生 き方や働 き方が求 め られていま

す。 私たちはこれ らの変化 に対応 しなが ら、徐 々に他者依存か ら自助努力へ の転換 を 圏指す必要が

あ ります。特 に、本県の青少年 に対 しては、将 来に向 けて 自分 の人生を ど う築 いてい くか といった

視点 を持 たせ ることが重要であ り、早い段階か ら生き方 の中に職 業や仕事 を しっか り位置づ ける「キ

ャ リア教育」 を充実す ることが大切 にな ります。

さ らに、様々なキャ リアを持 った人や組織 が、地域活動やボランテ ィア活動 な どに取 り組 む こと

によって、 自ら住 む地域 を、 よ り豊かな地域 として共 に創 造 してい くことが求 め られ てい ます。生

涯学習の成果:を、主体的 に社会参加活動に生かそ うとい う県民の意識を大切 にす るためにも、行政

が これ らの活動を様 々な面か ら支援す ることが必要 にな ります。

本提言 が、これ か らの本県にお ける生涯学習 の一層の発展のために、関係諸機 関によって活用 さ

れてい くことを強 く願 う次第 です。
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O県 民 一 人 一 人 の 生 涯 学 習 を 支 援 す る 「学 び の 環 境 づ く り」

い ば ら きECAPPE(え か っぺ)プ ラ ン

いば らきEducationalandCulturalActionProgramwithParticipatoryExercies

参 画 と連 携 を 生 か し た 、 い ば ら き 生 涯 学 習 実 践 プ ロ グ ラ ム

(報告・平成16年6月 茨城県生涯学習審議会)

は じめに

「いば らきECAPPE(え かっぺ)プ ラン」は、茨城県に さまざまな生涯学習 の動 きを芽生 え

させ、育て、広 げ るために、第6期 茨城県生涯学習審議会が取 りま とめた、生涯学習の環境づ くり

のためのプ ロモーシ ョン ・シナ リオ(推 進計画)(案)で す。県民一人一人の 自主的な意識 と活動 を

べ 一スに、「一一人一人が身近な ところか ら学 習を始める。→学びの仲間 と交流 し磨 きあ う。→生涯学

習 の成果 を地域づ くりの中に生かす。→地域 が新 たな生涯学習の芽 を育てる。→活動の広 が りが新

たな学習者 を増やす。」とい うステ ップア ップ ・サイ クル を構築す ることによ り、スパイ ラル(螺 旋

形)に 高 ま り、広 がる 自律的 ・連携的な生涯学習環境の形成 を 圏指 します。発 見 ・交流 ・実践 とい

う3つ のプログラムを想定 し、それぞれにステ ップを設定するこ とに よ り、分か りやす く魅力的な

生涯学習 が展 開 し、定着す るよ うに工夫 しています。

本報告書 では、第1章 で本県の現状 と課題 について取 り上げ、第2章 では、現状 と課題 をふまえ

て、本県 の生涯学習推進のためのステ ップア ッププ ラン として前述の 「いばらきECAPPEプ ラ

ン」を、第3章 では、本県が 目指す生涯学習 の ビジ ョンを提案 します。

今後 、この報告 を、県及び各市町村 において、 自主的、 自発的に学ぶ こ とのできる生涯学習の環

境整備 、つ ま り 「学び の環境づ くり」のために、参考に していただけるよ う期待 します。

第1章 現状 と課題 《生涯学習のためのよ り豊かな風土づ くりを目指 して》

1リ ピー ター、女性、高齢者が 多い一本 県の生涯学習の問題点

現在、本県では、相 当数 の県民が、生涯学習 を実践 しています。 しか し、次の よ うな問題 があ

ることも事実です。

第1の 問題 は、一人でいろい ろな学習 に参加 してい るいわ ゆる リピーター は多いけれ ども、学

習 に参加 してい る実人員 が必ず しも多い とは言えない ことです。 したがって、 ここか ら学習参加

者 の実人数 を増や し、茨城 の生涯学習 の裾 野 を広 げることが極 めて大事な課題 とな ります。

第2の 問題 は、本県では、いわゆる講座 ・学級 で学習 している人は、女性 と高齢者が多 く、偏

りが見 られ ることです。つま り、年代別 に見れ ば若い人 が、性別 で見 ると男性が少 ない ことです。

もちろん、生涯学 習で言 う 「学習」 とは、決 して机の前 に座 ってす るいわゆる 「勉強」だけを意

味 しませ ん。 みんなで楽 しむスポーツや レク リエー ション活動 も、生涯学習です。 あるいは、ま

ちづ く りの運動 も、地域 お こしの活動 も、ボランテ ィア活動 も、それが地域の発展 に役立った り、

県民一人一人 の 自己啓発 につながってい る限 りでは、生涯学習 と言えます。その観点に立 てば、
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本県 には、若 い人や男性 で さま ざまな地域活動やボ ランテ ィア活動 に汗をかいている人が大勢 い

ますか ら、本県の生涯学習参加 者は もっ と多い と言 うこともで きます。 とは言 え、講座 ・学級等

に限って言えば、前途 のよ うに女性 と高齢者が多い ことも事実です。

これ は、本県 に限ったこ とで はな く、全 国共通の現象なのですが、生涯学習の先進県 をめざす

本 県 としては、これを乗 り越 え、老い も若 きも、女性 も男性 も、また、 さまざまな職業 の人々み

んなが学習す る県になるよ う努力すべきだ と思います。

第3の 問題 は、本県の生涯学習において提供 されてい る学習機 会を見る と、趣味 ・教養 に関連

す る学習が多いこ とです。 これ 自体が問題だ とい うのではあ りませ ん。 しか し、これか らの生涯

学習では、変動す る時代 と社会 をた くま しく充実感 を持 って生 きていける よ うな力 を育てた り、

私たちが生活 してい る地域社会 にもっと目を向け、安全 ・安心ですみ よい地域づ くりを図ってい

くことが期待 されています。このこ とか ら例 えば、「現代 的課題」な どにつ いて も、積極的 に取 り

上げてい くことが、 ますます求 め られ るよ うになって きています。

例えば、霞 ヶ浦や北浦をは じめ として、多 くの湖沼や河川 を持つ本 県では、美 しい環境 を守 り

育て ることが期待 されています し、深刻化す る交通問題の解決 を図 ることも必要 です。 さらに、

高齢化社会 における福祉 についても、緊急 の課題 です。

また、県南部か ら県西部にかけては都 市化が進む一方で、県中部では特 に市街地 の空洞化が深

刻化 し、また、県北部では過疎化 が進む等 さま ざまな問題が生 じています。 ここでも地域 に希望

と活力を生み 出す地域づ く りや 、ボランテ ィア活動 の組織化が進 んでいますが、大事 なこ とは、

住民の 自主的な生涯学習が仲立ちになってい ることです。

以上の ように、 これか らの生涯学習 においては、趣 味 ・教養 に限 らず、環境や福祉 をは じめと

す る、 さま ざまな現代的課題 に対応す る学習 も重要 である と書えます。

2「 生涯学習」の意 味をよ り分か りやす くする一それ は 「勉強」ではな い

上述 した ように、本県の生涯 学習の重要な課題 の一 つは、学習 に参加す る人々の裾野 を広 げる

ことです。

そのためには、ど うすれ ばよいので しょうか。問題 の一つは、 「生涯学習」とい う言葉 の意味が

硬 いこ とです。生涯 学習 には、相変わ らず 「勉強」 とい うイ メージが ま とわ りついてい るこ とか

ら、もっと私たちの身近 な言葉 に置 き換 えてみ ることが必要です。

つま り、生涯学習イ コール勉強 とい うイ メー ジでは、生涯学習の裾野 は広が らない とい うこ と

です。生涯学習 とは、人生単位 での学習 の リター ンマ ッチだ とする とらえ方が あ ります。学校 の

勉 強 と同 じ意味、同 じや り方 の学習では、生涯学習の輪 は広が りませ ん。

3地 域 と生活の中に 「学 び」 を見 いだ し、「学び」が地域 と生活 を豊かにす る時代へ

これ か らの生涯学習は、学びイ コール生活 とい う考 え方に立 ちます。学びイ コール生活には以

下の よ うない くつかの大事 な意味が込め られています。
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(1)生 活 の中に 「学 び」が ある

一つ は
、私 たち県民一人一人の生活の 中に、豊かな 「学び」があることを発見す ることです。

ここで、生活 の中に 「学び」 を発見す ることとは、 もちろん毎 日毎 日何か を勉強す るとい う意

味 ではあ りません。私た ちが地域 の中で物 をつ くった り、売 った り、買った り、消費 した り、

世話 した り、集 まった り、楽 しんだ り、 といった 日常的な営みの中で、私たちが培ってい るさ

ま ざまな技、工夫 、磨 き合い、気づ きや発見、支え合い等 は、それ 自体が豊 かな 「学び」 なの

です。 したがって、誰 もが、 日々の生活 の中で、すでに 「学び続 けている」、あるいは 「学び続

ける可能性 を持 ってい る」 と言 えます。

(2)「 学び」が地域 と生活 を豊かにする

一方
、 「学び」は、地域 と生活を深 め、高め、そ して豊かに します。例 えば、すべ て本県産 の

原材料 で作った新酒 「ピュア茨城」は、参加 した人々の学びの産物 と言 えます。 「地産地消 」を

進 め る 「うまい もん どころ食彩運動」もそ の一つです。また、少子高齢化が進む地域 では、 「自

助 」と 「共助」と 「公助」が最適 に ミックス した地域 ネ ッ トワークづ く りが必要です。例えば、

鹿 島郡大洋村 の健康づ くり運動 のよ うに、住 民一人一人の 「自助」の能力 を高める動 きも活発

になってきています し、 目立市塙 山地 区に見 られ るように、みんなが学習 しなが ら 「共助」の

地域 づ く りを 目指す運動 も各地 で繰 り広げ られ るよ うになってきています。

(3)誰 に とっても 「学び」は身近 なところにある

この ことを言 い換 えれば、生涯学習は県民の誰に とっても近い ものだ とい うこ とです。誰 も

が 、知 らず知 らず の うちに学んでい ると言 って もよいのです。私たちは、生涯学習を通 して、

日常生活 の中で毎 日何気な くや ってい る 「学び」に改めて磨 きをかけることができるのです。

繰 り返 しにな りますが、本県の生涯学習 の重要な課題 は、参加者 の裾野をよ り広げることで

す。 しか し、 自分では学習 と縁のない生活 を送っている と思い込 んでい る人 も、実は、生涯学
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習 を実践 している人で あ り、あ るいはも う少 しで学習参加者 と言える人 で もあるのです。 つま

り、学習に全 く無関心 な人、あるいは無関係 な人 とい うのは ごく少ないはずなのです。 「自分は

生涯学習 に関係 ない」 と思い込んでいる人々 に、実はす でに生活 の中で学習 を してい るのだ と

い うことを気付かせ、それ をさ らに発展す るよ うに働 き掛 けることが大切 なのです。

4生 涯学習で「 新 しい公共意識」 を育てる ことが求め られ る

1で も述べ たよ うに、本県の今後の生涯学習 は、趣 味 ・教養型の学習 に とどま らず、 よ り現代

社会 が必要 としてい るさま ざまな課題 につ いて の学習 を必要 としています。

ます ます社会の流動化 が進む こ とに よ り、私た ち県民には、困難な時代 と社会 を生 き抜 くため

の学習、社会 にあって積極的 に自分の可能性 を高め るための学習(「 自己投 資型」生涯学習)が 一

層必要 になってきています。例 えば、職業能力の開発 のための学習な どは、今 後 さらに重要 にな

るはずです。 また、情報化や国際化が進み 、多様な価 値観や生 き方が併 存す る社会 では、やや も

す ると住民同士の結びつ きは弱 ま り、 ことによる と、誰 もが勝手 し放題 の地域社会 にな りかねま

せ ん。そ こで、例 えば少子 高齢化が一層進 んでいる地域では、高齢者 が生きがいを もって地域社

会の役 に立 ちなが ら充実 した人生 を送 るために も、また、子育て支援 をは じめ とす る地域 の教育

力の充実 を図 るためにも、学び合 いによる生きがいづ くりが求め られています。 それ は、住民が

知恵 と力 と時間を出 し合いなが ら、「自助」 と 「共助」 と 「公助」が うま く ミックス した安心で き

る介護 システムをつ く り上げる ことを可能に します。 このよ うに生涯学習は、地域住 民を結び付

ける新 たな役割 を持 っています。私たちは、いわ ば生涯 学習に参加 す ることを通 して、 「新 しい公

共意識」 を身につ けるこ とが求 め られてい ると言 えます。

5学 校教育 は生涯学習の基盤づ くり

生涯学習 において、学校教育は、 どのよ うな役割 を持 ってい るので しょうか。端的に言 えば、

学校教育は 「学び」 の基盤 づ く り、基礎づ くりの面で重要 な役割 を担 っています。 したがって、

次 のよ うなこ とが期待 され ます。

第1は 、学校教育は、児童生徒を生涯学習者 と して育てることです。つ ま り、生涯 学び続 ける

のに必要な基礎的な学力 と、学習の態度や方法 を身 につ け させ ることです。

第2は 、学校 自身 を生涯学習の機 関 として積極 的に位置付 け、その役割 を担 えるよ うに、学校

開放等の事業 を積極 的に推進す ることです。大学 ・短大等 の高等教育機 関はも とよ り、小中学校

や高等学校 な ども、 これか らは施設や設備 な どの物 的資源 として、また、専 門性 を生か した人 的

資源 として、積極的に豊 かな教育資源 の開放 に努 め ることが必要にな ります。そ の場合、行政 の

役割 は、学校 開放を推進す るた めの環境づ くりに努力す るこ とです。

第3は 、教師 自身が、生涯学 習者 として 自己啓発 し続 けるとい うこ とです。 「学び」に対す る子

どもの興味 ・関心 を高める創造的で優れ た指導 を している教師 は、常に 自分 自身 が学び続 けてい

るものです。

6強 まるボラ ンテ ィア と学習の結びつき

これか らの生涯学習は、実践 して学び、学 んで は実践す るといったサイクル の中で展 開す るこ
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とを 目指 します。 学んだ成果 を地域 で発表 した り、地域の問題解 決や地域づ くりに役 立てた りす

る生涯学習 を、私たちは積極的 に推進す る必要があ ります。学習の成果 を、例 えば地域づ く りボ

ランテ ィアに生かす ことで、学びは よ り深 くよ り広 くな ります。 その意味で も、 これか らの本 県

の生涯学習 では、ボ ランテ ィアと学習 をますます近づ ける必要があ ります。

第2章 いば らきECAPPE(え か っぺ)プ ラン

(い ば ら きEducationalandGuituraiActionProgramwithParticipatoryExercises)

参画 と連携 を生か した、いば らき生涯学習実践プ ログラム

一茨城 スタイル の生涯学習の風土 を育てる生涯学習ステ ップア ッププランの推進 一

Ⅰ発見 プ ログラム

〈発見ステ ップ1>:茨 城 らしさにあふれた"生 涯学習のかたち"の 構築

肩肘 を張 らず 、「日々 の生活の中に、楽 しみ と充実感 を見出す こと」が生きがいを生む生涯学

習 の原点で ある とす る考 え方を共有 しなが ら、自律的 ・連携的 に学びの輪 を広 げてい く、茨城 ら

しさにあふれた生涯学習のかたち、rECAPPEセ オ リー」 を構築 します。

●生涯 学習 の意 味 と必要性 を心か ら実感(セ ンシング)で きなければ、学習意欲 は芽吹きま

せ ん。 「学習=教 育 と勉強の強制」、あるいは 「生涯学習は高齢者のためのもの」 とい うよ う

な既成概念 を と りは らい、 「それぞれ が 自己に備わった個性 を磨 き、社会 との関わ りを強め合

うこ と」、 「日常生活の 中に楽 しみ を見いだ し、充実 させ るこ と」が生 きがいを生む、 とす る

生涯学習の原点 を楽 しく理解 ・共有で きるrECAPPEオ リエ ンテー シ ョン ・プログラム」

をつ く ります。

●構 造化 され た一つの概念やプ ログラムに個人を合わせ よ うとす るのではなく、多彩な概念

や プ ログラムの存在 を許容 し、それぞれが 自己に合 ったプ ログラムや グループを選択 した り、

新 たなプ ログラムを作 り合った りす るダイナ ミックな 「自由 レシピ(料 理法)を 選べ る生涯

学習 の展 開」 を 目指 します。

●一過的 な消費型(フ ロー)学 習だ けに偏 らず、積み上げ、充実 させ てい く時間軸を もった

「自己投資型(ス トック)学 習」 にも焦点 を当て
、新たな生涯 学習 の広が りを育てるための

積極的な動機 づ けを行 います。

●県、市町村、地域 コ ミュニテ ィ、住民 団体、個人な ど、 さま ざまなスケールで多様 な生涯

学習ス タイル を描 き出 し、お互いに認 め合い磨 き合 いなが ら学習環境 を整備 してい く 「相 互

交流プ ログ ラム」をつ くります。
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〈発見ステ ップ2〉： マ イン ドの育成

「与 え られ る教育」か ら 「自ら求める学習」へ と意識転換 できるよ うなrECAPPEモ チベ

ー シ ョン ・プログラム」 を作 ります。

●「新たな一歩 を踏 み出す 」のではな く、一人 一人 が生 きてきた経験や身 につ けてきた技 を

生かす ことによ り、 「すで に学びの達人 である」とい うこ とが実感で きるよ うなプ ログラムを

[ECAPPEモ チベ ーシ ョン ・プログラム]に 盛 り込みます。

●身近な生活環境の 中に潜在す る 「地域資源 」を見いだ し、それ を生 かそ うとす る小 さな行

動を始 めることによ り、その成果が地域に役 立っ ことが 自己確認で きるよ うな キッカケづ く

りのプログラムを[ECAPPEモ チベーシ ョン ・プログラムコ に盛 り込み ます。

●「グローバル(世 界 的)に 考 え、 ロー カル(地 域的)に 行動す る」、あ るいは 「ローカル な

行動 が、 グローバルな価値 を創 る」 とす るマイ ン ドを育て共有す るプ ログラム を[ECAP

PEモ チベーシ ョン ・プ ログラムコに盛 り込み ます。

〈発見ステ ップ3〉： 情報発信

ロ コ ミか らブ ロー ドバ ン ド(大 容 量デ ー タ ・サ ー ビス)ま で 、 あ らゆ る メデ ィア(情 報 媒 体)

を最 大 限 に活 用 して 広報 の輪 を広 げ る[ECAPPEリ レー シ ョン(関 係 づ く り)・ プ ログ ラム]

をつ く ります 。

㊧ 「学習 は縁遠 い ものではな く、それぞれの県民の間近 にある」、 「一人一人が人生や 日常生

活 をより一層深 く広 く楽 しも うとす るこ とが生涯学習 の始ま りである」 とす るrECAPP

Eセ オ リー」を、 さまざまな機会 、メデ ィアを活用 してPRし てい きます。

㊥ 生涯学習 において、動 く広告塔 として活躍す る 「アタ ッシェ ・ド ・プ レス」の よ うな人材

(専任広報担当者)を 育成 します。

④ 行政 ・企業 ・民間団体が行 う講座等 の情報 を集 中的に提供 します。

⑤ 情報が満遍 な く伝 わる情報網 と方法 の工夫を行います。

例 えば、人同士のふれ合い によるロコ ミも、地域 に適合 した情報手段 として活用 します。

③ 場所、時間の制約 を超 える情報 手段 として、イ ンターネ ッ トの活用 を図 ります。

④ 茨城 県域デジタルテ レビ放送の開始(平 成16年10月)を 好機 ととらえ、茨城の生涯学習 の

広報に生 か します。

③ 学習の成果 を地域づ くりに生か して いる具体的事例 を積極的に評価 し、情報発信 します。

茨城県の発展 と活性化 を 目指 し、惰報 を県内外に発信 します。
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Ⅱ交流 プログ ラム

〈交流ステ ップ1〉:場 づ くり

「学び の環 境」 と 「学びの仲間」 をセ ッ トで整 える仕組みをつ く ります。

㊥ 「気楽 に立 ち寄れ るサー クル のよ うな もの」や 「自由な発想 で遊べる場」であるrECA

PPEサ ロン」 を各所につ くります。

㊥ 点在 している活動拠点(NPO、 住 民、大学等)を ネ ッ トワー ク化す るrECAPPE協

創 の駅(プ ラ ッ トホーム)」 づ くりを行います。

㊥ 夜 間の施設開放、図書館 の開館 時間の延長、学校の空 き教室や運動施設 の活用、公民館や

公共の運動施設 の開放等 の規制緩和及び県立高等学校の社会人聴構生受 け入れシステムの整

備 を進 めます。施設 の現状 をど う利用す るか とい う観点か ら見直 しを行 います。安全確保等

の観点 か らそれ を支 える地域住民 の協力体制づ くりを進めます。

㊥ 学習成果 を発表す る場 を作 り増や します。学校を地域の生涯学習センター として活用す る

な ど、発表や展示がで きる場所 を身近に確保で きるよ うに します。

㊧ 学校 の総合的 な学習の時間の成果の発表や展示に地域住民 も参加 し、参観 できるよ うに工

夫 します。

㊥ 企業 も学び の場 として とらえ、活用 します。職場内セ ミナーの開催 を通 して、生涯学習へ

の動機 づ けを行います。

㊥ 住民の参画 によるイベン ト等 を開催 します。

㊥ 社会体験活動 の機 会 を提供 します。

〈交流ステ ツプ2〉： 人の育成

学んだ人が、次の人 を育てる人材循環 の仕組みをつ くります。

⑫ 自律的学習者 を育 て、参加者 を徐々に増や し広げる方策 を実施 します。

⑳ 生涯学習 に求 め られ る リテラシー(読 み書 き能力や表現力)を 高めるための人材 育成 と派

遣 を行い ます。 一メデ ィアで学ぶ/メ デ ィア を学ぶ/メ デ ィアで表現す る自分づ くり一

㊥ 講座 に来てい る人が学び続 け られ るよ う、交流のきっかけをつ く ります。先 に学んだ人が、

次の学びの場 をつ く り、人を育て るとい う「人材活用循環」の よ りよい在 り方 を目指 します。

③ 一つ一つの交流の場 をま とめる新 しい 「リーダー(指 導者)」 と、問題の相談 にのった り、

ア ドバイスを した り、講師になった りできる 「ECAPPEコ ーデ ィネー ター(調 整役)」 を

養成 します。 さらに、横断的に企画 しプ ログラム運営 を行 い、地域 ごとの必要性や行政 と民

間の棲 み分 けな ども調整で きるrECAPPE地 域総合プ ロデ ューサー(ま とめ役)」 の養成

及 び相互交流 を図 ります。

③ 総合 的な学習 の時間を担 う人材(噛 み砕 いて児童生徒に教 え られ る人)を 育てます。多様

な具体例 を示 しなが ら、生活 の中で学びを引き出せ るrECAPPE生 涯学習支援 ボランテ
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ィア」を養成 します。

●生涯学習の基礎 づ く りの場 としての学校 に着 目して、学校 ・教師 を生涯学習 に生か します。

●専 門の指導者、グル ープ リー ダー、プ ログラマー(プ ログラム作成者)、 コーデ ィネーター 、

行政職員等の指導者 の概念 を整理 し、その養成及び研修の充実 を図 ります。

〈交流ステツプ3〉： 交流 プログラム ・システムの整備

地 域 ・交流 を キー ワー ドに 、 スパ イ ラル(螺 旋 型)で 高 め るrECAPPE交 流 プ ログ ラム 」

をつ く ります 。

●子 どもたちのた めに、人 と関わることの楽 しさを実感 させ るメニ ュー を盛 り込みます。

●大人 と子 どもがい っ しょに学べ るrECAPPE子 ども文化 クラブ」等世代間交流 を活発

に行 い、学びの仲間づ く りを広 げます。

●地域住民に活力 を与 える生涯学習の在 り方を見つけます。(男 性 を元気 づけ る生涯学習、さ

らに女性のカを引き出す生涯 学習 を推進 します。)

●生涯学習講座 の中に人間関係 が築 ける時間を作 り、講座後のつ なが りが生 きるよ うに工夫

します。また、講座 において学 んだこ とをど う生 かせ るか を考 え、語 り合 う時間を作 ります。

●企業、行政、民間団体のネ ッ トワー クを確立 します。ネ ッ トワーク作 りを通 して、実体験

や社会1生を積み上げて いけるよ うに します。

・生涯学習社会づ く りに参加す る企業 の育成 を行います。従業員の学 びの蓄積 を社会貢献に

生かす企業か ら人材派遣 を求 め、講演 、催 し物 の準備等 、地域活動やボ ランテ ィア活動 に

対す る社員の意識付 けを行います。

・NPOを 活用 し、横 つなぎのネ ッ トワークをつ くります。

・行政以外 のカ を伸ばせ る ようなネ ッ トワー クづ くりを行 います。

●コミュニティ ビジネス(地 城活動の ビジネ ス化)に つながるよ うな流れ、地域や生活の質

一79一



が高 まる相乗効果 を持っプ ログラムを企画 します。

●住民 の元気 を引き出す生涯学習 を考 えます。(ま ちづ くりでの共通 目標)

●伝統 工芸や伝統芸能 を地域 でフォロー し、交流を通 してつ なげていくネ ッ トワークをつ く

ります。

●学習 の成果 を確 かなものにす るための記録づ く りとして、 リレー方式で、全市町村が参加

し、生涯学習 の成果 を発表 し、評価 し合 い、ス トックする仕掛 けを作 ります。

●ITを 活用 して、個々に人 がつなが るような先導的なモデル をつ くります。

●行政(公 民館等)が 社会的課題 を取 り上 げられ るよ う、参加 人数 など単なる数量によ らな

い評価 を考 えます。

●リカ レン ト教育(学 校教育 と社会教育を循環 させ る仕組み)、 リフ レッシュ教育(や る気を

回復 させ る しくみ)、 オープンユニバーシテ ィ(大 学の公開授業)等 を推進、充実 させてい く

こ とによ り、生涯学習の底力 を育てます。(職 業へ とつなげる。)

Ⅲ実践プログラム

〈実践ステツプ1〉： 運動体の形成

「住民 主導+産 ・学 ・官連携」 とい う形を もった純いば らき方式の生涯学習の運動体 として、

「ECAPPE県 民運動」 を興 し、育成 します。

●住民 を主体 に した、行政 ・企業 ・教育機関の協調 と連携体制 を構築 します。

●「家庭」、 「職場」、「社会」 一 「3つ の学びの顔 を持つ県民」運動 を行 います。

〈実践ステ ップ2〉 ・地域づ くりと連携

学ぶ こ とと暮 らす こ とを一体化 し、社会貢献 を生 きがいにつ なげます。

●地域 に根 ざ した隠れ た人材 を発掘 します。

●茨城 県特有 の地域性 を出す工夫 を します。(方 言、文化、歴史、伝統等地域づ くりの財産 と

位置付 ける。)

●地域 での関わ りを生か し、企業 と地域の双方 に とってプ ラスになる活動 を行 います。

●地域 にあ るもの(自 然的、文化 ・歴史 ・伝統的、人的、物 的資産)を 尊重 し、有効活用 し

ます。地域 の個性 を育て、認 め合 う環境 をつ くります。

●「いば らき地域丸 ご と博物館構想」(例)と して、既存 の環境 と資源を生か し、生涯 学習 を

推進す るしかけをつ くります。

●学 び続 け る人を評価す る地域づ くりを行 います。

●新 しい発想 で、住 民主導型 のプ ログラムを実施 し、地域活性化 につ なげていきます。

●郷 土愛 を生涯 学習 の一部 ととらえ、人づ くり、人を愛す るこ とや人権、社会貢献等 につな

げます。
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●生涯学習で、新 しいモ ノづ くり(特 産物 の商 品化、名物 ・名産 の再生 な ど)、新 しい コ トづ

くり(祭 りづ く りな ど)を 行 います。

第3章 茨城県がめざす生涯学習の ビジョン

以上の ような生涯学習推進 のためのステッ プアッ ププラン(「 いば らきECAPPEプ ラン」)に

よって、 これか らの茨城 県民の生活 と地域 の姿 は大ぎ く変化 します。それ は次の よ うに言い表す こ

とができます。

1生 涯学習が誰にも身近にな り、生涯学習 によ り人 と地域が育ち続 ける県

(1)学 びの場を 〈学校〉 か ら 〈家庭 ・職場 ・社会〉に広 げる豊かな 「学び」の顔 を もつ県民の育

成

これ か らの茨城県の生涯 学習 の大 きな 目的は、家庭 ・職場 ・社会 とい う3つ の 〈場〉での学

びの顔 をもつ県民 を育て ることです。 これ に より、茨城 県の生涯学習 は、これ までの ような学

習は もっぱ ら 「学校」です るもの とい う狭 い考 え方 を乗 り越 えます。 どんな時にも学び続 ける

県民、生活のあ らゆる場で学び続 ける県民が、確実 に育つはずです。

(2)県 民の生涯学習 を支援す る豊かな 「学びの環境づ くり」の推進

これか らの茨城 県全体の生涯 学習 を特色づ けるのは、 「住民主導」とい う考え方です。これに

は2つ の意味があ ります。

第1の 意味は、かつ ての住民の学習 に見 られた よ うな、行政 が呼びか けて住民 を集 める学習

ではな く、何 をどのよ うに学ぶかは、すべて住 民が 自主的 に決定す る 「自己決定学習」だ とい

うこ とです。このこ とか ら、これか らは住民一人一人が 自分で生涯学習 を進 めてい けるように、

学習情報 の提供、学習 ツール獲得の指導、新 しいタイプの指導者 の養成 と配置等、 さまざまな

援助や支援 を必要:とします。

第2の 意 味は、文宇 どお り 「住民主導」 とい う意味です。生涯学習 においては、何 もか も行

政 がお膳 立て して くれ る もの とい う考 え方 を捨て ることが求め られ てい ます。住民が、 自分た

ちで企画 して行政に働 き掛 けた り、 「住民 と大学」、 「住民 と企業」等 の組み合 わせで事業を企画

す る等、積極的 に活動 してい くとい う意味です。 このためには、行政 は、住民のネ ッ トワー ク

づ くりを積極的 に支援 してい くことが必要 にな ります。

(3)生 涯学習の成果が地域 に還元 され ることによる元気な地域づ く り

生涯学習では、県民一人一人が 自己実現 を 目指 します。そ して、学 んでは地域づ く りに生 か

し、それが次の学習のエネル ギーや刺激 になる とい うよ うに、学習 と地域づ くりの間 に効果 的

なサイクル を生み 出 します。住民 同士のf学 び合い、教 え合い」の活動 の成果 は、徐々に地域

づ く りに生か され ます。 これ は、必ず本 県の地域 に元気 と活力 を生み出 します。
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2生 涯学習 を通 して、地域が磨かれ 、生活 と社会の質が高まる県

(1)地 域 に豊かな考え方を生む生涯学習 と、活力 を生む生涯学習が共鳴 し合 う学習環境 の定着

物 の動 きには、 「ス トック」(蓄 積)と 「フロー」(交 流)が あ ります。これを本県の生涯学習

に当てはめて考 えてみ る と、学習 にも、ス トック型 とフロー型があ ると言えます。 ス トック型

の学習 とは、一 定の学習 内容を頑張 って学ぶ こ と、つま り研鑽 を意味す る学習ですか ら、学ん

だ人は、達成感 、充実感、あ るいは社会や人生や生き方についての豊か な考え方 を身 に付 ける

ことができます。一方、 フロー型 の学習 とは、住民みんなが一緒になって何 か共通の 目標や課

題 に取 り組み、その過程で さま ざまな交流 が生み出 され ること、あ るいは一人一人の学習の成

果 を出 し合 い、発見 し合い、楽 しみ合 うこと、つま り蓄積 した ものを 「交流」させ るこ と、 「流

通」 させ る ことですか ら、動 きが生まれ 、地域に元気がつ くり出 され ます。 これか らは、 この

ふ たつの タイプ の生涯学習を、 うめく掛 け合 わせ ることが大切です。

(2)県 内の各地域 が 「学びの風土」 をつ く り合 う時代

ス トック型 の生涯学習 とフロー型の生涯学習 を掛け合わせ る と言っても、それぞれの地域 で、

微妙 に重点の置 き方は違 ってきます。逆 に、そ こに地域 ごとの生涯学習の特色が生み出 されて

きます。それ が、地域 ご との生涯学習の特色 、つま り 「学びの風土」 とな ります。

「学び の風土」 と聞 いて も、す ぐには ピンとこないか もしれ ません。 しか し、私たちの地域

は、気候 、言語や文化 、生活習慣や習俗 、物事の考え方な どさま ざまな面で、地域それぞれの

特色 、持 ち味を持 っています。それが、風 土です。これか ら生涯学習が活発になるに したがい、

地域 が、それ ぞれ の 「学びの風土」 をつ く り、それを互いに認 め合 う時代に入 ります。

これ か らの県 内の各地 区では、生涯学習の成果は、一人一人の住民の生 き方や考え方 を変 え

るだけで な く、市町村 ご との、地域 ごとの全体 としての生き方や考え方の特徴づ く りにもつな

がる ことにな ります。それが、地域の 「学び の風土」づ くりであ り、「学びの環境づ く り」 とな

るの です。
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○ 「地域全体で 『元気なひろ しまっ子』 を育む環境づ くり」

(建議 平成16年11月 広島県生涯学習審議会)

1は じめに(建 議のね らい等)

すべての教育の出発点 は家庭教育であ り、基本的な生活習慣 ・生活能力、倫理観 、 自制心や 自立

心 な ど、人格形成の基盤 は、家庭 における教育に よって培われ る といわれ てい る。

最近、県内各地での不審者の出没、子 どもたちの安全 を脅かす事件の多発 、問題行動の深刻化、

児童虐待の増加 な ど、子 どもをめぐる様 々な問題が浮 き彫 りになってお り、その背景 の一つ として

家庭 ・地域の教育力の低 下が指摘 されている。 また、子 どもたちが安心 して生活 できる環境 は、極

めて 憂慮すべき状況 にある。

こ うした 中で、広島県教 育委員会は、平成14年11月 に本審議会か らの答 申 「広 島県における家庭

の教育力 を充実す るた めの方策 について」を受 け、親が集 まる機会 を活用 した家庭教育に関す る学

習講座 の充実や、父親 の家庭教育へ の参加促進 な ど、総合的な取組み を進 めている。

一方
、広 島県教育委員会が実施 した平成15年 度 の調査で は、基本的生活習慣 の定着 と 「知 ・徳 ・

体」の基礎 ・基本 との間に相関関係 があることが明 らか になっている。

いま、子 どもを見守 り育て る地域づ くりを進 める ことと、子 どもた ちの基本的生活習慣 を確立す

る ことが、広 島県の緊急 の課題 であ る。

そのために、将来を担 う心豊かでた くま しい子 どもたちを、地域 のお となた ち とのつなが りの 中

で育む こ とが求 め られてお り、県 と市町村 ・民間がお互いの役割を果 た しつつ、連携 して取組み を

進 めるこ とが必要で ある。

これ か らの状 況を踏 まえ、広 島県生涯学習審議会 は、r地 域全体で 『元気 なひ ろ しま っ子』を育む

環境 づ く り」 をここに建議す る。

2子 どもを取 り巻 く現状

(1)平 成15年 度の調査結果か ら見 られ る現状 と課題

広島県教育委員会で は、 「新 たな 『教育県 ひろ しま』の創造」に向けて、 「確 かな学力」 「豊か

な心」'「信頼 され る学校 」を柱 に取組 みが進 め られている。

その取組み の中で、よ り確 かな教育施策 を推進 す るために、平成15年 度 にお いて、 「基礎 ・基

本定着状況調査」、「体力 ・運動能力調査」及び 「幼児教育調査」 の3つ が実施 され、それ らの

結果 か ら、次 のことが明 らかになった。

まず、公立小学校5年 生 と中学校2年 生を対象 とした 「基礎 ・基本定着状況調査」によれ ば、

毎 日朝食 を摂 る子 どもや 睡眠を十分に とる子 どもは、基礎学力が よく身 につ いてい る。 また 、

読書習慣 については、学年が上 がるほ ど本 を読 まなくなる とい う結果 がでている。

公立小学校5年 生 を対象 とした 「体力 ・運動能力調査」によれば、毎 日朝食 を摂 る子 どもや
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1日の運動 時間や 野外 で遊ぶ時間の長 い子 ども、睡眠を十分に とる子 どもは体力 ・運動能力 が

高い。

幼稚 園 ・保 育所 の教諭 ・保 育士及び対象幼児 の保護者 を対象 とした 「幼児教育調査」では、

朝食 、睡眠 、排泄 な どの基本 的生活習慣が身 に付いてい る幼児 ほど、規範意識が身に付いてい

る傾 向にある ことがわか った。

これ らのこ とか ら、子 どもたちの基本的な生活習慣 の定着 を図ることと、 「知 ・徳 ・体」の基

礎 ・基本の確立 には大 きな関係 がある とい うことが分かった。

そ こで、 将来 を担 う子 どもたちの 「知 ・徳 ・体」の基礎 ・基本の確 立を図 ることを、学校や

家庭 のみ な らず社会全体で子 どもの基本 的生活習慣づ くりを 目指す ことによって進めてい くこ

とが必要 である。

(2)子 どもにかかわ る犯罪の状況 と課題

広 島県では、平成14年12月 に 「『減 らそ う犯罪』ひ ろ しま安全なまちづ く り推進条例」を制定

し、平成15年 か ら3年 間で犯罪 を3割 減少 させ る 「『減 らそ う犯罪』広島県民総 ぐるみ運動 」を

展 開 してい る。

しか し、本県 において も、不審者 が児童生徒の登下校 時な どに出没 し、狸褻行為を行 う、連

れ去 ろ うとす るな どの事件が頻発 してお り、発生地域 は県内各地 に広がってい る。

また・少年非行 の面で、刑法犯で検挙 ・補導 された少年は平成11年 以降減少 してきている も

のの、平成15年 には、成人 を含 めた刑法犯総検挙人員 に占め る少年の割合が約40%を 占めてお

り・全国平均 よ り高い水準で推移 している。(参 考5)検 挙 ・補導数 においては、中学生が高校

生 を上回 り、小学生 の補導数 が増 えるな ど、非行 が低年齢化す る傾 向にあ る。

さらに、注 目すべ きことは、平成15年 の刑法犯少年総数 の約68%は 、万引、 自転車盗な どの

「初発型 非行 」であ り、 これ らを犯す子 どもたちは、万引 を軽 く見 るな ど、罪の意識が薄い と

い う状況 にあ る。 このよ うな罪 の意識 の希薄化 が重大犯罪に結びついて しま う恐れ もある
。

子 どもたちをめ ぐる非行等の問題 については、家庭 における保護者 の教育が極 めて重要 で、

自らの子 どもは 自らの責任 で育 てるとい う姿勢が強 く求め られている。また、それは学校や地

域社会 を含 めた社会全体の責任 でもある。

平成15年7月 に公布 ・施行 され た 「少子化対策基本法」において も、 「子 どもの文化体験、ス

ポー ツ体験 、社 会体験 その他の体験 を豊かにす るための多様 な機会の提供」及び 「子 どもが犯

罪 ・交通事故 その他 の危害か ら守 られ、子 どもを生み、育てる者が豊かで安心 して生活す るこ

とができる地域環境 を整備 す る」 こ とが求め られている。

全 ての関係者 がそれぞれの立場か ら、お とな自らの生活態度やモ ラル、 しつけ、子育 ての在

り方 を今一度見直す必要がある。

これ らの こ とか ら、社会全体で、子 どもた ちの規範意識 を高めるこ とや 、立 ち直 りを支援す

ること・子 どもたちが安心 して安全 に活動す るこ とができる居場所 をつ くることが緊急 の課題

である。
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3子 どもの豊かな心を育む安全な環境づくりを推進する3つ の視点

(1)家 庭における子 どもの基本的生活習慣づ く り

将来 を担 う子 どもたちの健や かな成長のためには、基本的な生活習慣 の定着が重要である。

① 脳 と身体のエネル ギー源 であ り、生活や身体 の リズムを整 える 「食事」

② 生涯にわた る体力づ くりの基礎 とな り社会性 を育て る 「外遊び」

③ 考 える力や思いや りの心 を育てる 「読書」

が、心 と身体 を育 てる3本 の柱 であると考える。

昔か ら言い伝 えられ 、だれ もが重要で あるとよく分かってい ることであ るが、この当た り

前 のことが必ず しもできていないのが実態 といえ る。

この基本的生活習慣 の定着のためには、地域全体が学校教育 と連携 しなが ら、家庭 と子 ど

もたちに働 きか けてい く、県民総 ぐるみ の取 り組みが重要である。特 に、医療や福祉関係 、

自治会等 との連携が強 く求 め られ る。

(2)地 域 における連帯感の醸成

かつては、三世代 同居 の家庭 が多 く、親 以外 のお となが子 どもに接 し、社 会全体で家庭教育

を支えてお り、地域の人々のつ なが りも密接 で、子 どもを地域で見守 り育て るな ど、子育てを

支 えるしくみや環境があ り、子 どもたち も異年齢 で触れ合 う機会が多 く、幼 い子 どもの世話 を

す る場 にも恵まれていた。

しか し、住環境 の変化な どの急速 な都 市化 の進展や地域のつ なが りの希薄化 が進み 、子育て

について相談できる人がそばにいない ことな どか ら、本県 において も、平成!3年 に実施 した 「子

育てに関す る実態及び意識調査 」によると、子 どもの しつ けや育て方 に何 らかの不安 を感 じて

いる親 が約87%を 占める状況である。

一方で、若い世代 の親 は近所 の人 との付 き合 いにつ いて、約71%が 日常的な会話 はす るがそ

れ以上の付 き合いは しない としている。今後、市町村合併や学校の統廃 合な ど、地域 コ ミュニ

テ ィに大きな変化 をもた らす時代 的な流れが あるだけに、今 こそ、お となが子 どもたちに積極

的に関わ り、地域 のつ なが りを深 め、子 どもを見守 り育て る地域 を創 ってい くことが必要で あ

る。

(3)お となの関わ りの 日常化

地域のお とな と子 どもたち とのつ なが りが希薄になってきたため、お互 いに声 をか けあって

安全 を守った り、子 どもたちに社会のルール を教 えた りす ることは困難 になって きている。

県が実施 した 「青少年 実態調査」(平 成11年)に よる と、 「近所 のお となたち とどの よ うなつ

きあいがあ るか」 とい う問いに対 して、男子高校生の約22%が 「ほ とん ど顔 も知 らない」 と回

答 してお り、「顔 はわか るが あい さつ は しない」 を合 わせ ると、約45%に もな る。

これ らの ことか らも、地域 の教育力の向上 を図るためには、まず地域 ぐるみであい さつ運動

や声かけ運動 を した り、地域 の行事や公 民館活動 に子 どもを参加 させ た り、学校 の授業に地域

の人をゲス トテ ィーチ ャーに迎 えた りす るな ど、子 どもとお となの交流の場 を増やす取 り組 み
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が必要 である。

また、ボランテ ィア活動や スポー ツ活動等 を通 して、問題を抱 える青少年の支援 を行 うなど、

地域 のお となたちが子 どもに関わる活動 を積み重ねてい き、お互いが声 をかけ られる関係 づ く

りを行 うことが重要 である。

この よ うな周 囲 とのかかわ りの中で、子 どもたちは 「自分は ここにいていいんだ」 「自分 もか

けがいのない一人 の人 間なんだ」 とい う思いを抱 き、家庭や地域社会 の中で よりよく生 きよ う

とす る意欲 を育む ことがで きるもの と考え る。

4県 民 総 ぐる み で 「元 気 な ひ ろ しま っ子 を育 む 」環 境 づ く り

一5つ の ポ イ ン ト ・21の 提 言 一

少 子 化 ・高齢 化 の 流れ の 中 で 、"子 どもが 育 む夢"、"親 が子 ども に託す 夢'、"県 民 が描 く夢"が 実

現 で き る よ うな社 会 に 向 か って 、5つ の ポ イ ン ト ・21の 提 言 を行 う。

1「 食べ る」環境づ くりへ

(1)「 朝 ごはんを大切 にす る」 ことの重要性 を、JAな どの民間団体や 関係部局の運動等(地 産

地消運動や食生活改善推進運動等)と 連携 しなが ら、県民への広報 、啓発 を推進す る。

(2)食 べ物や調理す る人への感謝 の気持 ちを育み、食事のマナー を学ぶ機会を増やす ことによっ

て、食べ物の栄養 について意識 させ た り、食 べることによ り生命が維持 され ることを学 ばせ る。

(3)季 節 の料理や伝統 的な料理 を大切 にす る心を育てるため、地域の行事や様 々な機会 におせ ち

や七草粥 な どを作 った り食べ る経験 を持 たせ る。

(4)家 庭 は、子 どもと一緒 に調理 した り食べた りす るなど、食事 を通 しての語 らいや触れ合いを

大切 にす る時 間を増やす。

Ⅱ「遊ぶ」環境づ くりへ

(5)学 校 ・公民館 ・青少年教育施設や、子 どもが 自分 の責任で 自由に遊べ る場所であるプ レイパ

ー クや スポー ツクラブ等の居場所 ・活動拠点 を充実 ・拡大す るとともに
、子 どもたちが友達 と

外遊びで きる時間 を確 保す る。

(6)子 どもの基礎体力づ く りと健全な成長 に とって、外遊びや異年齢集団での遊び ・冒険等が必

要不可欠で あるこ とを、 あらゆる機会や媒体 を通 じて広 く啓発 し、具体的な活動計画の作成 を'

推進す る。

(7)行 政 は、子 どもの活動 に関わ る地域の人材 を育 てるため、子育てサー クル を育成す る と共に、

青少年教育施設 においてプ レイ リーダー等 の青年 ボランテ ィアを積極的に養成 ・活用す る。

(8)家 庭 は、テ レビゲーム をしない 日を設 けた り、わずかな時間でもテ レビを消 した りパ ソコン

か ら離れた りして、家族 が一緒 に外で遊ぶ な ど、家庭にワンポイ ン ト・アクション(小 さな実

行 を積み重ね ること)を 求める。
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皿 「読む」環境 づ くりへ

(9)図 書館情報のネ ッ トワー ク化 を推進 し、情報提供 システムの拡充 を図 るとともに、地域で多

くの本 との出合 いができる よ う図=書館 、公 民館、図書室、学校図=書館等 の図書資料 の充実 ・活

用を図る。また、テーマを毎 月変 えなが ら本 の紹介や展示を工夫す るな どして、図書館 等の利

用の促進 を図る。

(10)学 校や公民館 ・図 書館 等は、読書 を通 じて得た感動体験:を伝 えた り、豊かな表現活動へ と発

展拡充 させ る取組み を推進す る。

(11)行 政 は、読書活動の重要性 について、学校 ・幼稚園 ・保育所等の指導者 に認識 させ る ととも

に、子 どもの読書活動ボランティアや教育 関係団体な どと連携 して推薦 図書 を紹介す るな ど、

あ らゆる機 会や媒体 を通 じて読書活動の大切 さを広 く啓発す る。

(12)家 庭 では、本 を通 して子 どもた ちの話す力 、表現す る力を育むために、図書館 に行 く曜 日を

決 めた り、わずかな時間で もテ レビやパ ソコンを消 して読書す る時間を設 け、読み聞かせ を し

た り、読んだ本 について語 り合 うな どの時間を とる。

(13)本 の リサイクル会 を開 くな ど、読書環境 の充実 につなが る活動 を推進す る。

Ⅳ「安全 で安心 して活動ができる」環境づ くりへ

(14)異 年齢集 団での豊かな体験 の機会を提供す るために、スポー ツ活動や文 化活動 な どの体験活

動の場 を設ける とともに、公民館や青少年教育施設等の活用 を促進す る。

また、地域 のお となは大学生等の青年 、NPO団 体 とともに、登校 時間のあい さつ運動や声

かけ運動な どの取組 みを継続的 に行 うことで、地域のつなが りを深 める とともに、子 どもが安

全に生活で きる地域づ くりを進 める。

(15)幅 広 く子 どもの居場所づ く りを推進す るため、行政は これ までの協働 団体(PTA、 読書ボ

ランテ ィア、おや じの会等)に 加 え、社会福祉協議会、民生児童委員協議会 、保護司会連合会

やNPO団 体な どと連携 して県民総 ぐるみ の取組み とす る。

(16)子 どもた ちの奉仕体験(清 掃 、農業、畜産 、ボランテ ィアな ど)の 場 を充実 させ るために、

学校や地域 の活動、 自然体験活動、ボランテ ィア活動では地元の人材 を積極的 に活用す る、

(17)子 どもたちが情報社会 に主体的 に対応 できる能力 を身につ けるために、保護者 自身が情報モ

ラルや有害情報対策を学ぶ と共 に、子 どもがイ ンターネ ッ トや携帯電話 を利用す ることに対応

して、ルールやマナー 、危険か らの 自己防衛の仕方 も併せて教 える。

V「 問題 を抱える青少年を支援:する」環境づ くりへ

(18)万 引きや 自転車盗 な どの 「初発型非行」が重大犯罪につ なが らない よ うに、讐察や学校 、家

庭 、社会教育関係 団体 が連携 して、子 どもた ちの規範 意識 を高める とともに、声か け運動な ど

の取組みを継続 して行 う。

(19)少 年の再犯 を防止 し立 ち直 りを支援す るた めに、企業や学校、地域 のボランテ ィア団体、青

少年育成団体 、おや じの会等が協力 して、体験活動や ボランテ ィア活動 、音楽やスポーツ活動

な どが継続 的にできる場 を設定す る。

また、就 労す るための学習機会の提供 の場 を構 築す る。
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(20)青 少年 の立ち直 りを支援す る活動や、子 どもの居場所をつ くる効果的な活動等を県 内に広 げ

てい くために、多 くの関係団体等 が連携 し、あ らゆる機会や媒体を通 じて、地域 で青少年 を見

守 り育て る環境 づ く りの取組 みについて広報 し、啓発す る機 会を増やす。

また、立 ち直 りを支援す るための体験活動 の場 として、公民館や県立や市町村 立の青少年教

育:施設 等の活用 を促進す る。

(21)行 政は、関係部局や警察等 との連携強化 を図 り、部局 を越 えた取組みの仕組みづ く りを図 る。
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O生 涯学習の進展における市民と行政の関わ り

(建議 平成17年1月:埼 玉県生涯学習審議会)

は じめに

人々の生涯学習の成果を市民生活 と地域社会の発展 のために生かす こ とは、時代の要請 と考 え ら

れ る。 そのための環境づ く りの基本 は、市民の誰 もが生涯学習 の機会 に恵 まれ るこ とであ り、そ の

こ とについては第5期 生涯学習審議会の建議 の中で、 「生涯学習バ リア フ リー さいたま」の実現 を図

るこ とが必要 とい う主旨で示 され ている。

第6期 の生涯学習審議会では、その具体的方法 として、社会教育施設 等におけるボランテ ィア及

びNPOと 行政 との関わ りを中心に、両者の協働 のあ り方 について取 りま とめた。市民の生涯学習

の一層の進展 のために、市民や市民団体 と行政 との確 かな協働の関係が築かれ ることが望 まれ る。

1ボ ランテ ィアと行政 との関わ り

(1)ボ ランテ ィア個人 と組織

行政や社会教育施設等 と関わ る市民は、市民個人 として、あるいは組織 され た団体 として、

さまざまなかた ちで存在す る。市民は 「ボランテ ィア活動 を行 う個 人」 として、あるいは 「公

益性 のあるサー クルや 団体」や 「認 可 ・認証 された法人」 として行政 と関わっているが、その

関わ り方は必ず しも同 じではない。

個人 としてのボ ランテ ィア活動は施設等 で さまざまに行 われてい るが、組織化 されていない

ことによって、十分に力を発揮 しえない場合 がある。また、市民がボ ランテ ィアを したい と思

って も、そのきっか けが分 か らない といった場合 もある。

施設 を利用す るグループ・サー クル な どでは、メンバーの関心が仲間同士の楽 しみに終始 し、

それを他者や地域 と共有 しよ うとす る意識 が乏 しい とい う傾 向が見 られ る。

各地に設 けられ てい る 「生涯学習人材 バ ンク」 は、個人や団体か らボ ランテ ィアの希望者 を

集 め、地域の人材活用 として可能性が大 きい仕組みで あるが、問題 点 も指摘 され ている。 多 く

のバ ンク登録者か らは、 「登録 は したが、一度 も声がかか らない」とい うことが聞かれ る。人材

バ ンクそのものの広報 に加 え、登録 されたボ ランテ ィアが地域 で活躍す るための一層 の工夫が

必要である。人材バ ンク登録者が市民か ら声のかかるのを待つだけの システムで あってはい け

ない。 「ただ紹介す るだけ」のシステムを変 えてい く必要がある。

(2)ボ ランテ ィアの意識 と責任

ボランテ ィア活動が地域社会で しっか りと生か され るために、い くっ かの点で改善が必要 と

な る。

一つ は、ボランテ ィア意識 の向上、あるいは、 ボランティア としての責任 の問題で ある。 ボ

ランテ ィア活動 は、ある程度 、継続 して行 うことが望 ま しい。 「一回や った ら終 わ り」といった

活動では、受け入れ る側 の必要 に十分応 える ことはで きない。活動には責任 の 自覚が必要であ
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る。継続 して活動す る ことで責任感が育 ってい く。

二つには、「手伝 い型 」か らの脱皮 とい う問題がある。ボランティアは、単に行政に とって都

合 のいい 「お手伝い」ではない。行政職員は、 「ボ ランテ ィアは行政 の補完的役割を果 たす もの」

とい う考 えを改めるこ とが必要である。 市民 と行政 が、公益的観 点か ら課題 を共有 し、対等の

立場 で、 「共 に歩んでい こ う」 とす る意識 をもつこ とが重要である。

市民は、ボ ランティア に主体性 をもって参画する一方、行政は、市民が行 うボ ランテ ィアの

趣 旨をよ く理解 し、支援 してい くことが求 め られ る。

(3)コ ーデ ィネー ターの役割

ボランテ ィア活動では、ボランテ ィア活動 を必要 とす る側 とボランテ ィア活動を行いたい側

の間 を取 り持つ、 コーデ ィネー ターが大 きな役割 を担 う。 これか らのコーデ ィネーターには、

需要 と供 給のマ ッチングを行 うとともに、人材 の発掘や ボランティアの主体的な活動 を進 める

ために、行 政への協働 の働 きか けも期待 され る。

また、 コーデ ィネーター の養成 は、従来、行政主導で行われてきたが、今後は、コーデ ィネ

ー ターが 自ら、地域 での課題 を確 かめ、必要なスキル ア ップを図るこ とが望 まれ る。 コーデ ィ

ネー トに関す る力量を高めるた めに、市民 自身が学習に取 り組 めるよ う環境 を整 えることが重

要 とな る。行政 は、 コーデ ィネーター の活動に役立つ情報 を随時提供 した り、学習 の場を提供

す るな どの支援 を してい く必要がある。

(4)「 ボラ ンテ ィア交流室(仮 称)」 の設置

地域 の社会教育施設 等では、今後 、ボ ランティアの受 け入れ態勢 を整備 してい くことが重要

であ る。行 政は、急速 に広が ってきてい るボ ランテ ィア活動 の現状 に合 わせて、所管す る施設

の整備 を進 め ることで役割 を果た してい く必要 がある。

特に、各施設 にあっては、一定のルールの もとに市民が 自由に使 え、相互交流の場 ともなる

「ボ ランテ ィア交流室(仮 称)」 を設置す ることは、緊急 の課題 である。

「ボ ランテ ィア交流室(仮 称)」 の運営にあたっては、市民 と行政 とが 「協働」 して取 り組む

ことが重要 であ り、それ によ り地域 のボランテ ィア活動に大 きな弾み がつ くことが期待で きる。

2NPOと 行政 の関わ り

(1)新 たな課題 と生涯学習関連団体への期待

生涯学習 関連NPO法 人が、現在 どの くらい活動 しているかは、認証手続きにお ける活動分

野の くく りに 「生涯学習」の分野が設定 され ていないため、はっき りとはわか らない。埼玉県

知事認証 の法人 は562団 体あ り(H16.10.22現 在)、 その活動分野 は 「社会教育」をは じめ、「子

どもの健全育成」、 「学術 ・文化 ・芸術 ・スポー ツ」、 「まちづ くり」な ど様々な分野にわた って

いる。生涯学習 の活動 は、 これ らのさま ざまな分野に潜在 してい ると考 え られ る。

今後 の生涯学習 の基盤 づ く りでは、 「学習」や 「教育」に重 きを置 く生涯学習 関連のNPOに

大いに期待 したい。

平成16年3,月 の中央教育審議会生涯学習分科会の審議経過報告 「今後の生涯学習の振興方策
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について」や平成16年 度 の国民生活 白書 「人のつなが りが変える暮 らしと地域 一 『新 しい公共』

への道 」では、共に「新 しい 『公共』」の観点 が説かれている。NPOが 自らの活動 を通 して何

が 「公 共」 であるのかを見定め、行政において は画一的にな りがちだった 「公共」の とらえ方

に新たな論議 を起 こす ことが期待 され るところで ある。

具体的には、市民 の積極的な活動 を促す広報や参加 の しくみづ く り、 ワー クシ ョップな どの

活動場 面での市民交流の創 意 ・工夫、退職者や子育て 中の家族の 「地域デ ビュー」の支援 、学

校 と地域 の連携や青少年の地域活動への参画 の推進な ど、公益性 の高 い団体だか らこそ積極的

に進め られ る課題 も多い。 また、既成の社会教育 関係 団体や生涯 学習 を進 める団体 も、一層 の

公益性 の 自覚化を図る とい うことによって、その組織や 活動 を 自立化す るこ とも重要である。

(2)生 涯学 習関連団体 との協働 のあ り方

生涯 学習 関連の市民団体 ・NPOと 行政 との協働 のための条件 とプ ロセス を考える と、次 の

よ うな点が指摘できる。①行政 と市民団体が互いに理解 を深 めるこ と、② 「互いに育つ」 とい

う共通の認識 に立つ こ と、③行政 か らの支援 、組織 自身 による自立 とい う両者 の姿勢 を明確 に

す ること、④互いの事業 ・活動について、協働 の可能性 を探 ること、な どで ある。

協働 を進 めるためには、上記1の(3)で 述べた よ うな コーデ ィネー ターが一定の役割 を果たす

場合がある。また、協働 の関係 にあ りなが らも、市民団体が 自立 した活動 を維持す るためには、

行政が市民団体 を対等 なパー トナー とみな し、協力関係 を維 持す るこ とが重要で ある。

「生涯学習」に関わ る活動 を展開す る団体 は、幅広 く存在 している。 「生涯 学習 のNPO」 と

い う明確 なかた ちで活動 してい る団体 は多 くはない。各分野の団体活動 には、多かれ少 なかれ

「生涯 学習」を推進 す る活 動が含 まれているこ とが多い。そのため、生涯学習 を推進す る活動 、

例 えば学習会、 ワー クシ ョップ、イベ ン トな どを効果 的に展開す るには、NPO、 ボ ランテ ィ

アグループな どが、従来の活動分野の枠 を超 えて連携 ・協働 す るシステ ムが求 め られ ている。

現在、県内にその ようなシステムを進 める動 きは顕 著ではない。今後 のシステ ム化に向けて 、

NPOと 行政が協働 してい くことが望 まれ る ところである。

(3)活 動拠点 と行政 との関わ り

まず、青少年教育施設等 にお ける対応 を考 える と、県立の施設 として のあ り方 とNPOと の

協力関係 が検討 され なけれ ばな らない。NPOは 、ある特定の課題 に対 して活動 を展開 してい

る。県立の青少年教育施設で ある 「げん きプ ラザ」を例 にあげる と、 「げんきプラザ」は、その

有す る交流 ・体験 ・参画 についての ノウハ ウを活 か し、それぞれ の地域 の実態 に応 じた活動 を

進 め、市民の活動拠点 としてふ さわ しい場所 を提 供 している。 また、行政 、 とくに県行政 は県

全体の状況 を全体的に とらえる一方、県内各地で活動す る生涯学習 関連 の団体 と有効な協働 関

係 を築 くことによ り、両者 の立場や特質 を生かす ことが期待できる。

次 に、公 民館 におけ る対応 を考 えると、行政が地域に根 ざした社会教 育事業 を力強 く実施す

ることは、依然、重要 な ことで あるが、新た に、ボ ランテ ィアやNPOな どの活動支援 を重点

的課題 として加 えることが必要 とな る。市民 と行 政が一体 とな って始 めた市民交流 と生涯 学習

のための活動拠点が、他 な らぬ公民館 であ り、 この意味か らも、今後 、公 民館 はも う一度 その
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設 置の原 点に立 ち帰 り、地域の身近なサポー トセ ンター、キーステーシ ョンとしての役割 を担

うよ う、態 勢 を整 える必要が ある。

その他 、県の施設 に 「埼玉県NPOオ フィスプラザ」 と して活動拠点 が用意 されたが、同 じ

建 物内に多 くの組織 が入 ることによって、組織澗 の情報交換 もで き、将来のネ ッ トワーク化 に

結 びつ くことも考え られ る。拠点 の提供は、市民団体 にとって大きな支援 となろ う。

(4)指 定管理者制度の導入 と課題

地方 自治法が改正 され 、指定管理者制度 の導入 が可能 となった。県立の教育施設 にお ける指

定管理者制度の導入 につ いては、現在 、継続的に検討 されてい る段階であ り、市町村立の教育

施設 については、まだ検討 が始まったばか りである。 将来的には、指定管理者 として、NPO

による運 営が求め られ るこ とになろ う。

しか し、県立の教 育施設 において、指定管理者制度 を導入す る場合には、教育施設 と しての

設置 目的を再認識す る とともに、県民が安 心 して関わることができる教育事業についての立案

と運営 が求 め られ る。 また、受 け入れ業務 に関す る助言や評価 を、総合的 に行 うことのできる

専門的 な教育職員 を配置す ることも求 められ る。行政 に代わって こ うした管理運営を委ね られ

る市民団体 が育つ よ うに、行政 として も支援 を していく必要が ある。

3学 習成果の活用支援 と地域づ くり

(1)学習成果の活用支援

学習成 果の活用支援 のために多 くの取 り組 みがな されてい るが、 「自分が学習 した成果を生

かす場がない」 とい う市民の意見が多い現状がある。学習成果 の活用 を図るため、一層の支援

を行 う必 要があ る。例 えば、 「生涯学習人材バ ンク」に登録 しているボ ランテ ィアが、同 じボラ

ンテ ィア登録者 に呼びかけて研修 を行 った り、活動内容 につ いて 自己PRに 積極的 に取 り組む

な ど、ボランテ ィア登録者が単に講師 ・指導者 としての学習機会 に参加す るのではな く、 自ら

学習機会 を作 り出 し、他者に提供 していけ るよ うな、一段進んだ活動に向けて支援を行 ってい

くことが必要で ある。

(2)バ リア フ リー化の推進 とNPO

第5期 生涯学習審議会の建議 で指摘 され てい る生涯学習 のバ リアフ リー化 に向けて、取 り組

みが期待 され るのは次の よ うな点である。

① 学習機会にお けるバ リアフ リー化

県民が学習 を希 望す るとき、県 内各地 において、「いつで も、どこで も、だれ でも、なんで

も」学習で きる環境 を設 定す る必要がある。県民 が身近 での学習 の機会 を享受す るためには、

現在 も盛 んに行 われ てい る各種放送教育や通信教育を活用す る とともに、文部科学省 の 「エ

ル ・ネ ッ ト(教 育情報衛星 通信ネ ッ トワーク)」 による遠隔教育の活用 も期待 され る。

また、行政や市民 団体の協働 をべ一スに して、市民の生涯学習の成果 を活用 した 「出張講

座」や 「出前講座」 な どが開かれてい る。時間、場所 ・地域、年代 な どの面で学習が制約 さ

れ る環境 を変 えるた めには、ボランテ ィア ・市民団体 と行政が、学習機会 のバ リアフ リー化
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に協働 して役割 を果たす ことが望 まれ る。

② 学習情報におけるバ リア フリー化

いつでも、 どこで も、だれ でもが、必要 な ときに必要 な情報が得 られ るよ う、現在使 われ

てい る生涯学習ガイ ドブ ックな どだけではな く、イ ンターネ ッ トを使 って、講座、指導者 、

サークル、施設 な どの情報 が提供できるよ うに してい くこ とが望 まれ る。 あ らゆる地域 の、

あらゆる年代 の市民が利用 できる学習情報 を提供す ることが、学習 の一層の活発化 につ なが

る。 また、市民 ボランテ ィアによる学 習相談や市民団体 による学習情報 の提供な どは、バ リ

ア フ リー化に向けて大きな効果が期待 され る。

③ 学 習成果の活用にお けるバ リア フ リー化

市町村 における生涯学習事業 の講座 終了を一定 の 「単位」 として認定 し、近隣の市町村 と

単位互換が行 えるよ うにす る、いわゆる 「生涯学習パスポー ト」は、学習成果 を1市 町村 内

だけでなく、広域で活用 できるものであ り、学習成果の活用のバ リア フ リー化 に求め られて

いる ものである。本県では、現在 、「彩 の国生涯学習 まちづ くり市町村 協議会」が研究を進 め

てきてい るが、 自治体合併 の進む現状 では、そ の動 向を踏 まえて進 めなけれ ばな らず 、 さら

に検討が必要で ある。

しか し、学習成果の活用 において も、県民 の学習状況や成果 を行政の力だけで十分 に把握:

す るこ とは難 しい ことか ら、行政は、NPOと 連携 ・協力 して条件整備 を進 めてい くことが

不可欠であ る。

(3)「 新 しい公共」 による地域 づ くり

「新 しい公共」 の発想 を地域 に根づかせ るには、市民 と行政 の協働 が欠かせ ない。市民団体

はそれぞれ得意 とする活動分野で 「公共」 の中身 を定 め、その増進 を図 ってい く。生涯学習に

よる学習の成果の活用 は、ま さに生涯学習 関連団体が得意 とす る 「公 共」である。そ うした、

学習成果 を社会的 に活用 して い く 「公 共」 の場や仕組みを地域 に用意す る必要 がある。 市民団

体は、 自らが注 目するr新 しい公共」について市民に理解 を求 め、活動 に参加す るよ う呼びか

ける。一方、県は、市 町村や市民団体 と協力 して、 この 「公共」の実現 に積極的 に関わってい

くことが求め られ る。

市民団体 としては、地域活動の一層 の充実のために、NPO法 人化 を進 めるこ とも検討 され

るだろ う。 また、 さま ざまな活動分野 のカ を地域 の共通の利益のた めに集結 できるよ う、団体

間のネ ッ トワー クを強化す るこ とに も市民団体の取 り組みが期待 され る。行政 は、情報の提供

や活動場所 の提供 な どで、ネ ッ トワー ク化に協力す る態勢 を整 えるこ とが重要 である。

4行 政の役割 と、NPOと の連携の強化

社会教育施設等におけるボ ランテ ィアやNPOの 受 け入れ、また、生涯学習バ リア フ リーの一

層 の進展 を図るためには、県お よび市町村 の連携 、関連 団体 との さらなる連携 の強化が求め られ

る。

市町村は、身近な公民館 な どの地域施設 を中心に、市民活動のサポー トセ ンター、キーセ ンタ

ー としての機能 を整備す る
。そ うした施設づ く りを通 して、市町村 が人材バ ンクを活性化 させ る

暑

ー
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一方
、市 民団体 自らは学習成果の活用手法を開発 していくことが必要 である。

また、県は、広域 的な学習成果 の活用のための体制整備を、市町村 との連携で推進 し、NPO

のネ ッ トワーク化や 中間支援組織 の支援 を進 めることが必要である。

一例 として
、先 に挙 げた埼玉県NPOオ フ ィスプ ラザでは、入所NPOが 自発的に 「地域 との

協働 のために」 とい うテーマで交流 フェステ ィバルを開催 したことな どは協働 の成果 とみ ること

ができ る。 また他 の例 として、地域で子 どもを支 え、子 どもに関す るさまざまな活動 をす るNP

Oで あ る 「:埼玉 こどもサポーター ズコ ミュニテ ィ」 と県 との連携な どは、今後 のNPOと 行政 と

の連携 のモデル として期待 され る。

県は、県民サー ビスの役割 を果 た しなが ら、生涯学習関連団体 との実のある連携 を推進 し、「生

涯学習バ リア フ リー さいたま」を着実に実現す ることが求め られている。
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○ 子 ども ・若者の「 次代を担 う力」を育むための教育施策のあ り方に

ついて
～ 「地域教育プラッ トフォーム」構想 を推進す るための教育行政 の

役割～

(答申 平成17年1月 東京都生涯学習審議会)

は じめに

本審議会は、平成15年5月27日 に東京都教育委員会か ら諮 問を受け、「子 ども ・若者 の 『次代を担

う力』 を育むための教育施策のあ り方」 についての審議 を進 めて きた。平成16年7月 には中間のま

とめを出す ことを通 じ、広 く都 民や 区市町村教育委 員会 、社会教育及び学校教育関係者等 の意見交

換 を図 り、答 申づ くりの作業に取 り組 んできた ところである。

最近の度重 なる少年犯罪の凶悪化や い じめ、不登校の問題 、そ して、「フ リー ター」の増加や「 ニ

ー ト」(職 にも就いていず 、学校機 関にも所属 していず、そ して就労に向けた具体的な動 きを してい

ない若者)問 題等子 ども ・若者 をめ ぐる様 々な問題 は、非常 に憂慮すべ き状況であ る。 こ うした状

況 を生み出 した背景 として家庭 の教 育力の低下や地域 の教育力の低 下 とい った問題 が指摘 されてお

り、教育改革 を進 めることが喫緊 の課、題 となっている。

平成12年12月 の 「教育改革 国民会議報告」を受 け、文部科学省 は平成13年1月 に 「21世紀教育新

生プ ラン」 を策定す るとともに、中央教育審議会 を通 じて様々な形 で教育改:革の提 書 を行 ってきて

い る。 中でも平成13年7月 に社会教育法 と学校教育法が改正 され た ことは、本審議 会の審議事項 と

の関係 に大 きな影響 を与えた。

社会教育行政は、これまで学校教育以外の教育 を所掌す るものであると考え られ 、学校教育 と一

線 を画 しなが ら活動 を展開 してきた。 しか し、この法改正に よ り社会教育は学校教 育 と密接な関係

にあ るこ とが示 され、教育行政 の総合的な見地 か らの施策実施 が期待 され るこ ととなった。

中間のまとめでは、学校教育 と軌 を一に した社会教育施 策の展 開 といった観点か ら 「地域教育プ

ラッ トフオーム」構想を提案 した。本答 申では、 この 「地域教育 プラッ トフオー ム」構想 を進 めて

い くための教育行政のあ り方 に焦点 を当てて議論 を行 ってきた。

現在、国の中央教育審議会で も、地方 分権時代 における教育委員会制度の あ り方が審議 されてい

るところであ る。地方分権が進 めば進 むほ ど、それぞれ の地域の特性 に応 じた多様 な教育施策の展

開が期待 され る ところである。地域の独創性 を生かす ための しくみが本審議会が提案す るr地 域教

育プラ ッ トフオーム」である。 この答 申を機 に都内全域 で学校 ・家庭 ・地域 の協働 に向けた取組 が

進 んでい けば幸いである。

第1章 子 ども ・若者 を取 り巻 く現状

1新 しい社会 システムの構築 と教育改革

○ 目本社会は、今 、大 きな転換期 を迎 えてい る。 グローバル化 ・IT化 とい った国際社 会の動 '羅

麟
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きの中にあ って、本格的 な少子社会の段 階に入った 日本 は、将来の見通 しがっかない不透 明な

状 況の中で、活力 を取 り戻せ ないでいる。

○ こ うした停滞感 を払 しょくす るためには、既存 の社会 システムを根本 的に見直 し、新 たな枠

組 みを示す 「社会 の構造改革」が迫 られ てい る。

○ 教 育現場 では、1960・70年 代の受験戦争の激化 には じま り、70年 代の校内暴力、80年 代のい

じめの多発 、90年代 の不登校児童 ・生徒の増加 、90年代後半の学級指導が困難iなクラスの増加 、

さらには多様な学力観 と学力低下問題な ど、様 々な課題が噴 出す るな ど、教育 にかかわ る問題

は国民の大 きな関心の一つ となってお り、 これ まで も中央教育審議会 をは じめ とした様々な機

関か ら多 くの提 言がな されて きた。

○ 現在 進め られてい る教育改革の主な焦点は 「新 しい社会 を創造す る人材 の育成 」にあ り、教

育界のみな らず 、経済界等か らも大 きな関心が寄せ られてい る。

○ 「教 育」言 い換 えれ ば 「子 ども ・若者 の育成」は、新 しい社 会システムを支える担い手づ く

りの問題 であ り、将来 の 日本社会のあ りようを規定する重要な課題 である と言える。

2子 ども ・若者の現状

○ 次代 を担 う子 ども ・若者 の現状は ど うなっているのかについて押 さえてお きたい。

○ 内閣府 「人間力戦略研究会報告書」(平 成15年4月)に おいては、 「我が国の若年層において、

人 間力 とりわ け学習意欲や就業意欲 が 『低下』してい る可能性 が高い。」とい う指摘がな されて

い る。

○ 東京都教育委員会が平成16年4月 に策定 した 「東京都教育 ビジ ョン」に よれば、「今 目の子 ど

もた ちは、規範意識 、公共心、学ぶ意欲の低 下や忍耐力の不足な どが指摘 されている。また、

大人にな りたが らない子 どもや 、将来への夢や希望 を描 けない子 どもが増加 し、社会への参画

意識 も希薄 にな り、なかなか社会人 として 自立できない若者 が多 くなって きている」と子 ども ・

若者 の現状 を指摘 してい る。

○ 一方 で、子 ども ・若者 を 「一人前」に育 て上げてい く役割 を担 ってい る学校 ・家庭 ・地域社

会 にお いても、様 々な問題 が生 じている。

○ 学校 にお いては、いわゆる 「不登校」や 「い じめ」、 「学級崩壊」な どの問題 は依然 として深

刻 な状況 にあ り、教員 の意識や学校 の体質が社会の変化に柔軟 に対応 できていない とい う指摘

がある。 また、家庭や地域社会の教育力が低下す る一方、学校教育の役割が増大 し、学校 は過

度な期待 を背負 わ され て しまっている とい う状況がある。

○ 家庭 においては、 「核家族化」や 「一人 っ子の増加な ど兄弟数 の減少による家族の少人数化」

といった家族形 態の変化 の下で、基本的生活習慣の形成 が十分 にな されていない といった問題

や 家庭 において子 どもの社会性が育 ちに くい とい う問題等、家庭 の教育力が低下 してい るので

はないか とい う指摘 がなされ てい る。

○ 近年 におけ る地域社会の結 びつ きの希薄化は、子 ども ・若者 の コミュニテ ィ活動や社会へ の

参加 の意識 を低 下 させ るとい う結果を招 いてい る。ボランテ ィア活動や非営利組織(NPO)

活動へ の関心 はそれな りには高まってきてはい るものの、実際の参加 は一部の若者 に限 られて

いる とい う状況 もある。
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○ 産業界か らは、しつ けの不十分 さ(言 葉遣いや礼儀 を知 らないな ど)、学力 の低 さ、職業意識 、

職業定着率 の低 さな ど、新 規学卒者の職業人 としての質の低下を指摘す る声 もある。

ONHK放 送文化研究所が平成14(2002)年 に行 った 「中学生 ・高校生 の生活 と意識調r査」に

よれば 「早 く大人にな りたい とは思わない」と回答:した中学生 ・高校 生が約6割 に及ぶ とい う。

その理 由として挙げ られ るのは、中学生 ・高校 生 とも 「子 どもでい る方が楽だか ら」、 「大人に

なることが何 とな く不安だか ら」、「大人 になった ら仕事や家のこ とをちゃん とや ってい ける自

信 がないか ら」 とい う理 由で ある。世界 を舞台にめ ざま しい活躍 をみせ る若者 を輩 出す る一方

で、先行 き不透明な社会 の中で、明確 な将来の 目標や ビジ ョンを描 けず にい る子 ども ・若者が

多い とい うのが現状である。

3国 における教育改革の動向

○ これ らの課題 と対応す るため、国は 「教育 改革」 を急 ピッチに進 めてい る。 中でも、本審議

会の諮 問事項 との関係 で押 さえてお くべき答 申等 は、以下に挙 げるもので ある。

① 中央教育審議会答 申「21世紀 を展望 した我が国の教育の在 り方につ いて(第 一次答 申)」(平

成8年7月)

② 中央教育審議会答 申 「今後の地方教育行 政の在 り方 について」(平 成10年9月)

③ 教育改革国民会議 「教育改革 国民会議報告一教 育を変 える17の 提案 一」(平 成12年12月)

○ これ らの答 申等では、主 として学校教育 システムの改革が論 じられて きた。その焦点は社会

か らの新 しい要請 をい かに学校教 育に反映 させ るか とい うことにあった。

○ また、教育委員会の役割 について も、「教育委員会 と学校の関係 のあ り方」や 「地域の教育機

能 の向上 と地域 コ ミュニテ ィの育成」 の視点か ら見直すべ き とい う提言 がな され てい る。

○ ここで押 さえてお くべ きこ とは、現在進行 中の教育改革 は、従来型 の教育 システムの根本 的

転換 を視野にいれた ものである とい うことで ある。 教育行政 をつか さどる教育委員会 において

は、これ らの答 申の趣 旨を十分 に踏 まえた施策実施が期待 されてい る。

第2章 子 ども ・若者の 「次代を担 うカ』を育むための教育施策の基本枠

組み

1子 ども ・若者の 「次代 を担 うカ」 をいかに して育むか

○ 第1章 で指摘 したよ うに、変化 が激 しく、将来 の見通 しをたて ることが難 しい社会 の中にあ

って、 「次代 を担 う力」 をいか に して育む かが課題 となってい る。

○ 「次代 を担 うカ」を どうと らえるか、 とい うことについては平成8年7月 の 中央教 育審議会

答 申で提起 された 「生 きるカ」以 降、他省庁や経済界 な ど多様 な分野か らの見解 が示 されて き

た。

○ 都教育委員会 においても 「教育 目標」 に、

・「互いの人格 を尊重 し、思いや りと規範 意識 のある人間」

・「社会 の一員 として、社会に貢献 しよ うとす る人 間」

・「自ら学び考え行動す る、個性 と創造力豊かな人 間」
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を示 し、子 どもた ちの育成 に取 り組んで いる。

○ この よ うに様々な形 で提起 され てきた子 ども ・若者 の 「次代 を担 うカ」 はいかに して形成 さ

れ うるかについて、本審議会 では1図11の よ うに整理 を試みた。

○ 「次代 を担 う力」 の形成にお いて、第一に重要なのは 「人間形成 の基礎づ くり」である。い

うなれ ば、 この世 に生 を受けた子 どもが 「ひ と」 として育ってい くための土台づ く りである。

これは主に家庭教育 を通 じ培われ るものである。最近では子 どもの教育 とい うと、才能 を伸ば

す ことのみ を 目的 と した 「早期教 育」 ばか りに 目が向 く傾 向が強いが、乳幼児期に しっか りと

人間形成 の基礎 を築 くとい うことの重要 性を再認識する必要がある。

○ 乳幼児期 におけ る家庭教育や身 近な大人たち とのふれ あいを通 じて「人 間形成 の基礎づ くり」

がな され 、学齢期 に入 る と子 どもたちは学校 教育 の場で社会の中で生 きてために必要な知力 、

体力 、道徳 心、人 間関係 の基礎 を身 に付 けるとともに、地域社会 における様々な体験(集 団遊

び、 自然体験 、ボランテ ィア体験 、スポーツ体験な ど)や 多 くの人 との コミュニケー シ ョンを

通 じて行 われ る教 育や発達段階に応 じて行 われ る家庭教育を経 なが ら成長 を遂げる。

○ この よ うに家庭教 育、学校教育 、地域社会 にお ける教育を通 じて培われた力を基 に して、青

年期 に入 る と一人 の成人 としての 自覚が芽生 えは じめ、主体的 に社会(さ らには国際社会)と

のかかわ りを持つ よ うになってい く。

2都 教育委 員会が今後進め るべ き教育施策の基本枠組み

○ 子 ども ・若者 の 「次代 を担 う力」が先述 のプロセスを経 て形成 され てい くものと考えるな ら

ば、 「教育の 目的 を遂行す るに必要 な諸条件の整備確 立を 目標」(教 育基本法第10条 第2項)と

す る教育行政 は、一体 どの ような役割 を果 たすべきか を明 らか にしてお く必要があ る。
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○ 平成8年7月 の中央教育審議会答 申 「21世紀 を展望 した我が国の教育 の在 り方について(第

一次答 申)」 においては、 「子供たちの教育は、単に学校だけでな く、学校 ・家庭 ・地域社 会が、

それぞれ適切な役割分担を果 た しつつ、相互 に連携 して行われ るこ とが重要」であ ると述べて

い る。

○ この考え方は、教育 の分野では以前か ら指摘 され ていた ことであった。 しか し、家庭や地域

社会の教育力が低 下 してきた ことと反す る形 で、子 どもたちの育成 にお いて、学校教育が過度

な役割期待 を背負わ され る結果 となった。

○ 学校が本来有す る機能 を発揮す るためには、家庭や地域社会 にお ける教育がその役割 を自覚

し、学校教育 と適切な役割分担 を行 い うる環境 を醸成 してい く必要が あることは言 うまで もな

い。 しか し、従来家庭 にお ける教育や地域社会 にお ける教育 とい うものは計画的 ・組織的に営

まれ る公教育 としての学校教 育 とは違 い、いわば、 「私的領域」の中で非計画的 に展開 され る と

い う性質(教 育の私事性)を 有 してい るため、適切 な役割分担がな され て こなかった とい う経

緯があった。

○ 「教育の私事性 」を基 に行われ ていた家庭や地域社 会の教育力 をいか に して 「計画(目 的)

的」な ものに転化 させ るこ とがで きるのか とい うことに、都教育委員会 が進 めるべき教育施策

の基本枠組みづ く りの課題 を設定すべ きで ある。

○ これか らの都教育委員会 が実施す る教育施策の方 向性を示す と、以下の よ うになる。

教育施策の再編成(つ ま り、子 ども ・若者 を中心に据 え、学校教育 と社会教育 との連携 ・融合)

の視点 に立 ち、

「学校 ・家庭 ・地域が協働す るしくみづ くり」を 圏指す。

○ これに基づき、都教育委員会が取 り組むべき社会教育施策の方向を以下に示す。

(1)都 教育委員会 が行 う社 会教育施策の:重点を 「子 ども ・若者」 にお く。

(2)学 校教育 と軌 を一 に した社会教育行政 を推進す る。

それ に伴 い、

(3)子 ども ・若者を中心 に据 えた社 会教育施策 は、

① 「家庭教育支援施策」

{
② 「学校教育支援施策」

③ 「学校外教育施策」 の3方 向か ら実施 してい く。

第3章 学校 ・家庭 ・地域 の教育力の再構築 を目指 した教育施策のあ り方

1施 策の基本的考え方

(1)家 庭教育支援施策

○ 家庭は、子 どもが親や家族 との愛情によるきずなを形成 し、人に対す る基本的な信頼感や
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倫理観 、 自立心な どを身 に付けてい く場である。その家庭 において行われ る教育は、子 ども

が一人の人 間 として生きてい くための基礎 的な資質や能力 を培 う、いわば人間形成 の基礎 を

作 る役割 を担 ってい る。

○ 近年の子 ども ・若者 の様 々な問題行動の背景 には、家庭教育のあ り方が密接に関係 してい

る とい う指摘がな され てお り、家庭 の教育力を高 めてい くことが重要な課題 となってい る。

○ これか らの家庭教育 のあ り方 を考 えてい く上 で忘れ てな らない ことは、「少子社会 」とい う.

前提 条件 の下で家庭教育が営まれ ているとい う事実である。

○ 平成12年4月 に中央教育審議会 が出 した報告 「少子化 と教育について」 によれ ば、少子化

が子 どもの教 育に及 ぼす影響 として、①子 ども同士の切磋琢磨(せ っさたくま)の 機 会が減

少す るこ と、②親 の子 どもに対す る過保護 ・過干渉を招 きやす くなること、③子育て につ い

ての経験や知恵 の伝承 ・共有 が困難 にな ること、④学校や地域 において一定規模 の集 団を前

提 とした教育活動やその他 の活動(学 校行事や部活動、地域 にお ける伝統行事等)が 成 立 し

に くくなるこ と、⑤ よい意 味での競争心が希薄 になること、な どが考え られる としている。

○ 少子化 が子 どもの成長のみな らず、今 後の社会経済のあ り方に大 きな影響を及 ぼす とい う

問題意識 の下で、児童福祉 ・子育て支援行政 の分野では、平成6年12月 のいわゆる 「エンゼ

ルプ ラン」(「 今 後の子育 て支援 のための施策 の基本的方 向について」)の 策定か ら平成15年

7月 の次世代 育成支援対策推進法や少子化社会対策基本法 の制定に至る一連 の流れの中で、

国 ・自治体 ・企業等が一体 となって 「す べての子育て家庭へ の支援 」 とい う観点か ら急速 に

進行す る少子化 の動 きに歯止 めをか けよ うと様々な取組 を進 めている ところである。

○ 教育 の分 野で も、平成8年7月 の 中央教育審議会答 申 「21世紀 を展望 した我が国の教育 の

在 り方につ いて(第 一 次答 申)」 以降、家庭教育の重要性 につ いての指摘がな され 、平成13

年7月 には社会教育法が改正 され、地方公共団体 の任務 として新たに 「家庭教育 の向上 に資

す るこ ととなるよ う必要な配慮」 とい う条文(社 会教育法第3条 第2項)が 盛 り込 まれ、家

庭教育 に関す る学習機会の提供 と奨励 が教育委員会の事務 として明記(同 法第5条 第7項)

され るこ ととなった。

○ これ らの動 きに基づいて家庭教育の支援施策の考 え方 を示す と、以下の ようになる。

家庭教育支援施策 の考 え方 → すべ ての家庭 が教育力を向上 させ る(「 親 が親 としての力を身

に付 ける」)こ とを 目指 し、教育行 政が積 極的に家庭教育支援施

策 を展 開 してい く。

(2)学 校 教育支援施策

○ これまで の社会教育は、 「学校教育法に基づ き、学校 の教育課程 として行 われ る教育活動を

除 き、… 」(社 会教育法第2条)の 考 え方 の下で施策が実施 されてきた。

○ 平成8年7月 の 中央教育審議会答 申において、子 どもを教育す るに当って、学校 ・家庭 ・

地域社 会がそれ ぞれ適切な役割 を果 た しつつ、相互に連携 して行われ るこ との重要性 が指摘

され 、学校 においては 「開かれた学校」とい うコンセプ トの下、 「地域 の人 々を非常勤講 師 と
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して採用 した り、あ るいは、地域の人 々や保護者 に学校ボ ランテ ィア と して協力 を しても ら

うな どの努力 を一層すべ き」であるとの提言が あった。加 えて、同答 申では子 どもた ちの 「生

きる力」 を育んでい くために、地域社会の力 を活用 しつつ横断的 ・総合 的な指導 を行 う 「総

合 的な学習の時間」の設 定も併せ て提起 された。

○ それ とほぼ同時期(平 成8年4月)に 出された国の生涯 学習審議会答 申 「地域 にお ける生

涯学習機 会の充実方策 につ いて」では、「学社融合」とい う概念が提起 され た。これは学校側

が地域住民の力 を借 りた学校運営を進 めること、そ して地域住民の側 が主体的 に学校の教 育

活動への貢献を図 るとい う双方向の取組 による学校 と地域 の連携を進 め ることを 目指 した も

のである。

○ 「総合的な学習の時間」 の学校教育への導入を きっか けに地域社会のカを活用す ることが

必要 であるとい う認識 が学校関係者 に芽生 えて きた。 しか し、学校教育において外部の人材

の効果的活用が図 られ ている とは必ず しも言い難い状況がある。

○ その理 由としては、次 々 と押 し寄せ て くる教育改革 の波への対応 に学校が追 われ、教員の

多忙感 ・負担感が増 大 していること、学校内部に外部の資源 を計画的 に活用す るための組織

体制や ノウハ ウが確 立できていない と うい う問題 が挙げ られ る。

○ 一方、学校を支援 しよ うとす る地域側か らの働 きかけについても問題 がないわけではない。

学校教育における 「総合的 な学習の時間」の導入 をきっか けに、地域 で様 々な生涯学習 ・社

会教育活動を展開す るグループの方々か ら学校教育活動への支援 を希望す る声が高まって き

た。 しか し、そ ういった地域の方々の意欲 にもかかわ らず、学校 との連携が進んできてい る

とは言 えない状況がある。地域 の側か らは 「学校 の閉鎖性」を批判す る声 も少 な くはないが、

学校側の立場か らみれ ば、地域側 か らの提案が 当該 学校 の経営方針や教育過程に合致 した も

の となっていないな ど、必ず しも学校 が受 け入れ やす いものになっていない とい う問題 もあ

る。

○ このよ うに学校側(需 要者)と 地域側(共 給者)の 間で様 々な ミスマ ッチが生 じてお り、

この ミスマ ッチ を解消 し、学校 側が外部の人材 を活用 しやすい条件整備 を図 ることを通 じ、

学校教育の内容を豊 かにす ることを 目指す とい うのが、我 々が提案す る 「学校教育支援施策」

の基本的なね らいである。

○ 学校教育支援施策 の考え方 を整理す る と、以下の よ うにな る。

学校教育支援施策の考 え方 ⇒ 地域や地域 を超 えた外部(企 業 ・大学 ・NPO等)の 教育力 を

学 校教育ヘスムーズに導入する。

※ 学校教育支援施 策は、あ くまで学校 のニー ズや教育課程 に

基づ き展開 され るこ とが基本で ある。 つま り、学校側 の主体

的な取組 を地域 の側が支援す るこ とであ り、地域 の側 のニー

ズを一方向に押 し付 けない よう配慮す る必要 がある。

○ 平成13年7月 には、社会教育法が改正 され、第3条(国 及び地方公共団体の任務)第2項

に 「社会教育が学校教育及び家庭教育 との密接な関連性 を有することにかんがみ、学校教育
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との連携 の確保 に努 めるとともに ・・一 」 とい う項 目が新たに盛 り込まれた。

○ 同時期 に学校教 育法 も改正 され、第18条 の2(児 童の体験活動の充実)と して 「児童の体

験 的な学習活動(中 略)の 充実 に努 めるもの とす る。 この場合において、社会教育 関係団体

その他 の関係団体及び関係機 関との連携 に十分配慮 しなければな らない」 とい う新 たな規定

がな され たこ とは非常に重要な事項 であった。

○ なぜ な ら、これ まで 「学社連携」、 「学社融合」とい うような呼びかけがな されてはきたが、

その呼びか けの多 くは主 として社会教 育の側 か らのアプローチによるもので、それが学校 教

育 に浸透 した とは言い難 い状況があったか らである。

○ これ らの法改正で、法的に社会教育行政に よる 「学校教育支援」の根拠 が明確 に位 置付 け

られた ことで、積極 的に学校教育ヘ アプローチす ることが可能 となった。

○ しか し、都 内の多 くの区市町村 の社会教育行政の状況 をみ ると、まだまだ この法改正の趣

旨を十分に理解 しない 自治体 も少 な くない。都教育委員会においては、社会教育行政におけ

る 「学校 教育支援 」の位置付 けの明確化 を図 り、区市町村教育委員会に対 して もその施策 を

普及 させ てい くための先導的な役割 が期待 され ている。

(3)学 校 外教 育施策

○ 平成14年 度か ら始 まった学校週5日 制 の完全実施や新た な教育課程 の導入 に伴い 、子 ど

も ・若者 が地域 において過 ごす時間が増大 した。

○ 子 どもた ちに とって地域 にお ける体験活動 の持つ意味は非 常に大 きい。 「遊び」 を通 じた

様々な体験、 自然体験 、ボランティア活動をは じめ とす る社会体験等 を通 じ、子 どもたちは

他人に共感 す ることや 自分 自身がかけがえのない存在であるこ と、社:会の一員で あることを

実感 し、思いや りの心や規範意識 を 自然 と身 に付けてい くことができる。また、多 くの大人

や社 会の現実にふれ るこ とで、広 く物事への関心を深 め、問題 を発見 した り、困難に挑戦 し

それ らを克服す る経験 を積み、人 との信頼関係 を体得す るこ とができるよ うになる。 また、

これ らの体験 を経 るこ とで コミュニ ケー ション能力 が培われ る とともに、学ぶ意欲や思考力、

判断 力な どを総合 的に高 めることにつながってい くのである。

○ 地域 における体験活動は、あ くまで も子 ども ・若者の 自主性 ・自発性 に基づいて行 われ る

ところに特徴 があ り、この 自主性 ・自発性 の延長線上に、子 ども ・若者が社会の有為 な形成

者 になるための 「社会 性」や 「豊かな人間性」の獲得がな されてい くのである。

○ しか し、急激 な社会構造の変化 は、地域 にお ける子 どもの 自主的な体験活動の機会 を奪 う

結果 を招 いた。ひ と昔前の子 どもた ちの生活では学校か ら帰 った ら、地域 の中で集 団遊び を

す る ことが生活習慣化 され ていたが、少子社会化、都市化 の進行 による地域社会の崩壊や子

どもの生活空 間の劣悪化、 「塾」をは じめ とした教育産業の発展 、コンピュー ターゲー ムや携

帯電話 な ど情報機器 の(子 どもへの)普 及 な どによ り、時間 に追われなが ら生活 を送 るこ と

を余儀 な くされ る子 どもたちへ と変ぼ うしていった。

○ 加 えて、い じめ ・不登校 ・引きこも り ・暴力行為 ・少年犯罪の凶悪化な ど子 ども ・若者 を

め ぐる深刻 な問題 は後 を絶 たず、子 どもたちの精神的な 自立の遅れや社会性の欠如 な どの問

題 も指摘 されてい る。

一102一 一



○ これか らもわか るよ うに、今 日は必ず しも子 ども ・若者 たちの 自主性 ・自発性 にばか りに

依拠 してい られない とい う状況がある。

○ 今 、必要なこ とは社会教育が学校教 育 と 「子 ども ・若者の育成観 を共有」 した上 で、相互

の特性 を生か し、学校 内外 を通 じ、子 ども ・若者の 自主性 ・自発性 を喚起 してい く教育活動

や場づ くりを展開 してい くことで ある。

○ そ こで、地域 において行 われ る子 ども ・若者 を対象 とした教育活動 を、本審議会において

は 「学校外教育」施策 とい う呼称 を用い ることで 、その活動 内容が学校教育 との連携 の視点

を持って 目的的 ・計画的 に展開 され るべ きことを提案 したい。

○ 本審議会 においては、学校外 教育施策の考 え方 を以下の よ うに整理す る。

学校外教育施策の考 え方 ⇒ 地域 にお ける子 ども ・若者に対す る教育活動 を学校教育 との 圏的

的 ・計画的な連携の下に展開 してい く。

※ 学校外教育 は、 「地域(エ リア)」 単位 で学校 と地域 が子 ども ・

若者の育成観 を共有 しなが ら展 開され るもので ある。また、学校

よ り学校外 で取 り組 んだ方 がよ り効 果的 な様 々な体験活動 の機

会 を提供す る。

2地 域(エ リア)を 舞台 に学校 ・家庭 ・地域 の教育 力を再構築す る

○ かつて地域共同体 が存在 していた時代 には、子 どもは親だけが育て るものではな く 「世間が

育 てるもので ある」 と当た り前の ように考 えられ ていた。子 どもた ちは、地域社会 の中で大人

たちの生活 に触れ、そ して様々な行事 に参加す ることを通 じて、生産 ・消費 ・文化 ・日常の生

活習慣な どを 自然 と体得 してい くことがで きた。

○ 親以外の大人た ちや年齢 の異な る友人 たち と交流 し、様 々な生活体験、社会体験 、 自然体験

等を積み重ねるこ とを通 じ、共 同作業や共 同生活 を営む社会性や他者 の個性を尊重す ること、

さらには、新 しい ことを学 ぼ うとする意欲や興味 ・関心な どを身 に付 けてい くところに地域社

会の教育機能 があった。 しか し、現在 ではそ の地域社会 の教育機能が低下 してい ると言 われて

い る。

○ これ に対 し 「地域社会の教育力」 を回復 ・再生すべ きとい う指摘 が多 くな されて きている と

ころであるが、旧来 あった地域 の教育機能 をそ のまま取 り戻す とい う観点 ではな く、本審議会

では、子 ども ・若者 の育成 のために、地域(エ リア)を 舞台に学校 ・家庭 ・地域 の教育 力を 「再

構築」する とい う観点 に立 って教育施策のあ り方 を提言す ることと したい。

○ 【図2】 に地域(エ リア)を 舞台 とした教育施策 の展 開イメー ジを示 した。 この図をみて も

わかるよ うに、地域(エ リア)を 舞台 に 「家庭教 育支援施策」、 「学校教育支援施策」、 「学校外

教育施策」の融合が図 られ、それ らが学校教育施策 と一体的に展 開 してい くことを通 じて、学

校 ・家庭 ・地域の協働 の しくみづ く りを進 めてい くとい うのが施策 の基本的な立場 となる。
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【図2】 地域(エ リア)を 舞台 とした教育施策展開のイメー ジ図

3学 校 ・家庭 ・地域 の教育 力を再構 築す る しくみづ くり

(1)都 教 育委員会にお ける これ までの取組

ア 地域教 育サポー ト・ネ ッ ト事 業の到達点 と課題

○ 第4期 東京都 生涯学習審議会答 申において 「地域教育サポー ト・ネ ッ ト」構想 を提案 し

た。 これ は、学校 ・家庭 ・地域 が一体 とな り地域の公共性 を高 めるコミュニテ ィ活動を通

じ、大人 自身の 自己実現 と子 どもの成長 ・発達 を結びつけるこ とを 目指 していた。

○ この答 申を受 け、都教育委員会 は 「地域教育サポー ト・ネ ッ ト」事業 を施策化 した。 こ

の事 業は、平成14年 度 か ら導入 され た新 しい教育課程 の効果的実施が図 られ ることを 目指

し、おおむね 中学校 区 レベル の圏域 において、地域住民が主体 とな って行 う学校教育支援

活動 のモデルに対す る補助事 業であった(補 助期間:平 成14～16年 度、補助地区数:5区

市)。

○ 従来型 のモデル事業は、画一的な事業枠組み を提示 し、それ にかなった ものに対す る補

助 とい う形式で行 ってきたが、 この事業では 「地域住民が主体 となって取 り組 む学校教育

支援 活動 とい う形でのアウ トラインを示すに とどめ、「地域特性 」を踏 まえた多様で特色

あ る活動が展開 され るこ とを企 図 していた。

○ モデル地 区の選定に当って も5地 区の違いが明確 になるよ うに配慮 した。 それ は、他 の

区市町村 が 自 らの地域 で 「地域教 育サポー ト・ネ ッ ト」事業を実施 してい く場合 の比較検

討 が可能にな るよ うな選択肢 を提示す ることに重きを置いたか らにほかならない。

○ 平成16年 度 に入 り、 この事業は3年 目を迎えているが、 これ に呼応す るよ うに都内各地

で地域住民 による学校教育支援活動 の胎動が見 られ るよ うになった。
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○ 現時点で 「地域教育サポー ト・ネ ッ ト」事業の到達点 と課題 を整理す ると、以下の よ う

にな る。

〔到達点〕

① 地域社会の持つ教育力 ・地域住民が有す る教育資源 を効果的 に学校教育 に導入 してい く上

で、有効な しくみであることが実証 された。

② 中で も 「コーデ ィネーター」が重要な役割 を果たす ことがわか った。

③ この事業は 「開かれた学校づ くり」を地域 の側か ら誘発す るとい う結果 に もつ なが った。

〔課題〕→ 「地域 の教育力」を総体 として高める しくみ としては十分 に機 能 しきれ ていない。

① 地域 を超 えた外部(企 業 ・大学 ・NPO)の 教育力の導入 とい う点まで広がっていない。

② 個々の学校への支援が中心 となって しまってい る。

③ 学校 の教育課程 とのす り合 わせ が十分にできてい ないケー スがある。

④ 学校外教育活動 の視点に乏 しい。

⑤ 問題行動や心の問題 を抱 える子 どもた ちへ のアプローチが不十分 である。

⑥ コーデ ィネーターの養成、スキルア ップの方法 が明確になっていない。

イ 地域教育サポー ト・ネ ッ トの しくみ を生か した家庭教育力向上促進事 業

○ 先 ほど家庭教育支援施策 の考 え方 につ いて 「すべての家庭 が教育力 を向上 させ ることを

目指す」 と述べたが、 これ を どの よ うな形 で施策化す るか とい うこ とが都の社 会教育行政

の中で も大 きな課題 となっていた。

○ 平成16年3月 に中央教 育審議会生涯学習分科会が出 した審議経過報告 「今後 の生涯学習

の振興方策 について」では、「家庭 の教育力 の向上 を図 るためには、学校や地域 において、

できるだけ早い段階か ら、親 にな るための学習の充実を図 るとともに、親 になった後 も、

広 く子 どもか ら学び、仲間 同士の親 とも学び合 うこ とな どによ り、地域全体で学び あって、

親 が親 として育 ち、力 をつけるよ うな学習 を大幅に充実す るための方策を検討す ることが

必要で ある。」 と家庭教育支援 の考 え方を提示 してい る。

○ これまでの家庭教育支援事業 は 「学級 ・講座 」形式が 中心 で、子育てに関心があ り、講

座 開設時間に参加で きる人のみが対象 とな り、 「地域」とい う面的 な広が りの視点が弱かっ

たため、限定 された家庭 へのアプ ローチ しかで きないとい う問題 を抱 えていた。

○ この問題 点を克服す るための試行 的事業 として、平成16年 度 に都教育委員会が施策化 し

たのが 「学校 ・家庭 ・地域の協働 による家庭教育力向上促進事業 」である(都 教育委員会

委託事業、委託地 区数3地 区)。

○ 【図3】 に示 した よ うに、この事業は、「地域教育サポー ト・ネ ッ ト」の しくみを家庭 教

育支援 に生かそ うとい うもので、①学校 とい う 「公的(教 育)機 関」 を絡 ませ る しくみ を

通 じ、児童 ・生徒 の親(保 護者)を 対象 とす ることが可能 とな り、従来 の社会教育事業 よ

りも幅広い対象へ のア プローチが行 える、② 「地域教育サポー ト・ネ ッ ト」の しくみを活

用す るこ とで、学校や家庭が地域住民の力 を借 りやす くな り、多様 な家庭教育支援活動が
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展開で きる、な どの効果 を期待 している。

【図3】 学校 ・家庭 ・地域 の協働 による家庭教育 力向上促進事業の しくみ

○ モデル地 区の取組 は今後本格的に展 開 され ることになるが、本審議会 として提案 したい

のが、 この 「学校 ・家庭 ・地域の協働 による家庭教育力 向上促進事:業」を実施す る際、小

学校 を家庭 教育支援 の拠点 と して活用す る方策 である。次ページに1図4】 として、事業

展開のイ メー ジを示 したが、小学校 が拠点 となることで、学校教育 との連携 を容易 に図 る

ことがで き、 「小1プ ロブ レム」や 「就学前教育」とい った問題 にも 「地域教育サポー ト・

ネ ッ ト」が橋渡 し役 を担 うことを通 じ、学校 と家庭 の連携 もスムーズに行われ るよ うにな

る。

○ 小学校 は どの地域 にも存在す る地域共有 の財産である。 どの子 どもも学齢段階 に達 した

ら、そ の小学校 に通 うことになる し、すべての親は程度の差 こそ あれ、PTAを は じめ小

学校 とのか かわ りを持つ ことになる。

○ 今 、家庭 教育力 を向上 させ るために必要なことは、家庭教育を行 うすべての親 たちが 「自

分 は地域 の人 々に支 えられ なが ら子育てを しているんだ」 とい う実感 を持つ ことであ り、

小学校 とい う身近な ところで、子育てに関す る相談や他 の家庭 と自然 に経験交流できる機

会や場 を提供す ることができれば、今 までよ りも圧倒 的に多 くの親 たちへのアプ ローチが

可能 とな る。加 えて、親 同士の交流を通 じて、 自分の教育観 と他 の人た ちの教育観 を相対

化で きる機 会 を得 ることで、 自らの教育観 を修正す る機 会 も得やす くなって くる。
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【図4】 小学校 を活用 した家庭教育支援の拠点づ くり(イ メー ジ)

1
0
7

壷
翻



(2)地 域教 育 プラッ トフォーム～学校 ・家庭 ・地域の教育力を再構築するための しくみ～

○ これまで、都 教育委員会が施策化 した事:業は 「学校教育支援施策」及び 「家庭教育支援施

策」への個 々の対応 を 目指 した ものであったため、 「学校外教育施策」を含めた地域の教育力

を総 体 として高める とい う視点 に乏 しかった。

○ 地域 の教育力 を総体 として高 めるとい う観点 に立つ とい うこ とは、一人の子 どもが生 まれ

てか ら成人 として 自立 してい くまでの トー タルな視点(い わば 「発達段階」 の視点)を 持っ

とい うこ とであ り、学校生活 のみな らず、家庭にお ける生活や地域(学 校外 の場)に お ける

生活 を含 めた全生活の場面を見なが ら子 どもの成長 を考えてい くとい う視点(い わば 「生活

圏」 の視点)を も持たなけれ ばな らない とい うことである。

ア 「地域(エ リア)」 の範囲 をどのよ うに設定す るか

○ 今 、求 め られ ているのは、子 ども ・若者 の 「生きるカ」を育み、 「確かな学力」をつ けて

い く教育で あ り、しか もそれは 「個性 を伸ばす教育」、「個に応 じた教育」である。子 ども ・

若者 の個 々のニー ズに対応 した学習機会や体験活動機会 を提供 してい くためには、その前

提 として 「地域(エ リア)」 の中で、学校 内外 を通 じた多様 なプ ログラムが用意 され ている

必要が ある。

○ しか し、学校 が提供できるカ リキ ュラム、そ して地域が用意できるプ ログラムには 自ず

と限界 がある。現状では、地域人材 の活用や地域 における体験:活動 を活発 に行 なっている

学校 はまだ少 ないが、 このニーズが高まって きた場合に地域の側 が個 々の学校側のニーズ

に十分対応 できるだ けのス トックを用意で きてい るとは言い難 い。

○ 加 えて、少子化が進む中での学校 の小規模化 とい う問題が ある。学校が小規模化す る と

児童 ・生徒数 の減少 はもちろんの こと、それ に伴 う教職員 の減少 とい う状況 が生 じる。例

えば、 中学校 では、顧間を確保で きない とい う理 由で、生徒のニー ズに対応 した多様 な部

活動 を用意 できないな ど、学校が単体 として行 う教育活動 の幅が限 られて くる といった問

題 が生 じるな ど、学校 の小規模;化は必ず しも子 どもの教育 に とってプラスに働 く要素ばか

りで はない。

○ これ ら問題 を解決す るための方法 として、限 られた社会資源 の有効活用 を どうや って図

るか とい う観点か ら 「地域(エ リア)」 設 定の問題 を考えてみたい。

○ 本審議会 にお いては、 これまでに述べて きた諸課題 を踏 まえ、施策や協働 を考える上で

の 「地域(エ リア)」 の基本単位 を以下の ように設定す る。

「地域(エ リア)」 の基本単位 ⇒ 複数の 中学校 区が連携 した区域

○ この よ うな区域 を設定す るメ リッ トとしては、①広域 的な地域基盤 の下で 「学校 ・家庭 ・

地域 の協働 の しくみ」づ くりを進 め られ るので教育活動 のバ リエーシ ョンが広が ること、

②多様 な社会資源の活用 が可能にな る、な どが挙げ られ る。

○ これ に加 えて、小規模化 が進む学校 には 「学校 ファミリー」 とい う考え方 を導入す るこ

とも考 え られ る。 これはアメ リカ合衆国カ リフォルニア州 ロサ ンゼル ス ・カ ウンテ ィで展
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開 されてい る学校ネ ッ トワーク化プ ロジェク トの名称であるが、複数 の中学校 区が連携 し

た区域 に 「学校 ファ ミリー」を設定す ることで、学校間あるいは学校段階 間(小 ・中学校

間)の 接続関係 を強 めることを通 じて、学校 間での教育資源 のシェアが可能 とな り、教育

活動の幅 を確保す るこ とにつながる。その結果 として、一定の地域基盤 の下で、年少期 か

ら青年期 に至 る子 どもの継続 的成長 を トータル に見通す しくみ を作 ることが可能 となる。

イ 地域教育 プラッ トフオーム

○ 「学校のス リム化」を進 めるとともに、家庭 ・地域の教育力 を向上 させ 、「学校」・「家庭」・

「地域」の教育力をバ ランスよく機能 させ る状況 を作 り出 してい く、つ ま り三者 の教育力

の関係 を再構築 してい くためには、三者の教育力の関係 を調整(コ ーデ ィネー ト)す る機

能 が必要 となって くる。そ こで本審議会で は、地域経済活動 を活性化 させ るた めの しかけ

として提起 された 「地域 プラ ッ トフォーム」 とい う概念 を教育分野に活用 できないか と考

えた。

○「 地域プラ ッ トフオーム」 とはいかなる ものなのか。

① 地域 に蓄積 された社会資源 の有効活用 を図 るた めの情報基盤整備 を行 う。

② 住 民のネ ッ トワー クか ら得 た多様 な情 報や 人材 を結集 して、地域課題 の解決 策 を提案す

る。

③ 地域 で展開 され る様々なプ ロジェク トをつ な ぐ役割を担 うことで、複合的 な事業展 開を可

能にす る。

な どの機能 をもった、地域 における 「新たな公共」 を生み出すた めの総合的 な支援体制の整備

を 目指 した 「中間支援 の しくみ」の こと

○ この 「地域プ ラッ トフオー ム」の機能 を学校 ・家庭 ・地域の協働の しくみづ くりに適 用

しよ うとい うのが、本審議会が提案す る 「地域教育プラ ッ トフオー ム」 とい う考え方であ

る。 【図5】 に示 した よ うに、 「地域教育 プラ ッ トフォー ム」の しくみ を導入す ることで、

三者の教育力の関係 を再構築 してい くこ とを 目指 している。

【図5】 学校 ・家庭 ・地域の教 育力を再構築す るイ メー ジ
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○ 「地域教育プ ラ ッ トフオーム」とい うしくみの導入に よって もた らされる効果 としては、

① 子 ども ・若者 の育成 のために必要 とされるサー ビスやサポー トをワンス トップで提供

す る ことが可能 とな る。

② 学校 が積極的 に参加す ることを通 じて、地域における 「家庭教育」、 「学校外教育」 と

の有機 的な連携が図れ る。

③ 学校 のニーズ に応 じ、地域や地域 を超 えた外部 にある多様 な資源(リ ソース)を 的確

に学校へ提供す ることを通 じて学校教育のバ リエーシ ョンをひ ろげ ることが可能 となる。

④ 地域 と学校が連携す ることで、学校で学習 した内容の 「補充」、「発展」、「深化」、「応

用」 とい った学習機会 を 「地域」 の側 で用意するこ とができる。

⑤ ボ ランテ ィア活動や職業体験活動 といった 「学校外で取 り組んだ方が よ り効果的な教

育活 動」が地域 の協力 を得 て効果的に実施で きる。

な どが考 え られ る。

(3)複 数の中学校区 を 「地域(エ リア)」 の基本単位 に した 「地域教育 プラッ トフォーム」の具体

像

○ 【図6】 は、複数の中学校 区を地域(エ リア)の 単位 とした 「地域教育プラ ッ トフォー ム」

の具体像 を描 いた ものである。

○ 「地域 プ ラッ トフォー ム」が 目指す ものは、子 ども ・若者 にかかわる学校 を含 めた多様 な

社会 資源 が 『学び』 のネ ッ トワーク ・『体験』のネ ッ トワー ク ・『こころ』のネ ッ トワー クづ

く りを進 め ることを通 じて、教 育力の再構築 を図ることである。

○ 主な役割 は2点 あ る。1点 は地域社会のみならず、企業や大学 ・研究機関な どをは じめ と

した地域 を超 えた外部 の社会資源 の持つ教育力を地域(エ リア)内 にある学校 内外を通 じた

教育活 動に導入す る ことで ある。特 に 「キャ リア教育」や 「メデ ィア リテラシー教育」 とい

った課題へ の対応 は専門的立場 か らの支援 を受けることが不可欠である し、科学者や一流 ス

ポー ツ選手 な ど「 スペ シャ リス ト」か ら直接指導を受けるこ とな ど、身近な生活圏では体験

できない よ うな学習 ・教育機会 を提供するこ とが可能 となる。

○2点 目は、地域(エ リア)内 の学校 ・家庭 ・地域の協働 を進 めてい くためのコーディネー

ト活動 を展 開 してい くことである。 コーデ ィネーターの有効性 は、 さきに 「地域教育サ ポー

ト・ネ ッ ト」事業 において も証 明 された ところであるが、これを さらに発展 させていこ うと

す るものである。具体的 には① 「情報 の収集 ・把握 ・発信 ・相互交流」、② 「社会資源 のマネ

ジメン ト」、③ 「各種教育相談 ・問題 を抱 える子 どもた ちへのサポー ト活動 な どの役割 を担

うことな どが考 え られ る。

○ 「地域教 育プ ラッ トフォーム」 は地域(エ リア)内 の各学校や区市町村教育委員会 との密

接 な連携 の下で①NPO、 ②大学 ・研 究機関、③PTAや 青少年委員会等 の地域組織、④地

区ボランテ ィアセ ンターな どが構成員 となって設置 され ることが望 ま しい。

○ 「地域教育 プラ ッ トフォーム」が行 う具体的取組 として は、

① 地域や地域 を超 えた外部 の専門的教育力の学校教育への導入

② 子 ども ・若者 の個々の教育ニーズに対応 した発展的な学習の機会への提供
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【図6】 地域教 育プラッ トフオームの具体像ついて
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③ 学校外で取 り組 んだ方が より効果的な各種体験活動の機会の提供

(「地域 スポーツクラブ」や 「子 どもの居場所づ くり」な ど)

④ 学校 ・専門機 関等 との連携 による不登校、引きこも り等 の子 どもたちへの 「こころ」の

サポー ト

⑤ 就学前教育への対応、家庭教育を支援す る人材の養成

な どが考 え られ る。

○ 「地域 教育プラ ッ トフォー ム」づ く りを通 じて、一定の地域(エ リア)と い う範 囲の中で、

「子 ども ・若者」を中心に据 えた教育施策 の総合化 ・一体化が図 られ る。そ こで は学校教育 ・

社会教 育 といった従来の行政 の枠組みでは対応できなかった 「谷間」 の課題 を、地域 におけ

る関係機 関や住民のネ ッ トワー クを活用す ることで解決 を図るとい う方向性 が見 出され てい

くのである。

○ それ に応 じて、学校教育 も自己完結的教 育観を転換 させ 、地域 との協働に基づ く教育活動

や学校 関連携 ・学校段階間連携(学 校 ファミリー)を 積極 的に推 し進 めてい く必要がある。

○ そ のためには、各学校においては以下の取組 を進 めることが期待 され る。

① 学校 間連携 ・学校 段階問連携(学 校 ファミリー)を 積極 的に推 し進 める。

② 外部 の教育力 を積極的に受 け入れ てい くための教育課程 の弾力的運用を図る。

③ 学校 のニー ズを積極的 に地域へ発信す る。

(学校長 の経 営方針 に 「学校支援」の明確化 を図る。)

④ 「地域教 育プ ラッ トフォーム」や他の学校 との連携窓 口を設置す る。

⑤ 学校 内におけ るコーデ ィネー ト機能 を充実させ る。

○ 地域 には様 々な青少年育成組織 があ り、主 として学校外教育 を中心 に活動 を展開 してい る。

一方
、 「地域教育プ ラッ トフォーム」は、家庭教育支援 、学校教育支援 、学校外教育活動を総

合 的かつ有機 的関連 を持 って実施 してい くことを目指 している。その点 において性格 はかな

り異 なる と言 えるが、既存の青少年育成組織 も学校外教育活動の一翼 を担 うとい う意味で、

この 「地域教育 プラ ッ トフォー ム」が展開す る活動 に積極 的に参加 してい くことが期待 され

ている。

○ 「地域教 育プラ ッ トフォーム」 は、 区市町村教育委員会 との連携 ・協力の下に、地域 にお

ける多様 な主体(NPOや 青少年育成組織)に よって、設 立 ・運営 されてい くものである。

その成 立の過程 においては、各 々の立場か ら展開 され る教 育観や方法論の相違が生 じるが、

それ を乗 り越 え 「共通 の教育観」 を形成 してい くことで、地域が一体 となって子 ども ・若者

の育成 に取 り組む ことを 目指 した 「新たな地域文化」が うまれて くるこ とも期待で きる。

第4章 地域教育 プラッ トフォームづ くりを進めてい くための教育行政の

あ り方

1こ れ か らの教育行政 の役割 と地域教育総合計画 づ くりの必要性

○ 地方分権 の進展 に伴 い、地方公共団体 にお ける責任 と権 限が拡大 してい る。このよ うな中で、

教 育委員会 には、教育行政の責任 ある担い手 として、拡大 した権限 を生か し、主体的にその役
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割 を発揮す ることが強 く期待 されている。

○ 特 に区市町村教育委員会には地域の教 育課題 に迅速に対応 してい くた めの グラン ドデ ザイ ン

としての 「地域教育総合計画」を描 くことが求 められている。

2地 域教育総合計画づ くりを進めるための教育行政の あ り方

(1)区 市町村教育委員会の役割

○ 「地域教育総合計画」づ く りが 目指す ものは、次代 を担 う子 どもたちの育成 を中核 に据 え、

教育の総合力 を高めるこ とであ り、学校 教育 と社会教育を相互に関連 させ なが ら施策 の体系

化 を図 ることにある。

○ 【図7】 では、 「地域教育総合計画」の概念図 を示 したが、計画を作 る際のポイ ン トとなる

のが 「学社融合」の領域 を どの よ うな形で計画 に盛 り込むか とい うことである。

【図7】 地域教育総合計画の枠組み
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○ 「地域 教育総合計画」 を実効あ るものに してい くためには、計画 を推進 してい く教育行 政

の体制整 備が重要になって くる。

○ これまでの教育行政 は、学校教育行政 と社会教育行政 に 「二分」された傾 向が強かったが、

「地域教育総合計画」づ くりを進 めるに当た って、学社融合領域の施策 を展開す るため、教

育委員会内部 に教育施策 の総合的企画 ・調整機能 を有 した部署 を設置す る必要性 が生 じて き

た。そ の部署 が各学校や地域住民、地域 の社会資源 のニーズを把握、分析 した上で、学校教

育 ・社会教育相互の有機 的関連 を示 しなが ら区市町村独 自の総合的 な地域の教育力を生かす

ための教育計画案 を立案す るこ とが期待 されてい るのである。

○ 具体的には、「地域教育プ ラッ トフオーム」を設置す る 「地域(エ リア)」 の範囲を どのよ

うに設定す るか、コーデ ィネー ター役 をだれ に(あ るいは どの よ うな団体 に)任 せ るか、地

域住 民の学校運営への参画の しくみ をどのよ うに描 くか、特色ある学校づ くりを行政 として

…
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どの よ うな形で支援 してい くかな どの方針案 を示す ことが総合的企画 ・調整機能 を有 した部

署 に求 め られ、学校 教育及び社会教 育行政 をつか さどる部署はその方針 に基づ き、着 実に施

策 を実施 してい くことになる。

(2)都 教育委員会に求められる役割

○ 都教育委員会には広域的自治体 として、先導的施策を実施することや都内全域の教育水準

の維持・向上 とい う観点から区市町村教育委員会を支援 していくことが期待される。

ア 区市町村教育委員会に対 し教育行政の新 たな施策枠組み を示す

○ 第一 に求 め られ るのは、教育行政 の新 たな施策枠組み を示す ことで ある。特 に 「学社融

合領 域」 の施策 を教育行政 と して一体的 に推進 してい くための方向性 を整理 し、区市町村

教育委員会に示 してい く必要がある。

○ そのた めには、生涯学習スポー ツ部 内に 「学校教育支援 」を担 当す る職員(社 会教育主

事)を 配 置す る ことな どを通 じ、社会教育行政 における 「学校教育支援」の位 置づ けを明

確化 させ ることが挙 げ られ る。 また、 区市町村 における 「地域教育プ ラッ トフオー ム」づ

く りへ の支援 をは じめ、都 立学校が行 う教育活動の支援 も望 まれ る。

○ 加 えて、都生涯学習審議会 の果たす役割 も大きいものがある。都生涯学習審議会は条例

によって設置 された地方 自治法上の 「附属機関」であ り、生涯学習の振興に関 して、長期

的な展望 に立 って、広い視野か ら検討す るために設置 され てい るものである。 しか しなが

ら、 これ までの生涯学習審議会は、条例上は学校教育を含 めた施策提言が可能であった に

も関わ らず 、 この分野への提言 は十分 にな されていた とは言えなかった。今後は、学校教

育 と社会教 育を包括す る視点に立 って、将来を見据 えた施策提言機 能 を強化 してい くこと

が期待 され る。

イ 先導的施策の実施

○ 第二 に先導的施策 の実施 を通 じて、施策誘 導を図ってい く必要が ある。例 えば第3章 で

提案 した 「地域 教育プラ ッ トフオーム」 の しくみづ く りを全都 的に展開 してい くために、

都教育委員会 は以 下に挙げた取組 を積極的に実施 してい く必要が ある。

【「地域教育 プラ ッ トフオー ム」の全都的展開 を図る上で、都教育委員会に期待 され る役割】

(1)企 業や大学等の有す る専門的教育力 を積極的に活用す るた めの しくみづ くり

☆施策案1東 京都 「地域教育」推進ネ ッ トワーク協議会(仮 称)の 設置

(2)「 地域教 育プ ラッ トフォーム」づ くりに向けた支援及び助言

★施策案2区 市町村教育委員会 ・協力 した 「地域教育プ ラッ トフオーム」づ くりモデル事

業 の実施

★施策 案3都 教 育委員会における社会教育主事 と指導主事 の連携 による(「 地域 教育プラ

ッ トフォー ム」づ くりや学社融合 のための)区 市町村教育委員会へ の指導 ・助

言機能の充実
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☆施策案4都 立学校の 「地域教育プラ ッ トフォーム」への参加促進

(3)優 秀 なコーデ ィネー ターの確保、養成 、スキルア ップ

☆施策案5「 地域教育プ ラッ トフォー ム」の 中核 となるコーデ ィネー ターの養成及びスキ

ル ア ツプ

(4)教 員 の資質向上(職 業能 力開発)へ の支援

☆施策案6教 員対象研修 、教員への意識啓発の実施

(ア)企 業 ・大学等が有す る専門的教育力 を社会資源 と して活用す るための しくみづ くり

Ol図81に 「東京都 『地域教育』推進 ネ ッ トワー ク協議会(仮 称)」 のイ メー ジを示 し

た。

○ 東 京には、企業 、経済団体、大学 ・研 究機 関、NPO、 文化芸術 団体 、スポーツ団体

な どの多様 な社会資源が存在 している。それぞれ の機関 ・団体が各 々の立場 か ら子 ども

たちの教育支援 に取 り組んでいる事例 も少な くない。 しか し、現在その支援 を享受でき

るのはごく一部 の学校で あって、東京都全体 としては社会資源 が十分 に活用 され てい る

とは言 えない状況 にある。

○ 資源 を提供す る企業や経済団体 の側 も社会貢献の一環 として 「教育支援」を打ち出 し

てはいるものの、提供で きる資源 に 自ず と限界があるた め、多 くの学校 か ら出され るニ

ーズのすべてにこたえてい くことは難 しいのが現状であ る
。

○ このよ うにひ と口に企業や大学等 の外部の社会資源 と学校 の協働 の しくみづ く りにお

いて も、個々の地域 レベルにおいては解決で きない複雑かつ多様 な課題 もあ り、 これ ら

の課題 を整 理 ・分析 し、 よ りよい解決策 を導 き出す ための協議機 関を設置す ることが、

広域行政 と しての都教育委員会 に求 め られている。

○ 「東京都 『地域教 育』推進ネ ッ トワー ク協議会(仮 称)」 は、企 業 ・経済団体 、大学 ・

研究機 関、NPO、 そ して 「地域教育プ ラ ッ トフォー ム」関係者 、区市町村教育委員会

関係者 、学校関係者 の主体的参加 に より、 「外部 の社会資源 と学校 の協働」を進 めてい く

上で生 じる課題 の解決 を図 ろ うとい うもので ある。例 えば① 「奉仕体験活動 、② 「『キ

ャ リア教育』支援」、③ 「地域 におけ るスポー ツ活動支援」、④ 「地域 にお ける文化活動

支援」、⑤ 「学校教育支援」、⑥ 「家庭教育支援 」な どの課題 を整理 し、よ りよい解決策

を提示す ることが期待 されている。

○ また、「東京都 『地域教 育』推進 ネ ッ トワー ク協議会,(仮 称)」 の活動成果や都教育委

員会 が企業や大学等 と連携 して開発 した学習 プ ログラム等 を、r地 域教育プ ラ ッ トフォ

ーム」を通 じて各学校や社会教育施設 ・団体に提供 してい くこ とも期待 され る。

(イ)地 域教育 プラッ トフォームづ くりに向けた支援及び助言

○ 先述 した よ うに 「地域教育プラ ッ トフォーム」は、区市町村教育委員会 との連携 ・協

力の下に、地域 の特性 に応 じた多様 な運営 主体 によって設置 されてい くことが望ま しい。

○ 例 えば、都教 育委員会が区市町村教育委員 会 と連携 して、都 内の幾つかの地域 でモデ
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ル事業 を展 開 し、その成果を踏 まえ 「『地域教育プラッ トフォーム』づ く りへの指針」と

して取 りま とめ、それ を東京都 生涯学習情報 ホームペー ジや区市町村 との連絡会等の開

催 を通 じて(「 地域教育プ ラッ トフォーム」づ く りを)全 都 的に広げてい くことが考 えら

れ る。

○ モデル事業 を実施す る際には、都教育委員会の指導主事 と社会教育主事が連携 し、区

市町村教育委員会や地域内の学校 、そ して社会教育 関係団体な どへの適切な支援 と助言

を行 ってい くことが望まれ る。

○ 加 えて、モデル事業 を実施 してい く過程 においては 「P(Plan)一D(Do)一C(Check)

一A(Action)」 のマネ ジメン トサイ クル の手法に基づいた進行管理 を行い
、事業の実効

性 を高めてい くとともに、事業 実施 の透 明性 に配慮す るな ど都民への説明責任 の視点を

重視す る必 要がある。

○ モデル 地区内に都立学校(都 立高等学校、都 立盲 ・ろ う ・養護学校等)が ある場合 、

その都 立学校 は、地域のニーズに応 じ学校 開放に取 り組 む ことや都 立学校 の有す る教育

力 を地域 に還元す ることで、「地域教育プ ラッ トフオーム」づ くりに積極的に寄与す るこ

とが期待 され てい る。 また、都 立学校が求 める奉仕体験活動等の活動 の機会や場 を 「地

域教育 プラ ッ トフオーム」 が提供 してい くことな ども考 え られる。

(3)都 社会教育主事 が果たすべ き役割

○ 社会教育 主事 に新 たに求め られ て くるのは、教育委員会 にお ける専 門的教育職員の立場か

ら 「地域教育 プラ ッ トフオーム」 の設置及び運営のための支援 にかかわ る推進的役割 を果た

す こ とであ り、学校教育支援施策の展開を通 じて学校や地域の人々に多様 な 「学び」 のスタ

イル を示 して い くこ とである。

○ 社会教育主事 は、指導主事 とな らんで教育公務員 として位置付け られているが、指導主事

が 「学校 にお ける教育課程、学習指導 その他学校教育に関す る専門的事項の指導」 とい う明

確 な役割 を持 ってい るのに対 し、社会教育の場合 は、教育 ・学習 の主体はあくまで住民であ

り、それ を(教 育行政 の立場か ら)援 助 してい くのが、社会教育主事の役割 とされ てきた。

○ 社会教育主事 については、社会教育主事 の設置:が社会教育法 に盛 り込 まれ た1951(昭 和26)

年以来、そのあ り方や専門性 の中身 がわか りに くい とい う指摘 を受 けてきた。加 えて法施行

か ら50年 以上が経過 し、社会状況 は大 き く変化 してお り、時代状況に応 じた社会教育主事の

役割 を位 置:付け直す必要が ある。

ア 都社会教育主事の新 しい職務

○ 今後、都の社会教育主事に期待 される職務内容を挙げると以下のようになる。
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【図8】 東京都 「地域教育」推進 ネッ トワー ク協議会(仮 称)に ついて
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(1)「 地域教育 プラ ッ トフォーム」づ く りに向けた区市町村への支援

① 「地域教育総合計画」づ くりに関す る区市町村教育委員会への助言

② 「地域教育プ ラ ッ トフォーム」設立 に向けた支援

・企業、大学、NPO等 の社会資源 との連拷 の しくみづ く りへ の支援

・学校 関係者へ の理解促進

・コーデ ィネー ター のマネジメン ト能力向上支援

③ 「地域教 育プラ ッ トフォーム」の具体的運営に関す る助言

・地域 にお ける教育ニーズの把握
、分析

・活動 プログラム作成支援

・活動資金(シ ー ド・マネー)づ く りへの支援

(2)都 教育委員 会において社会教育主事 に期待す る職務

① 生涯 学習 スポーツ部 が今後取 り組むべ き施策の企画 ・立案

・生涯 学習 スポーツ部 にお ける 「学校教育支援機能」 を強化す るための施策 の立案

(企業 ・大学 ・NPO等 の社会資源のネ ッ トワー ク化 、社会資源 を活用 した学習プログ

ラム開発 な ど)

・新 しい家庭教育施策の立案

・生涯学習審議会事務局の中核 と しての役割強化

② 都 庁 内の 「学社融合」施策 の推進役

・指導部 と生涯学習スポーツ部の施策連携(例:教 員研修 の共 同企画な ど)

・知事部局が有す る教 育資源 の学校教 育への活用促進

③ 都 立学校 への支援体制づ くり

・「奉仕 体験活動 をは じめ とした都立高校への支援(体 験先 の開拓
、授業カ リキュラム

作成 の援助 、外部講師 の紹介)

・「奉仕 体験 活動」
、 「キャ リア教育」、「福祉教育 ・ボ ランテ ィア学習」な どの分野 におい

て外部講 師 として、学校 で授業 を担 当

・社 会教育主事の企画に よる都 立高校生 を対象 とした 「体験活動プ ログラム」の実施

イ 都社会教育主事の資質 ・能 力の向上

○ 都 の社会教育主事には、社会教育事業の企画 ・実施等 を通 じてこれ まで培 ってきた経験

と専門分 野での知識 の蓄積 を踏 まえ、新 たな職務 に取 り組んでい くこ とが期待 され てい る。

○ 上述 した社 会教育主事の新 たな職務 を着実かっ的確に遂行 してい くためには、都 の社会

教育 主事 の資質 ・能力 を向上 させ るこ とが不可欠であ り、今後社会教育主事 が身 に付 ける

べ き資質 ・能力 を示す と以 下の よ うになる。

(1)社 会教育分野の専門的教育職 と しての力量形成

(ニ ーズ把握 の手法 、社会資源 のネ ッ トワーク化の手法、 コーデ ィネー ト能力、NPOに

118



関す る知識、学習プ ログラム編成 な ど)

(2)教 育政策形成能力の向上(政 策立案 ・:事業管理及 び実践的力:量の向上)

(3)教 育行政の職員 としての総合的な行政実務能力の向上

(財政や学校教育関連 法規 に関する知識 の習得及び実践的力量 の向上)

○ 社会教育主事 の資質 ・能力の向上 を図 るためには、都教育委員会が計画的 なOJT(On

TheJobTraining)の 機 会 を設 定す ることを通 じて、専門職 としての力量形成 とともに、

行政職員 としての総合的行政実務能力の向 上を図るた めの方策 を打 ち出す必要がある。

○ 加 えて教員や指導 主事 に対 して は、教 育公務員 として専 門性 を高め るた めの数 々の資

質 ・能力 の向上策 が講 じられて きているが、社会教育主事 に関 しては同様の しくみが用意

されていないのが現状 である。今後 は、社会教育主事 の専門職 と しての レベルの維持、向

上 を図るた めの方策 を講 じることが都教育委員会 に求 め られ ている。

おわ りに

本答 申では、子 ども ・若者 の 「次代 を担 う力」 の育成 に焦点 を当て、学校 ・家庭 ・地域の教育力

の再構 築を 目指 した教育施策 につ いての考え方及び教育行政 の役割 についての提言 を行った。

答 申を取 りま とめる過程 で私たちが留意 した ことは、従来の生涯学習 ・社会教 育行政の枠組 みに

とらわれることな く、教育施 策の総合化 ・一体化 の視点 に立って提案 を行 うことであった。本文 で

は十分に触れ ることがで きなかったが、 この答 申で提案 した諸施策 を実施 してい くに当た っては、

教育委員会 内の学校教育担 当部署 の:職員 をは じめ、学校管理職 、教員 といった方 々の理解 ・協力が

不可欠であるとい うこ とは言 うまでもない。学校 の主要 な役割 は、過去か らの知識や技能 を新 しい

世代 に伝達す ることにあ り、その役割 は普遍 的な ものである。 しか し、同時に変化 の激 しい時代 に

対応 してい くために学校は、多様 な教育資源 の有効活用 を図 りなが ら、教育内容 の不断の:革新 に努

めてい くことが期待 されてい る。

今回提案 した 「地域教育プ ラッ トフォーム」は、学校改革を地域の側 か らサポー トす るものであ

り、家庭や地域が学校 と適切 な役割分担 を行 いなが ら、子 ども ・若者の育成活動 の活性化 を図るた

めのものである。都教育委員会 は、東京にお ける 「地域」の多様性 を踏 まえ、区市町村教育委員会、

学校 関係者 、企業、大学、NPO等 とも積極 的に連携 しなが ら、本答 申の具現化 に努 めてい くこと

を希望す る。
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Ⅱ市区町村における生涯学習審議会等の

答申・建議等
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Ⅱ市区町村における生涯学習審議会等の答申 ・建議等

○高齢者の生きがいづくり

(建議 平成16年10月 埼玉県上尾市生涯学習推進市民会議)

○ 生涯学習の啓発

(提言 平成16年11月 神奈川県茅ヶ崎市生涯学習推進委員会)

○ 答申書

「将来を志向した学校園教育のあり方」と 「生涯学習振興のための教育施設の活用」につい

て

(答申 平成17年2月 兵庫県播磨町教育審議会)

○ 粕屋町における生涯学習の推進方策について

(答申 平成17年3月 福岡県粕屋町教育問題審議会)
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Ⅲ都道府県・指定都市における社会教育委員の

会議の答申・建議等
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○ 青少年の地域活動を支援する環境づくりに向けた社会教育行政の

役割と課題

(報告 平成16年5月 神奈川県社会教育委員の会議)

は じめに

今 日、い じめ、暴力行為 、ひ きこも りな ど、青少年 をめぐる様々な問題が深刻 な社会問題 として

取 り上げ られています。 こうした問題 の背景には、青少年 に他人 を思いや る心や社会 の構成員 とし

て の規範意識な ど豊かな人間性が育 まれていない ことが指摘 されています。

こ うした中、平成13年7月 に社会教育法及び学校教育法 が改正 され学校 内外 を通 じた体験活動 の

促進が求め られ るようにな りま した。 また、平成14年7月 には中央教育審議会 か ら 「青少年の奉仕

活動 ・体験活動の推進方策等 について」の答 申が出 され 、青少年 の豊かな成長 を支 えるためには、

学校や地域 において、意図的、計画的に様 々な体験活動 の機会の充実 を図 ること、 さらには、様々

な体験活動 か ら、社会のルール を認識 し自ら考 え判 断 し、行動できるカ を身 につけるこ とのできる

環境 を整備す ることが求め られ ています。

神奈川県社会教育委員の会議 では、平成14年 よ り2年 間 にわた り、 「青少年 の地域活動 を支援す る

環境づ く りに向けた社会教育行政 の役割 と課題」 とい うテーマで、環境づ く りとい う視点か ら青少

年 の体験活動やボランテ ィア活動 について、研究協議 を続 けてまい りま した。特に本報告では、地

域 の人材、施設、イベ ン ト、そ して、それ らに総合的に関わる行政 とい う4つ の側 面か ら、それぞ

れ の役割や機能 について調査研 究 し、社会教育行政が取 り組むべ き、青少年 の地域活動 を支援す る

環:境づ くりに向けた方策 についてま とめま した。

この報告書が青少年 の地域活動 に関わ る行政 の参考 になれ ば幸いです。

1テ ー マ

(1)テ ーマ

青少年の地域活動を支援す る環境づくりに向けた社会教育行政の役割 と課題

(2)テ ーマ設定の趣 旨

ア 青少年を取 り巻 く環境 と実態

今日 、青少年を取 り巻 く環境 は、少 子 ・高齢化、都 市化、核家族化 、情報化等の変化のな

かにあ り、い じめ、薬物乱用、性非行 、暴力行為、ひき こも り、凶悪犯罪の増加 な どが、深

刻 な社会問題 となってい る。 こ うした背景 には、思いや りの心、豊 かな人間性 や社会性な ど

が青少年 に育まれ ていない ことがあるが、それ には、 自己中心的なお となの意識や生 き方な

どが深 く関わっている。

神奈川県においては、平成14年 度街頭犯罪(ひ った く り ・路上強盗 ・自転車盗 ・オー トバ

イ盗 ・自動販売機荒 し等)で 検挙 ・補導 され た少年は2,880人 で、成人 を含 めた全検挙人員4,022
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人の うち、少年は71.6%を 占めている。因みに平成10年 度 は58.7%で 年々増 えて きている。

また、平成14年 度中に県内で検挙 ・補導 された刑法犯少年 は10,590人 で大阪、東京 に次いで

全国第3位 となってお り、大変憂慮 され る状況 にある。

中央教 育審議会答 申 「青少年の奉仕活動 ・体験活動 の推進方策等につ いて」(平 成14年7月

29日)で も指摘 されてい るよ うに、青少年が、様々な人や社会 、自然な どと直接ふれあ う機

会 は、情報化 、科学技術 の進展 によ り少な くなっている。青少年 の豊かな成長を支 えるには、

学校や地域 において、意図的、計画的に様々な体験活動の機 会の充実を図 り、思いや りの心

や豊かな人間性や社会性、 自ら考 え行動 できる力など を培 うことが必要である。また、い じ

め、暴力行為、ひ きこも りな ど青少年 をめ ぐる深刻な問題が生 じてお り、子 どもたちの精神

的な 自立の遅れや社:会性 の不足な どが見 られ る。 このよ うななかで、青少年 に、社会 の構成

員 としての規範 意識や 、他 人を思いや る心な ど豊:かな人間性 を育んでい くためには、社 会体

験活動や 自然体験活動 な ど様々な体験活動を通 して、 自ら考え判断 し、行動できる力 や社 会

のルール を身 につ けるこ とができる環境 を整備す ることが求 め られ る。

イ 学校教育法及 び社会教育法の改正

平成13年7月 の社会教育法及び学校 教育法 の改正によ り学校内外にお ける体験活動の促進

が求 め られ る ようになった。

(ア)社 会教育法 の一部 を改正す る法律

社会教育法 の一部 を改正す る法律 では、青少年の社会性や豊 かな人間性 を育むために、

「教育委員会や公民館 等の社会教育施設が 自ら体験活動の機会 を提供す る事業 を実施す る

こと、及び民問の社会教育団体等が実施す る事業 を奨励す ることを教育委員会の事務 とす

る」 旨を第5条 第12号 で規定 した。

また、同法改正の背景 として、文部科学省生涯政策局社会教育課長 は、「教育委員会月報」

(第～法規 平成13年9月)の 中で、 「近年、都 市化や少子化、地域社会 における人間関係

の希薄化等が進んだた め、地域 の教育力が弱 ま り、青少年一人ひ と りが 日常的に様々な体

験の 中で多 くの人 と関わ り、試行錯誤 しなが ら社会のル ール を自ら考 え行動す る習慣 を身

につ けてい くことが難 しくなってきている。 このた め、地域 において、意図的 ・計画的 に

青少 年に様 々な体験活動 の機会を提供す ることが、社会教育が担 うぺ き重要な役割 になっ

てきてい る。」 と説明 している。

(イ)学 校教 育法 の一部 を改正する法律

学校教 育法 の一部 を改正す る法律では、「小学校、中学校 、高等学校、中等教 育学校、盲

学校 、聾学校及び養護学校 について、各校種 の教育 目標 の達成 に資す るよ う、教育指導 を

行 うに当た り、児童生徒の体験的な学習活動、特にボランテ ィア活動 な ど社会奉仕体験活

動、 自然体験活動その他 の体験活動の充実 に努めるもの とす るとともに、社会教育関係団

体その他の関係 団体及 び関係機 関 との連携に十分配慮 しなけれ ばな らない」 としてい る。
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ウ 完全学校週5日 制の実施

平成14年 度か ら完全学校週5日 制が実施 されてい る。 この完全学校週5日 制は、家庭 ・学

校 ・地域 が一体 となってそれ ぞれの教育機能 を発揮 しつつ、子 どもた ちが 自然体験や社会体

験な どを行 う場や機会 を増や し、 自ら学び 自ら考 える力や豊かな人間性、健康や体力 などの

「生 きるカ」を育も うとす るものであ る。完全学校週5日 制の もとでは、週末等 において、

子 どもたちが主体的 に様々な活動がで きるよ う、家庭や地域にお ける体験 活動等 の場や機 会

の拡充、情報提供体制の充実を図ることがます ます求め られている。

工 新学習指導要領の実施

学校 においては、平成14年 度か ら、新学習指導要領 において、 「生きる力 」の育成 をめざす

観点か ら体験活動が重視 され 、新た に 「総合 的な学習の時問」が創設 された。体験活動を教

育活動 に適切 に位置づ け、その充実 を図 ることが求 められ るよ うになった。

この よ うに、子 どもた ちが学校 内外 において様 々な場所で活動す る機会 が増 えることか ら、

それ らの活動を支 える環境づ く りが必要 となって くる。 その環境づ く りに向けて、社会教育行

政の役割 と課題 を探 るこ とを今 回のテーマ とした。

(3)テ ーマに関わ る基本構想

体験活動やボランテ ィア活動 について、市町村や社会教育 ・青少年 関係団体 にお ける取組 を

「環境づ くり」 とい う視点か ら調査 を実施 した。

表一1に あるよ うに、地域 の人材、施設 、イベ ン ト、そ して、それ らに総合的 に関わる行政

とい う4つ の側面か ら捉 え、青少年が地域 で活動す る場合 に各側 面が果 たす役割や機能 につい

て区分 し整理 した。なお、地域 の教育資源 としての 自然環境 は、各場 面に共通 して活用 できる

もの とした。

市町村社会教育 ・生涯学習及び青少年教 育担 当課 を対象 に2回 わたる調査 を実施 し、それ ら

の結果 をもとにテーマ について審議 し、 ここに報告書 としてま とめるもの とした。

(表 一1)

地域人材

どのような人材が青少年の活

動を支えているか

・知識 ・技能を有す る個人 ・団

体の活用

・青少年の 自主的 ・主体的活動

に向けた支援

・青少年 の活 動 を支 援す る教

材等の作成

地域施設

どのよ うな施設が青少年の活

動を支えているか

・施設職 員 が企 画 した施 設や

地域 の特 性 を生 か した学習

プ ログラムや事業 の実施

・施設 を利 用す る人や サー ク

ルが 自ら持つ技能を生か し、

企画 した学習プ ログラムや

地域イベ ン ト等

どの よ うなイ ベ ン トが 青少年

の活動 を支 えているか

・商店街 ・企業 ・公民館 ・野外

活動施設 ・学校等が企画 した

事:業へ の参加

・実行 委員 会等 の組 織 が企画

した 町づ く りフェステ ィバ

ル等へ の参画
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事業の実施

・活動場所の提供 を行 う施設

の拡充

・情報の提供や相談を行 う施

設の整備

・指導者の養成

行 政

行政の どのよ うな取組 が青少年 の活動 を支 えるのか

・情報の提供 ・相 談

・気運の醸成

・連絡 ・調整

・指導者 の養成

・青少年育成団体への支援

2青 少年の地域活動の現状

(1)青 少年の地域活動の現状 と意識

ア 青少年 と地域社会の関わ り

「地域の教育力の充実に向けた実態 ・意識調査(平 成13年9 ,月・10月調査)(子 どもの体験:

活動研 究会)」 に よる と、子 どもの地域社会 との関わ りは、小学校 、中学校 、高等学校 と学年

が あが るにつれ少 な くなる傾 向にあ り、ボランティア活動についても同様の傾 向にある。

また、学校 にお ける体験活動 も、小学校、中学校、高等学校 と進むにつれて少な くなる傾

向にある。(「 学校 にお ける体験活動の実施状況(平 成12年 度)」 ・文部科学省)
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さらに、前述(P130)の 調 査 「地域の教 育力 の充実に向けた実態 ・意識調査報告書:」によ

る と、 日ごろか ら、地域の人たち とのふれあいが多 い子 どもは、日 常生活 の充足感 も高 く、

地域活動への関心が高い傾向を示 してい ると報告 されてい る。

この ことは、神奈川 県青少年総合研修セ ンターが平成!4年3月 に出 した報告書 「地域活動 ・

ボランティア活動 をす る青 少年等の意識調査報告書」(県 内の高校5校 生徒381人 を対象 とし

た調査)に よって も次 のよ うに同様 な結果が報告 され てい る。

・小学生の頃 に子 ども会や町内会等 の活動 に参加 していた、あるい は現在 も活動 してい る高

校生はボランテ ィア活動 にも関心 を持つ傾 向が見 られた。

・クラブ活動 を行 う生徒や学校行事 に熱心な生徒は、ボランティアに関心 を持つ傾 向が見 ら

れた。

イ 完全学校週5日 制 における土曜 日の過 ご し方

神奈川 県教育委員会 が、小学生 ・中学生 ・高校 生を対象に平成14年9月 に行 った 「完全学

校週5日 制 に関す るア ンケー ト調査」の結果(P132・P!33・P134)に よる と、 「土曜 田の

休みは どのよ うに過 ごすか」 とい う問い に 「自分の趣味や好 きな こ とをす る」 と回答 した高

校生は、回答者の半数近 い率で第1位 とな ってお り、小 ・中学生 において も比較的 に高い率

を示 している。

一方
、「ボランテ ィア活動 をす る」 「自然に親 しむ活動をす る」 「地域での スポーツや文化活

動 に参加す る」 「図書館 や博物館 な どへ行 く」 とい った項 目はいずれ も低 い率 となっている。

小学 生

「家 族 とい っ しょに過 ごす 」49.62%

「テ レビを見 た り、テ レ ビゲ ー ム をす る」48.09%

「友 達 と遊 ぶ 」41.96%

「自分 の しゅみ や好 き な こ とをす る」35.28%
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「ゆ っ く り と1日 を過 ごす 」25.19%

※ 表 の そ の 他 の 内訳

「習 い 事:をす る」13.92%

「家 で 読 書 を す る」8.42%

「学 習 塾 に行 く」5 .85%

「地域 で の ス ポ ー ツや 文化 活 動 に参加 す る」5.43%

「図 書館 や 博 物 館 な どへ行 く」3.48%

「自然 に親 しむ活 動 をす る」1.39%

「ボ ラ ンテ ィア活 動 をす る」0.70%

「そ の他 」5.64%(主 な もの は、 「買い 物 な ど外 出す る」 な ど)

調 査数(有 効数)

小 学校1,437人

中 学 生

「部 活 動 、 ス ポ ー ツ クラ ブな どに参 加 す る」58.81%

「友 達 と交 流す る」45.58%

「テ レ ビを 見 た り、 テ レ ビゲ ー ム をす る」42.61%

「自分 の趣 味や 好 き な こ とをす る」39.57%

「ゆ っ く りと1日 を過 ごす 」 が34.50%

「家 族 と一緒 に過 ごす 」27.01%(小 学 生 と比べ て低 い率 とな っ てい る)
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※ 表 の その 他 の 内訳

「家 で勉 強 す る」6.41%

「習 い事 をす る」5.87%

「家 で読 書 をす る」5.47%

「図書 館 や博 物 館 な どへ 行 く」1.28%

「地域 で の ス ポー ツや 文 化活 動 に参 加 す る」1 。22%

「ボ ラ ンテ ィア活 動 をす る」1.01%

「自然 に親 しむ活 動 をす る」0 .88%

「そ の他 」3.24%(主 な もの は、 「買い 物 な ど外 出す る」 な ど)

調 査 数(有 効数)

中学 校1,481人

高 校 生

「自分 の趣 味や 好 きな こ とをす る」48.24%

「友達 と交流 す る」46 .07%

「ゆっ く りと1日 を過 ごす」44、44%

「部活 動 、 ス ポー ツ ク ラブ な どに参加 す る」34 .96%

「家 族 と一緒 に過 ごす 」13.01%(小 ・中学 生 と比 較 した場 合 、年 齢 が上 が る につれ て率 が

低 くな る傾 向 に ある)
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※ 表 の そ の他 の 内訳

「家 で勉 強す る」7.59%

「家 で読 書 をす る」7.05%

「習 い事 をす る」4.07%

「図書 館 や 博 物 館 な どへ行 く」3.25%

「ボ ラ ン テ ィア活 動 をす る」2.98%

「学 習 塾 や 予 備 校 に行 く」2.98%

「地 域 で の ス ポー ツや 文化 活 動 に参加 す る」1.63%

「自然 に親 しむ 活 動 をす る」0.81%

「そ の他 」4.07%(主 な もの は、 「買い 物 な ど外 出す る」 な ど)

調査数(有 効数)

高校生369人

「完全学校週5日 制に関するアンケー ト調査結果(平 成14年9 .月)」神奈川県教育委員会により作成

ウ 県内の青少 年団体 の動向

県 内では数 多 くの青少年団体や グループが活動 しているが、趣味 の活動等 目的追求型の グ

ルー プ活動 が増加 してお り、その内容 も多様化、小集団化 している傾 向にある。 また、少子

化 とあいまって、団体 を構成す る単位 団体数 、会員数について も減少傾 向を見せている。(「か

なが わの青少年2003」 神奈川県)
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子 ども会数 ・会員数 ・指導者数の推移

(2)青 少年の地域活動を支 える事業の現状

ア 地域人材に よる事業

○ 子 ども会 ・市 民団体 における体験活動

◇ 子 ども会育成会等 による事業

子 ども会育成会 によって様 々な体験活動が行 われてい るが、児童数の減少や保護者 の

意識 の変化、指導者や育成者の不足等か ら、団体数 は減少 し、活動 が停滞す るところが

でてきてい る。

その ような中、A町 の子 ども会 ボランテ ィア協会 は、子 ども会 のスポーツ大会 をサポ

ー トす る 目的で結成 されたが、竹 とん ぼやわ ら草履づ くり自然探検 な どの活動を してい
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く中で、お とな 自身の交流が広が り 「楽 しい」 「仲間づ くりができる」な ど、自分たちが

楽 しみを感 じるよ うになった。その後、活動は広が り、他 の団体 とも連携 ・協力 しなが

らさらに活発 になっていった。

◇ 市民団体に よる事 業

B市 では市内を中心に活動 してい る19団 体が連携 ・協力 し実行委員会を組織 した。そ

して、小 ・中学生 の土曜体験プ ログラム 「○○子セ ミナー」 を開催 している、団体がそ

れ ぞれ の活動分野で担当のコー スを分担 し、10コ ースを設 けて フィール ドワー クを中心

に活動 してい る。

○ 学校支援ボ ランテ ィアによる体験 活動

◇ 学校支援 ボランテ ィアの実態

神奈川県教育委員会 「学校支援 ボ ランテ ィア活用促進 プロジェク ト」が平成14年12月

に行 った調査結果 によると、学校 支援 ボランティア を受 けいれている学校 は、小学校 は

98.9%、 中学校は87.3%、 幼稚園は71.9%、 盲 ・ろ う ・養i護学校 は70.6%、 高等学校 は

46.2%で ある。小 ・中学校で は、学校支援ボランテ ィアの受け入れが進 んでい る。 しか

し、高等学校では他の校種 と比較 してボランティアの受 け入れが進 んでいない。その理

由 として は、小 ・中学校 と比較 して教科の専門性が高い ことが考 えられ る。

分野(総 合的な学習 時間、クラブ、部活動(体 育系 ・文科系)、 教科 、道徳、遠足 ・旅

行 ・集 団宿 泊等 、その他)と しては、小学校 で 「総合 的な学習の時間」が92.8%、 「教科」

が85.2%と 高い率 を示 している。 また、クラブ ・部活動 、道徳の分野では今後の受 け入

れ希望 が増加 して いる。中学校 では、 「総合的 な学習の時間」が70.9%、 「クラブ ・部活

動(体 育系)」 が63.1%と 高い率 を示 している。また、すべての分野で、現状 よ りも今後

の受 け入れ希望の方が高い率 を示 してい る。

◇ 学校支援 ボランテ ィアバ ンク

同調査 による とボランティアバ ンクについて、あると回答 した学校 は、小学校 は68.9%

で あるが 、他校種 は低 い率 を示 している。高等学校 については6.2%で ある。また、市町

村 において ボランテ ィアバ ンクがあ ると回答 した市町村 は今後の設置予定を含めて16市

町村で ある。

◇ 学校支援 ボランテ ィアの類型

「ボランテ ィア とつ くるこれか らの学校」(県 立教育セ ンター一2002.3)に よると学校支

援ボ ランテ ィアは次の4つ の タイプに分け られ る。
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学校支援:ボラ ンテ ィアのタイプ

活動 の特殊性(専 門的知識 ・技術が必要)

環
境
支
援

皿.施 設 メ ン テ イ ナ ー 型

施設の補修 ・塗装、植木等 の

勢定、パ ソコン管理、保健室補

助等

Ⅳ.環 境 サ ポ ー ター 型

図書室管理 ・図書整 理、花壇

清掃 ・草取 り、 ビデオ撮影 、体

験活動受入等

Ⅰ.ゲ ス トテ ィー チ ャー 型

教科指導(地 域講 師)、 ものつ く

り指導、伝統芸能演示 、部 活動指

導等

Ⅱ.学 習 ア シ ス タ ン ト型

児 童 ・生徒:との交流 、通学安全

指導 、校 内巡 回指導 、校外学習 の

引率等

学
習
支
援

活動 の一 般性(誰 に で も可 能)

「ボランテ ィアとつ くるこれか らの学校～学校支援 ボランテ ィアに関す る調査研究報 告(平 成14年3月)」 神

奈川県立教育セ ンター によ り作成

現在 、子 どものこ とを考え、学校 に関わろ うとす るお となは多 くい る。 しか し、学校支

援 ボランテ ィアによる支援 は始 まったばか りで、何ができるのか とい う不安が あ り、また、

学校側 とボ ランテ ィア を行 う側 との調整を行 う体制づ く りが整 っていない現状 がある。

○ 青少年の体験活動 を支援するボランテ ィア団体数 について

神奈川県内のボ ランテ ィア団体数 は、かながわ県 民活動サポー トセ ンターの集計 による

と平成15年8月31日 …現在で5,257団 体(か ながわ県民活動サポー トセ ンターのホームページ

よ り引用)で 、その うち 「子育て、教育、青少年」の分野にお ける団体数 は327団 体 で全体

の6.2%で ある。これ は 「保健 ・医療 ・福祉 の増進 」2,535団 体48.2%、 「海 外協力 ・外国人

支援」796団 体15.1%、 「環境 ・暮 らし」598団 体11.4%に ついで4番 目であるが、青少年の

体験活動 に関す る団体 だけでな く、子育てや教育に関す る団体 も含んでの数 である。
I
I

し

L

地域 は教育資源の宝庫 である。そ して、そこには多 くの人材 が存在 している。地域 か らの

発信 を待つのでなく、そ の人た ちをいかに子 どもの地域活動のためにコーデ ィネー トす るか、

積極 的に働 きかけてい く必 要性 を感 じる。

イ 地域施設による事業

○ 公民館における青少年の活動 を支える事 業

◇ 子 どもまつ り

C市 の各公民館では、小学生 を中心 とした実行委員会 を組織 し、子 どもたちが主体 と

なってゲームや模擬 店等の企画や運営を行 っている。 それ に中学生 ・高校 生のジュニア

リーダーがま とめ役 として関わ り、 さらには、それ を青少年指導員、子 ども会役員、P
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TA等 は支援 している。

◇ ボラ ンテ ィア活動研修会

小 ・中学 生を対象 としたボランテ ィア講座 はまだ十分行 われていないのが現状である

が、D市 公 民館 では、福祉 の大切 さを知ってもら うために、子 どもたちに高齢者や障害

者 と同 じ立場 を体験 した り、地域 内にある身体障害 者施設 に入所 され てい る方 に介助指

導 を受 けた りす るジュニアボランテ ィア講座 を開催 してい る。そ して、その講座 を修 了

した小 ・中学生に、公民館 まつ りで介助ボランテ ィア として活躍 しても らう事例があ る。

また、E町 では、中学生 ・高校 生 を対象 に、町内の老人 ホームや知的障害者の職業訓

練揚 等 でボランテ ィア体験 を行 う事業が展開 されている。

公民館等 にお いて、青少年 の体験活動や ボランティア活動 を行 うためには、地域の大人や

各種団体 ・サー クルの協力 ・支援が必要 となる。 そこで、公民館 には地域の各種団体サー ク

ルのネ ッ トワー クづ くりと、地域住 民が各 々持つ知識や技能 を生か しなが ら、青少年 の体験

活動や ボ ランテ ィア活動に関わ ることができる機会 をコーデ ィネー トしてい く機能が求 め ら

れてい る。

ウ 地域 にお けるイベ ン ト

○ 青少年の活動 を支 える地域のイベ ン ト

◇ 青少年 も含 めた実行委員会 によるまちづ く りフェステ ィバル

F市 で は、地域側に町の行事に中学生の参加がない、行事がマ ンネ リ化 しているとい

う課題 があ り、一方学校側は地域 に密着 した体験活動 の場 を探 していた。そ こで、PT

Aが パ イプ役 とな り、地域の様 々な団体が行 う事業に、 中学生がボ ランテ ィア として参

加 でき る態勢を整 え、地域ふれ あい事業 を始 めた。生徒 は地域 の様々な事業に興味 を示

し、 自発 的に作業を行 うばか りでな く、企画 か ら運営 まで行 うな ど積極的 に事業に関わ

る姿が見 られ た り、地域 に興 味を持つ よ うにな り、卒業後地域 のサークル に参加す るな

どふれ あいの輪 が広が り始 めてい る。そ して、中学生が地域 に入 ることで街 も活性化 さ

れ る とい う効果 を もた らしてい る。

地域 のイベ ン トとなる とその効果 も大 きい。しか し、様 々な団体 との関わ り方を調整 す る、

コーデ ィネー ト役 の存在が大切 となる。

工 行政による事業

○ 青少年の活動を支える事業

◇ 青少年指導員による事業

G市 では中学生の地域参加活動を活発にするために、青少年指導員連絡協議会が中学

2年 生を対象に環境美化 ・保育 ・介護支援活動を継続 して行 うボランティア活動やファ

ミリーサマーキャンプや青少年センターまつ りにスタッフとして参加する活動などを行

っている。
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◇ 子 どもた ちの参加意欲 を高める工夫

H市 の教育委員会 では、異年齢間の交流を 目的 として、市 内の小学1年 生か ら中学3

年生を対象 に、お互 いに勉強を教え合 う 「教 え合 い教室」を開催 してい る。 さらに、子

どもたちの参加意欲 を高 めるために、教 え合い を通 して地域通貨的 なポイ ン トをや りと

りす る制度 も導入 している。ポイ ン トがた まると図書券やプール な どの市内の施設利用

券 などがも らえる制度 である。

市町村行政において も様 々な青少年の体験活動が行 われてい る。特 に健全育成 ・自然環境 ・

地域文化 に関す るものが多い。 しか し、学校教育 と社会教育、 さらには、首長部局 と同 じよ

うな事業 を行 うな ど横 の連携 が とれていない とい う実態 もある。

3青 少年の地域活動を支える事業の課題

(1)地 域における課題

ア おとなの意識

・学習活動等への参加が多いお となほ ど、地域での子 どもの教育活動 に積極 的に参画す る意

欲が高い傾 向が見 られ る。(「 地域の教育力 の充実 に向けた実態 ・意識調査 」(平 成13年9

月 ・10月調査)子 どもの体験活動研究会)

・神奈川県 が平成15年2月 に実施 した 「家庭 ・地域教育推進ふ お一 らむ」 でも 「まず 、お と

なが生 き生き と活動 してい る姿が地域 にあ るこ とが大切 」 「子 どもた ちをボランテ ィア活

動に参加 させ る前 に、現在のお となた ちにボ ランテ ィア活動 の体験や地域への参加 を促 し、

子 どもたちに喜びや感動 を与 えてあげ られ るお となたちを育成す る方 が必要」 とい う意見

が寄せ られてい る。お となの意識 が子 どもの体験活動へ の意欲 を左右 してい るといえる。

イ コーデ ィネー ターの必要性

・子 どもたちのた めにボランテ ィア活動 を行いたい人や 団体が相談 できる機 関がないため、

地域の様 々な活動が子 どもた ちのために生か されていない実態 がある。

・地域 に点在す る青少年 に関す る多様 な機 関 ・団体 をいかに協働 させ るか。 さらに、それ ら

の団体 と体験活動推進 に関わる問題 を話 し合い、共有 しなが ら方策 を見出 してい くために、

コーデ ィネー トす る人 が必要で ある。

・青少年総合研修セ ンターが県 内青少年対象 の活動団体1271団 体に行 った調査報告(平 成11

年1月)で も、今後 の活動 に必要な もの として、 「体験活動 を行 ってい る団体 のネ ッ トワー

クづ くり」をあげる団体 が8割 近 くあった。

(2)行 政における課題

行政にお ける課題 として、今 回行 った第1次 及び第2次 調査 か ら次の よ うな ことが あげ られ

る。
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ア 青少年の地域 活動 を支援す るボラ ンティア活動 の推進

・青少年 の地域活動 を支援す るボ ランティア活動 を十分に推進 しているとはいえず
、今後に

おいて も大 きな進展 が期待できない現状が窺える。支援す る人々の育成及 び人材バ ンクの

作成、活動 できる場 の提供、 コーデ ィネー ターの養成 、情報の提供、地域 の人や団体 との

連携 ・協力等支援す る環境 が求 め られ る。

・青少年 の地域活動 を支援す る新規 の事業予定は少ない
。財政 的な理由が大 きい と思われ る

が、具体的 に問題点 を探 り、そ の克服に向けた取組が課題 となる。

イ 支援セ ンターの設置

・体験活動ボ ランテ ィア活動支援 セン ター に期待 され る支援分野 と しては
、社会教育 ・青少

年施設 にお ける活動(学 習会 ・サー クル活動 ・子 ども会活動な ど)、 高齢者や年少者 との交

流活 動、 自然環境保護活動、 レク リエー シ ョン ・スポーツ活動、地域 の文化伝承活動 が高

い割合 を示 してい る。 また、セ ンター設置 に向けての課題 としては、多 くの市町村 では、

財政的 な面 と職員 の専 門性 と他部局 との連携 ・協力 をあげてい る。社会教育主事の活用、

効果的 な研修 の実施 、青少年 の体験活動やそれ を支援す るボ ランテ ィアに対す る職員 の共

通理解が求 め られ る。

・青少年 の体験活 動 について、情報提供 ・相談 を行 う機関は、県 内の約 半数 に当たる17の 市

町村 に存在 し、主 に社会福祉協議会、公民館 、青少年会館 、教育委員会 内に設置 されてい

る。 しか し、半数の市町村 には、存在 していない ことにな る。情報提供 ・相談を行 う機 関

の早急な設置が望 まれ る。

ウ 他部局 との連携

・市町村の多 くは青少年 の体験活動を充実 させ るために
、活動の場 の提供、情報の提供、青

少年 の活 動を支援す る人 々の育成及び人材バ ンクの作成、地域の人や 団体 との連携 ・協力、

青少年 の地域活動 を支援す るボ ランテ ィアのためのコーデ ィネーターの賛成が必要である

と考 えている。様 々な機 関や組織 との連携 ・協力のあ り方 が課題 となる。

工 団体 ・サー クルへの支援のあ り方

・市町村 では既成 の団体や サー クル に働 きかけてい くことに より
、青少年 の地域活動を支援

す る環 境づ くりを進 めよ うとす る傾 向が見 られ る。事業の全面委託や補助金の給付だけで

よいのだ ろ うか。今後、教育行政における団体 ・サークル の支援 のあ り方が課題 となる。

4青 少年の地域活動を支える環境づくりに向けた社会教育行政の役割

(１)気 運の醸成

青少 年が社 会の構成員 としての規範意識や命 を大切 にし、他 人を思いや る心豊かな人間性 を

育んでい くためには、社会奉仕、体験活動 な ど様 々な体験 を積 み重ね ることが重要 である。社

会 の人 々が これ を認識 し、皆で支 える環境づ く りを推進 してい こ うとする気運 を醸成 してい く
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ことが大切 である。 このために以下のことに努力す る必要が ある。

ア 啓発 ・広告活動 の積極的展開

・子 どもたちに 「や ってみ よ う」 とい う意欲 を持たせ るため、市町村が発行す る広報や公民

館だ よ り、 自治会 の回覧板 な どを活用 して、子 どもだ けでなく地域 のお となにも広報活動

を行 う。

・社会教育主事や公 民館主事 を中心に、誰 もが参加 してみたい とい う興 味 ・関心 を引 くよ う

な魅力ある活動内容 、プログラムの開発 を行 う。

・神奈川県においては、平成14年 度 よ り 「家庭 ・地域教育推進ふ お一 らむ」 を開催 し、事例

発表や子 どもの体験活動 に関す る討論が行われている。 このよ うな 「ふ お一 らむ」 を県内

各地で開催 し、多 くの県民が この 「ふ お一 らむ」に参加で きるよ うに青少年 育成 団体や市

町村行政を通 じて周知す る必要がある。

イ 多 くの方の参加 を促す工夫

・参加者 の体験 に基づ く喜びや感動 を多 くの子 どもや地域 のお となに伝 え、参加 を促す。

ウ 表彰 ・顕彰

・積極的、継続的に活動 を行 っている人や団体を社会 的に認 知 し、その活動に対 して励み と

なるよう表彰、顕彰 を行 う。

工 家庭への働 きか け

・保護者はその役 圏として、子 どもを地域の行事や体験活動 に積極的 に参加 させ 、地域社会

にお ける人 間関係 のあ り方、 コ ミュニケー シ ョンの大切 さ、地域社会 の一員 であることを

自覚 させ るこ とが大切 である。そのため、家庭で休 目の過 ご し方や地域 について話 し合 っ

た り、活動の場合を親子 で探 した りす るな ど、保護者 が地域活動へ の積極的 な姿勢を示す

よう保護者会や学校 だ より、市町村 の広報、公 民館 だよ りな どを通 じて働 きかける。

・神奈川県では小学生 ・中学生 ・高校生 を対象に夏休み期間を活用 して、 「夏休みかながわ子

どもワクワク体験」を実施 している。他部局 との協 力を得て 「ものづ くり体験」 「科学体験」

「歴 史体験」等、約90の イベ ン トが行われ てい る。各学校 においては、子 どもたちへの周

知について積極的 に取 り組む ことがのぞまれ る。

(2)情 報提供や相談機能の充実

ア 情報提供の充実

・情報提供 には情報紙、チ ラシ、インターネ ッ ト、社会教育関係の機 関紙への登載 な どの方

法が ある。様々な方法で情報提供 の充実に取 り組むべ きである。

・コンピュータや携帯電話の普及に より、イ ンターネ ッ トを通 して行事のお知 らせ をす るこ

とで情報 を速 く提供 できる。 しか し、すべての人がパ ソコンを使 っているわ けではな く、

紙媒体 も必要で ある。
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・学校 を通 して事業のチラシを配布 して もらうことで、多 くの子 どもに情報を提供す ること

ができる。

・各機 関 ・部 局 ・団体等の情報 を一元化 し、誰で も、いつ でも、情報 を見 ることがで きるシ

ステ ムを構築す る必要がある。

イ 相談機能の充実

・ボランテ ィア、体験活動 を希望す る青少年 に対 して、受 け入れ先が少な くまだまだ体制 は

整 っていない。受 け入れ先の確保 は相談機能 を充実 させ る うえで大切 なことである。 そこ

で、青少年ボ ランテ ィアを受 け入れて くれ る団体 ・機能 の把握、 どのよ うな団体が、 どの

よ うな支援 がで きるか、各団体の支援状況調査 を実施す る必要がある。

・受 け入れ先の確保 には、調査だけでな く、電話 で探す ほか、例えば、会社 の営業のよ うに

チーム をつ くって、企業や団体 をまわ り支援 して くれる ところをみつ けて くるな ど積極的

な取組 も必要で ある。そ のた めに、青少年 を支援できる団体の連絡調整会議 を置 き、常 に

新 しい情報 を とれ る体制 を作 ることが急務である。そ して、いつでも相談に対応できる体

制 を確保 す るこ とが大切で ある。

(3)関 係機関 とのネ ッ トワー ク化

青少年 のよ り効果的な地域活動 を支 え、推進 してい くには、県及 び市町村 レベルでは関係機

関 ・施設、団体 、学校等が相互 に連携 してい くことが必要で ある。 その連携 を具体的に進 める

た めに、 まず、県及び市 区町村それぞれ において協議会の設置が求 め られ る。そ して、その協

議会で は、連携 の方 向や、具体的 な事業の仕方な どが検討 され ることにな る。なお、現在類似

組織が存在すれ ば、その組織 の活用を考えてもよい。

また、地域のサー クル、商店街、NPOな どへ も働 きかけて、連絡 ・調整 を行 える体制づ く

りが必要で ある。

(4)物 的条件の整備

青少年 の体験活動は野外活動セ ンターや公民館 な どで行われ る場合が多い。野外活動セ ンタ

ー
、公 民館 、公 園等で充実 した体験活動 がで きるよ うに施設や設備 な ど、物的条件 の整備 を行

うことが大切 であ る。 また、障害のある青少年の利用に対応 できるよ う、バ リアフ リーの視点

を忘れてはいけない。

(5)他 部局 との連携 ・協 力

社会教育行 政が青少年 の地域活動を より効果的に推進す るためには、教育 の観 点か らの他部

局 との連携 ・協力が糞 め られ る。

最近では学校 との連携 、地域 との連携 が様々な形で進 め られ ているが、その連携 は、まだま

だ一部 の ところに限 られ てい る。社会教育施設 と学校 、地域 の団体、子 ども会、青少年 団体 、

公 民館 のサー クル な どとの連携がほ とん どである。

行 政の 中にはい ろいろな部局があるので、社会教育所管部 局 との連携 ・協力を進 めることで
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大 きな成果が あがる と考 えられ る。

・福祉部局 との連携

障害者、高齢者、幼児 とのふれあいを通 して、思いや りや 自分 の生 き方 について考 えを深

めてい くことは大切である。

そのよ うな機会の例 と しては、福祉 関係者 との連携 によ り、車椅子 による介護 の体験や障

害者運動会のお手伝 い、視覚障:害者 の誘導、車椅 子で外 に出てバ リア フ リーマ ップを作成す

ることな どが考 え られ る。 また、～人暮 らしの高齢者 とのふれ あい、幼児 とのあそび な どの

事業 も入れてい くよ うにすれ ば、体験学習の場が広がってい く。

・環境部局 との連携

環境行政ではいろいろな問題 に取 り組 んでい るが、大 きな関心 を呼 んで いるゴミ問題や緑

化 問題への理解 を深 め ることが大切 である。 自然環境 を大切にす る体験学習、海岸清掃な ど

は多 くの団体が行 っているが、海の漂流物調査では どんな物が棄 て られ てい るかを分析す る

ことで、 日常生活 を考え直す こ とができる。

緑 の保全につ いては、担 当部局 との連携 で、植林 、草刈 、ゴ ミ拾いな どの緑化事業が進 め

られ てい るが、その他青少年が参加 して体験学習で きるものを見つけてい く努力が必要であ

る。

・防災部局 との連携

防災部局 との連携 に よる初期消火 体験 、救急体験 などは、青少年 の地域 の災害対策への理

解 を深 めることにな る。 また、青少年 が体験活動 を通 じて地域 防災に関わるこ とは、災害時

の対応 にも役立つ ものであ り、積極 的に進 めてい く必要 がある。

す でに、1市 においては 「子 ども防災大学」 を実施 し、子 どもたちが、防災 に関す る知識

や技術 ・能力を学んでいる。

・産業部局 との連携

産業行政の分野では物づ くりや物 を売 るサー ビスな どの体験活動が考 え られ る。 工場 を見

学す ることで、 ものづ くりを理解 し、そ こで働 く人々の勤労の大切 さを知 ることができる。

商店での販 売体験をす るこ とで物の価値観 を学習 し、また、地域 の人 たち ともふれ あ うこ と

がで きる。

・農水産部局 との連携

農業体験事業 は、以前 か ら米づ く りな ど一部の地域 ですでに実施 されてい るが、まだ行わ

れていない ところに働 きか けてい くことが必要であ る。い もほ り、米づ く り等を通 して生産

や収穫の喜び、また農業 の大切 さを学ぶ ことができ る。

また、水産部局や漁業団体 との連携 によ り、地引網漁業体験 、わか めの育成 、魚ふれあい

体験、海 の恵み体験(加 工体験)な ども実施 してい くこ とができる。
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・消費生活部局 との連携

何気 な く家庭生活 を過 ごしてい る青少年が、添加物の分析体験、合成洗剤 の成分分析や石

鹸づ くりな ど、生活す る上で欠かす ことの出来ないものに関す る体験学習をす ることで、 自

分の生活や身 の回 りの ことに 目が向け られ るよ うにな る。

・健康管理部局 との連携

健康管理部局 との連携 によ り、健康料理教室、健康づ く りウォーキングマ ップづ く りな ど、

家族の健 康の大切 さをあ らた めて考えることができる。

・病院部局 との連携

夏休 みな どに、配膳 のお手伝 いや家 の人た ちが見舞いに来 られない高齢者 との話 し合いな

どを行 うことがで きる。

・歴史 文化部 局 との連携

古代 土器 づ く りや縄文時代の人々の生活 を体験す る学習 を行 うことができる。

これ らの例 を参考に、教育委員会は、青少年の地域活動を支援する新規事業 を積極 的に各部

局 に働 きかけ、社会教 育関係部局 と共催 で事業を進 めてい くことが大切である。

さらに、各部局間の連絡会議 を設 置 し、情報交換や協議等 を行 うことができれば、教育委員

会 を中心に行 政全体で青少年 を支 える体制 を確立す ることが可能 となる。

青少年 が行政 の事:業を体験す ることは、青少年 が環境 問題や福祉 問題な ど地域における様々

な課題 を理解す ることに もつながるので、積極 的な取組 が望まれる。

(6)家 庭 ・学校 ・地域 との連携 ・協 力

ア 学校の役割

「生 きる力」の育成 を図るため、 「総合的な学習の時間」な どの学習 を通 して、小学校 ・中

学校 ・高等学校 の学校 内外で発達段階 に即 して、豊かな地域活動や 自然体験:などの体験活動

を充実 させ てい くこ との重要性 が打 ち出され てい る。 また、平成15年12月 の学習指導要領 の

一部改正で は
、「総合 的な学習の時間」の学習活動を行 うに当たっての配慮事項 として 「学校

図書館の活用 、他 の学校 との連携、公民館 、図書館 、博物館等 の社会教育施設や社会教育関

係団体等 の各種団体 との連携、地域の教材や学習環境 の積 極的な活用な どについて工夫す る

こと」 とし、連携 の必要性 を述べてい る。

こ うした青少年 の豊かな体験活動 は、家庭 ・学校 ・地域 の三者が一体 となった連携 ・協力

な くして はあ りえない といえる。一部の人の1回 だけの活動 でなく、青少年の豊かな体験 の

継 続 を願 ってい くので あれ ば、なお さ らのこ とである。

そ こで、次 にあげるよ うなサ ポー ト委員会 を設置 し、連携 ・協力 して取 り組む こ とが望 ま

れ る。
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・サポー ト委員会の設置(Pl47参 照)

まず保護者 や地域 関係 者に声 をかけ連携 を図 りなが ら、年度 当初 の教育計画の中に、発

達段階に即 した体験活動 を可能 な限 り位置づ け、児童 ・生徒が全教 育活動 を通 して参加で

きるよ うに してい くこ とが必要で ある。

そのためには、職員 で取 り組む推進体制 だけでなく、生涯学習推進担 当等の窓 口をつ く

るとともに、保護者 、地域関係 団体等(公 民館 ・体育振 興会 ・青少 年教 育団体 ・自治会 ・

社会福祉 関係 ・子 ども会 ・ボランティア協会 ・老人会 ・婦人会 ・企 業等)を まき込んだ連

携 ・協力を推進 してい くサポー ト委員会(仮 称)の よ うな機 関を設 置す ることが急務であ

る。 その中で、情報 を共有化 し、互いに 「青少年の地域活動 を支 えてい く」重要性 を認識

しあい、指導力 を向上 させ ていくことが大切である。

学校 と地域 の受 け入れ施設や団体等 が、情報 を交換 し連携協力関係 を保 つ ことは、活動

を実 りあるものに し、参加す る青少年へ与 える効果は大 きい もの とい える。

学校 は地域 と別 の存在ではない。地域 の学校 であ り、地域 と一緒 に歩む ものである。学

校施設 の開放だけでな く、教職員 の専門的知識 ・技能 を活用で きるシステムづ くりを図る

必要がある。

・学校支援ボランテ ィアの活用

地域 の人々が学校支援 ボランテ ィア として活動す ることによ り、児童 ・生徒の学習 内容

が深 まることはもちろんであるが、児童 ・生徒 のボランティア精神が芽生え ることにもつ

ながる。また、地域の人々 とふれ あ うことに よって児童 ・生徒が地域の よさを再発見 し、

地域 を愛す る心情 を養 うとともに地域の一員 としての 自覚 が生まれ ることに もなる。

学校支援ボ ランテ ィアが機 能す るためには、学校 とボ ランテ ィア を希望す る者 との調整

が課題 になる。前述 のサポー ト委員会がその コーデ ィネー トを行 うことが望 まれ る。

イ 家庭 ・地域の役割

地域社会の人 々が、地域づ くりにおいて積極的に青少年 を巻 き込む こ とによ り、青少年の

郷土に対す る愛着や奉仕 的精神 を育む ことがで きる。 また、地域 の人 々、社会、 自然 と関わ

る体験 を通 じて青少年が望 ま しい人格 を形成す ることや 、家族や周 囲の人 々、地域社会 のた

めに何 かをする ことで喜びを感 じる とい う人 間 としての ごく自然 の感情 を育む ことができる。

・家庭におけるお手伝 い(家 事分担)の 奨励

神奈川県教育委員会が平成14年9月 に行った 「完全学校5日 制 に関す るアンケー ト調査」

(P132・P133・P134)に よると土曜 目に家族の仕事や家の手伝い をす る割合 が低い こと

がわか る。お手伝 いは、家庭 におけるもっ とも身近 な体験活動 である。親子で一緒 に、ま

たは、分担 して家事 を行 うこ とは、子 どもに家族の一員 として役 に立ってい る とい う自信

を持たせ 、 自立心や 責任感 を育て ることにつ なが ると考 えられ ている。

神奈川県教育委員会では毎年小学校3年 生 の児童 と保護者 を対象 に 「おてつだい帳」 を

作成 しているので、それ を活用す るな どして、家庭 におけるお手伝 いの推進が望まれ る。
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・PTA活 動の活性化

家庭 と学校、 さらには地域社会 を結ぶ団体 として、地域の住 民で ある保護者 が直接関わ

るPTAは 、学校支援活動だ けでな く、地域の社会教育関係 団体及び各種団体 と連携す る

な ど、広 く地域 に 目を向けた活動 を展 開 してい くことで地域 と学校 をつな ぐ架 け橋 となる

こ とが期待 され る。

PTA活 動の充実は、地域 と共 に青少年 の豊かな心、自立心、自発性 を養 うことができ、

さらには、 よ り良い環境 を整備す る ことにもつ なが る。

教育委員 会 と しては、サポー ト委員会 の設置な ど学校 ・家庭 ・地域が連携 した取組 を行 う

にあたっては、三者 がそれぞれの役割 を担いなが らも三者 を結ぶための調整 ・活動方針 の策

定や活動 プ ログラムの開発 な ど取組 が円滑に行 われ るよ うな支援措置 を講 じることが大切で

あ る。

そのために専門的な知識 を有す る社会教育主事 の活躍が期待 され る。
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〈サポー ト委員会 イメー ジ図〉

X47

地域団体

社会福祉関係団体
社会教育関係団体

青少年教育団体
ボランティア協会

体育振興会
自治会

公民館企業等

保護者

PTA活 動との関連

家庭教育の充実

連絡調整窓口
校内研修 ・指導力アップ
各教科との関連

長期休業日へのつながり

青少年の地域活動

社会教育青少年施設における活動

地域の文化伝承活動

自然保護活動

レクリエーション・スポーツ活動

職業体験 ・勤労体験活動等

支援センター(コ ーデ ィネーター)

教育委員会

相談 ・支援連携
事業の実施

及び支援



(7)団 体 ・サークルへの支援

今回の調査で青少年の体験活動の多 くは、青少年指導員、子 ども会育成会 の協力 を得て行 わ

れてい る とい うこ とが分かった。 しか し、行政に対 して行われた調査であるため、地域の様 々

な団体が独 自に行 ってい る活動までは把握 していない と思われ る。今後はPTA・ 女性団体 ・

高齢者団体 ・自治会及 び各種サー クル ・NPOな どの活動 を把握す るとともに、連携 を図 り、

組織的な活動 を展開す る必要があ る。

また、青少年の体験活動 に対す る団体 の財政的な支援 として 「子 どもゆめ基金」の活用 を図

るこ とも得策 と考える。

(8)県 と市町村 との連 携

青少年 の体験活動に関わって、県の支援セ ンター と市町村の支援セ ンター との連携 ・協力だ

けでな く、行 政間におけ る連携 も欠かせ ない。青少年の体験活動の現状や行政 における支援の

あ り方等 、情 報交換 を密 に行 うことに よ り、青少年 の体験活動が よ り充実 したものなる と考 え

る。

そ こで、行政の担 当者 と支援セ ンターの コーデ ィネー ター を一堂に会 した連絡会議 の開催 が

望まれ る。

(9)青 少年の地域活動 を支 えるボラ ンテ ィア活動 に参加す る人たちのニーズの把握

青少年 の地域活動 を支 えるボランテ ィア活動 には、高齢者 を含 む成人の果 たす役割 が大 きい。

地域 には、ライ オンズクラブや ロー タ リー クラブな ど奉仕活動 を 目的 として独 自に活動す る団

体や企業 がある。そ こで、ボ ランテ ィア活 動に参加す る人たちの動機 を リサーチ し、社会貢献

志 向、 自己 目的志 向 といった 目的別の把握や 、活動分野 におけるニーズに応 じた働 きかけが社

会教育行政 に求 め られ る。また、高齢者 の地域 における役割 を積極的に評価 し、参加 しやすい

条件整備 を進 めるこ とも必要である。

(10)コ ー ディネー ターの養成

ア コー デ ィネー ター の意識 ・役割

コーデ ィネ ー トには、「同等の、同格の」 「同等にす る、同格にす る、統合す る、調整す る」

な どの意味 があ り、コーデ ィネー シ ョンには、「調整、一致」とい う意味がある。そ こで、ボ

ランテ ィア コーデ ィネー ター とは、ボ ランテ ィア希望者やボランテ ィアを必要 としている人

の関係 を同等 で調整す る人 のことである。

「ボ ランテ ィア活 動を したい」 「ボランテ ィア を求めたい」等 の希望 があった場合、双方の

ニーズの把握 を もとに調整 し、マ ッチ ングの役割 をす るボランテ ィア コーデ ィネー ターが重

要であ る。 その役割 として は、次のよ うなことがあげ られ る。

・情報の収集 ・整理(聞 き書 き、インターネ ッ トか らの収集 、関係機 関 ・団体等 か らの収集

な ど)

・情報提供(広 報紙 、各マ スコ ミへの紹介 ・伝達 など)

・相談(面 接 ・メール、手紙 な ど)
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・学習支援 、活動プ ログラムの企画 ・支援(各 学級 ・講座、各研修会 、集会行事な ど)

・相互連携 ・協力の促進 、拠点サー ビス(会 議室、資料や機材等の提供 な ど)

・組織運営支援(会 計処理 、財源の確保 、人材活用な どの助言、学習 の場 の提供 な ど)

・調査研究サー ビス(面 接 の記録、ア ンケー ト調査な ど)

・社会提案

・その他

さらに、県 レベル のコーデ ィネー ターにおいては、市町村 レベルの コーデ ィネー ター に対

す る情報 の提供、研修 の開催、市町村のマ ッチング、全国的な動向の把握 な どがその役割 と

してあげ られ る。

イ コーデ ィネー ターの養成 ・確保

コーデ ィネー ターに必 要な能力 としては、構想力(独 創性 など)、 判 断力、相談助言能力、

人的資源開発能 力、マネージメン ト能力、組織運営力、広報企画力、ネ ッ トワー ク力 な どが

考え られ る。

その ような力 を持つ コーデ ィネー ター を養成す るのには、カ ウンセ リングの技法(面 接技

法な ど)、 人間関係 ・グルー プワー ク論 、プ ログラム企 画の実際、関係機 関の連絡調整 、情報

提供 、相談活動の実際、広報 ・広聴の技術 、体験 的参加学習、メデ ィアの活用、評価 な どに

ついての学習 をするこ とが求 められ る。

そ の養成研修 と して、基礎研修、専 門研修が あげ られ る。

基礎研修 は、コーデ ィネー ターの入 門編で事前研修 となる。基礎研修 は、3日 ・4日 間 ぐ

らいの期間で行い、コーデ ィネーター に必要な基礎 的知識 ・技術の習得 をめ ざす ものである。

専門研修は、ある程度 の経験 を積んだ コーデ ィネー ター(3年 以上経験 した人)を 対象 と

す る、活動内容 に応 じた研修 である。研修方法 としては、講義、事例研究、研 究協議 、個別

研 究、KJ法 、ワー クシ ョップ、デ ィベー ト、ロールプ レイ等、多様 な学習方法 を取 り入れ

ることが重要 である。

これ らの養成 ・研修の場 と しては、関係機 関 ・団体、学校 な どとの共催事業や 、それぞれ

のコーディネーターの分野に応 じた養成講座等 の事業があげ られ る。 また、その内容 として

は、各種 のモデル プログラムの開発や調査研 究が考 え られる。

なお、 コーデ ィネー ター として、社会教育主事経験者及びその有資格者 、社 会教育活動の

経験者な どを活用す るこ とも考 えられ る。

神奈川県においては、平成15年 度か ら 「体験活動 ボ ランテ ィア活動支援セ ミナー」 を開催

し、支援セ ンターの運 営や コーデ ィネー ト機 能の充実について研究協議 を行 っている。今後

このセ ミナーをよ り充実 させ 、コーデ ィネー ターの養成 に関す る基礎研修 ・専門研修へ と発

展 させ るこ とが望 まれ る。・
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ウ コー デ ィネー ト事業の展開

コーデ ィネー トには、ボランテ ィアを求める場合 とボランティアを行 いたい場合が ある。

そ こで コーデ ィネー トの手順 と役割 として次 のよ うなことを例示す る。

例1.ボ ラ ンテ ィアを求める場合

ボ ランテ ィアの依頼(機 関 ・施設 ・個人)一 受け付 け(電 話 、メール 、郵便 、来所)

一面接 な ど一評価(状 況
、進 め方)一 活動の内容一ボランテ ィア該 当者 の紹介一確認 一

記録、内部での検討会一 フォ ロー アップ

例2.ボ ラ ンテ ィアを行 いたい場合

〈ボランテ ィア活動が不明確 な場合〉

受 け付 け(電 話、メール、郵便、来所)一 来所要請 、面接 一評価 一講座への参加 一当

該ボ ランテ ィア活動 の紹介 一確認 、記録 一検 討会一フォローア ップ

〈ボ ランテ ィア活動が明確 な場合〉

受 け付 け(電 話 、郵便、来所)― 評価― 専 門講座へ の参加― 当該ボランテ ィア活動の

紹 介― 確認 、記録― 検討 会―フォロー ア ツプ

例3.施 設でボランティアを受け入れる場合

受 け入 れの準備 一運営の仕方 一担 当者 の決定一受 け入れ プログラムの決定 一活動の実

施― フォ ロー アッ プ

*フォ ローア ップ とは

ボ ランテ ィア活動 を してい ると、多様な問題 ・課題 に関わ るので、活動が継続 されてい く

ためにはボ ランテ ィアを支 えてい くことが必要 となる。そのために、ボランティアに活動 の

様子や感想 を聞いた り、受け入れ先か ら活動状況を把握 した りす ることが大切 である。 これ

を 「フォ ロー・ア ップ」 と言 う。

ボ ランテ ィア活動 に関わる課題等を解決す るために、ボランテ ィアコーディネーター はボ

ランテ ィア と受 け入れ側 と共 に取 り組 む 「マ ッチング」で行われ るものでなけれ ばな らない。

具体的なフォ ローアッ プ としては、記録、相談、検討会議、状況把握 、支援等があげられ る。

一般 に例1 .例2.例3の よ うなボ ランテ ィアの コーデ ィネー トが考 えられ るが、 さらに

具体的な コーデ ィネー トの例 として、学校施設 の利用 、学習プ ログラム企画 ・立案 の例 を次

にあげてみた。

・学校施設の利用の場合

施設の管理 ・運営

学習の場の提供

学習情報提供 ・学習相談
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連絡調整(団 体 ・学校 ・関係機関 との連絡 ・調整)

ネ ッ トワー クづ くり(団 体、関係機 関の交流促進)

利用 団体の活動支援、活動 の開発 な ど

・学習 プログラム企画 ・立案の場合

ニーズの把握

関係資料の収集

企画プログラム会議の開催

関係者の課内 ・部内会議

関係者 との連絡

関係機関指導者 との打ち合わせ

募集

情報提供 ・相談

アンケー ト

そ の他 、 コーデ ィネー ターの役割 として留意 してお くべ きこととしては、プライバシーへ

の配慮、宗教 ・政治 ・営利 に関す る活動の禁止、医薬 ・投薬の相談、人生又は身 の上相 談、

古書 ・古美術品の鑑 定の禁止な どがあげ られ る。

(1)支 援セ ンターの機能の充実

ア 支援セ ンター設置 に向けての課題

神奈川県では、平成15年1月 に 「神奈川 県生涯学習情報セ ンター」の機能 を充実 して、「か

ながわ体験活動ボ ランティア活動支援セ ンター」を設置 した。

県内市町村 においては、平成16年 度3月 の時点で3市 町で設置 されてい る。今後 さらに多

くの市町村 が支援セ ンター を設置 し、体験活動ボ ランテ ィア活動に対す る子 どもたちの興 味

や意欲 を喚起す る取組 が期待 され る。

しか し、財政難で設置 が難 しい 自治体 もある。 そこで、国が行 う 「子 どもの居場所づ く り

新 プラン」を活用す ることも得策 である。

また、社会福祉協議会 ・ボランティアセ ンターな どの既存 の組織 を拡充 し支援セ ンター機

能を もたせ るこ とや 「かながわ体験活動ボ ランティア活動支援セ ンター」の機能 を活用 して

情報 の収集 と管理 をさせ る方策 もある。

市町村への適切な指導 、助言が大切 である。

r'「
今回 のアンケー ト調査(青 少年 の地域活動 を支援す るボ ランテ ィア活動 に関す る取組調査参

照)に よると、1市町村 での支援セ ンター設置に向けて次 のよ うなことが課題 としてあげられてい

る。

*財 政 的な裏付 け*担 当職員 の専門性

*設 置場所の確保*他 部局 との連携 ・協力
」 帽」
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イ 支援セ ンターの役割

県 レベル の支援 セ ンターの役割 としては、市町村域 を越 える広域的な活動への対応、市町

村 の対応へのサポー ト、国 レベル の対応等があげられ る。

市町村 レベルの支援セ ンターの役割 としては、地域 のニーズの把握、地域資源 の発掘、行

政 ・団体等 の仲介、地域の住民や学校 関係者か らの情報提供 と相談対応、活動の場や指導者 ・

協力者 の登録 ・紹介 、具体的な活動の場の開拓等、住 民の活動のサポー トな どがあげ られ る。

すでに設置 され てい る 「かながわ体験活動ボランテ ィア活動支援セ ンター」には、 「体験活

動に関す る情報 の収集 ・提供 ・相談」、「体験活動の場の開拓 」、 「人材 の育成」、 「広報」、「市

町村へ の支援」 の機能があ る。

今後 は機能 を さらに充実 ・整備 させ るとともに、 コーデ ィネーターの登録、養成 ・研修 、

派遣 な どを行 うコーデ ィネー ターバ ンクセ ンター としての役割 が求 められ る。

さらに県の支援セ ンターは、サー ビスが県域全体であるので、広域サー ビス として県の行

政サー ビスに対応 したブ ランチ(行 政 区セ ンター)を 設置す る ことも考え られ る。

市町村 レベル の支援セ ンターは、全市町村 のエ リアに1セ ンター を設置す るとともに、校

区に対応 して設置す るこ とも必要 である。

また、支援セ ンター を学校 に設置す る方法 も考 えられ る。学校 は、教員、子 ども、保護者、

地域 の人 たちな ど、様 々な関係 の地域住民が相互に関われ るか らで ある。

ウ 支援セ ンターのネ ッ トワーク

県市町村、行 政区、校 区の支援 センターの連携(ネ ッ トワー ク)を すす めると、 さらな る

ボ ランテ ィア活動 の支援 にな る。 その関係 は次の よ うなイメージ とな る。

支援セ ンターネ ッ トワークイメー ジ図
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5青 少年の地域活動を支える環境イメー ジ図
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青少年 に思いや り ・豊かな人間性、社会性 ・生 きる力な どを

育む様々 な青少年の体験活動

地 域 の 施 設

・社会教育 施設

・学校教育施設

・民間の施 設

・その他の施設

地 域 の 人 材 、

・個 人 ・サ ークル

・春少年育成団体

・胃少年活動 を支援

するボラ ンティア

市町村支援センターコーディネーターの配置

社 会教 育 行政

〈市町村レベル〉

・推進協議会等

・他部局との連携

地 域 の イ ベ ン ト

・まつ り

・フ ェステ ィバル

か なが わ 体験 活 動 ボ ラ ン テ ィア 活動

支援 セ ン タ ー

(コ ーデ ィネーターの配置)

社会教育行政〈県レベル〉

・調査研究

・推進事業の体系化

・事業の予算:化

・推進協議組織の運 営

・関係団体 との連絡調 整

・市町村 との連絡調整

・:事業の企画 ・実施 ・評価

・他部局 との連携



〈支 援 セ ンター の ネ ッ トワー クイ メー ジ 図〉
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(全国 ・県内の情報提供、県内の連絡調整 コーデ

ィネートの専門講座の開設等)

(広域の支援サービス 県と市町村との連絡調整)

地域団体

社会福祉関係団体
社会教蕎関係圃体
胃少年教奮団体
ボランティア協会
体脅振興会
自治会
公民館企業等

保護者

PTA活 動との関連

家庭教育の充実

連絡調整窓口
校内研修・多 指導力アップ
各教科との関連
長期休業日へのつながり

事業の実施

及び支援
相談 ・支援連携

支援センター(コ ーディネーター)

教育委員会

青少年の地域活動

社会教育青少年施設における活動

地域の文化伝承活動

自然保護活動

レクリエーション ・スポーツ活動

職業体験 ・勤労体験活動等



6ま とめ

青少年の地域活動 を支援す る環境 づ くりがます ます重要 になってきている。今回 の調査結果及 び

協議 か ら、次の事項が必要 であることが理解 され た。

・青少年の社会参加 とニー ズの把握

・青少年の地域活動を支援す るボ ランテ ィア活動 の推進

・学校、公 民館 、関係機 関 ・施設 の相互連携

・青少年の情報 の共有化 と必要性

・支援セ ンターの設置

・コーデ ィネーターの必要性

これ らの ことか ら、支援セ ンターの市町村 ・学校 ・教育機 関へ の設置、コーデ ィネー ターの養成、

教育機 関を中核 としたネ ッ トワー クの推進、情報提供 ・相談機 能の充実、 さらなるIT化 の推進な

どが明確 になった。

青少年の地域活動を支 える環境づ く りに向けて、かながわ体験活動 ボランテ ィア活動支援セ ンタ

ーの機能 をさらに充実 させ る とともに、市町村域の支援セ ンターの設置 、 さらには、国 ・県 ・市町

村の支援セ ンター のネ ッ トワー ク化 を早急 に図 る必要がある。

地域 の人々が子 どもの様 々な体験活動の支援者 として、また、共に活動す る者 として関わるこ と

に よ り、地域 の教育力 は活性化 し、それが 「まちづ く り」 「新 しい地域社会の創造」に結びついてい

くと考 え られ る。
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○ 「"子育 てまちづ くり"の 実現に向けて」
～社会教育関係団体等のネ ットワーク化を図る社会教育の推進方策～

(報告 平成16年7月 長崎県社会教育委員会)

は じめに

昨年7月 に長崎市で起きた中学1年 生による幼児誘拐殺害 とい う痛ま しい事件 に続 き、去 る6月

1日 に佐世保市内の学校 で発生 した、6年 生女子児童:が同級生 に命 を奪われ るとい う事件 は、本県

教 育関係者のみな らず 、広 く県民 ・国民に言 い知れない衝撃 を与 えてお ります。今、私 どもに何が

で きるのか、また何 を しない とい けないのかを原点に立ち戻 って考 えさせ るものです。

折 しも、本 県社会教育委員会 は、4年 間にわた り地域 ぐるみ の 「子育て まちづ くりの実現」 にむ
み たび

けた協議 を重ね、 ここに第2次 の報告書 をま とめま した。三度 この よ うな痛ま しい事件 を発生 させ

てはな りませ ん。関係機 関はも とよ り、す べての大人がこれ らの事件 を真剣 に受 け止 め、連携 ・協

力 して子 どもた ちの育成 にあた らなければな りません。本報告書が、 この取 り組みの推進 に資す る

ことを念願 しています。

1子 育てまちづ くりをめざ して

私 たちがめ ざす子 ども像 は、 「ただ1っ の"い のち"を 輝 かせ て生 きるための夢や志 を持 ち、その

実現 に向けて努力 を続 ける子 ども」であ り、 「郷土 に誇 りを持 ち、価値観 の異 なる人 々 とも理解 し合

い、共 に生 き ることができる開かれ たこころを持つ子 ども」です。

こ うした子 どもを育 ててい くために、私たち大人は、地域社会の 「絆(き ずな=新 たな公共)」 を

取 り戻 し、学校 ・家庭 ・地域及 び行政が、互 いに支 えあい、協 力 し合い、連携 ・融合 して、子 ども

たちが健や かに育 ってい くことを温か く見守 り支援するシステムを再構築 してい く必要があ ります。

このこ とは、「家庭教 育の向上」と 「学校 教育 との連携 による青少年の各種体験活動の拡充」に努

めるこ とを強調 した平成13年 の社会教育法の改正の趣 旨や公 民館 にこれ ら2つ の機能 を充実 させ る

ための運営 の改善 を求 めた 「公民館 の設置及 び運営に関す る基準」の改正 と軌 を一 にす るもので あ

ります。

この よ うな考 え方 に基づ き、今次 の県社会教 育委員会では、次の3点 について課題や推進方策 を

協議 しま した。

① 各地域 コミュニテ ィーにおける 「子育てまちづ くり」のための機能的 なネ ッ トワー ク化 を ど

の よ うに図ってい くか。

② 「子 育てまちづ くり」活動 の拠点づ く りを どの よ うに進 めるか。

③ 社会 教育行政や社会教育委員 はこれ らの ことを推進す るために、 どのよ うな役割 を担 うべ き

か。
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Ⅱ子育てまちづ くりの課題

1社 会教 育関係機関 ・団体 ・ボランテ ィアのネッ トワーク化 について

(1)子 育て中の保護者が家庭や地域の 中で孤立 しが ちである

昔は3世 代以上が一つの屋根 の下で生活す る家庭が普通 に見 られ 、子育 ても家庭の豊 かな相

互扶助の中で営まれ ていま した。それで、子育 て経験が何世代に もわたって各家庭や 地域社会

の中で受け継 がれてきま した。 しか し、現代社会 では少子化や家庭 の孤立化が進み、育児経験

の乏 しい親 の中には、子育て ノイ ローゼ になった り、悲惨な事件にまで進行 して しまった りす

る状況が広がっています。

(2)子 育 てまちづ くりを必要 とす る人々の現状が十分把握 されず、組織化 も遅れている

一人ひ とりの 「こころの状態」がお互いに見えに くい社会 になっています。特に子育 ての支

援 を必要 としている人 々が 自分 の地域社会 にいったい どれ くらいいて、 どのよ うな ことに悩ん

でい るのか、また、子 どもたちの 「こころの状態」を大人た ちは どれ く らい理解 してい るのか、

こういったこ とについ ての実態がます ます見 えに くくなっています。

(3)子 育てについての豊か な経験 と知識 を持つ人々や子 ども会 を卒業 した 中 ・高校 ・大学生等 を

リーダー と して子育て まちづ くり事業に組織 化す る ことが遅れ ている

家庭や地域 の中で孤立 しがちな子育て中の保護者 を支援す るシステムが地域社会で十分整備

され ていませ ん。特に、地域 の女性 団体等 に集 う人 々を始 め とした子育 てを終 わった世代 で、

知識や経験 を豊か に持 つ人 々を リーダー として活用 し、子育てまちづ く り事業 に組織化 しきれ

ていません。 また、子 どもを持た ない一般住 民や子 ども会を卒業 した中 ・高校 ・大学生 を子育

てまちづ くり事業 に組織化す るこ とが遅れ ています。

2子 育てまちづ くりの拠点づ くりについて

(1)学 校が子育てまちづ くり活動の拠点 と して十分機能せず、また活用も十分な されて いない

学校200日 時代 にあって、子 どもた ちの教 育、特 に 「心育て」の面では、学校 と家庭 ・地域社

会 の 馴票共有 と行動連携が必須の もの となっています。 この ことを推進 す るためには、学校 が

重要 な拠点の一つ とな らなければな りませんが、 この ことが遅 々 として進んでいませ ん。

(2)公 民館が子育て まちづ くり活動の拠 点と して十分機能せず、また活用 も十分な され ていな い

現代社会では、「子育 てまちづ く り」は公共性 の高い事業 となってい ます。しか しなが ら、既

存の公 民館(社 会教育行政の管理 下にある施設)は 、同好会 的、教養 的事 業や講座 が多すぎて、

公共性 の高い事業 の推進が遅れ ています。 また、 自治公民館 は多 くの場合 、 自治会長が鍵 を管

理 していて、地域住民が 自由に使 いにくい状況 にあ ります。
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3社 会教育委 員の子育てまちづ くり事 業への関わ りについて

(1)行 政の社会教育委員に対す る働 きか けが弱い

子育 てまちづ くりを組織化 しよ うとす るとき、社会教育委員 が果たす役割 に対 して、行政 の

側 か ら積極的 に提案 ・依頼す る姿勢が弱い と言わ ざるを得 ませ ん。ほ とん どの 自治体では年2

回程度の会議のみに終わ り、一人ひ とりの社会教育委員のカを子育てまちづ く りのた めに活用

し切れていない状況にあ ります。

(2)社 会教育委員(会)に 子育て まちづ くりに対する使命感や フッ トワークが乏 しい

社会教育委 員は、すべての 自治体 に設置 され、地域 の子育てに関連す る地域の有力機関、あ

るいは団体 ・個人 な どか ら選 出されています。 しか し、子育てまちづ くりに対す る使命感 を も

って、フ ッ トワー クの よい子育て まちづ く りの活動を行っている社会教育委員は限 られていま

す。

4そ の他 の社会教育行政の課題 について

(1)首 長部局等 との連携が十分 図 られ ていない

子育 てまちづ く りにかかわ る団体や機 関は、必ず しもすべてが社会教育行政の管轄下にある

とは限 りませ ん。また、「まちづ くり」の一環 として推進す る限 りは、一般市民 も巻 き込んだ推

進体制 が求 め られ ます。そのためには、一般行政、特 に首長部局等 との連携が求 め られていま

す が、 これ が各 自治体 で十分図 られ てい るとは言い難い状 況です。

(2)地 域 の企 業や事業所への働 きかけが弱 い

子育 て中の世帯 を、子育てまちづ くり事業に参加 して もら うためには、彼 らが 日常勤務 して

いる企業や事業所 の理解 と協力 が不可欠です。 しか し、多 くの 自治体ではこ うした ところへ の

はた らきかけが十分 とは言い難い状況です。

(3)ボ ランテ ィア活動が 「余裕 のある人々の活動」に限定 され ている

「子育 てまちづ くり」とい う公共性 の高い事業 を推進す る場合 、「余裕のある人々の活動 と

い ったボ ランテ ィア概念 では継続が困難 です。 「地域社会の維持 のた め、あるいは、地域社会で

生活す るた めには子育てまちづ くりが欠 かせ ない。」とい うことを理解す る人々で組織 され るボ

ランテ ィア活動が地域 社会 で不足 しています。

(4)市 町村単位 で子育てまちづ くり事業が推進できる体制が整備 され ていない

子育 てまちづ くりは、青少年健全育成 団体、女性団体、 自治会、学校、PTA、 子 ども会な

ど多種多様な機 関や団体が総合的にかかわってい く事業です。 しか しなが ら、多 くの 自治体で

はこ うした団体や機 関の活動が停滞 した り、また、地域 によっては機能不全 に陥っているとこ

ろもあ ります。

一 一158一



Ⅲ子育てまちづ くりの推進方策

1地 域 の中での学校の役割 と推進方策

完全週5日 制下の学校にあっては、学校独 自の役割 を十二分に果たす とともに、家庭や地域社

会 との緊密 な連携 が欠かせ ない もの となってい ます。

はぐく

(1)タ フな子 どもを 育 むための実践モデル事業 に学ぶ

長崎県教育委員会で進めているタフな子 どもを育むための実践モデル事業は、今年で3年 目

を迎えま した。保護者 ・地域住 民が教職 員 と一体 とな って学校教育活動 に関わ ることによって、

困難に くじけない 「強 さ」 と、人 を思いや る 「や さ しさ」 を持 ち 「夢」の実現に粘 り強 く努 力

す る子 どもが、各指定校では育 ちつつあ ります。実際に、基礎学力や基礎体力 ・持久力の向上

な ど、数宇 として も見 える 「タフな子 どもの姿」が見 られ るよ うにな りま した。

また、保護者 の子育てに対す る意識 、地域住民 の学校 を支援 しよ うとす る意識は確 実に高ま

って きて、

・「わが子 もタフ校 にや りたい」 とか、

・地域 と学校が協働す ることで こんなにも子 どもが変わるものか、

とい う声が寄せ られ ています。

これは、学校 ・家庭 ・地域が一体 とな り学社 融合 が展 開され た成果で あ り、特に鹿町町にお

いては、学社融合ネ ッ トワー ク事 業の一環 と してタフ事業 を位置づ け、町 を上げて取 り組んで

います。

「タフな子 どもを育むための実践モデル事業」指定校(:H14～16)

長崎市立戸町小学校 鹿町町立歌浦小学校 島原市立第四小学校

岐宿町立川原小学校 壱岐市立霞翠小学校 対馬市立南陽小学校

この 「タフな子 どもを育むための実践モデル事業 」には、子育てまちづ く りを進 めるための

参考 にな る点がい くつ かあ ります。

第1は 学校運営会議 です。

指定校では、学校 ・家庭 ・地域社会が協働 して子 どもを育てるた めに学校が ど うあれ ばよい

のか協議 し合 う場がシステ ム として定着 しています。学校 も保護者や地域住民のニー ズや教育

力を活用 し学校を活性化す ることができています。

このよ うに学校 ・家庭 ・地域社 会の三者で子 どもを育て る仕組み を学校が取 り入れ ると同時

に、学校運 営会議 を中心に関係 団体等 のネ ッ トワーク化 を図れ ば、地域で子 どもを育む システ

ムが出来上がるはずです。

また、子育てを支援す る場 としての学校や公民館 等、地域 の関係施設 の開放 についても総合

的に考 えることが可能 にな ります。
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事例:「 た くま しく か しこく 心豊か に」(社 会福祉法人青 山保育園)

「セー フテ ィ ・ネ ッ トワーク」(乙 宮の子 どもを守る地域 の会)

「中学校 を拠 点 とした地域の共育ネ ッ トワーク」(大 村市萱瀬 中学校)

第2に 保護者 ・地域住民の意識 を育む ことです。

子育て まちづ く りは、環境 ・福祉 ・地域活性化のまちづ く りと同様の公共的事業であると理

解す る住 民集 団の協力な しに推進す ることはできません。 学校 か ら押 し付 け られ た事業 と して

ではな くまた、行政の下請 け事業で もない、学校や行政にまかせ っき りにはできない事業であ

り、それ は保護者や地域住民 自身の問題 です。

タフな子 どもを育むための実践モデル事業では、保護者の子育てに対す る意識 を高 めるため、

学校 教育活 動への参画 ・参加 、親子読書 、親子講演会な ど親子で共に取 り組む活動やPTA研

修活動 の充実に取 り組んでいます。そ うす ることによって学校 まかせ にするのではな く、子 ど

もたちの健全 な育成 のた めには、自分たちが健 全でない といけない とい う考え方、即 ち、 「大人

の姿=子 どもたちの姿」 とい うことを基本に して、 自ら責任 を持 って教育に取 り組む保護者や

地域住民が育 ってい ます。

事例 「大正琴 を学 ぼ う」(島 原市立第四小学校)

「蛇踊 りの伝承活動」(御 厨蛇踊 り保存会 ・御厨小学校PTA)

「地域 の人材 を活用 した道徳教育」(生 月町立生月中学校)

「西小寺小屋」(大 村市立西大村小学校PTA)

「地域 ぐるみの健 全育成」(大 草塾)

「中学校 を拠点 と した地 区PTCA」(大 村市立萱瀬 中学校)

「あ りえ寺小屋21」(有 家町教育委員会)

「学級PTAの 活性化」(長 崎市立西町小学校 育友会)

「父親部会」(諌 早市立西諌早中学校育友会)

第3に 教師の意識 を変革す ることです。

今、完全学校週5日 制 の下で、教師の子育てまちづ くり事業への参加 を促す方策 を講 じるこ

とや 地域 のために貢献 したい と考える教師が地域で活動 し易 くす るために教師の地域貢献活 動

が正当に評価 され るシステムや風 土を培 う必要があ ります。

モデル校 では、長期休業 中に、地域 の企業での体験研修やボランテ ィア活動へ の参加が進 め

られ ています。そ うす ることで教師 は地域 とふれあい、地域活動へ参画 してい くこ とへの意識

を高めています。 中には、公民館講座の講 師 として活動す る教師 も出てきています。

事例:「 自然 の中で 人 々の中で」(新 魚 目町立魚 目幼稚園)

「農作業で地域 に奉仕 」(岐 宿 町立川原小学校)

「壱岐一周 ゴ ミゲ ッツ」(勝 本 町立霞翠小学校)
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(2)地 域 での子育てまちづ くり事業へ中 ・高 ・大学生 を参加 させ る取組み

小学校の子育て事業に、地域 の中 ・高 ・大学生 を参加 させ る取組みが今重 要になってい ます。

その理 由の第一 は、小学生 に とって年齢的に よ り身近 な存在 である中 ・高 ・大学生 と触れ合 う

ことによって大人か らのそれ と異な る新鮮な刺激 を受 けることにな り、また、中 ・高 ・大学生

にとっては、小学生 に頼 られ 、また、期待 に沿 うよ う努力す るこ とに よって、 自己の有用性 を

自覚す る貴重な機会 とな るものだか らです。また、第 二の理由 として、子 ども文化 の創 造 と、

それを次の世代へ継承 してい くこ とを地域社会の 中で うまく行 わせ ることは、子 どもた ちが将

来、地域 の生活 と文化の担 い手 としての一人前 の大人 になるために欠 かせ ないものだか らです。

地域の中学 ・高校 ・大学が、 これ らの教育 的意義 を認識 し、学校教育 の一環 と して取 り組む こ

とによ り、 自校の生徒た ちの 「地域での子 育てまちづ く り事業」へ の参加 を促 す とい うこ とが

今重要になっています。

事例:「 広が るゴミ拾い運動」(長 崎市立橘小学校 ・橘 中学校)

「子 ども会活動における中 ・高校 生の活用」(福 田中学校 区青少年育成協議会)

「中 ・高校生 の リー ダー育成」(西 城 山西部 スポー ツ少年 団)

2社 会教育行政の役割 と推進方策

(1)社 会教育に関す る機関 ・団体 ・ボ ランテ ィアのネ ッ トワー ク化の推進

① ボランテ ィア活動が 「余裕 のある人々の活動」 に限定 され ない方策の推進

持続可能な 「子育て まちづ く り」事業 を推進 す るためには、 「地域社 会の維持 のた め、ある

いは、地域社会で生活す るためには子育てまちづ く りが欠かせ ない。」ことを理解す るボ ラン

テ ィアの存在 が不可欠です。 こ うしたボラ ンテ ィアの組織化 は以下の よ うな手順で進 め るこ

とが考 え られます。

第1段 階:子 育てを専門(職 業)と す るセ クター をボ ランテ ィア と して組織化す る。

例:コ ンビニエ ンス ・ス トアーやゲームセ ンター、塾 、スポーツセ ンター な ど青少年 を

顧客 とす る企業や:事業者 、乳幼児健診 を担 当す る医師や病院、教 育委員会、県内大学

を含 めた小 ・中 ・高校、保育所 ・幼稚 園、社会福祉協議会、教員 、担 当行政職 員や保

護 司会、民生児童委員な ど関連;公:職にある人 々など

第2段 階:子 育てを必要 としている住民 をボランテ ィア として組 織化 す る。

例:PTA、 子 ども会 、子育て中の世帯な ど

第3段 階:子 育てを地域全体の公共的事業 と して認識す る市民の育成 と啓発事 業の推進

例:婦 人会、青年会 、青年会議所 、商工会青年部、商店会 、 自治会、校区町内会 な ど

なお、福祉保健分野での子育てを支 える活動につい ては、児童健全育成 ・子育て支援 ・母

子保健 を担 当す る市町村 の首長部局の主導で、保健師、保 育士、保護 司、民生委員 、子育て

サー クルな どを中心に したネ ッ トワークづ く りが既 に一部始まってお ります。

今後 は、福祉保健分野のネ ッ トワーク と、情報の共有化 を図 り、各 々の活動や行動 と連携
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す るため、福祉保 健分野 と一体 となったボランテ ィアのネ ッ トワー クの構築が必要 です。

そ のためには、福祉保健行政 と社会教育行政 をは じめ として、各行政分野での連携体制の

整備 がまず不可欠です。

また、平成17年 度か ら10年 間の時限立法である次世代育成支援対策推進法が平成15年 度に

成 立 し、各都道府 県 ・各市町村及 び一般企業では、今年度中に同法が施行 され る平成17年 度

か らの行動計画(「 子育て と仕事の両立支援」や 「地域 における子育て支援」な どの事項 につ

いて)を 策定す る作 業が行われ てお ります。

行動計画策定につ いては、県 ・市町村 はもちろんのこと、特 に従業員 が300人 を越 える企業

には計画策定が義務付 け られてお り、300人以下の中小企業 にも努力義務が課せ られ てい るこ

とか ら、子 育て まちづ くりを後押 しす る雇用環境の整備や地域 での貢献活動が多 くの企業に

おいて実現 され ることを大いに期待 します。

事例:「 とりかぶ と自然学校 」(株 式会社エ コシステム)

「長崎イ ンター ンシ ップ推進会」(長 崎商工会議所)

「マイ タウン子 どもビジネ ススクーヲレ育成事業」(県 商工会連合会、商工会女性部連合 会)

「森岳わ くわ くチ ャ レンジ」(島 原市森岳地区健全育成協議会)

「学校週5日 制 に対応 した身体づ く り」(NPO法 人チームサセ ボ)

「ボランテ ィア少年少女探偵 団」(国 見町教育委員会)

「県市 町村社会福祉協議会によるボ ランテ ィア体験の推進」(県 市町村福祉 協議会)

「ふれ あいルー ム、あい さつ ボランテ ィア」(佐 世保市立大野小学校)

「図書 ボランテ ィア」(小 浜町立小浜小学校 図書ボ ランテ ィア プー さんの会)

「ココ ロを育む青少年育成協議会の活 動」(福 田中学校 区青少年育成協議会)

「民生委員児童委員の子育て支援、親支援 にかかわる活動(長 崎県民生委員児童委員協議

会)

「世代間交流 を求 めて」(長 崎 県青年団連合会)

「どん ぐりを拾 って森 を創 ろ う」(100年 の森構想実行委員会)

「させ ぼ独楽」 による世代 間交流(NPOチ ームサセボ)

「生涯学習 フェステ ィバル」(壱 岐市教育委員会石 田事務所)

「チ ャ レンジ少年団」(大 瀬:戸町教育委員会)

② 子育て という 「地域の公共事業」を担 う大人づ くり ・家庭づ くり

子育て は 日常生活 を舞台に して行 われ る私的な活動です。 しか し、現代社会では こうした

私生活の一部が、地域社会全体で取 り組む公共的事業 として位置づ けられ よ うとしています。

言い換 えるな らば、子 どもを持 つ親 、一般社会人 の区別 なく、地域住民一人ひ と りが、子育

てまちづ くり事業 を公共性 の高い活動 として意識 し、 目常的 にこれ に参加 してい くこ とが一

人前 の社会人 として社会か ら認 め られ る 「要件」 となるよ うにす る必要があ ります。 また、

子育 てまちづ くり事業 に参加す ることが 「社会人 としての権利 」 として 自覚できるよ うにな
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る公共性の高い教育を、すべ ての社会人 が子 どもの ころか ら系統的に学ぶ こ とがで きる よう

にす る必要があ ります。 こ うした意味で、子育て まちづ く り事業は 「子 育て」 とい う 「地域

の公共事業」を担 う大人づ く り ・家庭づ くりで もあ ります。

事例:「 地域 ぐるみの声 かけ ・あい さつ運動」(口 之津町立第一小学校)

「レイ ンボープ ラン 「家庭教育学級講座 」」(南 有馬町教育委員会)

「家族あ ぐりス クール」(上 五 島町教育委員会)

「通学合宿 「翔べ!世 知原 っ子いきいき緑の体験館」」(長 崎県立世知原少年 自然 の家)

③ 子育てまちづ くりを必要 と している人 々あるいは子育て支援関係諸団体の現状の把握 と子

育 てにかかわ る諸機 関の ネ ッ トワー ク化の推進

子育て経験 の乏 しい親 を家庭や地域 で孤立 させないために、子育て支援ネ ッ トワークを拡

充す る必要があ ります。具体的 には、①乳幼児健診 を実施す る医療機 関、②社会教育以外の

関係行政部局、③保育所 な どの子育てまちづ くり支援機欄 、④小 ・中学校 な どの教育機 関が

地域 の青少年健全育成 協議会や少年団体活動振興協議会を構成す る団体等 の支援 を得なが ら、

ネ ッ トワー クを創造 してい くことが求め られ てい ます。 具体 的な事業 としては子育て に関す

る相談事業 と、「地域 社会での親 同士」r子 どもを持つ親 と子育て を終わ った親 同士」 「子 ど

も同士」のネ ッ トワー クを支援す る事業な どをあげることができます。

事例:「 鹿町町教育ネ ッ トワー ク推進:事業」(鹿 町町教育委員会)

「瀬戸 っ子共育ネ ッ トワー ク」(大 瀬:戸町立瀬戸小学校)

「島原市 ココロねっ ご運動」(島 原市教育委 員会)

④ 子育てまちづ くりの リー ダー育成

子育て経験 の乏 しい親 の増加 と子育てに関す る知識 の多 くを間接的 な情報 に頼 る傾向 が強

い子育て環境 にあって、子 育ての知識や経験 を豊かに持つ一般住民 を、子育てまちづ くり事

業の リーダー として組織 してい くことが今求 め られています。特 に、女性団体 をは じめ とし

た子育てのOBと 子育て中の保護者 との連携 を強化 してい くことが重要 になっています。

(2)子 育てまちづ くりのための拠 点づ くりの推進

① 子育てまちづ くりの拠点 と しての学校施設の活用

地域住民 の 日常生活圏 に身近に在 る学校 は、学校教育 とい う本来の機 能を前提 として、地

域住民の コミュニテ ィー活動の拠 点 として も、その資源 を有効 に生かす ことが求め られは じ

めて久 しくな ります。県下で も、校舎 の新築、改築 に当たっては、 コ ミュニテ ィー施設 を併

設す る学校 が出て きています。 また、余裕教室等 を子育てネ ッ トワー クの拠 点 として活用 し

ている学校 も出て きています。
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今 後は この流れ を強力 に押 し進 める必要が あ ります。

事例:「 瀬戸 つ子共育館」(大 瀬戸町立大瀬戸小学校)

「ふれ あいルーム」(佐 世保市立大野小学校)

「地域 ネ ッ トワーク館」(大 村 市立萱瀬 中学校)

② 子育 てまちづ くりの拠点 としての公民館の活用

公 民館 を子育 てまちづ く り活動の拠 点 として機能 させ るためには、従来の主催講座や各種

事業 を大胆 に見直 し、少 な くとも税金 を使 う主催事業は、例 えば 「子育てまちづ く りのため

の大人づ くり講座 」な どの公共性の高い内容 に転換す る必要があ ります。 また、夜 間 と休 目

の開館時間 を延長 し、若者 の学習やスポー ツ活動 を支援す るための各公民館独 自の方策 を策

定す るこ とが大切です。

事例:「家庭教育を高める公民館活動」(佐世保市西地区公民館)

「親も子 も共に育てる公民館活動」(諌早市小栗公民館)

③ 自治公 民館 を子育 てまちづ くりの拠点に

自治公 民館 を子育 てまちづ く りの拠点にす るために、子育 てまちづ くりを地域住 民 自身の

問題 として受 け止 めるこ とができる 「新たな公共づ くり」を地域住 民全体の間で推進す る方

策 が求 め られ ています。例えば、 自治公民館で一般地域住民 も含 めたr子 育 てまちづ くり講

座」 を開催 した り、 自治公 民館 を 「いっでも、だれで も参加で き、地域の子 どもと大人 が触

れ合 う、"ぶ らり公民館"」 として 、すべての世代 に開放 された ものに した りす る必要があ り

ます。

事例 「獅子舞の伝承活動を通 した公民館活動」(大瀬:戸町西区自治公民館)

④ 青少年教育施設の機能拡充

少年センターや少年自然の家などの青少年教育施設は、地域社会の教育力を高め、青少年

教育を推進する拠点 としての独 自の機能を拡充するとともに、学校 との情報交換や協議を重

ねて両者の協働基盤を強化する必要があ ります。また、地域住民の要望や意向を施設運営に

反映させること、青少年育成団体や民間の関係団体と連携を図ることなど、一層開かれた施

設づ くりを進めることが求められています。

(3)社 会教育委 員や行政担 当者に対す る研修の充実 とそれを企画 ・コーデ ィネイ トする県 レベル

の研 究セ ンター の設置

社会教育委員や行政担 当者 のキャ リアに応 じて、知的学習 と実践学習 ごとに初級 ・中級 ・上
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級 といった系統的研修講座が必要 です。 また、 こ うした研修 プログラムを開発 し、社会教育委

員や行政 関係者が子育て まちづ くり事業に参加 し積極 的に推進できるよ う、行 政か らの指導や

助言 を強化す るために県 には 自前 の研究セ ンターの設 置が不可欠です。求 め られ る研究セ ンタ

ー の機能 は以下の通 りです。

・県 内各生涯学習機関が実施 している生涯 学習講座 の評価及 び認定

・長崎 県生涯学習課主催 の生涯学習関連研修会 ・研 究会 プ ログラムの研 究 ・開発及 び同研修会 ・

研究会の企画

・地域の大学 と共同 した学習ネ ッ トワー クの企 画 と運用

・シンクタンク及び人材バ ンク(多 種 多様 な人材 の採用 ・育成)と しての機能

・海外 ・全国及び県内の生涯学習(施 策)に 関す る独 自の調査 ・研究

・情報収集 したもの をセ ンターの ライブラ リー にデー タベー ス化 し、貸 し出す業務

・地域生涯学習 に関す る情報発信(ホ ームペー ジな どの企画 ・作成 、広報誌等)

3子 育てまちづ くりと社会教育委員の役割

(1)子 育てまちづ くりに向 けての社会教育委 員の役割

平成13年 度に改正 され た社会教育法は、社会教育 の推進 に当たって、学校教育 との連携 によ

る青少年 の体験活動の充実に努 めることや家庭教育の向上に努 めることを求 めています。

社会教育委員は、この ことを受 けて、関係行政機 関 と一体 とな り、それ ぞれ の地域の社会教

育の計画や展開について見直す必要があ ります。そ して、"地 域 ぐるみ の子育て"を 充実 させ る

た めに、社会教育委員の会 として、また、独任制 の特性 を生か した個人 の立場 で、積極 的に提

言や意見具 申等による働 きかけをす る必要 があ ります。

事例 「青少年健全育成地区組織の結成について(答 申)」(森 山町社会教育委員会)

(2)使 命感に燃 え、フ ッ トワークある社会教育委 員
ろ うしゅう

社会教育委員は、旧来の陋習 に とらわれ ることな く、今、地域社会 で社会教育 に寄せ られ る

期待 、特に家庭教育の充実や青少年 の健全育成 面での期待を正面か ら受 け とめる必要があ りま

す。

幸 い、改正 された社会教育法の もとで選任 された社会教育委員は、以前のそれ と違 って、社

会教育 関係 団体の活動面 の リーダーや家庭教育支援者等、地域の社会教育の指導 的な立場の人

が多いはずです。その立場 を生か して、子育てまちづ くり活動の リーダー として、また、諸機

関 ・団体等のネ ッ トワー ク化 のコーデ ィネー ター として活躍す るこ とが期 待 され ます。

なお、社会教育行政関係者 には、社会教育委員が、上記 のよ うな活動 を展開 し易 くす るため

の条件整備 が求 められます。

事例.「 学びか ら実践 を、実践 か ら学び を」(森 山町社会教育委員会)
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おわ りに

本委員会 では、平成14年7月 に提出 した「地域 ぐるみの"子 育てまちづ く り"」の推進一児童 ・生

徒 の育成策 を中心 に一 と題す る報告書をま とめて県教育委員会へ提 出 しま した。

この報告で は、完全学校週5日 制下の"子 育てまちづ くり"の 推進 方策 として、

○ 地域 コ ミュニテ ィー単位の連絡協議会づ く り

○ 学校の余裕 教室等 の活用に よる地域 コ ミュニテ ィー活動の拠 点づ くり

○ 学校連携 ・融合 の視点 に立っ 「開かれた学校」づ くり

○ 各 ライフ ・ステー ジご との社会参加 活動

等の推進 の必要性 につ いて述べま した。

今次 の委員会(平 成14年8月 ～16年7月)で は、本文に述べている とお り、「地域 ぐるみ の"子 育

てまちづ くり"」を推進す るに当たって のネ ッ トワー ク化や活動拠点づ くりに焦点 を当てて論議 を重

ねてきま した。

今 日、青少年 の健全育成 は、歯止 めのかか らない少子化対策 とともに、民族 の将来 に関わる国民

的な課題 となってお ります。国や地方公共団体は申すまでもな く、関係 団体等 も活発 な取組 みを加

速 させてい ます。

この2つ の事件 に照 らす とき、本委員会 と しても、今後、社会教育分野でで きるこ と、進 めなけ

れ ばな らないこ とな ど、 さらに論議 を尽 くすべきこ とを実感 しています。 しか し、今次の委員会委

員 の任期 との関係 か ら多 くの課題 を残 しなが らも、一応の取 りまとめを行 うことに しま した。特 に、

次のよ うな事項 につ いて、次期の社会教育委員 に議論を深 めていただ くことを期待 します。

① 「地域 ぐるみの"子 育てま ちづ くり"」 を推進す るためには、育成すべ き子 ども像 とその現実

のた めの方策 について、つま り、地域 ぐるみで、特 にど うい う心を持つ子 どもを、 どうい う取

組み をすす めるこ とで育成 しよ うとす るのか について、具体化する必要がある。

② 情報 社会のデ ジタル化 ・IT化 が急速 に進んでいる。青少年の このことへの対応 の実態 を明

らかに し、それ に基 づ く教育や環境整備が急がれ る。

③ 「子育てま ちづ く り」の重要 な拠点である多種多様 な社会教育施設 にお ける、学校 との連携 ・

融合事業 を含 めた今後 の在 り方 につい て、更に論議 を深 める必要 がある。

この報告書 が、冒頭 に も述べた とお り、社会教育関係者 に とって 「地域 ぐるみ の"子 育てまち づ

く り"」 を進 めるた めの道標 のひ とつ とな ることを期待 します。

※長 崎 県社 会 教 育 委 員 会 報 告(平 成14年7月23日)「 地域 ぐ るみ の"子 育 て ま ちづ く り"」 の推 進 一

児 童 ・生 徒 の育 成 策 を 中心 に 一

PDFフ ァイル ダウンロー ド⇒http://㎜w.manabi.pre£nagasaki.jp/tantousya/image/iinkaihQUkoku.pdf
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○ 地方分権下における社会教育の在 り方と県の役割

(提言 平成16年7月 静岡県社会教育委員会)

はじめに 地方分権改革 と社会教育行政のゆ くえ

「市町村合併 の特例 に関す る法律:」の改正によって、平成17年3月 を 目途 に市町村合併が奨励 さ

れてい ることを受 け、県 内の多 くの市町村では、合併協議 が急速 に進 め られてい る。そのなかで、

市町村 ごとに独 自の方針 をもつ社会教育行政 は大幅な見直 しが迫 られてい る。

今 日の市町村合併の背景 にあるのは、90年 代 か ら本格化 した地方分権改革で ある。 ここで 目指 さ

れてい るのは、ますます多様化す る住民 ニーズに対 して 、国が一律 に対応す るので はな く、住民 に

最 も近い行政単位であ る市町村 こそが住民 と協働 し、そ の地域に合 ったきめ細 かなサー ビスを展 開

するこ とであ り、市町村 には自立的な経営 を実現 し うる組織 と体制 をもつ ことが期待 されている。

こうした要請 を受けた市町村は、厳 しい財政事情 を背景 に、公共部門において も民間経営の手法

を導入 し、 よ り効率的な組織化 と経営を 目指 してお り、そのなかで社会教育行政 を抜本 的に見直そ

うとす る動 きも少 なか らず現れてい る。

この ような状況 を受 け、第28期 静岡県社会教育委員会 では、合併後の市町村社会教育行政 の在 り

方を緊急 に提示す る必要か ら、平成15年10月15日 、 中間報告 を提 出 した。その後、主 に県社会教育

行政 の在 り方 について集 中的に協議 を重ね、そ の成果 も加 え、本報告にま とめたので提 出す る。

1市 民の力 を支 える社会教育行政 一その現状 と課題一

○ 近年では、 日常生活 にお ける人 と人 とのつなが りの希薄化が進む一方で、NPO活 動の活発

化 に見 られ るよ うに、人 間 らしい豊かな暮 らしの実現 に向けて動 き出す地域 ぐるみ の取 り組み

が少 しずつ 広 がっている。 これか らの 「地域主権」の時代 を支えるのは、ま さに こうした 自立

した市民の力であ り、 これ を育てていかなければな らない。

○ 地域 に市民性がは ぐくまれ るた めの重要 な条件は、手触 りあ る人間関係 に よって形成 され る

地域 固有 の文化 の蓄積 である。 しか し、これ を支 える社会教育施設 ・職 員を取 り巻 く今 日の環

境 は厳 しく、現状では地域 に働 きか ける力 に乏 しく、その在 り方 が問われてい る。

(1)「地域 をつ くる力」 を現代の地域社会にた くわ える

モ ノにあふれ る今 日の 日本社会では、物質的な豊 か さとひ きかえに、生活基盤 である地域 は

もとよ り家族 でさえ も人間関係 が成 り立 ちにくい といった状況 が広がっている。 このよ うな今

日の社会では、い ざ問題が顕在化 した ときには相 当深刻 なかたち とな って現れ がちである。近

年 の少年犯罪 の低年齢化 、児童虐待 の深刻化は、その典型 といえるだ ろ う。

その一方で近年では、NPOの 増加 に見 られ るよ うに、共通の関心 を持つ仲間 とつ なが りな
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が ら社 会的課題 の解 決に踏み出す市 民の活動が、少なか らず広 が りは じめてい る。

この よ うな動 きを見据 え、これ か らの社会を展望する うえで私 たちが 目指すべきは、一人一

人 の思い と力 が束 ね られ なが ら地域の生活が支 え られ る、いわば 「地域主権」の社会である。

この 「地域主権 」の社会、す なわ ち、住む者一人一人 によって支 えられ る地域社会が成 り立

つか否 かは、人 と人 との手触 りあるつなが りのなかで地域 固有 の文化 がいかに育 まれ蓄積 され

ているか、 とい うこ とにかかってい る。 地域文化を支 え、地域 の諸資源 を結びなが ら人 々の生

活課題 の解決 にむ けた学習を組織 す ることを使命 とす る社会教育行政 の意義は、今までにな く

大 きな もの にな ってい るといえよ う。

(2)社 会教 育行政 をめ ぐる今 日的課 題 一社会教育施設 ・職員の現状 一

「地域 文化 を支 え、市民 の力 をは ぐくむ」 とい う現代 的要請の高ま りに比 して、今 日の社会

教 育行政 の置 かれ た状況 には問題 が少 な くない。

第一 に、社 会教 育行政 、 とりわけ職員 の水準は、いまなお国が定 めた基準 に満 たない 自治体

が多 く、総体 として未成熟である。 また、 自治体 によっては政策的な力点 が弱 く、軽視 され て

い る ところ もある。

第二 に、社会教育施設 ・職員 の多 くは、 当該地域の情報や課題把握 ・人材発掘 の機 会に恵ま

れず 、住民 の学習 と行動 をつなぎきれていない。その背景には、①職員 の職務 内容が施設 内で

の業務 に とどま り、地域 との接点 が少ない こと、②頻繁な ジョブ ・ローテーシ ョンのために、

前任者 が培 ったノ ウハ ウが継承 されない こと、③財源 ・職員 が削減 され なが ら、一般行政の業

務(サ ー ビスセ ンター機能)な どの新たな役割が付加 され、職員が多忙化 してい ること、④適

性 を十分 に考慮 されない職員配置が少な くない こと、⑤職員 の非常勤化な どによって施設職員

の職 制 ・待遇が多様化 し、職場の一体感 が失われやす くなっている ことな どがあげ られ る。

第三に、生涯学習施策 によって今 日では、学校外 の学びの機 会は格段に拡大 したかに見える

が、その内容 は 「生活 にゆ とりのある人の余暇的活動」のイ メージが強 く、地域 で人 と人をつ

なぎ、地域課題 の解決 にむけて 「市民 の力 」を育ててい くとい うイメー ジが薄 まってきてい る。

そ してそ の ことが、民間教育産業の拡大 を背景に、「社会教育行政が行 っているサー ビスは、民

間で十分行 える」 との考 えを招 いてい る。

2地 方分権改革 ・自治体経営改革が社会教育行政におよぼす影響

○ 昨今 の市町村 の社会教育行政は、厳 しい行財政改革を受 け、人的 にも財政的にも さらに縮小

されつつ あ る。 それ に加 えて、近年 の地方分権 改革や 自治体経営改革に よって、社会教育行政

の在 り方 自体 が大 き く見直 され よ うとしてい る。 これ らの改革 では、 「市民参加」 「協働 が強

調 され なが ら財政削減 の強い要請 を受 け、結果 としては社会教育事業や、施設職員の条件 の低

下に結びつ きかね ない。

○ 当面す る課題 としては、市町村合併の影響 が大いに懸念 され る。合併協議 においては、結果

的 に、低い水準 に一元化す る方 向で とりま とめ られることが心配 されてい る。
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○ そ こでは、それぞれ の地域に育て られた 「住民の主体的な地域づ く りの動 き」が停滞す る可

能性が出てきている。

上述のよ うな現状 の厳 しさに加 え、本格化す る自治体経営改革 ・地方分権改革 によって、現在 、

市町村 の社会教育行政は、以 下のよ うに揺 らいでいる。

(1)地 方分権改革(国 と地方の関係の見直 し)の 影響

国 ・都道府 県 ・市町村 の関係 を見直 し、市町村 の 自律性 を高 めよ うとす る地方分権改革 であ

るが、それが進 められ る過程で、次 にあげる ことが懸念 され る。

第一 に、地方分権施策 の一環 と して近年、国庫補助金 の削減 ・廃止 が進 め られて きた。 これ

か らの県 ・市町村では、独 自の判断 と自前の財源 で社会教育を展開 してい くこ とになるので、

社会教育水準が低下す ることに加 え、市町村 の格差 が拡大す る恐れが少 な くない。

第二 に、合併協議のなかで、自治体 によって大 き く異な る社会教育が、時間的な制約 もあ り、

地域 の実情 よりも行政上 の事情 を優先 して と りま とめ られ る場合が少な くない。

第三 に、合併 による広域行政化は、住民参加 の審議 会 ・委員会等 の一元化 をは じめ、住民に

身近 な地域の学習拠 点である社会教育施設の軽視 につ ながる可能性が ある。

こうした行政条件の変更 に伴 って、それぞれの地域 で長年 にわたって育 まれて きた独 自の地

域 内ネ ッ トワー クや 、相互扶助的な営みが失われ て しま うことに大い に懸念 されている。

(2)自 治体経営改革の影響

1980年 代か ら欧米で取 り組 まれていたNPM型 行政 改 革が、90年 代半ば ごろか ら急速 に 日本

の各 自治体に普及 してきてい る。 これ は、財政 の悪化 のなかにあ りなが らも、住 民サー ビスを

高める必要性 か ら行政全般に取 り入れ られているが、社会教育行政 には、以下の よ うな影 響を

与 えてい る。

第 一に、社会教育は民 間に任せ られ る部分の多いサー ビス と見 なされ 、行政 改革 の対象 とな

ってい る。公 民館な どで行われ る趣 味 ・教養学習 は、そ こで培 われた視野や特技、人 間関係 を、

もとに した社会参加 と市民 ・行 政の協働 を生み 出す公共度の高い営みであるが、昨今では、そ

の認識が乏 しくなってい る。

第二 に、社会教育施設 の運営 をめ ぐって、NPOや 地域団体 、民間業者 への事業委託、PF

Iの 導入な ど、ア ウ トソーシ ング(外 注)化 が企 図 されている。

この よ うな手法には、公共施設 の経営に行政外部 のノ ウハ ウを取 り入れ た り、市 民ニーズを

さらにくみ取 るな ど、よ り質の高いサー ビスを実現す る可能性 もある。 しか し昨今 の行政改革

では、ともすれ ば経費 削減のみの観点 か ら 「民営化 」が図 られ、 「住民意 図に沿った運営 を公 的

責任のなかで実現す る」とい うよ りも、「行政意図に沿った運営 を住 民に担 わせ る」とい う形 で

進 め られ るこ とが懸念 され る。

(3)社 会教育行政の一般行政部局への移管

昨今では、教育行政の根幹 である教育委員会制度 の見直 し議論が さかんになってお り、その
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なかで、社会 教育行 政 を一般行政部局に移管 しよ うとす る市町村が一部 に現れ てい る。

その政策意 図 と しては、「生涯学習 な ど学校教育以外 の分野につ いては縦割 り型 ではなく、多

方面 か らの総合 的な対応 が望 ま しい こと、このよ うな分野については、教育の政治的中立性確

保 といった理 由か ら特 に教育委員 会の所管 とすべき強い:事情が あるとも考 えられない ことな ど

か ら、市町村長 の所 管 とす ることが適 当である。」 ことな どがあげ られている。

しか し、 この よ うな制度改革は、以 下のよ うな問題 をは らんでい ることに留意す る必要が あ

る。

第一 に、教育 は、いわゆる学齢期 のみ に保障 され るものではない。教育行政がその使命 を学

校 教育 に特化す るこ とは、人 間の一生涯の発 達 ・形成 を トー タル に捉 える視点や、学齢期 を越

えて支援 すべ き、 いわ ゆる教育弱者(学 習機会等が提供 されない、また提供 され て もさま ざま

な事情か らそれ を活用で きない人た ち)へ の公的責任 の観 点の欠落 につながることが危惧 され

る。

第二に、子 どもが育つ地域社会づ く りと学校が離れ てい く問題、すなわち、子 どもの発達環

境 を支 え る生活環境 ・地域環境への視 点や接点が弱まる危 険性で ある。 これか らの教育行政 に

は、子 どもの生活環境 である地域の教育力を支 え高める人材 の支援や輩 出も強 く期待 され てお

り、 この ことは、学校 教育 と連携 して取 り組 まれ るべ き課題 である。

第三に、地方分権時代の社会教育施設 では、よ りきめ細 か く当該地域 の住民意思に沿った運

営 が実現 され るべ きであ り、教育委員 会制度 は本来 、そのこ とを担保す るための しくみ であっ

た ことを改めて考 える必要が ある。

3地 方分権時代を拓 く社会教育行政を創造するために

○ 社会教 育行政 に関す る合併協議では、従来の市町村の中で育て られ てきた 自治的 ・互助的 な

営み な どの リソース(資 源)が 継続 ・保障 されなければな らない。 そのためには、先ず それ ら

につ いて、担 当部 局によって正確 に把握(調 査)さ れ る必要が ある。

○ そ して、その ことを基盤 に しなが ら、「市民の力 」をはぐくむ こ とのできる社会教育行政 を、

市民 との協働 に よって育 てることが求 め られ る。課題 としては、

ア

イ

ウ

エ

オ

住民参加の促進(形 骸化 した参加制度の改善)

一般行政 との緊密な連携による事業展開

「開かれた学校」づ くりにむけての学校教育 と社会教育の連動

以上のような取 り組みを実現 しうる社会教育職員体制の再=構築

教育行政の 自立的機動力の獲得

(1)合 併に対する留意点

社会教育行政における合併への対応 としては、従来の市町村の中で育てられてきた独自の長

所が壊されないよう十分に配慮する必要がある。まず当面は、合併以前の条件をできるだけ壊
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さないよ うに努 めるべきである。 それぞれの地域 で長年か けて培われた 自治 的 ・互助的な しく

みは、い まの時代 においては、些 細な刺激で失われ て しまいやすいか らであ る。

また、市町村 によっては、既存の社会教育行政 ・施設が地域 との間に どの よ うな関係 を蓄積

してきてい るのかが、きちん と把握 されていないケース も少な くない。合併後 の社会教育行政

のデザイ ンを構想す る前提 として、それぞれの 自治体や地域の条件 に支え られ ている地域教育

活動が どのよ うな実態であるのか を、調査 ・把握 してお く必要がある。

(2)分 権 型社会に対応 しうる地方教育行政の創造

現状 の教育行政 を維持す るだけでは、今後の地方分権社会 に対応す るこ とはむず か しい。市

町村社会教育行政の多 くが、組織規模 が小 さく、補助金 に依存 した行政運営 を余儀 な くされ、

地域に働 きか ける機動力や創造力 を発揮す る条件 を持てなかったのが実情で ある。 そのた め、

これか らの時代に向けては、きちん とした地域 の実態把握 を背景に しなが ら、住民の願い をく

み取 り、それに向かい合 える、新た な時代 の社会教育体制 を、住民 と行政 が協働で創 り始 める

こ とが求 め られ る。その際に留意すべ きこととしては、次の ことがあげ られ る。

第一には、社会教育行政、ひいては教育行政 の本質 的理解を、行政、住 民 ともに深 めること

が大事である。

第二には、社会教育行政の運 営を さらに住民に開かれた ものにす ることであ る。 そのた めに

は、つぎのこ とが課題 とな る。

ア 住 民参加の促進(形 骸 化 している住民 との関係 の再構築)

イ 総合行政 に資す る うえでの、一般 行政 との緊密 な連携に よる事業展開(子 育て支援、環

境教育、安全防犯、地域 づ く り等)

ウ 教育行政の 自立 した意思決定 と機動力の獲i得

第三には、社会教育行政改革 を 「開かれた学校 」を 目指す動 きにつ なげ、 ともに地域 に開い

てい くことである。 「市民の力 」 を育ててい く うえで、地域 の学校ほ ど重要 な リソース(資 源)

はない。これ か らは、地域 に支 え られた学校づ くりと連 動 させ なが ら、「市民が育つ場」として

の学校の在 り方が実践的 に模 索 され るこ とが期待 され る。

4地 方分権時代にふさわ しい市町村社会教育行政のデザインと課題

○ 地方分権 時代の市町村社会教育行政 には、

・住民に提供 され る学習機 会の高水準化 ・多様化へ の対応

・地域内でのネ ッ トワー クを構築 し うる機 動力

が求 め られ てお り、そのた めにも、社会教育施設 ・職員 の質の さらなる充実(専 門職員制度の

確立)が 求め られている。

○ そ のためには、社会教育行政における住民参加制度(運 営審議会、社会教育委員制度)の 実

効性 を高め るな ど、住 民参加の実質化 が取 り組 まれ るとともに、それ をて こに、行政 内部の意

識改革が図るこ とが前提 となる。
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(1)学 習機会の さらなる高水準化、多様化への対応

公民館 、図書館 などの社会教育施設 は、現代 的ニーズを踏 まえ、次の よ うな学習機会 の提供

を推進す る必要がある。

第一 に、高水準の学習機会の提供で ある。 高学歴化 に伴 う個人 の学習ニーズの質の高 ま りに

加 え、地域社 会の課題把握 ・解決 にむ けて も、環境、健康、科学 、社会な ど水準の高い学習内

容 の支援 が求 め られてい る。 ここでは、近隣大学や専門機 関、民 間の機 関 との積極的な連携 に

よる学習事業 開発な どが求め られて こよ う。

第二 に、現代社会の深刻 な課題 とな ってきてい る若年層 ・青年層の社会 に対す る疎外感や焦

燥感、犯罪 ・非行の多発化 ・兇悪化 への対応で ある。 これ らの年齢層 の社会性や人間性 に働 き

か ける機 会づ く りは、高齢化社会 を支え る少子化世代 に未 来を担 う意識 を培 うとい う意味か ら

も重要であ る。

第三に、 これ まで公 教育が対応できていない社 会的課題へ のアプ ローチである。た とえば、

不登校 の子 たちや 、ひきこ もりの青少年 、障害 をもつ人々の就労支援教育な どは、本来 は公的

に保 障 され るべき内容 であ りなが ら、現 実には市民的な対応が先行 してい る。 これか らの時代

の社会教育行政 には、新 たな問題領域へ の対応 を見せ る市民の動き とつなが り、学びなが ら、

地域課題 に見合 った公 的教育支援 を積極的 に創 造す ることが求め られている。

(2)コ ミュニテ ィ ・ネ ッ トワーキ ングの構築

今後 の社 会教育行政 には、地域 に 自発 的な学びがた くさん生み出 され、 自治が築 かれ る条件

づ く りが求 め られ ている。学校 ・家庭 ・地域社会 ・行政 を包括 した、全体 の桟(か けは し)と

しての役割 を果 たす ことが重要であえる。そのために、以下のこ とが課題 となる。

第一 に、 コミュニティ拠点であるはずの社会教育施設の経営 では、できるだけ多彩な層 が利

用で きるよ う、 さらなる工夫 が求 め られている。現在 の社会教育施設は、高齢者や女性 が利用

者 の大半 を占めてい るが、勤労者 や青少年 の利用を拡充 してい く独 自の工夫が必要である。

第二 に、地域 に潜在す る学習資源 のネ ッ トワー ク化である。学校(余 裕教室)、 自治公民館 、

企 業、NPO及 び大学な ど、地域 に潜在 してい る資源 を有効 に組み合わせなが ら、それ らの力

を最 大に発揮 させ る しくみづ くりが必要 である。

第 三に、既存 の地域 団体 の活性化 である。成果 を挙げてい る先駆 的な地域づ く り実践 におい

ては、その多 くが既存 の地域団体 の活性化 と連動 しなが ら進め られ てい る。 ここでは、団体の

熱意 を削がれ ない関わ り方や、団体 の弱点 を補完 しうる支援 な ど、きめ細やかで忍耐強 く高度

な働 きかけが求 め られ る。

(3)市 民 との協働 をコー ディネー トできる職員体制の確立

以上 のよ うな取 り組み を可能 にす るた めには、それ にふ さわ しい職員体制の実現が必須 であ

る。 しか し、社会教育施設職員 には、先に述べた よ うに、非 常勤化等による職制 ・待遇 の多様

化、専任職員 の在任期 間の短 さ、適性 を十分 に考慮 しない人事配置 な どの実態がある。 「行政 と

住民の協働」がキー ワー ドの現在、行政 と住民 との接点部分 を担 う職員は 「地方公共団体の顔」

で ある。 そ の意味で も、常に住民 と接 しなが らその課題 に応 じた学習 を支援 ・組織す る社会教
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育職員 の重要性 は再認識 され なければな らない。職員 の資質の向上 と、意欲 を持 って取 り組 め

る職場 の環境づ くりは必須 であ り、社会教育主事等 の専 門的力量:を備 えた職員 の配置が不 可欠

であ る。

その際、職員の資質 として求 め られ るものには、社会教育に対す る幅広 い見識 とともに、地

域課題 の発見能力、 コーデ ィネー ト能力な どがあげ られ よ う。 こ うした資質 ・能力は研修 によ

る自己研鑽 とともに、一 定の経験年数 によって培 われ るものである。住民 との信頼関係 の醸成

とい う点か らも、ある程度長期 にわたって職務 に専念 できる環境整備 が必要で ある。

また、これまで町村において は、県の社会教 育専門員派遣制度 によって、専 門的職員 を確保

してきた ところ もあるが、社会教育 主事の配置及び在任期 間の延長の観点 か らす ると、今後 は

各 自治体で職員 を養成 してい くことが望まれ る。

なお、この ような役割 を担 うのは、行政職員 よりも、地域での人脈 を蓄 えた人材のほ うが有

効である とい う指摘 もな されてい るが、雇用条件や 、行政職員 とのパー トナー シ ップの問題等

によ り、その可能性 が限定 されて しま うケース もある。 よ り有効で健全 な地元人材の活用 の在

り方が研究 され 、実現 され なければな らない。

(4)住 民参加 を挺子(て こ)に した行政の意識改革

社会教育のその重要性 の高 ま りに反 して、必ず しも行政 内部 において社会教育の現代的意義

が正当に評価 されていないよ うに思われ る。 まず、社 会教育の現代的意義 と課題 につ いて、市

町村行政 内部に対 しての実質的 な啓発 を進 め、意識 改革を図ることが必要 である。 並行 して求

め られ るのは、よ りきめ細やか な住 民参加 の拡大であ る。民意に即 した行政行動 を実現す るに

は、以下 のよ うなさま ざまな手だてで住民参加 の拡大を講ず ることが必要で ある。

ア 社会教育委員会や施設 の運営審議会 ・運営委員 会等 の活性化

委員選 出方法の見直 し(一 部公募制)や 研修 の充実

イ 事業立案 ・実施へ の住民参加 な ど、多彩な参加 方法 の創造

ウ 地域の実態把握 、ニー ズ把握:、利用者の満 足度把握

工 情報公 開の拡大

5地 方分権時代にふさわ しい県社会教育行政のデザインと課題

○ これか らの県社会教育行政には、それぞれ の市町村の社会教育行政 が改革 を進 める うえで、

① 先導 ・啓発的機能

② 情報集約 ・相談機能

③ 調整 的機能

を発揮す ることな どこれまで以上の役割が求 め られてい る。具体的には、以下の内容が創造的

に取 り組 まれ ることが期待 され る。

ア 職員研修の実施 ・支援 〔(1)ア〕

イ 住民 グループ ・団体の学習ネ ッ トワー ク支援 〔(1)イ〕
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ウ 全 県的な交流ネ ッ トワー クの構築 、広報 〔(1)イ〕

工 複数 市町村 に よる協働 のコーデ ィネー ト 〔(1)イ〕

オNPOな ど市民の 自立的な活動への支援 〔(1)ウ〕

力 財政基盤 の弱 い市町村への社会教育活動活性化のための財政支援 〔(1)ウ、(2)ア 〕

キ 住民参加制度(社 会教育委員)の 活性化 にむ けての啓発 〔(1)イ〕

ク 地域課題把握:、住民ニーズ把握 の ノウハ ウの蓄積 ・提供 〔(1)ウ〕

ケ パイ ロ ッ ト事業の実施 〔(1)ウ〕

県社会教育行政 の役割 をめ ぐっては、 「合併 が進 めば、各市町村 の行政能力 が高ま るので、県の役

割 は縮小 され る」 との見解が一部 に見 られ るが、実態は必ず しもそ うではない。合併 したか らとい

って、市町村 が これ まで県や 国が担 っていた役割 を担 えるカを 自動的 に獲得 できるとはかぎ らない。

む しろ合併 に伴 う行政改革 によって社会教育行政の水準低下や、市町村 の格 差の さらなる拡大が懸

念 されてい る。その なかで県社会教育行政 には、市 町村に対す る中間支援的な役割が これ まで以上

に求 め られ る。その対応のた め、次 のよ うな機 能を発揮することができる専門家集団に発展す るこ

とが求 め られ る。

(1)県 社会教育 に求 め られている機能

ア 先導 ・啓発 的機能

社会教育行政 につ いては、「地域課題 に対応 できる市民の力 をは ぐくむ」とい うその使命 の

理解が市民 は もちろん行政 内部 において も不十分である。 こ うした点か ら良質の職員研修 の

開発 ・充実 は、県が取 り組 むべ き最優 先課題 であ る。 また、県の内部 において も併せ て社会

教育の理解 の徹底が図 られ なければな らない。

具体的 な普及啓発の方法 としてはテ レビ番組に よる社会教育事業や まちづ くり活動のPR、

イ ンターネ ッ トの積極 的な活用、発行物 の工夫な どが考え られ る。特 に 「市民のカ」のあ ら

われ ともい える、地元の地域教育活動 をめ ぐる映像教材 の開発は急務 である。 これには、昨

今 の市町村合 併 によって、地域に人間関係や文化 を蓄えてきた祭 りや伝統行事 が大 きく揺 ら

ぎ、その記録 ・保存 が緊急かっ大切 な課題 となっている ことが あげ られ る。 これ らは、:職員

が市民の活 動や学びを支 える方法を学ぶ ための教材 ・資料 として も有効である。

イ 情報集 約 ・相談機 能

地域教 育を進 める うえで は、情報過 多 ・関係過疎 といった状況が広が ってお り、そのなか

で県社会教 育行政 には、①各市町村 か らの相談窓 口である とともに、②地域活動に取 り組む

各種 団体 に とって も相談窓 口とな ることが強 く期待 され てい る。 その実効のためには、他部

局 ・機 関 との連携や情報集約 ・整理 を行 う体制づ くりが求 め られ てい る。

コ ミュニテ ィ施策 が さまざまな部局 に よって取 り組 まれてい る昨今、数多 くの部局 か らの

要請 が関連 団体、地域 、学校等 の活動現場に伝 え られ るが、その受 け手は一定の人材 ・団体

等 に偏 ってい る。また、縦割 り行政 の弊害 な どか ら有用 な情報が埋没す ることも少な くない。

この よ うななかで、 さまざまな部 門 ・部局か らの情報 を とりま とめ、整理 した うえで提供す
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る体制が必要である。

さらに、国、市町村 、他都道府 県、 さらには民間教育事業者等の情報収集 、連携 ・調整機

能 も、重要な役割である。特 に合併 に際 して社会教育行政 の在 り方 の見直 しが各 自治体 で進

め られ るなか、各市町村間の情報交流は、 よ り組織の内的事項に踏み込んだ細やかな者 が求

め られてい る。

加 えて、県 自らが県 内の関連諸機 関と関係 を結ぶだ けでな く、関連諸機 関 ・諸団体相互 の

広域的ネ ッ トワー クを支援す ることも、 これ まで以上に重要な課題 となって きてい る。例 え

ば、県内市町村の社会教育関係者 の横 断的組織 として重要 な働 きを果た して きた県社会教育

委員連絡協議会は現在、合併に伴 う市町村数 の大幅な減少 によって、組織 の抜 本的な見直 し

を余儀 な くされている。 この ように従来か らのネ ッ トワー クがかつて ない厳 しい状況 におか

れてい る現状 をふ まえ、広域 的、有機 的なネ ッ トワークを構築す るた めの支援 が県には求 め

られてい る。

ウ 調整的機能

県行 政には、教育委員会外部にも社会教 育にお いて活用 できる人材や機 関が あ り、それ ら

と有機 的連携が求 め られている。た とえば、社会教育行政 の今 日的課題 の一つ に、子 どもが

健全に育つ地域環境作 りがあげ られ るが、県内には、地域 の母親たちに よる 自助的な子 ども

の遊び場(プ レイパー ク)づ くり運動が広 がっている。 これ には、県の教育行政の管轄 外に

ある 「県営冨士山こ どもの国」を拠点に した市民的ネ ッ トワー クが大き く貢献 してい る。社

会教育行政がその使命 を追及す る うえでは、予算上措置 された事業に守備範囲 を限定す るの

ではな く、県行政全体における教育資源 ・資本 の在 り方を健全 にしてい くとい う視点か らの

事業展 開が求め られてい る。

また、近年では国 との関わ り方 において も、 国の事業の性格 を見据 えた再構築が求め られ

ている。文部科学省 「子 どもの居場所づ くり新プ ラン」にもとつ く 「地域子 ども教室推進事

業」 は、従来か らすれば大 きな金額を地域 の団体の直接降 ろす もので あ り、力 を蓄えつつ あ

る民間の力 に期待 した事業 自体の意義 は認 め られている。 しか し、①外部資金 を獲得 し、そ

れ を円滑 に運営 しうる組織的力量 を備 えた団体がそれ ほ ど育っていない こと、②合併 を控 え

た市町村か らすれば、新規事業 に取 り組むだ けの余力 に乏 しいこ と、③地域 レベル での新た

な仕組み をつ くろ うとして も、3年 間 とい う時限つ き事業であるた め、国の委託金 がな くな

った段階での事業継続 が困難 だ と思われ ること、④子 どもたちの実際の声やその置 かれ てい

る状況 に正面か ら向き合 う大人の姿勢 を含 めた、真 の居場所 を見つ め直す議論 が十分 な され

ているのか とい うことな どの意見が出 されてい る。

これ まで県社会教育行政 は、国の事業への対応 のために相当のエネルギー を費や し、 自発

的にそ の隙間を埋めてい く動 きが弱かった。 しか し、地域の教育力 を健全に高めてい くため

には、各団体が国の委託金 を運用 できる力量獲得 にむ けた支援や、すでに実働 しなが ら活動

の持続 に悩 む団体へ の配慮:など、補完的 に対応すべ き課題 が少 な くない。 県社会教育行政 と

しては、国の委託金 ・補助金の円滑な運用に留ま らず、県下全体の地域力 向上 にむ けて総合

的視野か ら、補完的、調整的役割 を創造す る必要 がある。 とくに、今 後厳 しい行政運営が迫
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られ る小規模 自治体への配慮 も求め られ る。

(2)新 たな時代の県社会行政に求め られ る体制

県社会教育行 政がこれか らの時代 に対応 す るためには、市町村社会教育行政 と同様 に、県民

の願 いに向かい合 うこ とが求め られてい る。 そのためには、長期的 には、次のことが らを施 策

として実施す るこ とが必要である。

ア 職員体制の充実 と職 員の専門性の向上

これか らの社会教育行政 には、膨 大な情報 を整理 して施策 に結び付 けてい く力、各種団体

の間を取 り持 つ コーデ ィネー ター としての力、時代の要請 に合った研修 を組織で きる力 な ど

の専門的力 量 を備 えた職員 の養成 ・配置がかなめ とな る。

市 町村 に対す る責任 ある助言 を行 うためにも、また、市町村への波及効果をつ く り出すた

めに も、まず 、県 が率先 して、社会教育主事、司書等の専 門的な資格 を持 つ職員の配置 を拡

大 させ るべ きである。生涯学習の視点か ら、学校教育 と社会教育の有機 的な連携を図るた め

にも、関連課二室 ・教育機 関等に社会教育主事等及び有資格者 を配置:することが必要 である。

さらに、従来 のジ ョブローテー シ ョンの見直 しも重要で ある。 とくに、社会教育行政は、

県 ・市町村 を問わず大 きな変革期 に突入する。各市町村に対す る リーダー シップや専 門性 を

高 める うえか らも、同一職 員による継続 的な責任ある関わ りこそがふ さわ しい ことか ら、在

任期間の延長 が求 め られ る。

また、町村 を対象 とした社会教育専門員派遣制度 は、学社連携 ・融合 の観 点、社会教育 の

専門的力量 による指導性等 の点で大 きな評価 を得ている。 こうした人材の派遣 については、

合 併後、新 自治体になって も何 らかの形 で維持 され るべきである。

イ 社会教育委 員会会議 の活性化 ・住 民と職員 との協働の推進

これ か らの行政経営 は住民 との協働 で進 められ るべきである、そ のためには、住民参加 を

実質的 なもの とす るこ とが重要な課題で ある。社会教育行政 は先駆的に住民参加制度 を法的

に位置づ けて きた領域 であるが、実態は形骸化 しているケース も少な くない。 これか らの時

代、社会教育委員の会議に限 らず、住民参加 の委員会、審議会 を、単に市民の意見 を聞 くだ

けの場 に して はな らない。住民参加 の会議は、本 当の意 味での協働 を創 り出す ための、市民 ・

:職員双 方に とっての トレーニングの場 として認識 され るべきである。

こ うした こ とを実現す るためには、会議 に関連課室職員 が極力参加す ること、会議 の席上

だ けに留ま らない職員 と委員 の 日常的な関係 を蓄積す ること、研修機会 を充実 させ ること、

会議 内容の公 開を十分 にす ることな どが求 め られ る。

また、住 民参加制度 を活性化す るに留 ま らず、県民 との協働型事業 に積極的 に取 り組むな

ど、住 民参加 の機会 を増す こ とは、県社会教育行政が市町村に先行 して取 り組むべ き課題 で

もある。
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ウ 事 業計画における単年度主義 ・前年踏襲主義か らの脱却

これ か らの社会教育行政 には、生活課題 に根 ざした学習活動 に裏付 け られ た 自治的 ・互助

的な営み を、いかに地域 に育て るかが間われてお り、市町村社会教 育行政 を支援す る県社会

教育行政 にはそのためのノ ウハ ウや情報の蓄積 が必須 となる。これ まで県が推進 してきた 「子

どもをはぐくむ地域教育推進事業(コ ン ソー シアム)」 は、地域で さま ざまな団体が連携 す る

教育活動である。 市町村 を越 えて県がこ うした活動 にパイ ロッ ト的に直接 関わ ろ うとす る こ

とは、地域教育支援 の課題 や ノウハ ウを県 と して蓄積す る うえで も有効 な取 り組 みであ り、

その先駆性 は高 く評価 され る。

ただ し、 この事業は、①3年 間 とい う時限つ き事業 であること、②補助金 を当該年度 内に

消化 しなけれ ばな らないこ と、③小学校 区単位 の取 り組みに限定 されているこ と、④ 市町村

に よっては認知度 が低 いこ となど、地域活動 を軌道 に乗せ る うえで支援事業 としては、す で

に一定の窮屈 さが指摘 されてい る。 さらに、⑤年 限の短 さに加 えて事業を支 える県側のスタ

ッフ体制の厳 しさか ら、県 としてそれぞれの地域活動 の実態や ノウハ ウを細 か く把握 しきれ

ていない ことな ど、問題が少な くない。

このよ うなパイ ロッ ト事業は、その成果 をきちん と検証 しつつ 、地域サイ ドか らの声 を反

映 した修正的発展 が図 られ るべきである。また、 この事業に限 らず今後は、前年踏襲 を基本

とした予算要求か ら脱却 し、事後 の評価 に基づいた修正 ・発展型の予算要求への展 開が求め

られ る。

(3)県 社会教 育行政における今後の重点検討課題

第一 には、健全な公設民営の模 索である、2003年 には地方 自治法が改正 され、指 定管理者制

度 の導入に より、公共施設の運営 に民間業者 やNPOな どの市民団体が参入す る機会 が大 きく

広 がった。 この手法 は、行政外部 のノ ウハ ウを取 り入れ ることによる業務 の効率化や住民への

サー ビスの向上 をもた らす可能性 がある一方、責任 の所在の明確化、地域 の中で培われた文化

の継承 ・発展、職員 の専門的資質 の向上、点検 ・評価 の可能性等、検討すべ き課題 も少な くな

い。 また、社会教育施設への民間参入では、住民 と行政が協働 の範囲を広 げ、そ の内実を深 め

てい くことが重要であるに もかかわ らず、サー ビスの充実 よ りも費用面を優先 した安易な委託

が なされ るケース も現れてい る。社会教育施設 の施策や事業運営への民間参入 に関 しては、そ

の長所が生 か されるよ う、慎重 な検討が求め られ てい る。

第二 には、社会教育事業独 自の評価の確 立である。社会教育事業は費用対効果 が見 えにくい

とはい え、その事業評価は必要 である し、それ に基づ く組織評価 も避 け られ ない。 良質な実践

を啓発 させ てい く意味で も、評価 は大変重要 である。実際に事業に関わっている人た ちの意見

等 を取 り入れなが ら、社会 教育事業の具体的な評価の方法を確立す る必要 がある。

第三には、いわゆる 「教 育弱者」への着 目と支援で ある、先 にも述べた よ うに、世間的には

「社会教育」 「生涯学習」は、生活 にゆ とりがある人の余暇的活動だ ととらえ られ てい る面があ

る。 しか し、本 来的に社会教育が追求すべ きは、困難 を抱えた人たちが社会 との関わ りのなか

で人間的な発達を獲得 してい くことであ り、 このことを促進す るための学習 の在 り方である。

こ うした層への学習支援の在 り方 を積極 的に提案 してい くことも、県行政 に求 め られている。
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おわ りに

先行 き不透明な この時代 、私たちは、これか らの社会を担 う次世代 が健全 に育つ地域環境づ く り

のために、また、持続 可能 な環境づ くりのた めに、すべての人が責任 をもって 関わ る社会 をいかに

形成 す るか とい う課題 に直面 している。これ か らの時代 の社会教育には、「一人一人が次世代に何 を

残す かを真剣 に考 え、仲 間 とつなが りなが ら行動を起 こす」、その ような地域での多彩 な しかけづ く

りが期待 され ている。

そ のた めの社会教育行政 の在 り方 は、行政 と市民 との協働 を幾重 にもくぐり抜けない ことには見

出されない。今 日では、 「市民参加 」や 「協働 が強調 され てい るが、これが単なる 「市民任せ」に

な らない よ う、行 政組織 自体 が地域の実情 とつ なが りをもった存在 となるよ うに していかなければ

な らない。今必 要なのは、住 民 と行政が、手 間 と時間をかけて議論 しなが ら正 当に分 け合 い、お互

いが問題解決力 を蓄えてい く環境づ く りである。 またそ こでは、チャ レンジ精神 ・遊び心 ・試行錯

誤 といった、一 見すれ ば効率性 に相反す る ところにあるよ うに見 えることが らが、本来人 間が持っ

豊 か さを取 り戻す ための潤滑油 にな ることを忘れてはいけない。財政的な厳 しさのなかで視野が 目

先 に限定 され がちな昨今だが、そ うい うなかで、多 くの県民がその地域の将来 を想 い、そ の地域 を

形成す る一員 として地域の活動に参画 し、行政 との真の協働のなかで、それぞれの地域文化の創造

に関わって いただ くこ とを期待する もので ある。
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○ 子 どもの体験活動の充実方策について
～体験活動の質 と量の高ま りを 目指 して～

(提言 平成16年9月 福岡県社会教育委員の会議)

は じめに

子 どもの調和 のとれ た人間形成 には発達段階に応 じた豊かな体験が欠かせません。

平成8年7月 の中央教育審議会答 申では 「体験 の重視」が繰 り返 し強調 され ま した。 さらに、平

戊11年 の生涯学習審議会答 申では、「生活体験」 「お手伝い」 「自然体験」が豊 富な子 どもほ ど、 「道

恵観 ・正義感が充実」 として、 自信 を持 って子 どもの体験 を充実 させ るための地域社会 の環境つ く

0を 進 める ことを提言 しま した。続いて、平成13年7月 には社会教育法及び学校教育法に青少年の

土会奉仕体験活動等 の奨励 を新 たに規定する法改正が行 われ るとともに、翌14年 には、中央教育審

義会が 「青少年の奉仕活動 ・体験活動の推進方策等 について」の答 申を出 しま した。 この ような答

和や法の改正、加 えて平成14年 度か らの学校週5日 制の完全実 施 に伴い、現在、県内の各地域で行

女、学校 、民間団体 な どが様 々な体験活動 に取 り組んでいます。

しか し、現在、実施 されてい る体験活動 については一定 の成果が見 られ るものの、関係者 か ら 「子

どもが受身的である」 「子 どもの発達段階 にあってい ない」 「大人の関わ りが不適切 である」 「単発

的 ・イベ ン ト的な体験活動が多い」な どの声 も多 く、「体験活動 の意義が十分理解 されてお らず 、体

験活動 が質量 ともに不十分 で、真 に子 どもの豊かな成長 を図るもの となっていない」 との指摘が あ

ります。

体験活動の大きな 目的は、子 どもに必要 な資質 ・能力 をは ぐくむ ことにあ ります。福 岡県社 会教

育委員 の会議では、福岡県の子 どもが、様 々な体験活動 を通 して、人 間関係能力や 自主性 ・自律性 、

耐性 な ど必要な資質 ・能力を身 につけ、 「自分に誇 りと自信 を持つ子 ども」に育 ってい くこ とが大切

である と考 えています。

本提言では、子 どもの現状や新 たな社会情勢 の中で重要視 され ている体験活動 について、改めて

意義や阻害要因、現状 、課題等 を整理 しま した。そ して、子 どもの体験活動 を充実す るための3つ

の視点 と して、「プログラムの見直 し」 「大人の関わ り方の改善」 「環境条件の整備 」をあげ、その う

えにたって 「いま、何 に取 り組 まなければな らないのか」を 「10の提言」 としてま とめています。

主 として、実際に子 どもの体験活動事業を実施 している県 ・市町村行政関係者や関係団体の指導

者、社会教育委員、学校教育関係者等を対象に提言を行 うものです。

関係機 関 ・団体等の施策 ・事業推進の一助 となるとともに、関係 者の手引 き的な活 用 も期待 して

い ます。 なお、本提言が対象 とす る 「子 ども」 については、幅広 く幼児 か ら大学生等まで としてい
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ます。本提言 をきっかけ として、子 どもの体験活動がよ り一層充実 され ることを願 うものです。

第1章 いま、なぜ.改 めて 「子 どもの体験活動」なのか

1子 どもの発達 と体験

(1)子 どもの成長 ・発達 と体験 活動 の意義 ・必要性

子 どもは、み な大きな成長 ・発達 の可能性 を もって生 まれ てきます。 しか し、それ は自然 に

顕在化す る ものではあ りませ ん。年齢 に応 じて体験すべ きことを体験 しては じめて現実の もの

となるのです。動物 には、ある一定の時期に体験 しない と一生身 につかない能力 があ り、それ

が身 につ く時期 を臨界期 といいます。人間にはも ともと五感 を 自ら使 って体験す ることによっ

て、 さまざまな 「生 きるカ」をは ぐくむ能力が備わっています。人間が人間 としての性質 を備

えてい くた めには、体験、それ も人 に言われ ての 「させ られ体験」ではなく、また、テ レビや

ゲー ムな どによる 「間接 体験」 「疑似体験」だけでなく、自分か ら進んです る 「能動体験」や直

接 もの ご とに触れ ての 「直接体験」 とい う自らの五感 を存分 に使 う活動 が重要 です。そのこ と

によって、子 どもの心身 は、年齢相応 に確 実に発達 してい くことができ、子 どもは、 自分 のも

ってい る可能性 を現実の ものに してい くことがで きます。

発達課題 とは、人間が乳児期 、幼児期、児童期、青年期、壮年期、中年期、老年期な どの発

達段階 にお いて健や かに発達 してい くために達成 しなければな らない課題の ことです。米 国の

ハ ヴィガー ス トHavighurst,R .J.(1953)氏 は、幼児期の発達課題 の一つ に 「社会や事物 につ

いての単純 な概念 を形成す ること」 を挙げています。

この課題 に関 して、命 の意味の理解 と体験の関係 を例に考 えてみま しょう。子 どもは どうや

って 「命 の大切 さ」 を理解す るので しょ うか。言葉 で教えるのも一つの方法ですが、それだ け

で は本 当の理解 にはな りませ ん。言葉の前に命 につ いての体験が必要です。幼い子 どもはよく

蟻 をつぶ した り、 トンボの羽 をむ しった りします。そんな場面では、大人はたいてい 「そんな

ことを してはい けませ ん。小 さな虫に も命 があるのだか ら」 と注意 します。確かにその とお り

ですが、子 どもにはその命 の意 味がわか りませ ん。だか ら、ただ欲求や興味のお もむ くままに、

つぶ して殺 した り、羽 をむ しった りす るのです。しか し、その結果 、悪気がなかった として も、

虫は二度 と動かな くなって しまいます。子 どもはそ うした体験の積み重ねの中で命 とは何か、

自分の何気 ない行為が どんな結果を生み 出すのかを実感 として理解す るよ うにな ります。

また、福岡県で は 「ひなの頃か ら自分 たちで飼育 した鶏 を しめて食す」 とい う実習 を行って

い る高校 があ ります。涙 を流 しなが ら実習す る高校生は、身近な命 を奪 う辛 さとともに、食べ

ることの意味や あ りがた さを実感 してい る と聞 きます。

こ うした例か ら言え ることは、発達課題 の達成 には、言葉や理屈 で教える前に も後 にも、 目

や耳や肌 で直接感 じる体験が必要 である とい うことです。

(2)体 験 活動 と学力の関係

学校 週5日 制が完全 実施 され る中、現在 、「学力」問題が盛 んに論議 されています。文部科学

省 は子 どもの学力向上 の ヒン トとして、 「主体的 に学 ぼ うとす る意欲 ・態度」 「基本的な生活習
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慣」 「指導上の工夫」の3点 をあげています。

ここでは、体験活動 の意義を 「学力」 とい う観点か ら整理 してみます。

① 学びの出発点、思考や理解 の基盤づ くり

平成15年 に文部科学省 が実施 した学力テ ス トの結果では、 「日常体験:の不足」が指摘 され ま

した。例 えば、冷凍庫 で水 を凍 らせ た ときに起 こる体積 の変化 を問 う問題 では無解答が際だ

ちま した。「容器 に水 を入れて氷 をつ くる生活体験 が乏 しくなってお り、氷 になる と体積が増

加す るこ とは知識 と して知 っていて も、実際 にどの よ うな状態にな るのかが分 か らない」 こ

とにも原因があると分析 しています。

子 どもの 「学び の過程」を大 き くまとめる と、「感覚一→思考→実践」とい う方 向で とらえら

れ ます。 まず 『体験』によ り感覚的 に外界の事物 ・事象 を とらえ、続いて 「なぜ 、ど うして」

と考 えることを通 して理屈 に置き換 え(概 念化 を図 り)、さらに実生活 と結びつ け行動す ると

考 え られ ます。 この最初の 『体験』 が子 どもの生活 の中で十分でない と、子 どもの学びの過

程は、思考 ・概念 の段階か らいきな り始ま ることにな り、学習に対す る興味 ・関心や意欲 が

失われ ていきます。

その意 味か ら、『体験』 は 「学びの出発点」 「思考や理解 の基盤」であ るといえます。

② 実感 を伴 った理解の促進

平成15年 度 の 「福岡県小 ・中学校 学力実態調査報告書」 の中の 「理科」 の調査結果では、

小 中学生 とも、「日常生活 との関連の意識 が希薄 である」と し、今後 は 「実感 を伴 った理解 の

促進」を図ることが必要で あると述べ られています。子 どもが 「ああ、そ うだったのか」 と

実感 しなが ら、 うなず きなが ら、理解 を深めてい くためには、 日常生活の 中で、いろい ろな

ものを見た り、聞いた り、触れ た りす る五感 を通 した直接体験 を多 く積 み重ね 、常 日頃か ら

「なぜ 、 どうして」 とい う疑 問や問題 意識 を持 ってお く必要 があ ります。そ して、学習を通

して、分か らなかった ことが分か るとい う 「知 ることの喜 び」 を味わい、 さらにそれ を 日常

生活 に役立てていくことが大切です。

子 どもの実感 を伴 う理解 を促進 し、知 る喜び を味わせ るた めに も、 日常的な体験活動 は大

変重要である とい えます。

③ 学習態度 と価値判 断能力の育成

「知識 」や 「技能」の能力を養 うためには、我 慢 した り関心 を持った りす る 「学習態度 」

と、社会 的に正 しいことと間違 ってい ることを直感 的に峻別す る 「価値判断能力」 を育成す

ることが重要です。そ して、この学習態度や価値判断能力 は、学校 の中だ けで養われ るもの

で はな く、む しろ日 常的 な生活体験の 中で相乗 的に養われ る と思われ ます。 「学力 向上 プラ

ン」に取 り組 んでいる福岡県内の学校では、 「子 どもの学習意欲は基本的生活習慣や規範意識

と大きな関係 がある」と分析 しています。つ ま り、学力向上の条件の一つ は、 「毎 日朝食 をと

った り、学習の準備 をす るな ど 日常の生活習慣 がきちん と身についてい ること」や 「我慢す

る、ルールを守 るな ど、 自分を律す るこ とができるこ とである」 といえます。そ のよ うな資
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質や能力 、態度 は、家庭や学校での 日常的 な生活体験活動 の中で養 われていきます。

④ 成就感や 自尊感情、 自己有用感の獲得

子 どもは、本来、「勉 強 していい成績 を とりたい」と願 っています。 しか し、学習内容が理

解で きなか った り、 目標がなかった り、 自分に 自信 がなかった りす るとつい投げや りになっ

た り、 「や る気」が失せ た りして しまいが ちです。子 どもが 「や る気」を出すのは、将来 に対

す る夢や 目標 を持 った り、何 かをや り遂げてほめられ 自分に 自信 を持 った りした ときです。

日本 の子 どもは、先進国に比べ 自己評価 が低かった り、将来 に向けた夢や希望 を持たな くな

っている傾 向が あるといわれ ます。 そのこ とが 「宿題や 自分 の勉強をす る時間が先進 国の中

で最低 レベルで ある」 とい う結果に もつ ながっているよ うです。困難 を乗 り越 えた り、何 か

を成 し遂げ る体験、人の役 に立つ体験 等は、子 どもに成就感や 自:尊感情、 自己有用感 を持た

せ、積極 的に生 きる姿勢 を育てます。そ してそのことは、子 どもたちの積極的な学習へ とっ

ながってい きます。

⑤ 学 ぶ意欲 ・態度 の育成

平成11年 度 に福 岡教育大学の横 山研究室が実施 した 「児童の集 団遊び と学校生活へ の好感

度 の関係」に関す る調査 に よると、 「集 団で遊ぶ機会が多いクラスの子 どもほ ど、学校生活 を

楽 しんでい る」とい う結果 が出ています。また、昭和63年 度 か ら3年 間、 「体験活動重視 の教

育」 に取 り組 んだ山川 町立 山川東部小学校の実践で も、昼休み の仲間遊び を活性化 した り、

様 々な活動 を通 して異年齢の人間関係 を豊かにす るこ とに より、 自主性や学力 が向上す るこ

とが明 らかに され てい ます。 下のグラフは、実践1年 目か ら3年 間の学力の推移 を示 したも

のです。1年 目は学力の 「下位群」が24.8%で したが、3年 目は19.4%に 減少 しま した。 ま

た、 「上位:群」は39.7%か ら49.5%に 増加 しています。

遊びや様 々な集団活動の中で獲得 した 自主性 、耐性、創造性な どが学ぶ意欲 ・態度 の育成

につなが った もの と考 え られ ます。

(3)「 直接体験が不足」、「間接体験が過剰 」な子 どもたち

近年、発達過程で必要な体験 を していない子 どもが増えてきているこ とが各方面か ら報告 さ
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れ ています。 三浦清一郎氏 は、その著書 の中で これを 「欠損体験」 と名づ け、現代 の子 どもに

欠 けている体験 として次 のこ とを挙げています。

① 自然接触体験の欠損

② 縦集団体験の欠損

③ 自発的活動体験の欠損

④ 社会参加体験、勤労体験の欠損

⑤ 困難体験の欠損

また、 「直接体験不足症候群」とい う言葉 を用いて、今 の子 どもたちの基本 的生活習慣 に関わ

る体験欠損の問題 性を鋭 く指摘 してい る研究者 もいます。

この ように述べ ると、今 の子 どもたちは、以前 に比べてほ とん ど体験 して ない よ うに受 け取

られ るかも しれ ませんが、決 して体験 そのものが少 な くなってい るわけで はあ りませ ん。む し

ろ情報過多の時代 と言 われ るよ うに、テ レビやイ ンターネ ッ トな どを通 しての間接的体験や疑

似体験 は昔の子 どもよ りはるかに多い といえます。 その意味では 「間接体験が過剰 」な子 ども

たち と言ってよいで しょう。 子 どもたちが持 っている発達の可能性 を現実の ものに してい くに

は、直接体験 と間接体験のバ ランスが大切であ り、また 自発的で能動的な体験が必要である と

いえます。 ところが、今の子 どもたちには大人がすべ てプ ログラム し、指 示す る 「させ られ体

験」やテ レビ等 を通 しての 「間接体験:」「疑似体験」 「仮想現実体験」な どは多いが、 自分の意

志で 自ら進 んでする 「自発能動体験」や日 常的な生活体験 ・自然体験な どの 「直接体験」が極

端 に少な くなってきています。

(4)「 子 どもの体験活動」の とらえ方

「体験」 とは文字 どお り、 自分 の身体を通 して経験す るとい う意味です。教育的 には 「事実

や事 象 との 関わ りの過程 で、主 として感覚機能(直 感 、全身、五感)を 用いて 自己を変容す る

営み」と定義 されます。 しか し、 「体験」は、そ の出現が偶発的であった り、未整理状態が多い

ので、これ を青少年の人 間形成 に役 立つ よ うに、教育的配慮で編成 した もの を 「体験活動」 と

呼んでいます。

本提言では、「子 どもの体験活動」を 「子 どもが必要 な資質 ・能力 を身 につ け るため、意図的 ・

計画的 に実施す る教育的 な活動 としています。 そ して、 と りわけ 「自発 的 ・能動的な直接体

験」 が不足 してい るとい う認識 に立って、その充実方策 を提言 しています。

ただ し、言葉 の使 い方 については、内容に応 じて柔軟 に対応 しています。

2自 発的 ・能動的な直接体験 を妨 げる 「環境の変化」 と 「大人の関わ り方 」

(1)環 境の変化

なぜ子 どもた ちは直接体験 ができなくなったので しょ うか。 また、間接体験 を過剰 にするよ

うになったので しょうか。 この背景 には、まず 自然環境 、社会環境 、生活環境 な ど様々な環境
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の変化が あげ られ ます。 自然 と触れ る機会 を持ちたい と願 って も都 市化、宅地化が進む と自然

は破壊 され、身近 に自然 と触れ る機会 はな くなって しまいます。 また、核家族化が進行す る中

で、高齢者 との 日常的な触れ合いはほ とん どな くなって きています。 さらに、異年齢 の仲 間た

ち と外で楽 しく遊びたい と思 って も、少子化が進 み、塾通いや習い事 の過熱化 の中で地域 の子

どもの遊び集 団が消え、 しかも、隣近所 の気軽な交流ができな くなっては、難 しいで しょう。

そ して、 さ らにその状 態に拍車 をかけたのはテ レビをは じめ とす る様 々なメディアの進歩 と、

それ らの子 どもの生活 への浸透で あるといえます。

(2)大 人の関わ り方

自発性 や能動性 を妨げ るもの としては、親 をは じめ とす る 「大人の関わ り方」が あ ります。

大人が 日ごろ子 どもに対 して どのよ うに接 し、 どの ように世話 を した り、 しつけた り、教育 し

た りす るか とい うことは、子 どもの行 動や意識の形成 に深 く関わ っています。問題 はこの関わ

り方が基本的 には過 保護 であ りなが ら、部分 的には過干渉、管理的で、 しか もある面では放任

的だ とい うこ とです。 この関わ り方は 「放任 ・過干渉共存型過保護」 と呼ぶ ことがで きます。

具体的 には、次 のよ うな行動 です。

「放任 ・過干渉共存型過保護」の行動

① 本来、子 どもが 自分でできる ことにまで手を出 し、世話をす る。

② 子 どもに安易 にものを与 えた り、必ず しも必要 ない ものまで用意す る。

③ 子 どもの要求 に安易 に受容す る。

④ 本来、子 どもが 自分ですべき決定や判 断まで大人が先 に して しま う。

⑤ 子 どもの安全や健康 について必要以上に保護 と注意 をす る。

⑥ 子 どもが悲 しい体験や失敗 を しない よ うに必要以上にかば う。

⑦ 手伝い体験や勤労体験 を与えるこ とが少 ない。

⑧ 叱 るべ き時 にきちん と叱 ることが少ない。

⑨ ほめた り、認 めた りすべ き時にそ うす ることが少ない。

⑩ 基本的生活習慣や技能、道徳規範 など教えるべ き時にきちん と教 えていない。

⑪ 「あれ はい けない」 「これ はダメ」 と子 どもの 自発的行動 を必要以 上に抑制 した り、禁止 し

た りす る。

第2章 いま、福岡県の子 どもにどのような体験活動が必要なのか

1福 岡県の子 どもたちの現状

福岡県が実施 した最近の家庭教育に関す る調査や学校週5日 制実施状況調査 、子 どもの遊びに

関す る調査等 によると、多 くの子 どもたちが毎 目の生活 を生き生 きと過 ご しています が、憂慮す

べ き状況 として次の よ うな ことがあ ります。
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(1)無 気力で夢や 目標 を持たない子 どもが増えている

平成14年 に福 岡県が実施 した「子 どもの遊び実態調査」か ら子 どもたちの心の様 子を見 る と、

難 しい ことで もあき らめず にがんば ろ うとい う気持 ちを持 っている子 どもは多いが、それで も

イ ライラ した り、ムカツクことが 「よくある」 「とき どきある」 とい う回答が約77%で 、4人 に

3人 の子 どもがいわば 「抑鬱 的な傾 向」 にあ り、それ は高学年 ほ ど高 くなる傾 向にあ ります。

また、何 も した くない と思 うことが 「よくある」 「とき どきある」とい う無気力気味 の子 どもは

約6割 います。 さらに、多 くの子 どもが夢や 目標 を持 っているが、3人 に1人 は夢や 目標 、今

夢 中になっていることがない とい う状況 にあ ることが うかがえます。

Qイ ライラ した り、むか つ くことがあるか

(2)「 子 どもの遊び」が変化 し、人間関係能力が獲得 できに くい

同 じく 「子 どもの遊 び実態調 査」に よる と、子 どもたちの遊び場所 については、 「自分の家や

友だ ちの家」が約7割 と室内での活動が圧倒 的に多 く、遊ぶ 内容 もテ レビを見た り、マンガを

読んだ り、テ レビゲームを して遊ぶ ことが多 い とい う実態があ ります。 また、外遊 びをす る場

合で も、少人数で、固定遊具 による個人遊 びの傾 向が強 く、 自分たちでルール を決 めて遊ぶ こ

とは少 ない状況があ ります。子 どもは異年齢の集 団遊 びの中で、集団のル ールや友 だちつ き合

いな どを体で学びます。遊びの変化は、人間関係能力 を獲得す る上で、一つ の阻害要因 となっ

ている とい えます。

Q放課後 や休みみの日によく遊ぶ場所は?
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(3)基 本 的な生活習慣や技能が身についていない

家庭教育 に関す る調査(中 学生実態調査)に よる と、 「毎朝」 「とき どき」起 こ している とい

う母親が82%、 父 親が40%で あ り、子 どもの 自立起床の しつ けができてい るとは言い難い状況

があ ります。また、朝食 については 「毎 日」 「ほとん ど」食べ る割 合が約8割 ですが、学年 が上

がるに したが って 「毎 日食べ る」割合が減少 し、特 に男子 にその傾 向が顕著に表れています。

さらに、生活技能調査 の 「リンゴの皮む き」 に関 しては、「あま りで きない」 「まった くできな

い」が3人 に1人 程度 います。 また、箸二や鉛筆を正 しく握 ることができない子 どもが増 えてい

る現状 もあ ります。

この背 景の一つ として、子 どもの しつ けに自信 が持てない親 や、父親 も含 めて子 どもの世話

をす る親 の増加 があ り、過保護 ・過干渉で子 どもの 自主性が育ちに くくなってい ることが考 え

られ ます。

Qあ なたは朝、お子 さん を起 こしていますか?(母 親)

【平成14年 度福岡県にお ける中学生の意識 ・行動 と親の養育態度 ・意識の実態調査のま とめ】よ り

(4)日 常的に体 を動かす機会が減少 し、体 力が低下 している

上述 した よ うに、子 どもの遊びの変化や運動 ・スポーツ活動の減少、子 どもを取 り巻 く生活

環境 の変化及 び子 どもの生活習慣 の乱れな ど、様 々な要因が絡み合 って、本県の子 どもたちの

体力 は長期的 に低 下傾 向にあ ります。

平成10年 に文部省(現 文部科学省)が 行 った 「子 どもの体験活動 に関す るア ンケー ト調 査」

による と、目常的 に疲労 を感 じることが 「よ くあ る」 「時々ある」と答 えた子 どもが、小学校2

年生 でも33%、 中学2年 生 に至って は60%と なっています。

今後 、子 どもたちの体力の向上 を図るた めには、学校 の昼休み等での外遊びを奨励 した り、

「アン ビシャス広場」 よ うに 日常的 に子 どもたちが集 い、遊ぶ よ うな場 を設 けた り、総合型地

域 スポー ツクラブな ど大人 と子 どもが一緒になって体を動かす楽 しさが実感できる場を用意 し

た りす るな ど、 日常的 に体 を動 かす機 会や場 を意図的に提供す ることが大切です。
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50m走 の年次推移

(5)自 己肯定感や 自己有用感が低 い傾 向にある

平成13年 に福岡県 内のある中学校 で実施 した 「自己肯定度調査」による と、 「自分がイヤにな

ることがある」68.9%、「 頼 りがいのない人 間 と思 う」62.8%と 多 くの子 どもが 自分 に対 して否

定的なイ メー ジを持 っているこ とがわか ります。しか し、「もしで きるな ら、自分 自身につ いて

変えたいことがた くさんある」66.9%と 、チャンスが あれば、 自分 を変 え、 よりよ く生きたい

と考 えてい る子 どもも多いこ とが うかがえます。子 どもは様 々な体験 によ り、 自分の よさや価

値 を発見 し、 自己への信頼や他者への思いや りがは ぐくまれ 、 自己肯定感や 自己有用感 が高め

られ る と考え られます。

生徒の 自己肯定度 に関す る調査(A市 立B中 学校1年148名)

2福 岡県の子 どもには ぐくみ たい資質 ・能力

この よ うな子 どもたちの現状 は、福岡県に限った ことではな く、全 国的 にも同 じよ うな傾 向が

見 られ ます。

福 岡県では現在 、「豊か な心、幅広 い視野、それぞれ の志 を持った くま しい青少年 の育成」とい

う目標 のも と 「青少年ア ンビシャス運動 を推進 しています。 この理念 をもとに、学校 、家庭、
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地域が一体 となって子 どもに豊かな体験の機会 を提供 し、 目標 に向か って努力するアンビシャス

な子 どもを育成 してい く必要があ ります。

具体的には、様 々な体験活動を通 して、福 岡県の子 どもたちに次の よ うな資質 ・能力 をは ぐく

んでい くことが求 め られています。

① 人間関係能力

② 基本的生活習慣 ・技能

③ 自主性 ・自律性

④ 耐性や体力

⑤ 役割意識や責任感

⑥ 思いや りの心

(他人 と協調 した り、 コミュニケーシ ョンを図る力)

(同常生活 を営む上で必要 な基本的な習慣 や生活技能)

(自 ら進 んで物事に取 り組む態度や 自己を抑制す る力)

(困難 を乗 り越 える我慢強 さや健康 ・体力)

(自 らの役割 を認識 し、責任 をもって成 し遂げる能力)

(人に対す るや さしさ、他人 を大切にす る気持 ち)

そ して、何 よ りも様 々な体験活動 を通 じて、 「自己肯定感」や 「自己有用感 」を獲得 させ 、「自

分 に誇 りと自信 を持つ子 ども」 を育てるこ とが大切です。

前ペ ージの(5)で 、中学生の 「自己肯定感 」について述べま したが、県の調査で も、 「自分は何

をやって もダメな人間だ とい う感 じが 『よく』『時々』ある子 どもが小学6年 生 で48.4%」 とい う

結果が あ ります。 こ うした 自信 のなさや 、将来 に向けた夢や希望を持 たない とい うことは、その

実現 に向けてま じめに努力す るこ とを放棄 した り、その大切 さを認 めない姿勢 につ なが ります。

そ して 目先の楽 しさを求め るよ うにな って しまいます。子 どもた ちのよ さや個性 を伸 ば してい く

た めには、親 をは じめ周 りの大人 がそれ らを見いだ し、上手にほめ ることが必要です。 ほめられ

るこ とによって子 どもは喜びを感 じ、 自尊心や 自らへの誇 りを持つ よ うにな り、生 き生 き と自分

の よさや個性 を伸 ば してい きます。子 どもを本気でほめるためには、子 どもをよ く見て、その子

どもの よさを伸 ばそ うとす る姿勢 を持つ ことが欠かせ ません。子 どもを本気でほめる契機 をつ く

るために も、様 々な体験活動の機会 と場を提供 し、がんばった子 どもをほめ、「自分は最後 までが

んばれ る」 とか 「人のために役 に立ち、誰 かに喜んでも らえる存在 である」 とい う自己肯定感や

自己有用感 を持 たせ ることは、子 どもの成長 に寄与す る ところが大きい といえます。

3資 質 ・能力の獲得と体験活動の内容や大人の関わ り方の関連性

体験活動については、現在、生活体験活動、自然体験活動、社会体験活動(職 業体験活動、ボ

ランティア体験活動等)な どの領域に大きく分類されてお り、それぞれの体験活動は子 どもに必

要な資質 ・能力の獲得に大きな教育効果をもたらします。

例えば、生活体験活動は身近な生活技能や基本的な人間関係能力などの獲得 に効果的であると

いわれています。自然体験活動は自然の中で子どもが 「気づ く」「発見する」などの問題発見能力

や解決能力の獲得に効果的です。社会体験活動は、社会性や公共性、さらに働 くことに対する重

要性や態度の育成に効果的であると考えられます。このように各体験活動はそれぞれの意義や 目

的を持っているといえます。
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しか し、現実には各体験活動 の意義は重な り合 ってお り、複数の教育効果 を同時に もた らして

います。例 えば、長期 自然キャンプについては、 自然 と触れ あ う点では 自然体験活動 であ り、食

事な どの生活技能訓練では生活体験活動、集団生活 と規律 の学習 とい う点では社会体験活動 にな

ります。 また、獲得で きる資質 ・能力 も基本的生活技能 、人間関係能力、問題発見 ・解決能力 、

社会性 、勤労意欲 ・態度 と多岐 にわたってい ます。 しか し、プ ログラムの中に どのよ うな活動場

面を多 く仕組 むかによって、獲得できる資質 ・能力 に差がでてきます。 そ うい う意味か らも、主

催者側 は、子 どもの実態 を把握 し、は ぐくみたい資質 ・能力を明 らかにす る中で、活動プ ログラ

ムを考 えてい くこ とが大切です。 そ して、 目的 とす る資質 ・能力 の獲得 に効果的 に結びつ く活動

を意 図的 に多 く組み入れ てい く必要 があ ります。

例 えば、 「責任感 を育てる」ことを 目的 とす るな らば、 「子 どもに責任 のある仕事 を与 え、任せ、

成 し遂げ させ る」とい う活動場面 をプ ログラムの中に数多 く取 り入れなけれ ばな りません。また、

「自主的な態度 を育成す る」ことが主な 目的な らば、 「子 どもたち 自身が考え、判断 しなければな

らない」場面や 「自分でや らなけれ ばな らない」場面な どを意図的に多 く取 り入れ てい くことが

必要です。

さらに、その よ うな資質 ・能力の獲得に大きな影響 を もた らすのが、指導者であ る大人の関わ

りであ り、子 どもの行動や態度 をほめた り、叱 った り、励 ま した り、共 に頑張 った りとい う適切

な指導 ・援助が必要です。 ともすれば、手 を出 しすぎた り、必要な ときにきちん と教えず 、細か

く指 図す るな ど、子 どもの成長 ・発 達に とって逆効果 になることも多 くあ ります。 しか し、子 ど

もはや った ことがない ことや教 えられ ていない ことができるはず はあ りませ ん。大人 は子 どもに

「まず はきちん と教えて、任せ 、見守 る」 とい う姿勢 が必要です。 とりわけ、安全面や基本的な

生活技能な ど子 どもの体験活動の基礎基本 とな ることについては、繰 り返 し、徹底的 に指導す る

中で、 しっか り身に付 け させ てお く必要があ ります。

〈子 どもに必要な資質 ・能力をは ぐくむ活動 内容〉

人間関係能力

・多様 な人 との交流活動

・他人 と協調 しなが ら生活す る共 同生活体験

・遊び を通 した異年齢集団活動

・自分の考えを伝 えた り
、人 の話 を理解 する話

し合い活動 等

自主性 ・自律性

・プ ログラムを企画す る活動

・子 どもが創意工夫す る活動

・規律 ある行動や生活 が必要な 目的的な集団訓

生活習慣 ・技能

・家庭での手伝 い

・通学合 宿等集団生活体験 の中で
、買い物 、食

事の準備 、片づ け、掃除、洗濯な ど日常生活

に関す るすべての作業 を共同で行 う活動 等

耐性や体力

・長期 キャンプ等 での不 自由な生活や 自然の中

での厳 しい協同作業な ど困難 を伴 う活動

・登 山や長距離歩行 など、体力 ・気力の限界 に
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練活動

・自ら選択 した職業体験活動 等

役割意識や責任感

・リーダー と してチームをま とめる活動

・与 えられ た役割 を最後 までや り遂げる活動

・動物 の飼育や植物 の栽培活動 等

挑戦す る活動

・目標 に向かって練習 を積み重ね るスポーツ活

動 等

思 いや りの心

・地域清掃や空 き缶 回収、花いっぱい運動等の

地域の環境保 全的な活動

・福祉施設等への訪 問や高齢者、障害者 の支援

活動

・年下の子 どもの世話 をす る活動

・保育所等 で乳幼児 と触れあ う活動 等

4福 岡県の体験 活動の実施状況 と子 どもの参加状況

平成15年 度 に福 岡県が実施 した 「学校週5目 制の実施 に係 る実態調 査」 によると、現在 、福 岡

県においては、約9割 の市町村が週末や長期休業 中に公民館や図書館 等社会教育施設で何 らかの

子 どもの体験活動事業 を実施 しています。 また、子 ども会やPTA等 社会教育関係団の6割 近 く

も同様 の事業 を実施 しています。 さ らに、県立社会教育施設等 においても長年 にわた り青少年対

象事業 を実施 してい ます。

学校週5日 制の実施 については 「よか った」と感 じる子 どもが7割 を超 える一方、「何 もす るこ

とがな くな ってつ ま らない」 とい う子 どもが3人 に ユ人程度い ます。

また、地域 行事等への子 どもの参加状況 は、「よ く参加す る」 「時々参加 す る」が小学5年 生の

3割 強を最 高に、中学2年 生1割 程度 と学年 があがるほど少な くなってお り、高校生は1割 にも

満 たない状況 です。 その理 由 として、 「時間的な余裕 がなかったか ら」 「体験活動 に関心がなかっ

たか ら」 「参加 したい体験活動がなか ったか ら」と回答 しています。しか し、ボランテ ィア活動へ

の参加意欲や 関心を持 っている子 どもや機会があれ ば活動 を してみたい とい う気持ちを持 ってい

る子 どもも多 くいます。

Q土 曜日における学校や公民館などで行われる体験活動への参加状況
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福 岡県で実施 されている体験活動事業には、次の よ うなものがあ ります。

(1)市 町村における体験活動事業について

平成15年 度 に福岡県教育委員会が調査 した結果 による と、市町村 が実施 した体験事業の内容

は、「ものづ くり・工作活動」 「自然体験活動」 「スポーツ活動」 「文化活動」 「伝統 文化活動 の

順 になっています。特色 ある事業 としては、宗像市で市内全 中学5校 が一斉 に5日 間の職業体

験活動 を行 う 「ワクワクWORK」 、中間市で 中学1年 生が3人1組 で、独居 老人宅 を訪問 し、

話 し相手や掃 除 ・料理 ・散歩な ど支援活動を行 う 「しあわせ宅配便」事業 、海外の訪 問先 でボ

ランテ ィア活動 を行 う 「粕屋 町青年 の翼」事業等が あ ります。いずれ も学校 との連携 ・協力 の

もと、効果 的な事業を実施 しています。

Qど のよ うな事業 を実施 しま したか?

(2)福 岡県青少年ア ンビシャス運動について

平成13年 、福岡県は県独 自の事業 としてア ンビシャス運動 を開始 し、子 どもがアン ビシャス

になるための12の 提案 を掲 げて、それぞれの提案項 目を 自主的、主体的に活動 してい く参加 団

体 を募 ってきま した。平成16年3。 月までに運動参加証交付団体 は838団 体に達 しています。また、

子 どもの居場所 「ア ンビシャス広場」の開設 を奨励 してお り、平成16年 度 まで に240ヶ 所開設 し

ています。(資 料編参照)

〔アン ビシャス広場開設数(助 成対象広場)の 変化〕

一191一 一

「ー

ー

rー

」
ー

噂



さ らに、小 中学生を対象 とした9泊10日 のサマー一キャンプを夏休みに4ヶ 所 で実施 した り、

ア メ リカや イギ リスのサマーキャンプに中高校生を派遣す る事業な ども実施 しています。

(3)通 学合宿について

福岡県の通学 合宿 の事業数は、平成6年 度 には8事 業だった ものが、平成9年 度 には24事 業

にな り、平成13年 度 には67事 業(実 施市町村数:44)に 増 えています。庄 内町で始 まった この通

学合宿 は、全 国に広 が り、その数 は年 々増加 し、平成13年 度 は実施予定 の市 区町村 が全 国231

ヵ所になっています。

国立教育政策研究所社会教育実践セン

ターが平成13年 度社会教育実態調査 とし

てまとめた 「地域における通学合宿実態

調査研究」では、通学合宿に関して次の

ような概要が紹介されています。()内 は

福岡県の状況です。

① 主催者

教:育委員会事務局が約6割 、PTA

や学校、地域関係者か らなる実行委員

会形式が約4割 。(福 岡県は実行委員

会形式が3割 強で最多)

② 通学合宿のねらい

「働 くことや 協力す るこ との大切 さを理解 させたかった」が約5割 で最多。

③ 宿 泊場所

公 民館 な どの社会教育施設が約5割 で最多。(福 岡県 も同様)

④ 実施期 間、対 象学年 、募集 定員

期 間は 「4日 以内」 と 「7日 以 上」が共に約3割 強で多 く、対象学年 は小学校5年 生が最

も多 く、次 いで6年 生。募集 定員 は20～25人 が最多。

(福岡県の実施期 間は7泊8日 が最多、次いで4泊5日 、3泊4日)

⑤ 活動プ ログラム等

食事 は 「自炊」が約7割 で最 も多 く、活動プログラムは、「自炊 、ふ ろ ・部屋 の掃除、洗濯」

な どの生活 に関す る活動 が中心。

⑥ 通学合宿 の効果

子 どもたちは 「新 しい友だちがで きた り、交流 が深 まった」 「働 くこ とや協力す ることの大

切 さを理解 できるよ うになった」が約8割 。地域 では 「子 どもと地域の人たちとのあい さつ

や会話 が増 えた」 「学校 と地域社会 の連携が深 まった」 「地域で子 どもを育てる機運 がでて き

た」 が過 半数。

⑦ その他

実施 していない市町村 について、 「施設 の確保 が難 しい」が約5割 。
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(4)民 間での体験活動について

民間の企業やNPO、 子 ども会等社会教育関係団体 な どが様 々な体験活動事業 に取 り組 んで

います。

県内の子 ども会育成会 を対象に した調査 に よる と、 「土曜 日に子 どもや親子対象 の体験活動

等の行:事」を 「実施 した」子 ども会 は、63.6%で あ り、「時々実施 した」が28.4%で した。また、

ボ ランテ ィア団体 ・NPOの 活動 も活発 になってお り、独 自に体験活動事業 を実施 した り、行

政や社会教育施設等 と連携協力 して事業 を展 開す る試みが多 くみ られ るよ うにな りま した。

Q土 曜日に子どもや親子対象の体験活動等の行事を実施 しましたか?(子 ども会育成会対象)

5現 在実施 されている体験活動の成果 と課題

現在 、県 内各地で実施 されて いる各種体験活動については、関係者か ら 「子 どもたちの縦のつ

なが りがで きた」 「親子の触れ合 いの場がつ くれ た」 「子 どもた ちが公民館 に くるよ うになった」

「活動 に参加 した子 どもがボランテ ィア として事業を支 援す るよ うになった」な どとい う声が聞

かれ ます。つま り、大半の体験活動事業 では、参加 した子 どもに感動 を与え、一定 の好 ま しい子

どもの変容 を見て とれ る成果 をあげている とみて よいで しょう。

しか し一方、現状の体験活動 は様々な問題や課題 を抱 えているこ とも事実です。例 えば、実施

す る大人 の側に体験活動 の意義や必要性 に対す る認識 が乏 しく、子 どもの発 達に関す る理解 も不

十分 なまま、 「体験活動(事 業)を す ること自体が 目的 となっている」とい う厳 しい指摘 もあ りま

す。 そのほか、次 に揚げるよ うに、子 ども自身や家庭 、地域、学校、指導者 、プ ログラムな どに

多 くの問題があ ります。
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① 子 ども自身の問題

・体験活動 に興味や 関心がない

・塾や習い事、部活な どで時間的な余裕 がない

・体 を動か して活動す ることを好 まない

・受 け身的で指示待 ち傾 向が強い

・自主性 や積極性 が乏 しい

③ 地域の問題

・人間関係 が希薄化 してお り、地域 の伝統行事

等 が減少 している

・子 どもに無 関心な大入 が増加 している

・活動 の場 が少 ない

・身近 な施設等 が使 いづ らい

⑤ プ ログラムの問題

・子 どもの 自主性や 自発 性が尊重 され ていない

・子 どもの発 達段 階に応 じたプログラムになっ

ていない

・事業担 当者 のプログラム企画立案能力が乏 し

い

・プログラムの内容 がマ ンネ リ化 している

・:事業評価 ・改善 が不充分 である

② 親(保 護者)の 問題

・子 どもの体験の意義や必要性 に関する認識が

乏 しい

・地域行事:・活動への参加 が少 ない

・家庭 の教育力が低 下 してお り、体験活動の基

盤 で ある基本 的生活習慣 等 を身 に付 け させ

ていない

④ 学校の問題

・子 どもの地域 活動 の意義や必要性 に関す る認

識が乏 しい

・地域行事等 を十分把握 していない

・子 どもへ の参加奨励 が不十分であ る

・学校教育 の体験活動 についての情報提供が不

十分である

・地域行事等に参加す る教職員が限 られてい る

⑥ 指導者の問題

・専門的な知識 ・技能 を有す る指導者が少ない

・指導者 が子 どもへ の関わ り方を理解 していな

い

・ボランテ ィアの確保が出来ていない

⑦ その他

・事業後 のフォロー が不十分である

・体験:活動 を実施す る上で の危機管理が不十分である

・子 どもの安全 に関す る法規や保険等 の知識 が不十分である

・予算 の確保が 困難 である
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第3章 いま、何 に取 り組まなければならないのか ～10の 提言～

これまで述べてきた よ うに、体験活動 の大 きな 目的は 「子 どもに必要な資質 ・能力 をは ぐくむ」

ことにあ ります。体験活動 を実施す るにあた っては、そ の体験活動 を通 して 目の前 の子 どもに どん

な資質 ・能力を身 に付 けさせたいのか、具体的に どのよ うな ことができる よ うに したいのか、つ ま

り 「目的や 目標 は何か」をはっき りさせ ることが重要です。そのためには、まず子 どもの実態 を的

確に把握 してお く必要があ ります。 さらに、主催す る側 の人的 ・物的体制等 を考慮 しなが ら、実情

に応 じて実施 可能な体験活動プ ログラムを企画 立案 してい く必要 があ ります。 しか し、 どんなすば

らしいプ ログラムを企画 して も、実際に指導する大人が子 どもへの関わ り方 を誤 る と逆効果 にな り

ます。大人は、子 どもの 自主性 ・自発性 を高めるこ とに十分留意す るな ど 「子 どもへの関わ り方の

基本」 を理解 してお くこ とが大切 です。 また、子 どもの体験活動 を充実す るには、基盤 となる家庭

生活 の在 り方や学校 をは じめ多 くの関係機 関 ・団体等 との情報交流や連携 、ボランテ ィアの養成等

様 々な環境条件 を整備 してい くことも必要です。 このよ うな視点で、現在実施 してい る体験活動 自

体 を見直す とともに、環境条件 を整 え、体験活動 の質 と量 を高めてい くことによ り、子 どもの体験

活動 を充実す ることがで きる と考 え られます。 このよ うな認識 の もと、 ここでは、体験活動 の充実

に向 けて、「いま、何に取 り組 まな けれ ばな らないのか」 を整理 し、次の3つ の観 点にたって、「10

の提 言」 を します。

体験活動 の充実に向けて の3つ の観点

① プ ログラムの見直 し

子 どもの実態 に基づき、子 どもに必要な資質 ・能力 の獲得が可能なプ ログラム編成 を行 う。

② 大人 の関わ り方の改善

「放任 ・過干渉共存型過保護」的な大人 の関わ りを見直 し、子 どもの 自主性 ・自発性 を伸

ばす 関わ り方 をす る。

③ 環境条件の整備

基盤 となる家庭生活の在 り方、学校 をは じめ多 くの関係機 関 ・団体等 との連携、ボ ランテ

ィアの養成、確保等 、体験:活動を推進す る環:境条件 を整 える。
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196

基本的生活習慣や

生活技能

子どもへの「適量」な関わり

子どもに欠けている体験活動
の実施

プログラム企画の原則の理解

社会教育委員等との連携

ボランティアの養成と活用

家庭での生活リズムの確立

学校との連携強化

施設の有効活用

情報発信の工夫

関係機関・団体との連携・
ネットワーク

・無気力、夢、目標を持たない

・人間関係能力が獲得できにくい

・基本的な生活習慣や技能が身についてい

ない

・体力が低下している

・自己肯定感や有用感を持たない

・子ども自身の問題

・親(保護者)の問題・地域の問題

・学校の問題

・プログラムの問題・指導者の問題

その他



～10の 提 言 ～

提言1「 子 どもへ の関わ り方 の基本 」 を共 通理解 しよ う

提言2い ま期待 され る 「5つ の体験活 動」 に取 り組 も う

提言3体 験活動プログラム企画の原則 を理解 しよう

提言4社 会教育関係者に期待 され る役割 を認識 しよう

提言5体 験活動支援ボランテ ィアを養成 しよ う

提言6家 庭 に期 待 され る 「4つ の役 割 」 につい て啓 発 しよ う

提言7学 校 との連携で体験活動の充実を図ろ う

提言8体 験活動の場 として施設 の活用を進 めよう

提言9学 校や 自治体か らの情報発信、情報交流に努 めよう

提言10関 係機 関 ・団体 との連携 ・ネ ッ トワー クをひ ろげよ う
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提言1「 子 どもへ の 関わ り方 の基本 」 を共通理解 しよ う

体験活動 の成否 を決定づ ける大 きな要 因 として、指導者である大人の 「子 どもへの関わ り方」が

あ ります。指導者 は、子 どもの状況 を十分 に把握 し、年齢や発達に応 じた関わ り方 をす るこ とが重

要です。 指導 に当たって全般的 にいえるのは、大人が無意識に行 っている 「放任 ・過干渉共存型過

保護」 を見直 し、「教 え」 「任せ」 「見守 る」 とい う段階的な指導を行 う必要 があるとい うことです。

特 に今の子 どもた ちは、家庭や地域 の教育力 の低下 もあって、教 えられ るべ きことをきちん と教 え

られてい ない とい う状況 もあ ります ので 、基本的な ことは最初 にきちん と教 えてお く必要があ りま

す。例 えば、生命 の安全 に関わることや集団生活基礎 ・基本 となることな どは繰 り返 し、徹底 して

教 え、後 は子 どもを信頼 して任せ ることが大切です。 そ して、体験活 動を通 して子 どもの 自立 を少

しで も促すた めには、大人 による世話や保護や欲求の受 け入れ方が過剰 でも過 小でもな く、「適量」

でなけれ ばな りませ ん。体験活動 を実施す るにあたっては、指導者 全員 が 「子 どもへの関わ り方の

基本」 を共通理解 して指導す るこ とが大切です。

体験活動 の実践 にあたって、指導者が活動前 、活動 中、活動後 に心がけ ることは次の とお りです。

〈活動前〉

(1)事 故防止 、安全対策 につ いては最大 限の注意を払い、事前の説 明指導 を徹底す るとともに、

子 ども 自身 の危機管理意識 ・能力 を高 める。

(2)活 動 の準備や 内容 に関 して、子 どもたちが 自分たちでで きることやすべ きことは、でき る

だけ子 どもたちに話 し合わせ 、判断 を任せ る。 当然なが ら、子 どもの能力 を超 える部分は、

指導者がア ドバイ スをす る。

(3)活 動 に際 し、便利 な道具や素材 をあま り用意 し過 ぎない。

〈活 動中〉

(4)活 動 にあたって、一斉指導はできるだけ控 えめにす る。

(5)実 際 に 「仕事」 を した り、 「役割 」を果 た した りす る機会 を豊かに与 える。

(6)活 動 にあたって、子 どもの身体 的な安全や健康 について十分配慮す るのは当然であるが、

少 々の失敗や挫折 に対 しては、あま りかばい過 ぎない。

(7)子 どもたちが 自分 でできること、すべ きことは子 どもに任せ 、手を出 し過 ぎない。知 らな

いこ と、体験 していない ことはきちん と 「教え」、 「任せ」温か く 「見守 る」。指導者 には 「待

つ」 とい う忍耐力 が望 まれ る。
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(8)生 活技能 な ど子 どもた ちができない ことは、言葉だ けでな く、最初 に手本 を示 し、忍耐強

く教 える。

(9)子 どもの不 当な要求、わがままは安易に受容 しない。

(10)「 あれ はい けない」、「これ はダメ」 と子 どもの 自発 的行動 を必要以上に抑制 した り、禁止

した りしない。

(11)ル ール に反す る行動や危険 な行動を した時は、きちん と叱 る。

(12)そ の子 な りに頑 張 った り、 よい こ とを した 時 は しっ か り認 め 、 ほ め る。

(13)子 どもの世界 を大切 にす る。子 どもたちに交流の輪が広 が り、仲間関係 ができてきた ら、

大人 はそ っと身 を引き、温か く見守 る。

〈活動後〉

(14)子 どもに活動 を振 り返 らせ、成就感や 自己有用感 を持 たせ る。

(15)活 動後の教育効果 を持続 させ るため、活動や指導 内容、成果等を保護者 や教職 員 に伝 え、

家庭や学校 での フォ ロー をお願 いす る。

提言2い ま期待 され る 「5つ の体 験活動 」 に取 り組 も う

第1章 では、福 岡県 の子 どもには ぐくむべき資質 ・能力 として 「人間関係能力」 「基本的生活習慣

や生活技能」 「自主性 ・自律性 」 「耐性や体力」 「責任感」 「思いや りの心」等をあげています。 これ

らの資質 ・能力は豊かな人 間性 につなが るだ けでな く、学力の土台 とな ります。 これ か らは、 これ

らの資質 ・能力の獲得に向けて、様 々な体験活動を意 図的 ・計画的、長期的に実施 してい く必要が

あ ります。 とりわけ、子 どもの欠損体験 を補 うもの として、次の5つ の体験活動 が期待 されていま

す。

(1)「 生活まる ごと体験活動(通 学合宿)」 に取 り組 も う

現在、地域の子 どもが通学 しなが ら共同生活 を行 う 「生活ま るごと体験活 動(通 学合宿)」 が

福 岡県を発祥 の地 として全国に広 がっています。異年齢集 団で、生活技能 を磨いた り、役割や

ルールを 自覚 した り、他人 との協調性や責任感 を育てた りす ることが期待 できます。 さらに通

学合宿は、地域の大人がかかわるこ とで大人 同士 の人間関係 を再構築 し、地域 ぐるみの子育て
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の気運 を醸成す ることにもつ なが ります。今後、地域や子 どもの実態 に合わせ て実行委員会 を

組織す るな どして、継 続的な取組 を進 めてい く必要 があ ります。

福 岡県及び全 国の実施状況については192ペ ージにも載せていますが、よ り詳 しい状況につ い

ては、県立社会教育総合セ ンター にお闘い合 わせ くだ さい。

(2)「 困難体験活動」 に取 り組 も う

過保護 で育 った子 どもた ちは、困難な体験や不 自由な体験を しないままに成長 して しまいま

す。 しか し、人 は社会 に出れば必ず困難 な出来事 に出会 うものです。困難 に対処す る方法 と辛

くて も投 げ出 さないた くま しさ、我慢強 さを身 に付 けてお くためには、一定の困難 な体験、不

自由な体験 を意図的 に与 え、我慢 して乗 り越 えさせ る必要が あ ります。子 どもは決 して楽 しい

ことだけを体験 した がってい るわけで はな く、む しろ、「苦 しかったけれ ども楽 しかった」とい

えるよ うな活動 を望 んでいます。 大人 は及び腰にな らずに子 どもを厳 しく鍛 えてい く必要が あ

ります。例 えば、豊前市 では、2週 間にわたって様 々な体験活動にチャ レンジす る長期 自然体

験活動事業 を実施 しています。穂波町では、「我慢で始ま り、感 動で終 わる」とい うキャッチフ

レーズの もと、青少年 野営訓練所 「不便 の家」 を開所 しています。その他、県立社会教育施設

等で も、それぞれ工夫 を凝 らした長期キ ャンプ等 を実施 し、大 きな成果 をあげています。

(3)「 遊 び体験:活動」 に取 り組 もう

子 どもの遊 びは楽 しさを与 えて くれ る と同時に、社会性、協調性 、人間関係能力 、体力、耐

性 、創造性 、思いや りの心をはぐくむな ど多 くの教育効果 をもた らします。 しか し、現在 、屋

内で同年齢 、少 人数 でテ レビゲーム等 で遊ぶ子 どもが増 えてお り、この状況 はなかなか改善 さ

れ そ うにあ りませ ん。今後 は意図的に、子 どもの 目常生活 の中に外遊び を復活 させ るこ とが大

切 です。第1章(182p)で 取 り上 げています が、集 団の遊びが学校 を楽 しくす るばか りでなく、

学力 の向上につながる とい う側面 も示 され ま した。学校 で も大いに集団での外遊びを奨励す る

ことが大切 です。

宗像 市の 自由 ヶ丘小学校や南郷小学校 では、福岡教育大学の学生が 「校庭ボランテ ィア」 と

して、昼休 みに児童 と一緒 に遊 んだ り、遊 びを教 えた りしてい ます。

(4)「 働 く ・生産す る体験活動 」に取 り組 も う

働 くこ とは、義務や強制を伴 い、拘束感 や苦痛 を伴 うことも多 く、 自主性や 自発性 にまかせ

に くい状況 にあ ります。 また、利便化 された家庭生活の中で過保護 に育て られた子 どもは、手

伝い をす る ことが少 な くなっています。 この よ うな中、働 くことを嫌が り、ものを生産す る喜

び を味わ うことな く、消費す ることしか知 らない子 どもや感謝 の心や勤労の大切 さ、ものを大

事 にす る気持 ちが薄い子 どもが増 えています。 これか らは、子 どもに働 くこ と、 とりわ け、汚

れ ることをい とわず に働 く体験や 苦労 しなが らものを作る体験 、作 った物 を大切に扱 う体験な

どを しっか り積 ませ る ことが必要です。庄 内町の生活体験学校では、「働 く、生産す ること」を

基本 とした通学合 宿に取 り組んでいます。
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(5)「 ボ ラン ティア体験活動」に取 り組も う

子 どもの心 を豊かにはぐくむためには、家族や周囲の人々、地域や社会 のために何か 自分 が

できることをす る、そ して役 に立っ喜びを感 じるとい う体験が必要 です。ボ ランテ ィア活動 に

興味や関心は持っているが、実際には活動 に参加 していない とい う子 どもが多 くいます。 人間

関係の希薄化が指摘 され る中、相互 に支え合 う社会 を実現す るためにも、大 きな期待 が寄せ ら

れ てい る分野であ り、学校教育では 「:豊かな心の育成 」の観 点か ら積極 的に取 り組んでいます。

篠栗町では、希 望す る町内の小 ・中学生が町立図書館 で本 の整理等 を行 う 「図書館 ボランテ

ィア体験事業」 を実施 しています。 また、県教育委員会では、平成16年 度か ら小学生を対象 と

した 「ボ ランテ ィア支援事業」を開始 しています。

提言3体 験活動プ ログラム企画の原則 を理解 しよ う

体験活動 は、子 どもに求 め られ る資質 ・能力の育成 、向上を 目的 としています が、主催者側 が意

図す るプ ログラムを押 しつけるだ けでは、子 どもは興味を示 さない ことがあ ります。 しか し、子 ど

もに とって面 白いだけで もいけません。 「楽 しくて、有意義 な体験活動 となるプ ログラムであるこ

とが大切 です。 それ には、主催者が参加者 の実態やニーズ を しっか り把握す る とともに、具体的で

明確 な 目標設定を行い、参加・者の年齢や発達 に合 った体験活動 プログラムを企画 ・実施す る ことが

必要です。また、体験活動の教育効果 を持続す るには、 「反復 と継続 」が:重要であ り、実施 日数や回

数 を増やす な ど、体験活動の 「量」 を確保す る必要が あ ります。

(1)プ ロラム編成の 「準備活動」段階での作業 を大切に しよ う

体験活動プ ログラムの編成過程には、① 準備活動、② 目標 の設 定、③活動計画、④活動展 開、

⑤評価 の5つ の段階があ ります。とりわけ、「準備活動」をいかに綿密 に行 うかが、プ ログラム

の善 し悪 しを分 けます。

「準備活動」段階での具体的作業項 圏は次 の とお りです。

1

2

3

4

5

6

主催者の意 図の明確化 、実施可能か どうかの検討 を行 う

「プログラム編成委員会」等の組織 をつ くる

参加者及び家庭 ・学校 ・地域等のニー ズや実態を把握す る

突発的事態等 に対応 したプ ログラム代替案 を検討す る

評価計画(視 点 ・方法 ・時期等)を 策定す る

広報 内容 ・手段等を検討す る

また、③「活動計画」の企画 ・立案 にあた っては、活用 できる 「ひ と ・もの ・こ と」、つま り、

指導者や ボランテ ィア、施設 、地域や 関係団体 ・機 関の行事等をあ らか じめ把握 し、有効活用

してい くこ とが大切です。
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(2)自 主性 を育てるために、ゆ と りあるプログラム に しよ う

子 どもに必 要なr自 主性」 を育成す るには、 自己決定の場面 を増や し、 自ら進んで活動で き

る内容 を多 く組 み込 んだプログラムにす る必要があ ります。また、活動の中で 「気づ き」や 「振

り返 り」の時間を確保 して、 自分 たちで考 えた り判断 させた り、失敗 して も再度挑戦で きるよ

うに させ た りす る ことが大切です。そのた めには、計画の段階か ら子 どもが参画できるよ う配

慮 し、子 どもの発想や意見 を取 り入れ なが らプ ログラムを企画す るこ とが大切です。 しか し、

それ が出来 に くい状況 も多 くあ ります。そ こで最初か らプログラム 自体に 「ゆ とり」をもたせ

るとともに、状況 に応 じて、臨機応変 にプ ログラムを修正 ・変更す るなど柔軟 な対応 が必要で

す。

(3)プ ログラム の改善 に向けて、客観性の ある評価 をしよう

「事業 は、その 目標 を定めた時点か ら評価の視 点を持つ もので ある」 といわれています。現

在 多 く行 われ てい る評価方法 については、①主催者側の評価 ②参加者 の評価 ③外部機 関か

らの評価 があ ります。評価項 目としては、①事業のね らい ②参加者 ③ プログラムの流れ ④

指導者 ⑤ 開催期 目 ・期 間 ⑥経費 ⑦健康 ・安全対策 ⑧経費 ⑨広報 ・普及活動 ⑩他機

関等 との連携 ⑪ 運営等の11項 目があ ります。社会教育事業 では、参加者の感想文やアンケー

トによる評価 に とどま っているこ とも多い よ うですが、事業をよ りよいものにす るためには、

外部評価 を積極的 に取 り入れ た り、客観性 のある評価方法を工夫 した りす ることが大切 です。

そ のた めには、事業の 目標や活動 の到達点 を明確 にし、子 どもの変容を捉 えるための様 々な評

価方法 の工夫(観 察、質 問紙に よる調査、 ビデオ等に よる記録等)が 必要 とな ります。 また、

現在行われ てい る体験活動の 目標 は、「みんなで協力 しよ う」 「友だ ちと仲 良 くなろ う」 といっ

た スロー ガン的 なものが多い よ うです。 「全員が包丁 で果物 の皮 をむ くこ とができる」 「参加者

の9割 以上が最後 まで歩 き通せる」 な ど、数値化できるものはできるだけ数値化 し、評価 の客

観性 を高 めるこ とも必要です。

(4)安 全管理面 に配慮 した プログラム に しよう

長期 のキャンプ等 の 自然体験活動 はも とよ り、すべての体験活動 には不意 の事故 が起 こる可

能性 があ ります。 しか し、事故を心配 して、活動 内容を制限す ると、体験活動そのものの意義

が薄れ るこ とに もな ります。事故を未然 に防 ぐためには、指導者相互の協力や役割分担 をは じ

め、下見や事前 の説 明 ・指導の徹底 、 さらには損害保険等万全の対策 を講 じてお く必要があ り

ます。 さらに、プログラムの 中で、子 ども 自身の危機管理意識 を高 め、 自分 の安全や環境は 自

己管理 していける実践能力 を育成 してい くこ とが必要です。
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提言4社 会教育関係者 に期待 され る役割 を認識 しよ う

社会教育委員は、地域住 民の代表 として、特に青少年教育活動の充実方策 の確 立 と展 開に積極的

に取 り組む必要があ ります。 また、社:会教育行政職員 は、事業の企画立案者 と して、あるいは直接

の指導者 としての子 どもの体験:活動 に直接 関わる立場 にあ ります。 両者が子 どもの体験活 動 の意義

や効果を認識 し、連携 して取組 を進 めることが必要です。 また、社会教育主事 、公 民館主事、社会

教育指導員等はその専門的知識 ・技術 を生か し、子 どもの体験活動 を充実す るとともに、学校 ・家

庭 ・地域 をつな ぐコーデ ィネー ター としての役割 を担 うことが一層期待 され ます。

(1)子 どもの体験活動 を充実す るための「 社会教 育計画」 をつ くろう

社会教育計画は、社会教育法の規定を基 に策定 され 、その視点 として 「有志指導者の発掘 ・

養成 ・研修 と活用」等 も含 まれてお り、子 どもの体験活動 を充実 させ るために も重要 な意味を

持つ ものです。 しか し、社会教育計画を作 るとい う社会教育委員の根元的な役割 を果たせ る条

件整備 が十分ではない状況 があ ります。社会教育委員の会議 を年 に2～3回 開 く程度 では、具

体的な計画づ くりや提言 をす るこ とは困難 です。

社会教育委員の会議が主 となって、地域 の子 どもの生活実態調査等をお こない、社会教育計

画に反映 させてい くな ど、積極的 な活動 を展 開す ることが大切 です。社会教育行政職員は、子

どもの豊かな人間形成 を図るためにも、社会教育委員 の会議 を活性化 してい くこ とが必要 です。

(2)社 会教育委員の会議は 「学社連携 ・融合」の要 になろう

子 どもの発達課題 を達成す るため、地域 での体験活動 を効果 的に実施 しよ うとす る とき、社

会教育 と学校教育 の連携 は欠 かせ ません。 しか し、現実的には体験活動 の推進 に関 して学校 と

地域社会 の連携 が進んでい るとはいい難 い状況 です。その原 因 として、 目標 とす る子 どもの姿

や地域 での体験活動の意義 ・効果 、連携 の必要性等 について共通理解 され てい ない ことがあげ

られます。まずは、両者が共通 の認識 を持 ち、協力 し合 える関係 をつ くるこ とが必要です。

社会教育委員の会議は、その委員構成か ら考 えて、「学社連携 ・融合」を推進す る中核 とな り

ます。特 に学校教育関係 の社会教育委員は子 どもの実態を率直 に語 り、学校が社会教育に期待

す ることや具体的な方策 を提起す るこ とが大切 です。そのこ とによって、地域 の子 どもたちに

は ぐくむべ き資質や能力が明 らかにな り、体験活動の 中で何 を学校 と連携 ・協力 して行えば よ

い のかがはっき りして きます。社会教育委員 はその構成 につ いて法律 の裏付 けをもってい ると

い う、他 の組織 とは異な る強みがあ り、会議 を活性化 ・活発化 して学社連携 ・融合 を積極 的に

推進す る 「要」 となることが期待 されています。

(3)専 門職員は地域 ・学校 ・家庭 の 「つな ぎ役」 を担 お う

地域 ・学校 ・家庭 の連携 の課題は、誰が三者 の間を取 り持つ かです。 「つな ぎ役」は学校教 育

と社会教育の双方 に、組織 で決 定 した担 当者 がなるべ きです。社会教育の場合 は、社会教育主

事 、公民館主事、図書館司書、学芸員 などの専 門職員が必須の業務 と して担 当す ることが望 ま
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れ ます。 なぜ な ら、三者 の連携 を実質的なものにす る とい うのは大変難度の高い未開拓 の分野

の業務 です。担 当職員 はモデル を創 出 しなければな りませ ん。非常勤のコーデ ィネー ターが担

当す る場合 は、専 門職員 と一体不可分 の連携 を して進 めて こそ、画期的な成果 を期待で きます。

飯塚 市では、担 当職 員 と非常勤 のコーデ ィネー ターが協働 して、学習ボランテ ィアの派遣事 業

を進 めてお り、大 きな成 果をあげています。

(4)住 民 と共 に、体験活動事業 を企画 ・実施 しよう

行政職 員が住 民 と共 に企画 ・実施す る体験活動事業が増加 しています。 「社 会教育は住 民 とと

もに進 めて こそ社会教育た り得 る」 とい う原点 を確かめ るこ とが必要 であ り、行政が 自ら準備

した予算 と職員 の手 間だけで提供できるよ うな事業か ら脱却 してい く構 えが求め られます。い

くつ かの事例 を紹介す ると、公民館 のボランテ ィア養成講座 の修了生が中心 となって子 ども国

際交流事業 を企 画 ・実施 した り、地域在住 の教職員等で構成す るボ ランティア グループが中心

となって、地元の公 民館 で 「夏休み子 ども講座」 を開催す るな ど多彩な取組があ ります。 いず

れ も、公 民館職 員 との強力な連携 のもと実施 できた ものではあ ります。公 民館職員 は基本的に

活動場 所 の確保 と参加者 の募集 とい う役割 とともに、多様 な考 えを もつボ ランテ ィアの調 整

役 ・ま とめ役 を担 って います。 これ か らは、学びの主役 である住 民が育つためにも、社会教育

行政職員 の基本 姿勢 を、住民活動援助 の姿勢 に変革す ることが必要であ り、そ のノウハ ウを培

ってい くことが大切 です。

提言5体 験活動支援 ボランテ ィアを養成 しよう

子 どもの体験活動 の支援 ・指導には、行政関係職員や団体指導者 、親、教職員、一般 ボランテ

ィア等が様 々な立場や役割で関わっています。子 どもの体験活動を充 実す るには、行政職員のみ

では限度 があ り、ボランテ ィアに よる支援 ・指導が必要です。体験活動支援 ボランテ ィアを養成

し、そ の活用 を図る ことは行政の重要な役 目です。 また、行政 とボ ランテ ィアが協働す るために

は、行政職員 自身 がボランテ ィア体験 を した り、ボランテ ィア活動 に関す る知識 ・技術 を持 って

お くことが大切 です。

(1)体 験活動支援ボ ランテ ィアの資質の向上 を図ろう

ボ ランテ ィア活動 には、 「好 きだか ら」とか 「何かをや ってみたいか ら」とい う動機で参加す

る例が少 な くあ りませ ん。 しか し、体験活動 の支援 ・指導場 面では専門的な知識や技術が必要

とされ る場合 が多 くあ ります。 また、知識 ・技術 のみな らず 「子 どもへの関わ り方(指 導の基

本)」 を習得 してお くことは支援 ・指導者 としてなによ りも大切 なこ とです。そのためには、体

験活動支援 ボ ランテ ィアの養成 ・研修講座等 を充実 し、資質の向上を図 ることが必要 です。現

在 、 「研 修 した こ とが実際場面では生か されない」 とか、「研修 を受けた人 と実際 に指導す る人

とが異なってい る」な どの指摘が あ ります。養成 ・研修講座 の中に実践的な活動 を多 く取 り入

れた り、初級 ・中級 ・上級 な どレベル を分 けて継続的 ・段 階的に講座 を実施 し認定証を発行す
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るな ど、研修の工夫 ・充実 を図る必要があ ります。福 岡県で は、体験活動支援 ・指導者 を育成

す るため、毎年、各教育事務所 と県立少年 自然の家 「玄海 の家」で 「プ レイ リーダー研修」 を

実施 しています。各教育事務所 の研修で 「2級 」 を取得 した人が、 さらに希望すれ ば 「玄海の

家」での研修で 「1級 」を取得す ることができ、 「福 岡県プ レイ リーダー1級 修了者」として登

録 されます。詳 しくは各教育事務所 、または 「玄海の家」 にお問い合わせ くだ さい。

(2)ボ ランテ ィア養成講座の広報、実施場所等 を工夫 しよう

現在、各市町村、社会教育施設 、NPO等 民間団体等にお いて、数多 くのボ ランティア養成

講座 が開催 されています。 また、福 岡県NPO・ ボランテ ィア支援セ ンターではボ ランテ ィア

活動 に関する情報提供等 もお こなわれています。

しか し、 「同 じ人 が同 じ講座 に集 ま り、限 られ た人だ けが活動に関わる」とい った指摘 もあ り

ます。幅広い人材を集 めるた めには、民間の タウン誌や市町村 の広報誌等 を活用 した り、駅、

公民館、スーパー ・コン ビニなど多 くの人が集 ま る場所 に案内チラシを置 いた りす ると効果的

です。 また、回覧板や各種施設 ・学校 の掲示板 を活用 した り、ホームペ ージへ の掲載 も有効で

す。実施場所 は、身近な小 中学校や高等学校、 さらには専 門学校 ・大学等を活用す ることも考

えられ ます。

(3)青 少年 をボランテ ィア と して活躍 させ よ う

青少年 のボ ランテ ィア活動 に対す る意識調査 によると、3人 に1人 はボランテ ィア活動 の体

験者 であ り、機会が あれ ば活動 してみたい とい う青少年 は7割 程度 います。年齢が上がるにつ

れて地域 の行事等への参加率 が低 くな る一 方、中学生や 高校生、青年た ちがボ ランティア とし

て事業の運営に関わ った り、小学生の活動 を支援す る動きが徐々に広が っています。子 どもの

体験活動 には、指導者 と して活躍す る中 ・高校生の存在が重要です。 中 ・高校 生は部活動や受

験等で多忙な状況 はあ ります が、豊かな人 間性 の育成のためにもボランテ ィア活動へ の積 極的

な参加 を促 していく必要があ ります。福 岡県 では、高校生が主体 となって、地域 の小 中学生を

対象 とした活動 を企画 ・実施す る 「サタデー スマイルひろば事業」 を実施 しています。平成15

年度は32校 の県立高等学校 で 「工業高校での ものづ くり教室」 「農業高校 での搾乳体験:」な ど学

校の特色 を生か した活動 を実施 しま した。 この事業では、小 中学生が様 々な体験活動 をす るこ

とができただ けでな く、高校生 に充実感や成就感 、自己有用感等を もたせ るこ とができま した。

また、各県立社会教育施設 では、主催 事業 に中高校 生や大学生等をボランテ ィア として活動 さ

せ る取組 を行ってい ます。

(4)人 材バンクの工夫 ・改善 と活用促進 を図 ろう

現在の多 くの市町村や学校 、団体等が人材バ ンクを設置 しています。 しか し、依頼す る側に

とっては活用 しに くい状況がある との指摘 があ ります。講師料や活動 内容、依頼方法な ど、依

頼す る側 が必要 とす る情報が簡単 に手に入 った り、 コンピュー タでの検索が可能になるよ うな

工夫 ・改善が必要です。 さらに、 「登録 しても活用がない」といった状況が多 くあ り、行政側の

コーデ ィネー ト機能 の充実が必要 です。

205



県内には、須 恵町の よ うに、 コーデ ィネー ターを民間等 に委託することに よって、行政で は

で きない よ うな きめ細 かな人材活用が進んでいる例 もあ ります。 また、県立社会教育総合セ ン

ターに 「県体験活動 ボランテ ィア活動支援セ ンター」を設置 し、 コーデ ィネーター を配置す る

とともに、 「ふ くおか生涯 学習ネ ッ トワーク」でインターネ ッ トによる各種人材情報提供等 をお

こなっています。(巻 末資料参照)

提 言6家 庭 に期待 され る 「4つ の役 割 」 につ いて啓発 しよ う

子 どもの体験活動 の充実にあたっては、家庭 が大 きな役割 を果 た します。例 えば、睡眠や食事 な

ど家庭 での規則 正 しい生活 ができていな けれ ば、子 どもは無気力にな り、地域活動等へ の参加意欲

もわかな くな ります。 また、正月や節分、彼岸 、七 夕な ど季節の行事 を家族 で体験す ることは、 日

本文化 の伝 承や命 をたいせ つにす る心 をは ぐくむな ど、情操面での発育 を促 します。そ うい う意 味

か ら、家庭 生活 は子 どもの体験活動 を推進す る重要 な要因です。 まず 、子 どもに とって最 も身近な

指導者であ る親 が、体験活動の必要性やその基盤 となる家庭生活の重要性 を十分認識す る必要が あ

ります。

現在 、親 自身 が体験不足で ある現状 があ ります。社会教育関係 者は親 に対 して、就学時検診や家

庭教育 学級 、PTA研 修 会等あ らゆる機 会 を活用 して、 「子 どもの体験不足が人間形成 に及 ぼす影

響」や 「家庭生活 の在 り方 と体験活動の関連」等 について啓発 してい く必要が あ ります。 また、乳

幼児期 か らの生活 習慣 が学校生活や地域 での体験活動に大 きな影響 をもた らしている状況 もあ り、

乳幼児 の親等 に対す る啓 発は特 に重要です。

現在 の家庭や社会 の状況 か ら、特 に次の4点 については、子 どもの体験活動 を充実す る上で、家

庭 で是非取 り組 んで もらいたい内容であ り、繰 り返 し啓発 してい く必要があ ります。

家庭 への啓発 その1「 家庭 での生活の リズムの確立」

昨今 、親 の生活の影響 もあ り、幼 い頃か ら夜 更か しや食生活の乱れ 、映像 メデ ィア漬 けな どで、

子 どもを無気 力化 させ る家庭 の生活 スタイルが広 がっています。子 どもの睡眠 に関 しては、県の調

査で 「夜 よく眠れ ない ことが 『よく』『とき どき』ある子 どもが半数い る」とい う結果が出ています。

また過去50年 を比較す る と、 「睡眠時間が2時 間以上減少 している」とい う報告 もあ ります。生活 リ

ズムの乱れ は、食欲不足や心身の疲 労感 をもた らし、学習や諸活動への意欲を奪います。現在、乳

幼児期か らの生活 リズムの乱れが深刻化 してお り、す でに小学校入学時か ら学校生活 に適応で きな

い子 どもが増 え、学力低下の要因 ともなってい ることが指摘 されています。また、食生活 の乱れ も

深刻 で、お菓子 中心 の食事や深夜の暴飲暴食 な どが常習化 してい る子 どもも増えてお り、心身の健

全 な成長 の大 きな阻害要因 となっています。 しか し、 これ らの問題 の重大 さに気づいていない親 も

多 くみ られ ます。子 どもの生活 リズムの乱れ の最大の責任は家庭 にあ り、まず親 自身 の生活 を見直

す とともに、家庭 の責任 において子 どもの望 ま しい生活 リズムを確立す るよ う啓発 してい く必要が

あ ります。
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家庭への啓発 その2「 映像 メデ ィア漬けの危険性」

平成14年 に県教委 区委員会が 中学生を対象に した調査に よる と、テ レビの視聴 時間につ いて は、

平 目3時 間以上が約5割 、4時 間以上 も約4分 の1と 増加傾 向にあ ります。 また、乳幼児 の頃か ら

テ レビを見せ っ放 しにす るな ど、いわゆる 「テ レビに子守を させ る」親 も増加 しています。乳幼児

か らのテ レビ漬 け育児は、子 ども成長発達に不可欠な遊び と生活体験 の時間 と機会 を奪 うだ けでな

く、わが子 との関わ りの中で、親 として成長す る機 会 も奪ってい ます。 さらに、乳児期 にテ レビ漬

けの生活 を送った子 どもは、学童期以 降も映像 メデ ィア漬けの生活 を送 り、無気力で体験活動や学

習への関心や 意欲 を持 たない可能性 が高 くな るとい う調査結果 もあ ります。現在、子 ども と親が映

像メデ ィアか ら離れ、家族全員で様 々な体験活動 を行 う日を設 けよ うとい った運動 も展 開 されてお

り、今後、親子 で話 し合 いなが らル ール を決めるな ど、 メデ ィア と主体的 に関わ ることの大切 さを

啓発 してい く必要が あ ります。

家庭への啓発 その3「 家庭での手伝 いの重要性」

家庭 で手伝 いを していない子 どもが増 えています。家庭 の中で、子 どもに小 さな子 どもであって

も一定の家事 を分担 させ るこ とは、親子の会話 を確 実に増やす とともに、子 どもに役割意識や責任

感、 自立心、 自己有用感 な どをは ぐくみます。親はそ うした子 どもの成長 にお ける家事分担の大切

さを よく認識 し、幼児期 か ら家事 を手伝 う習 慣が身につ くように根気強 く取 り組 んでい く必要があ

ります。その際、少々失敗 があって もす ぐには手 を出 さない、役割 を果た した ときには言葉 に出 し

てほめるな ど、子 どもへの関わ り方 についても啓発 してい くこ とが大切です。

家庭への啓発 その4「 家庭での子 どもの読書 のす すめ」

子 どもの読書活動 は、子 どもが言葉 を学 び、感性 を磨 き、表現力を高 め、創 造力 を豊かな ものに

し、人生 をよ り深 く生 きる力 を身 につ けてい く上で欠 くことので きない ものです。 しか し、今 日の

様々なメデ ィアの発達 ・普及 に よ り、親子 とも活字離れが進んでいます。このよ うな 中、 「子 ども読

書活動 の推進 に関す る法律」の制 定を受 け、本 県では平成16年2月 に 「福 岡県子 ども読書推進計画」

を策定 し、その中で家庭における子 どもの読書活動の推進 のた めの役割や方 向性 について明確 に し

ま した。子 どもが読書 に親 しむ ためには、抽象概念 を表す言葉の獲得 とともに、 日常 の家庭 生活 の

中で親 自身が本に対 して興味 ・関心 を持ち、楽 しみなが ら読み聞かせ等を行 うことや家庭 における

読書習慣 の確立が大切であ ることを啓発す る必要があ ります。

提言7学 校 との連携で体験活動の充実を図ろ う

体験活動 の推進 に関 して、学校 、家庭、地域 はそれ ぞれ の役割 を担 っていますが、子 どもの育ち

を トー タル に考 えた とき、個 々バ ラバ ラに体験活動 を実施 していて も教育効果はあが りません。子

どもの成長 には、 「学校 での体験活動の成果が家庭や地域で生か され、家庭や地域での体験活動が学

校生活で生か され る」 な ど、それ ぞれ の場での体験活動 の成果が相互に作用 し、相乗効果 をあげる

ことが必要です。
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(1)学 校教育 と社会教育が連携協 力 した体験活動 を実施 しよう

体験活動 の実施 にあた っては、 まず、地域の子 どもの実態 を把握 し、 どのよ うな資質 ・能力

の育成が必要か を的確 に判断す る必要があ ります。学校 は子 どもの実態や親の願 いを客観 的に

把握 しやすい環境 にあ り、子 どもに必要 な資質 ・能力 を 「目指す子 ども像」 として明確 に しな

が ら体験活動に取 り組 んでいます。 しか し、時間的な制約や児童生徒数 、職員体制等の問題 が

あ り学校 で実施 で きる体験活動は限 られ ています。一方、地域での体験活動は、長期的 ・継続

的な活動や異年齢 での活動、地域 の様 々な大人 との交流な どがで きやすい とい う特徴があ りま

す。今後 は、学校 と地域が連携協力す るこ とに よ り、それぞれの機能 を生か した体験活動 を実

施 してい く必要 があ ります。

県立英彦 山青年 の家 では、地元の小 ・中学校 と連携 して、 「平 日、青年 の家に児童を集 団宿泊

させ、学校 の教師が通勤 して授業 を行い、放課後や夜間は施設職員 が様々な体験活動 を実施す

る」 とい う 「や まび この杜事業」 を実施 しています。 これは、学校 の機 能 と施設の機能 をフル

に活用 した体験活動の事例 である とい えます。

(2)「 学校か ら子 どもや家庭への働 きか け」 をさらに進めよう

親 は学校か らの情報 を求めています。学校 は地域 と家庭 をつな ぐ重要な情報基地です。子 ど

もの地域で の体験活動 を奨励す るためには、学校 に常に働 きかけ、学校 を通 して家庭へ情報提

供す るこ とが大変有効です。学校 に とって も、地域行事や地域 での子 どもの様子が情報収集 で

きるこ とにな ります。具体的には、単 に案内チラシの配布 のみな らず、学校か らの参加奨励 、

学校 通信 やホー ムペー ジ等への揚 載、学校掲示板の地域情報 コーナーの設置等が効果的です。

さ らに地域 行事 に参加 した子 どもの写真や感想等を学校か ら適宜発信す るなどによって も、子

どもの地域行 事への参加意欲が高 ま ります。

平成8年 の中央教育審議会答 申 「21世紀 を展望 した我が国の教育の在 り方について」で、学:

校外活 動の評価 につ いて述 べ られ ています。 「子 どもたちが地域 にお ける様々な活動 に積極的

に取 り組 んだ場合 、これ らを学校 において奨励す る意味で評価す る方法な どが検討 されて よい」

との考 え方 を示 しています。学校週5目 制 の趣 旨に則 り、地域での体験活動を奨励す る上か ら

も、子 どもの地域活動 に関す る情報 を積極的 に学校 に提供 し、学校 と一体 となって子 どもの活

躍 を評価 して い くこ とが大切 です。

(3)教 職員 に対 して 、積極的に理解 と協力 を求めよ う

通学合宿等 の長期体験活動を実施す る市町村 が増加す る中、教職員の理解 と協力を求 める声

が広が ってい ます。事業を企画す る段階で、子 どもの実態に詳 しい教職員 の知恵 を借 りること

は、子 どもの発達段階 に合 った体験活動 を実施す る上での効果的です。さらに、「先生が直接 子

どもに情報提 供や参加 奨励 を した り、地域 での子 どものがんば りを評価 ・賞賛す る」 ことは、

参加 率の向上のみな らず 、子 どもや親 の意識 を高 め、積極 的 ・意欲的な地域活動 に結びつ くな

ど大 きな影 響 を及 ぼ します。 また、教職員 が 「地域 での子 どもの姿」を知 ることは、学検 での

生徒 指導 にも大変役 立ちます。 さらに、教職員が地域行事等へ参加 した り、ボ ランテ ィア とし

て子 どもや 地域住 民の活動 を支援す ることは、子 どもや地域住民の信頼や評価 に大 きく結びつ
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いてい きます。教職員の現職研修等 を通 じて、子 どもの学校外活動の意義や必要性等について

の認識を深 め、教職員 自 らも進 んで様 々な活動に参 画す るよ うに意識 を高めてい く必要があ り

ます。社会教育側 か らも、教職員 に対 して積極的に理解 と協力 を求め る努力 をす る とともに、

教職員の地域貢献を高 く評価 してい くことが大切 です。

(4)学 校教育行政 と社会教育行政の連携 を強化 しよう

体験活動を教育行政 の:施策 と して推進す る場合、学校教育行政 と社会教育行政 の連携 ・協力

体制 の構築 が重要課題 です。福 岡県教育委員会では、平成15年 度 に 「福岡県地域教育力 ・体験

活動推進協議会」を設置 し、教育庁の指導主:事と社会教育主事 、及び学識経験者等で、 「子 ども

の体験活動 を充実にす るた めに学校教育(社 会教育)は 何をすべきか」、「学校 教育 と社会教育

の連携 に関す る課題及び今後の具体 的連携方策」等 について協議 しま した。各市町村等で学校

教育 と社会教育が連携 ・協力 して子 どもの体験活動 を充実 させ るための参考 に していただ きた

い と思います。

提言8体 験活動の場 として施設の活用 を進 めよ う

子 ども同士の活動には 「場 」が必要です。子 どもの 日常生活 の中に、身近に、気軽 に集 まれ る場、

子 どもと地域 の大人が交流 できる場 が求め られ ます。保護者 か らは行政 に対 して、 「学校施設 の開

設」や 「使 いやすい施設への改善」等 の要望が多 く寄せ られています。 このよ うな中、子 どもに と

って身近で、安全 ・安心 な居場所 として、地域 の公民館や学校の施設等を積極 的に開放 してい くこ

とが必要です。

(1)公 民館 を 「子 どもの館」 と して開放 ・活用 しよ う

北九州市立穴生公民館では、子 どものた めの 「遊びの学校」を第2土 曜 日に開設 しています。

この館 には、年間を通 して地域 の小学生たちが気軽 に集い、キャンプ、 ミニオ リンピック、太

鼓 あそび、伝承あそび、 自然観察 、 ウォー クラ リー など様 々な遊びを楽 しんでいます。指導者

としては公民館利用 団体等か らな る生涯学習ボランテ ィア、中 ・高校生 ボランテ ィア、社会福

祉協議会役員、公 民館生涯学習 コーデ ィネーターが 中心 になっています。 この活動の成功 のポ

イン トは、地域の子 どもた ちに 「公 民館は楽 しく遊べ る所である」 と認識 させ 、その支援 ・指

導には公民館 を利用す る各種団体が参加協力 し、地域 ぐるみでボランテ ィア として参加 してい

ることです。

平成15年6月 に新 しく告示 された 「公民館の設置:及び運営に関す る基準」に よると、公民館

は家庭教育支援やボランテ ィア養成 、開館 日 ・開館 時間の設定の工夫等、時代 の変化 に応 じた

新 たな役割へ の対応 を行 うこ とが あげ られています。 「地域 ぐるみで子 どもを育て る」とい う意

識 が高 まる中、公民館 には子 どもたちに使いや すい施設 としての運営が求 められ てい ます。 ま

た、子育てサ ロン等 として乳幼児 を持つ親 に 自由に開放す るな ど、公民館 を 「子 どもたち も活

用できる施設 」「子育て 中の親 が気軽 に集 え る施設」として、使いやすい環境 を整 えてい く必要
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が あ ります 。

(2)も っと積極的に学校 を活用 しよ う

現在、多 くの学校が体育館 ・運動場 をは じめ、図書室、 コンピュー ター室等の特別教室な ど

を地域住 民に開放 しています。今後 も、地域 の共有施設 としての学校開放 はよ り一層進んでい

くと思われ ますが、施設 のみ な らず 、学校の人的機能 も積極的に活用 してい くこ とが重要です。

穂 波町では、西 日本で初めての学校選択制を実施する とともに、土曜 日に年間30回 程度学校

を開放 して 「サ タデース クール」 を実施 してお り、子 どもの土曜 日の居場所 を確保す る ととも

に、学力の向上 も 目指 しています。静岡県浜松市の公民館では、教職員で組織す るボランテ ィ

ア グル ープ と協働 して 「夏休 み子 ども講座 」を開催 し、各種体験活動 を実施 しています。いず

れ も、学校 の 目的 ・人的機能 を有効 に活用 した事例であるといえます。

(3)学 校 に、放課後や週末の 「子 どもの居場所」をつ くろ う

第1章 で も述べた よ うに、福 岡県 では、青少年 アンビシャス運動 の一環 として、子 どもた ち

が気軽 に集 まれ る居場所(ア ン ビシャス広場)を 公民館や学校の空き教室等に設置 しています。

ここで は、地域 のた くさんの大人がボランテ ィア として関わ っています。 これは全 国的 にも例

が な く、平成16年 度か ら文部科学省 が全国的 に推進 してい る 「地域子 ども教室推進事業」の先

駆 け ともいえ る取組です。国の事業 は特 に学校 を活用 した居場所づ くりを推進す るものです が、

本県 にお いて も、学校 にアンビシャス広場や地域子 ども教室等、放課後や週末の 「子 どもの居

場所」 を増や してい く必要が あ ります。学校内であれば、授業終了後す ぐに移動できるな ど時

間や安全 の確保 の面で効果があ ること、「子 どもの居場所」に対す る教職員の理解が深 まること、

ボランテ ィア として関わ る地域 住民の学校理解が促進 され ることな ど多 くのメ リッ トがあ りま

す。例 えば、学校 の図書室 を放課後 の子 どもの居場所 として開放 し、派遣 された指導員が、読

み聞かせ を した り、勉強 を教えた りす るな どの活動 もできます。 さらに今後 は、多 くの小学校

に設置 されてい る学童保育所 と連携 を図 りなが ら、子 どもの放課後 ・週末等 の体験活動 を充実

させ るこ とな どが期待 され るところです。

(4)子 ども自 らが利用可能な施設に しよ う

地域の公民館 を含 め、社会教育施設が子 どもか ら遠い存在 にな らない よ うに、子 どもた ち自

身が気軽 に利用 申込がで きるよ うな方法 を検討す る必要が あ ります。

とか く施設管理上の闇題 か ら、公 民館 は鍵 がかか り、社会教育施設 は保護者同伴 とい う規定

を設 けが ちですが 、「子 どもを育て る」とい う観点か ら見直 してい く必要があ ります。そのた め

には、まず施設の利用規則等を見直す とともに、子 どもに簡単にできる手続 き方法を工夫す る

必要 があ ります。 また、施設 の利用 を許可す る際、単に使用上の注意点を伝 えるだけでなく、

「施設 がなぜ建て られたのか」 「施設 に対す る住民や職員の願い」等 について教 えることも大切

です。そ のこ とによ り、子 どもが 自ら進んで施設 を大切 に した り、有効な活用方法を考 えた り

で きるよ うにな ります。
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提言9学 校や 自治体か らの情報発信、情報交流 に努めよ う

子 どもの体験活動研究会が平成15年3月 に出 した 「完全学校週5日 制の下での地域の教育力 の充

実に向けた実態 ・意識調査」の報告書に よる と、教育委員会や学校 に期待す る こととして、 どの学

年で も保護者 の3割 以上 は、土 ・日に地域社会全体で子 どもを育ててい くために 「子 どもが参加 で

きるスポーツ、文化、 自然体験等 の活動情報 が必要」 としてい ます。子 どもに体験活動 をさせ たい

保護者及び指導者は、活動の場 、内容、指導者等の情 報を欲 しがってい るのであ り、情報提供 のあ

り方 が活動 を左右す ることは確 実です。体験活動の 中核 となる教育委員会、学校 、公民館 等は、も

っと積極的に、確実に 「体験活動情報」 を保護者や子 どもに伝 わるよ う発信す る必要 があ ります。

(1)教 育委員会は情報提供の工 夫を しよう

平成13年7月 の社会教育法の改正 によ り、教育委員会 には、地域 にお ける青少年 の体験活動

のコーデ ィネー ト役が位 置付 け られています。

子 どもの体験活動 の情報は、教育委員会及 び公民館 が活動情報 を収集 し、加工 し、提供す る

こ とが必要です。情報提供の方法 としては、全国的に 「広報誌発行」 「リー フ レッ トパ ンフ レッ

ト」が圧倒 的に多 く、「関係機 関等 を直接訪 問」 「他 の機 関誌への掲載」 「ホームページ」等 が続

いています。教育委員会のみな らず 、首長部局 も含 めて あらゆる情報提供ルー トを確保 ・拡大

してい くことが大切 です。

小郡市教育委員会 では、 「小郡 ・三井子 ども情報セ ンター協議会」 を設置す るとともに、 「小

郡 ・三井 こどもセンター」を開設 しています。セ ンター には コーデ ィネー ター を配置 し、子 ど

もの体験活動 に関す る情報収集 ・提供、相談 、情報誌 の発行 、体験講座 の開設、ボ ランテ ィア

名簿の作成等 をお こなっています。 ここでは、子 どもの体験活動情報誌 「YOKA(よ か)と

こ情報誌」 を年4回 発行 し、小郡 ・三井郡内の小 中学校 をは じめ、郵便局、社会教育施設等に

配布 しています。

(2)学 校 を経 由 した情報提供 を しよ う

子 どもの体験活動研究会の調査結果か ら、子 どもや家族 向けの催 し物 ・行事の情報 は 「学校

か らの提供」 を期待 してい ることが明 らかにな りま した。今後、 さらに学校 と連携 してきめ細

や かな情報提供に努 める必要があ ります。現在多 くの市町村が小中学校 と連携 して地域 での体

験活動事業の広報 を行 ってお り、学校 を通 して、案内チ ラシを配布 した り、学校通信 ・PTA

たよ り等に社会教育事業のお知 らせ コーナーを設 けた りす るな ど、確実 に情報提供できる手段

を講 じています。 しか し、実施す る側の都合 のみで、学校 を利用す る ことは控 えな けれ ばな り

ません。 「必要な情報を有効 に提供す る」ためにも、提供す る情報の吟味や学校へ理解 お協力 を

求 めてい く努力が大切です。 また、今後は、幼稚園 ・保育所 、特殊教育諸学校、高等学校等 と

の連携 も深 め、幅広 い保護者 の層 に情報提供 してい く必要があ ります。
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(3)「 体験 活動ボラ ンテ ィア活動支援セ ンター」 を活用 しよ う

子 どもたちの学校や地域での体験活動を支援するためには、情報提供 ・相談の中核機 関が尼

要 とな ります。福 岡県では、平成16年 度現在、国の委託事業 「地域 と学校が連携 した奉仕活動 ・

体験活動推進事業」の 中で、13市 町村 が 「体験活動 ボランテ ィアセ ンター」を設置 し、団体讐

に関す る情報収集 ・提供、活動相 談、連絡調整、地域における活動の場 に関す る情報収集 ・提

供 、機 関誌 の作成 ・発行等を行 っています。例えば、大牟 田市では、 「大牟 田市ボランティア涯

動 ・体験活動サポー トセンター」を設置 し、コーデ ィネー ターを配置 して、「おおむた子 ども惟

報セ ンター」 と連携 しなが ら、情報収集 ・提供、活動の場 の開拓、ボランティア活動研修会 ・

交流会等各種 の事業 を実施 しています。 さらに、福 岡県立社会教育総合セ ンターでは 「福岡県

体験活動 ボ ランテ ィア活動支援 セ ンター」 を設置 し、県全体の情報収集 ・提供、相 談活動、研

修 会の実施 、プ ログラムの開発 等を行 っています。

(4)「 ふ くおか生涯学習 ネ ッ トワーク」を利用 しよう

福 岡県では、 「ふ くおか生涯学習ネ ッ トワーク」を開設 し、生涯学習や社会教育 に関す る情報

を提供 しています。(http://ww.fsg.pref.fukuoka.jp/)

このホームペ ー ジか ら、各県立社会教育施設の講座、研修情報等を得 ることができます。 さ

らに、講 師情報 や各 市町村 の社会教育の情報、施設 の利用案内な ど豊:冨な情報が得 られ るとと

もに、問い合 わせな ど双方 向の情報のや りとりが可能です。

現在 、このホー ムペー ジに掲載 している社会教育施設 は、 「福岡県立社会教育総合セ ンター」、

「福 岡県立図書館 」、「福 岡県立少年 自然 の家 『玄海 の家』」 「福岡県青少年科学館」、 「アクシオ

ン福 岡」、 「福 岡県立美術館」、 「福岡県立英彦 山青年 の家」、 「福岡県立九州歴史資料館」、「久留

米総合 スポーツセ ンター」、 「国立夜須 高原少年 自然 の家」です。

提言10関 係 機 関 ・団体 との連 携 ・ネ ッ トワー クをひ ろげ よ う

急激 な社会 の変化 のなかで、青少年 の体験活動へのニーズも、社 会の求 める青少年へ の期待や対

応 も多様化 ・高度化 してお り、青少年 育成 は、教育委員会

や公民館 のみ では対応 できない状況 があ ります。 これか ら

は、 さらに青少年育成 の関係機 関 ・団体 との連携 ・ネ ッ ト

ワー クを推進 し、それぞれ の特色 と専 門性 を生か しなが ら、

総合 的に対応す る必要 があ ります。 平成11年 の生涯学習審

議会答 申は、行政 に対 して、子 どもたちの体験活動 を充実

させ るため、「コーデ ィネー ター」としての機 能 を果 たす こ

とを提言 しま した。具体的 には、教育委員会や公 民館関係

者 が、連携 ・ネ ッ トワー クを推進す るコーデ ィネーターで

あるこ とを 自覚 し、積極的 に行政 の各部局、企業、NPO、 大学等 をつ ないでい く努力 をす る必要

があ ります。
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(1)学 校や公民館等に 「青 少年体験活動実行委員会」等 を設置 しよう

青少年体験活動の実施 に向けて、関係機 関 とのネ ッ トワーク化を図るには、まず、実践活動

の核 になる仕掛 け人の集 ま りで ある 「青少年体験活動事項委員会」等 の立 ち上 げが有効 です。

この実行委員会 を核 に して、子 どもの体験活動 に とって必要 な関係機 関や団体 との連携 ・ネ ッ

トワー ク化 を図る と、新 たな創意工夫 されたプログラムの企画 ・立案 が可能 にな ります。宗像

市立吉武小学校 では、学校 内に教職員 と校 区各種団体役員 、区長、公民館長、PTA役 員等か

ら成 る 「吉武 っ子ふれあい会議」を設立 し、 「米3合 ホームステ イin吉 武」等の体験活動 を成

功 させています。

まず は 「仕掛 け人!集 合!!」 です。

(2)行 政関係部局 ・機関 と連携 ・協力 しよ う

青少年 の体験活動施策 は、国 の施策 を見て も、文部 科学省関係各課における奉仕活動 ・体験

活動関連の施策 の他 に、農林水産省 、林野省、水産庁 等 との 「省庁連携 体験活動推進 事業」が

あ ります。青少年 の体験活動は行政 の関係省庁 か らも必要 とされています。実施 にあたっては、

事業の主 旨と目的を明確 に しなが ら、関係部局 ・機 関 と綿密な連携 を図 り、予算 の効果的な執

行 とこれ まで蓄積 された青少年体験活動 のノウハ ウを活用 して実施す る と、相互 に効果的です。

現在 、文部科学省、国土交通省及び環境 省では、子 どもたちの河川 の利 用 を促進 し、地域 にお

ける子 どもたちの体験活動 の充実 を図るため 「子 どもの水辺」再発見プ ロジェク トを推進 して

いますが、 このプロジェク トには、北九州市の 「板櫃川子 どもの水辺実行 委員会」 が参画 し、

教育委員会、河川部局等 と連携 しなが ら事業 を実施 しています。

(3)大 学等高等教育機関 と連携 ・協力 しよ う

大学 の地域貢献が進 んでい ます。 また、平成14年7月 の中央教育審議会答 申 「青少年奉仕活

動 ・体験活動 の推進方策等 について」で は、青年ボランテ ィア活動の促進 を重要課題 と位置付

け、「大学生等の学生 に対 しては教育活動 として機 会を提供す る」ことを提言 しま した。そのよ

うな状況の中、大学側 も学生のボ ランテ ィア活動 を支援 ・奨励す るとともに、積 極的に コーデ

ィネー トしています。市町村や社会教育施設 において は、大学 との連携 による体験活動事業 を

実施 した り、積極的に大学生ボ ランテ ィアを活用す る動 きが広まっています。水巻町や久 山町

では、大学生を体験活動サポー トボランテ ィア として登録:した り、通学合宿等での支援 を依頼

しています。英彦 山青年の家では福岡教育大学 との連携 による長期 自然体験事業を実施 します。

九州産業大学 では、大学 の施設、機能、人材 をいか した体験活動プ ログラムを、学生に提案 さ

せ 、学生 自らはボランテ ィア と して参加 し子 どもたちの指導に携わっています。

(4)企 業やNPOと 連携 ・協力 しよう

青少年の健全育成 に貢献す る企業 が増 えています。平成15年8月 の策定 の 「次世代 育成支援

対策推進 法」の行動計画策 定指針では、「一般事業主行動計画において『子 ども体験活動の支援』

を盛 り込む ことが望 ま しい」 としています。具体的 には、職場見学の実施、子 どもが参加 す る

地域 の行事 ・活動に企業 内施設や社有地を提供 、各種講習会等の講 師、ボ ランテ ィア リー ダー
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等 として社員 を派遣、子 ども体験活動を行 うNPO等 に対す る支援等に取 り組 むこ とな どをあ

げています。す でに、い くつ かの企業では、子 どもの職 場体験 の機 会 と場の提供、通学合宿 で

社員 寮な ど企 業施設 の開放 、人材 や設備 な ど企業のもつ機能 の提供 な ど、積極 的に地元を応援

す る態勢 を とっています。また、急速 に成長す るNPO等 民間団体 は、迅速性や柔軟性に優れ 、

行政 にはできないきめ細や かな子 どもに関わる活動 を各地で展開 しています。福岡県内のNP

O法 人の数 は、現在500を 超 えま した。その 中には、子 どもの体験活動にかかわる団体 も数多 く

あ ります。今後 は、企 業やNPOと の協働事業の情報収集 に努 め、成功モデル を参考に積極的

に連携 ・協力 してい く必要 があ ります。
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○ 今後の生涯学習施策のあ り方について
～自律 と協働の生涯学習社会をめざして～

(意見具申 平成16年10月 大阪市祉会教育委員会議)

は じめに

大阪市では、平成4年(1992年)に 、平成17年(2005年)ま でを計画期間 とす る 「生涯学習大阪

計画」を策定 し、国際化、情報化 の進展や科学技術の進歩 、余暇の増大な ど、急激 な社会の変化 と

ともに、多様化 、高度化す る学習ニーズに対応す るため、生涯学習 の推進に取 り組 んできた。 その

結果、 「生涯学習」とい う言葉が広 く市民 に浸透 し、自己実現や社会貢献 をは じめ、さま ざまな活動

が積極 的に行われ るよ うになって きた。

しか し、計画策定か ら12年 が経過す る とともに、市民を取 り巻 く社 会環境が大 きく変化 してい る。

特 に、近年注 目を集 めるよ うになったのが、市民セ クターの役割である。近代の 日本社会 は、主 と

して 「公共」は行政 中心で担い、一方で、子育て ・教育 ・高齢者介護 な どの中で、 「企業」サー ビス

に任せ られ るものは 「企業」が担 うとい う社会 をつ くって きた。 しか し、今 日、市民の価値観や公

共サー ビスに対す るニーズが多様化す る中で、新 しい社会の担 い手 としての市民セ クターに関心が

高まってお り、市民セ クターの活性化 が新 しい市民社会 の創造 につながってい くもの と考 え られ る。

成熟 した市民社会を創造す るためには、行政 、企業 、市民セ クターが対等 のパー トナー と して協働

してい くことが求め られてい る。

現在 、核家族化、少子化 、地縁 的なつなが りの希薄化な ど、家庭 を取 り巻 く環境の変化の中で、

児童虐待や育児放棄 の急増 な どの問題が深刻化 している。 さらに、青少年 の凶悪犯罪の低年齢化や

い じめ、不登校、ひきこも りな ど、青少年をめ ぐる問題 は深刻 な状況にあ り、 こ うした状況 の背景

には、社会構造の変化 のほか、家庭 の教育力の低下 とともに地域 の教育力 の低下が大 きく関係 して

いる と考え られ、課題 を抱 えた青少年 はもとより、家庭や地域へ の適切 な対応 や支援 が求め られて

いる。青少年が夢 と希望 をは ぐくみ、ひ と りの人 間 として 自立の道 を歩 めるよ うにな ることは緊急

を要す る社会的課題 であ り、学校や家庭だけでな く、地域社会 の中での 「居場所」づ く りや体験学

習の機 会、世代間の交流が必要 となってい る。

また、いわゆる団塊 の世代の高齢化等 によ り、今後、急速に高齢 社会 が進み 、医療や保健 、また

社会保障等に関わ る問題が増加す ることが考え られ る。

国際結婚や就労な どによる 「外 国籍住民」が急増 してい る一方で、 日本語 を母語 としない こども

の教育 の問題 をは じめ、生活習慣や価値観の違 いか らくる 日本人 とのあつれ きな どを克服す る、多

文化共生の取 り組みが求 め られてい る。

温暖 化や オゾン層の破壊 など、地球規模で拡 がる環境問題 に対 して も、市民一人ひ とりが学習活

動を通 して正 しい認識 を身 につけ、地球環境 の保全 に向け、具体的 に行動 を起 こ し、実践す るこ と

が課題 となってい る。
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さらに、「人権教 育のための国連10年 行動計画」をは じめ国連 を中心 とした国際社会での取 り組み

に呼応 し、大阪市 として も、人権、男女共同参画、外国籍住民、障害者 、こども、高齢者 な どに関

す る指針や計画 を策定 し、具体的な施策 を進 めているが、すべての人が人間 として、互いの個性 と

価値観 の違い を認 め合い なが ら、主体 的に生 き、社会 に参画できる しくみづ く りを進 めてい くこ と

が重要 となってい る。

一方
、情報通信技術 の急速 な発展に伴 い、時 間的 ・空 間的な制約 を超 えて、いつでも、 どこでも

情報 を入手 できる といった利便性 が向上 した反面、人 と人 とのつなが りが希薄 になるなど、情報化

の もた らす 「影」 の部分 がでてきてお り、今後 、情報活用能力の向上や、フェイスツー フェイ スの

直接的な コ ミュニケーシ ョン能力 を身 につける とい った取 り組 みが必要 となって きてい る。

社会の成熟化が進 行 し、市民の意識 は、物 質的な豊:かさとともに、人 と人 との触れ合いな ど、精

神的な豊か さを重視す る方向へ と変化 してい る。イ ンターネ ッ トは市民の情報交流の手段 として非

常 に有効で あ り、情報 リテ ラシーの向上 に向けた取 り組みを積極 的に進 めることも重要で ある。 ま

た、個人 の興味 、関心、希望 な ど、価値観が多様化す る中、 さま ざまな場面において、お互いを尊

重 しつつ 関係性 を保持す るためには、 コミュニケーシ ョン能力の向上が不可欠であ り、そ のための

取 り組 みを よ り一層進 め ることが必要である。 さらには、社会情勢 が激 しく変化 し、将来 の展望が

予測 しがたい状況のなかで、市民が長期的な視野 にたって主体的 な生き方 を考え られ るような取 り

組み も必要で ある。

以上 のよ うに、少子高齢化、高度情報化な どが進む 中、一方で さまざまな人権問題や地球規模の

環境 問題、家庭や地域の教育力の向上 と次世代 育成の課題 、情報化の 「影」の側面が明 らかにな る

な ど、社会 は一層 の成熟化 ・ス ピー ド化 を促進す る反面、さらに複雑化の度合いを深 めてい くもの

と考 え られ る。 これ らの さま ざまな課題 を解決 できるのは 「人」 であ り、 この 「人」 を育む上で 、

生涯学習の営み は、今後 ますます重要 にな ると考え られる。

今後、生涯学習 には、一人ひ と りが、 自分にあった形で主体的に生 きるカ をつ け、 自己実現 を図

る とともに、学んだ知識 ・技術等をまちづ く りに活かす とい う 「まなび」 と 「行動」 の循環(サ イ

クル)が 求 め られ る。

そ のた め、まず 、市民 に身近な地域 で、市民主体 の生涯学習を進 めるため、 日常生活の基本 的な

単位 である 「小学校 区」 のよ うな近隣の生活圏における生涯学習の場 の確保 と、子育て ・青少年教

育 ・生涯学習 ・スポー ツな ど教育 を中心 とした コ ミュニテ ィをいかにつ くってい くかが大 きな課題

となってい る。

さらに、 「公共」を担 う市民セ クターが、行政 、企業等 と連携 ・協働 し、いきいきと活力 ある大阪

をめ ざ し、生涯 学習 を推進す るこ とが必要 である。

わた した ちには、住 民が小学校や橋な どの社会資本整備 を 自ら行 ってきた ことにもみ られ るよ う

な、市民主体のま ちづ く りの伝統や豊かな地域文化 とい う土台が ある。大阪の歴史 ・文化や地域社

会 に根 ざ した 「まなび」のネ ッ トワー クづ く りによる 「人」づ くりを進 めることが、必ずや、新 し

い生涯学習 を基盤 とした豊かなまちづ く りに結実す ることを期待す る。
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大阪市社会教 育委員会議 では、平成14年(2002年)8月 に、 「今後 の生涯学習施策 のあ り方 につい

て」の諮問 を受 け、審議 のために小委員会(委 員長 岡本千秋)を 設置 し、これ までに8回 の小委

員会 と、4回 の全体会議 の中で審議を重ね、今回 「今後 の生涯学習施策のあ り方 について」の意見

具 申をおこな うもので ある。

大阪市では、平成17年(2005年)に 、学習者が主体 となって生涯 にわたって学ぶ ことので きる社

会環境 の整備 と、市民主体の生涯学習 を支援 してい くため、新たに 「生涯学習基本計画」 の策定が

検討 されているが、本意見具申が新計画策 定の 「指針 」 として十分に活か され ん ことを切 に望む も

のである。

第1章 生涯学習の現状と課題

1日 本における生涯学習 を取 り巻 く状況

昭和40年(1965年)に ユネス コの 「成人教育推進 国際委員会」 において、ポール ・ラングラン

が生涯教育の考 え方を発表 してか らほぼ40年 、 臼本で初 めて本格 的に生涯学習 の考 え方が取 り上

げ られた昭和56年(1981年)の 中央教育審議会答 申 「生涯教 育について」か らほぼ四半世紀 を経

て、国内での生涯学習につ いて の認織 は、相 当浸透 した といえる。

現在 では、すべての都道府県 に生涯学習担 当部局が設置 され、その後 、37都 道府県に生涯学習

審議会 が設置 され るな ど、都道府県及び市町村 にお ける生涯学習振興のための体制整備 は、一定

程度進展 してい る。

生涯学習 にかかる体制の整備 について も、放送大学や単位制高校の登場 ・大学 ・大学院に社会

人学生 ・院生が参加 しやす くす るための大学設置基準の改正があ り、全国的に多 くの大学や 大学

院が社会人 の受 け入れ を行ってい るほか、大都 市圏を中心 に、社会人の学習 に便利 な都心に専用

の施設 を置 く事例 も増 えて きてい る。

身近な生涯学習機会 の創出を促進す る上では、「余裕 教室活用指針」(平 成5年(1994年))に よ

る学校の余裕教室の生涯学習施設 としての転用促進 な どが進め られて きた。平成8年(1996年)

の中央教育審議会答 申 「21世紀を展望 した我 が国の教育 の在 り方 について」や 、同年の生涯学習

審議会答 申 「地域 におけ る生涯学習企画の充実施策につ いて」な どで も、 「地域 に開かれた学校づ

く り」が強調 されてお り、全国的に学校 の余裕 教室等 を活用 した生涯学習 、小学生 に対す る放課

後活動 の支援や地域スポー ツ とい った学校 を拠 点 とした取 り組 みが進め られ ている。

さらに、今 まで、ともすれば個別 に取 り組 まれが ちで あった高齢者福祉 、子育て、防犯 、環境、

「まちづ くり」な どの分野 の活動 を、小学校 区とい う地域で一体 的に取 り組 み、課題 の解決 に当

た ろ うとす る動 きが、大阪市 のほか全国的に見 られ るよ うになってい る。

平成13年(2001年)に は、社会教育法の一部改正が行 われ、家庭教育 に関す る学習の機会の提

供 ・奨励 に関する事項、青少年 のボランティア活動、社会奉仕体験 、 自然体験活動の促進 に関す

る事項等が新たに加わ り、今 目的課題 に対応 した取 り組 みの重要性 が強調 されてい る。

また、民間の生涯学習機 関については、専門学校 、カル チャーセ ンター、スポー ツ施設 な どは、

ここ数年 は若干の漸減が あるものの、10年 間で見れ ば相 当の施設数 の増加 をみてい る。

次 に、現在の 「生涯学習大阪計画」策定後 の大 きな社 会の変化 として、NPOの 台頭 と行政の
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役割 の変化 があげ られ る。 日本 は、近代以降、行政が、主 として公的サー ビスを担 い、企 業が私

的サー ビスを担い、本来、主権者であ る市民 が 「公共」サー ビスの消費者的立場 に位置す る中で、

高い経 済成長 と社会資本 の整備 が進 め られて きた。 しか し、1980年 代以降、この関係が変化 し始

め、 「公益」 を、市 民、行政 、企業が共に担 う時代が到来 しつつ ある。

この よ うな社会の変化の 中で、企業で も行政で もない、非営利 でなおかつ公益を担お うとす る

NPOが 次第 に関心 を集 めるよ うにな り、平成7年(1995年)の 阪神 ・淡路大震災 をきっかけに、

その役割 は社 会 に広 く知 られ る ところ となった。このよ うな機運の高ま りの 中で、平成10年(1998

年)に 特定非営利活動促 進法(い わゆるNPO法)が 制定 され ることによ り、公益的で組織的な

市民活動に法人格の取得が認 め られ、平成16年(2004年)7.月 末現在で、全 国で約18,000のNP

Oが 、保健 医療 ・福祉 、社会教育、まちづ くり、環境 ・文化 ・芸術 ・スポーツ、人権、国際協力、

こ どもの健 全育成 な ど広範な分野 において活発な活動 を展開 している。

現在、政府 は、特定非営利活動 法人(NPO法 人)、 財 団法人、社 団法人、中間法人な どの公 益

法人制度の見直 しを進 めてい るが、今後 、その行方 を注 目しなが らも、多様 な担い手によ り、生

涯学習が支 え られ るこ とが望まれ る。

日本および大阪府におけるNPO認 証数の推移(内 閣府調査)

2大 阪市 にお ける生涯学 習の現状 と課題

(1)大 阪市 を取 り巻 く状況

現在 の生涯 学習大阪計画の策定以降、大阪市 を取 り巻 く社会環境 も変化 し、グローバル化や

高度情報化の進 展 に ともな う人々の交流や情報の交換 ・共有 な どが容易 にな り、環境 問題や資

源 ・エネル ギー 問題の深刻化 、また高齢社会 の到来な どといった著 しい変化がみ られ る。また、

社会の成熟化 に伴い、人々の価値観 や ライ フスタイルが多様化す るとともに、少子高齢化 の進

展の 中で、人生で大切 な ものについて、 自然 と調和 した心の豊か さや生 きがいを重視す る方 向

へ と変化 して いる。

大阪市 は、最近 では人 口こそ都心部への回帰現象で増加 しているものの、全国平均 を上回る
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少子 高齢化傾 向にあ り、子育て層の転 出が続 いている。 また、単独世帯、特に高齢 単身世帯 の

割合 が高い ほか、外 国人登録者数 は市人 口の約4.6%を 占めている。この外 国人の人 口に占める

割合は、政令市をは じめとす る大都市の中で もっ とも高い。また、大阪市におけ るインターネ

ッ トの利用状況については、年齢層 により大 きな違いがみ られ るなど、情報 リテ ラシー の問題

が明 らかになってきてい る。 これ らの点をふ まえた上で、今後の生涯学習計画の策 定が進 める

こ とが求め られ る。

【本市 および全国の世帯数の内訳】(総 務省 「国勢調査」平成12年(2000年)よ り)

本市の年齢別人口の推移

単独世帯の割合

65歳以上の高齢者を含む世帯の割合
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【合計特殊 出生率の推移】〔内閣府 「男女共同参画 白書」平成15年(2003年)版 よ り】

【外国人登録者数 と全人 口に 占める割合】〔平成15年(2003年)〕

(2)市 民の意識 ・ニーズ

平成4年(1992年)に 「生涯学習大阪計画」が策定 され てか ら10年 以上が経過 し、大阪市で

は、平成15年(2003年)9月 ～11月 にかけて、市民2,500人 を対象 に、生涯学習に関す る市民 の

実態やニーズ について世論調査が実施 され た。

今後の学習について
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この調査結果か らは、一定期 間継続 した学習 を行 った ことがある市民は約半数 の46・8%と 、

昭和62年 度(1987年 度)の 前回調査の37,7%よ りも増 えてい ることが明 らかになっている。 ま

た、 「この1年 間にいちばん力 を入れ て学習 した ものの主な学習方法につ いて」 は、 「自分ひ と

りで通信教育やパ ソコンな どで勉強 した」が20.2%と 最高ではあるものの、 「スポーツや体力づ

くりの クラブなどに参加 した」、 「自主的なグループやサール活動 に参加 した」、 「公共機 関が主

催す る教室や講座 に参肌た」が合計で35%を 上回 り、昭和62年(1987年)調 査 に比べ る と、 グ

ルー プや講座な どに参加 して学習 した市民 が増 えてい る。 さらに、「今後の学習や活動 につい

て」 は、76.7%の 市民がr今 後、学習や活動を行 いたい」 と回答 してお り、学習や活動 に対す

る高い意欲 が うかがわれ 、学習経験の割合 と合わせて も、市民の旺盛な学習意欲が うかがえる。

続 いて、 「生涯学習大阪計画」策定以降 に設置 され た大阪市の施設の認知 ・利用状況 について」

は、キ ッズプラザ大阪や大阪歴 史博物館 については、約12～14%の 市民が利用 し、知っている

が利用 した ことはない とい う市民 を含 める と、約50%～60%の 市民が認識 していることが明 ら

かになっている。次いで、生涯学習関連施設の クレオ大 阪が これ に続 き、約6～8%の 市民が

利用、約40%前 後 の市民が認識 してお り、総合生産学習セ ンターや 市民学 習セ ンターは、2.4

～3 .6%の 市民が利 用、約23%の 市民が認識 している とい う結果が出ている。 「生涯学習ルー ム」

事業については、利用 した市民は8.2%で 、44.1%の 市民に認識 されている ことが明 らかになっ

てい る。 しか し、全体 を通 して、まだまだ多 くの市民 に生涯学習関連施設 は利用 されている と

は言いがたく、市民 の高い学習意欲 を考え合 わせ る と、今まで利用の少 なかった市民に、いか

にアプ ローチ してい くかが今後 の課題であ る。

「今後利 用 したい と思 う学習場所につ いて」は、 「区役所 ・区民セ ンター な ど」が41.6%、 「地

域 にある図書館や老人セ ンター、福祉セ ンターな ど」 が38.1%、 「地域 の小学校 や 中学校 な ど」

が33.3%と なってお り、 「市 内の中心部 にある大 きな学習施設」の27.2%と 比較 して も、身近な

既存 の施設 を使った学習 を市民が希望 してい ることが明 らかになってい る。

今後利用 したいと思 う学習場所について(複数回答)
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市民が学びたいときに学べる環境づ くりへの期待について(複 数回答)

「地域 にお ける生涯学習のための環境づ く りに対す る支援 ・協力」につ いては、「生涯学習 に

ついての情報が容易 に得 られ るよ うにす る」が46%、 「学校や図書館 な ど地域施設の活用 を促進

す る」が41.4%な どとなってお り、地域 の生涯 学習 に対す る高いニー ズを基本 に、小学校 区や

各 区な どの身近 な地域 にお ける生涯学習 の充実を図 ることが重要である。

「市民が学びたい ときに学べ る学習環境づ くりへの期待」については、 「趣 味 ・教養か ら資格

取得 まで幅広い学習;機会の提供」が55.0%、 「生涯学習 の場の整備」が44.6%、 「生涯学習 につ

いての情報提 供 ・学習相談の充実」が38.2%と なってお り、学習の機会 ・場の提供や学習情報

の提供 が重要で あることが明 らか になっている。

これ らの調査結果 をよく検討 した上で、次期 「生涯学習大阪計画」の策 定に生か してい くこ

とが必要で ある。

(3)人 権の尊重 と共生

平成4年(1992年)に 策定 され た 「生涯学習大阪計画」 では、計画 のテーマ に 「人間尊重 の

生涯学習都市 ・大 阪をめざ して」を掲 げ、生涯学習推進 の基本的視点 の第一に 「人権 の尊重」

を位置づ ける とともに、重点計画の 「同和 問題の解決に向けた生涯学習施策の推進」の もと、

これ まで識字 、青少年育成 な どさま ざまな取 り組 みを進 めてきた。

平成6年(1994年)、 第49回 国連総会 において、1995～2004年 までの10年 間を 「人権教育のた

めの国連10年 」とす る決議 がな され 、「人権教育のための国連10年 行動計画」が示 された。大阪

市 において も、平成7年(1995年)12,月 の国の 「人権教育のための国連10年 推進本部」設 置 を

受 け、平成8年(1996年)4月 に 「大阪市人権教育のた めの国連10年 推進本部」を設置 し、平

成9年(1997年)8月 には、人権 が尊重 される 「国際人権都市大阪」の実現 を目標 として、 「大

阪市人権教育 のための国連10年 行動計画」が策 定、各局及び各行政 区に 「大阪市人権教育 のた

めの国連10年 推進委貞会」 を設 置 し、全庁的な取 り組 みが推進 してきた。

また、平成12年(2000年)が 「国連10年 」 の中間年にあたることか ら、平成13年(2001年)

3月 に、これ までの取 り組 みを見直 し、 「人権教育お よび啓発の推進 に関す る法律」の趣 旨を踏
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まえ、以後の取 り組 みの方 向性 を定めた 「大阪市人権教育のための国連10年 後期重点計画」 が

策定 され、生涯学習 との連携 を通 して、すべての人 に開かれた学習機会 の充実、学習教材 の整

備 な ど、市民の主体的な活動 を促進す るため、 さまざまな取 り組 みが進 め られて きた。

人権教育 と生涯学習につ いては、前述の 「人権教 育のた めの国連10年(国 連総会決議)」 にお

いて、「人権教育 とは、あ らゆる発達段階の人 々、あ らゆる社会層 の人 々が、他の人々の尊厳 に

っいて学びまたその尊厳 をあ らゆる社会で確 立す るための方法 と手段 について学ぶための生涯

にわたる総合的な過程である」、また同行動計画 において、「人権教育 とは、知識 と技術 の伝達

お よび態度の形成 を通 じ、人権 とい う普遍的文化 を構築するために行 う研修、普及および広報

努力」 と規定 されてい る。

一方 、「生涯学習大阪計画」では、「生涯学習 とは、基本的人権、 自由、民主主義、 ノーマ ラ

イゼーシ ョンな どの人間尊重 の考 え方 を基礎 と して、一人ひ とりが人生 のあ らゆる段 階や場面

において、で きる限 りの 自己実現 をめ ざし、自分に適 した手投 ・方法を選び 、 自ら進 んで行 う

自己教育活動である とともに、学習者 がそ の成果を社会 に広げ、よ りよい社会へ の変革 を担 っ

てい くことができるた めの学習 のことである」 としている。

この よ うに、生涯学習 と人権教育 との関係 は密接不可分のものであ り、生涯 学習 を進 める上

で人権の視点がその根底 にあ る必要があ り、また、人権 教育 を進 めるためには、生涯学習の考

え方や手法 が必要であ り、今 後 とも大阪市の生涯学習の推進が人権教育 の推進 に役 立ち、人権

教育の推進 が生涯学習 の推進 に役 立っ とい う観点での取 り組みが非 常に重要で ある。

平成10年(1998年)3月 には、 「大阪市外 国籍住民施策 基本方針 」が策定 され 、外国籍住民の

人権の尊重 、多文化共生社会の実現、地域社会へ の参加 を 目標 と して、講座の実施や啓発冊子

の作成等 、各施策が総合的、効果 的に推進 され てきた。 さらに、今後 の外 国籍住民施策 のあ り

方 について検討 を行 い、平成16年(2004年)に 指針が改定 され、今 後取 り組む施策のあ り方等

が明 らかに されている。

また、歴 史的経緯 のある在 日韓 国 ・朝鮮人の高齢者や新たに来住 した外 国籍住民の中には、

目本語の読 み書 きの力 が不十分であることに起因す る さま ざまな課題 があ り、大阪市では、平

成5年(1993年)に 策 定 した 「大阪市識字施策推進指針」に基づき、あ らゆる非識字者 の文字

や言葉の問題 の解決 をめ ざして、市民学習センター等 における 「基礎 レベルの 日本語教室」や

「生涯学習ルー ム」事業 の一環 として 「地域識字 ・日本語交流教室 を開催 し、総合的な識宇 ・

日本語施策 の推進 を図ってい る。 また、外国人が 日常生活 を行 う上で必要 な情報の多言語 によ

る提供 を行 い、また、大阪市 な らびに各局のホー ムページの多言語化 をは じめ、外国人のため

の生活情報ホー ムページの運営な どを行 っている。

平成11年(1999年)4月 には、 「大阪市人権行政基本方針」が策定 され、人間の尊厳 の尊重、

平等 の保障、 自己決定権 の尊重の達成 を基本 目標 として施策 が推進 されている。 また、教育委

員会において も、同年8月 に 「大阪市人権教育基本方針」が策定 され、各種 の生涯学習施設等

が相互 に連携 ・協力 し、人権 の視点か ら事業内容 の体系化を図るこ とが重要 であるなど、今後

の人権教育推進 にかか る施策 の基本的な方 向性が示 されてい る。

また、一人ひ とりの人権 が尊重 され、すべての人 が 自己実現をめざ して、生きがいの ある人

生 を創造で きる自由・平等で公正な社会 を実現 してい くため、 「大阪市人権尊重の社会づ く り条
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例 」が平成12年(2000年)4月 か ら施行 され、市民の人権意識 の高揚等人権啓発 に関す る事:業、

人権 問題 に関す る情報の収集及び提供 並びに相談ネ ッ トワー クづ く り、その他人権尊重 の社会

づ く りを推進す るための事業が行 われ ている。

この よ うな人権行政 ・人権教育 に関わ る動 向の中で、平成11年(1999年)4月 に青少年会館

条例 が改正 され 、青少年会館 が基本的な人権尊:重の精神 に基づ き、広 く青少年 の健全育成 に資

す る施設 としての役割 を果 たせ るよ う、事業改編 を行い、取 り組み内容 の充実を図ってきた。

さらに、児童虐待、い じめな ど、近年の青少年 を取 り巻 く深刻 な状況に対す る取 り組みを強め

るため、「課題 を抱 えた青少年への支援」とりわ け不登校 の こどもたちの 「居場所づ く り」や 専

門的 な人材 の導入 による相談事業 の創 設な ど、青少年会館がその設置趣 旨を踏まえなが ら、新

たな役割 を発揮す るた め、平成16年(2004年)4月 、市 内12青 少年会館 の新たな事業の創設や

柔軟かつ効果的 な施設運営を 目指 し、(財)大 阪市教育振興公社 を指定管理者 とする指定管理者

制度が導入 され た。

平成15年(2003年)1月 には、男女が ともに輝 く豊かで活力ある社会をめざ して、男女共同

参画社会 に 関す る取 り組 みを総合 的かつ計画的 に推進す るため、「大阪市男女共同参画推進 条

例」が施行 され 、男女共 同参画社会 の形成 をめ ざすための総合的な施策を推進するため、男女

共 同参画セ ンターを拠点 として、情報提供、研修 ・学習 、調査 ・研究な ど各種事業 が行われて

い る。 また、教育委員 会において も、生涯学習施設等において、男女共同参画社会 の実現 を 目

指 し、さま ざまな視点か ら社会問題等 をテーマ とした事業が積極的 に行 われている。引き続 き、

男 女が ともに 自立 して、仕事 、家庭、地域 での活動 を担 うこ とができるよ う啓発に努 めるとと

もに、社 会参加 ・参画を支援す る制度 の充実、また ドメステ ィック ・バイオ レンスやセ クシ ャ

ル ・ハ ラス メン トをは じめ とす るあ らゆる人権侵 害をな くすた めの取 り組みを進めてい く必要

があ る。

今 後、だれ もが個人 として等 しく尊重 され、共生 してい く差別のない社会を実現 し、 自らの

人 生を切 り拓 き、 自己の能力 を発揮 でき、生 きがいのある人生 を創造で きる社会を実現 してい

くことを基本理念 に、同和問題 をは じめ、女性 、 こども、高齢者 、障害者 、外国人等 をめぐる

さま ざまな人権 問題 について、幼児 か ら高齢者に至るそれぞれのライ フステー ジにおける多様

な教育活動 を通 じて、人権尊重 の意識 を高め る取 り組み を進める とともに、NPOと の協働や、

生涯学習 と人権教 育の 「まなび」のネ ッ トワー クづ く りを進 め、人権尊重の生涯学習 のまちづ

く りを推進 す ることが重要 となってい る。

(4)地 域 の生涯学習支援 システム整備の状 況

① 市民がつ くる 「生涯学習ルーム」事 業

大阪市で は、小学校の特別教室等 を活用 した、 「生涯学習ル ーム」事:業を平成元年度(1989

年度)よ り順次実施 してきてお り、 「地域 における生涯学習の拠点」づ くりや、 「地域 に開か

れた学校づ くり」をすす めて きた。平成16年 度(2004年 度)、市 内全小学校で開設 とな った 「生

涯学習ルー ム」事業には、学習の きっかけづ く りとして実施す る 「主催講座」 と、参加者が

主催 講座修了後 も継続 して学習 したい場合や、 当初か ら自主的なグループ として学習 をすす

める 「自主運営 の講座 」があ り、地域 に広 く参加者募集 をす る中で、参加 しやすい条件つ く
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りをすすめてきている。平成15年 度(2003年 度)実 績 では、年 間1,568講 座(主 催 ・自主運 営

を含 めて)が 開設 され 、参加者はのべ約40万 人 とな るな ど、大 きく発展 して きている。

「生涯学習ルーム」事業で は、地域 における生涯学習を推進するコーデ ィネー ターの役割

を果たす生涯学習推進員 が 「生涯学習ルーム」事業の企画 ・運営を担 ってお り、市民 のニー

ズに合わせ て学習内容 ・時間帯 ・運営方法を決 めた上で講座が実施 され てい る。生涯学習推

進員 は平成5年 度(1993年 度)に 養成事業が開始 され、平成6年 度(1994年 度)よ り委嘱 さ

れている。 以後、3年 毎の研修修 了による再委嘱者 をあわせ て、平成16年 度(2004年 度)に

は、制度発足10年 を経 て当初か らの 目標 であった1,000名 を上回る1,020名 が委 嘱 されてい る。

各 「生産学習ルーム」事業 の講座 内容 は、手芸 、書道、生花、 コー ラス、陶芸、民踊 な ど

の文化活動や、健康体操 な ど、多彩 に開催 され ている。あわせて、 日本語 、多文化共 生、手

話、福祉、環=境、パ ソコン講座、子育て な ど、現代的 ・地域 的課題 に取 り組む講座 も増 えて

きている。

一方
、「生涯学習ルー ム」事業は、当初、 「こどもの学びの施設」で あった小学校でお とな

も学ぶ とい うところか ら出発 したた め、お となを対象 とす る捉え方 をされてきた。 しか し、

生涯学習 は本来、あ らゆ る年齢層 を対象 とす るこ と、 さらに小学校 の施設 を活用 してい るこ

とか ら、「生涯学習ルー ム」事業 において も、こどもとともに学ぶ とい う視点が重視 され は じ

めてい る。

「生涯学習ルーム」事業の 中で、こ どもも参加 できるよ う工夫 してい る講座や親子 を対象

とした講座、世代 間交流 をめざす講座な どは、上記 であげた平成15年 度(2003年 度)事 業全

体 の実績 の中で、167講 座(11%)、 こどもの参加者 はのべ約24,000名(6%)と な り、 この

数年で増 えてきている(平 成15年 度(2003年 度)の こどもの参加者数:は、平成13年 度(2001

年度)か らみ ると約6倍 とな っている)。

この他に も、地域 のお となが 日常的に学校 に来 ることか ら、 こども とお となの 田常的な出

会いや交流 が広がっているこ と、また、地域 のまつ りや授業 ・クラブ活動支援 な どで、お と

なが学んだ成果 をこどもと共有で きる場 を設 定 しているこ とな ど、 「生涯学習ルーム」事業を

もとに、 こども とお となの さまざまな交流が生まれ てきてい る。

このよ うに、小学校 が こども とお となの 「出会い と発見の広場」 とな り、地域 にお けるさ

ま ざまな世代 の市民が 「まなび」 を通 してつなが ってい くことは、地域におけ る 「教育 コ ミ

ュニテ ィ」づ くりの重要 な基盤 となってい る。

② 学校 ・家庭 ・地域の連 携を図る 「小学校 区教育協議会 一は ぐくみ ネ ッ トー」事業

「大阪市教育改革プ ログラム」(平 成14年(2002年)2月 策定)の 重要 な柱 のひ とつである

「学校 ・家庭 ・地域の連携 の推進」 を図 り、こ どもの 「生 きるカ」 をは ぐくむた めに、平成

14年度(2002年 度)か ら、学校 ・家庭 ・地域 が一体 となった総合的な教 育力 を発揮 し、地域

にお ける人 と人 とのつなが りで こどもをは ぐくむ とい う 「教育 コ ミュニテ ィ」づ くりを推進

す ることを 目的 とす る 「小学校 区教育協議会 一は ぐくみネ ッ ト」事 業が始 め られてい る。

「は ぐくみネ ッ ト」 は、小学校 区の市民の中か ら選ばれ たボランテ ィアのコーデ ィネー タ

ー を中心 として
、PTAを は じめ、 「生涯学習ルーム」事業 、「学校体育施設 開放」事業、 「児
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童 いきいき放課後」事業の運営委員会 ・実行委貞会をべ一スに、地域の諸事業や諸団体の関

係者 と、保護者 、学校 関係者 に より協議会 を構成 してい る。

事業実施 す る各小学校 区では、学校教育の内容や地域で行われ る諸事 業な どの情報 を地域

に広 く発信 して、取 り組みを地域全体 に広げていくことな どに取 り組んでい る。 そ して、授

業や クラブ活動 、学校行事な ど、学校教育 に保護者や地域の人々の参画を得 られ るよう支援

す るとともに、小学校 を拠点 とした生涯学習 ・生涯スポー ツの振興 を支援 し、 こどもとお と

なが ともに学び ・交流す る場の拡 充を促進 している。

平成15年 度(2003年 度)の 実績(60校 区計)で は、協議会のメンバー1,218名 、情報誌 の発

行 部数 は1回76,786部(年10回 程度発行)、 学校教育支援に関わるボ ランテ ィア4,809名 、休

日や放課後 に こどもとお となが交流す る取 り組 みは280事 業で、のべ140,000が 参加 してい る。

その他 、地域 の多 くのお となが、 こどもの安全を見守 る取 り組みな ど、多様 な活動がは じま

ってい る。

これ らの実績 は、 「生涯学習ルー ム」事業 をは じめ、PTAや 地域 にお ける諸事業 との連携

に よって生み出 され てお り、地域 における諸事業が活発 に実施 され てい ることが重要な基盤

となってい る。同時に、「は ぐくみネ ッ ト」を要(か なめ)と して相互に協力す るこ とで、各

事業の活性 化や事業成 果の拡充が図 られ てお り、ネ ッ トワー ク組織:としての 「は ぐくみネ ッ

ト」の重要 な役割 とな ると考 え られ る。

今後 、「教育 コ ミュニテ ィ」づ くりをさらに推進 してい くためには、市民がいつ か らで も参

加 できるよ う 「活動が公開」 され てい ること、市民がよ り 「主体的に参画」できる しくみづ

くりを進 める こと、「こどもの参画」を促進 し、中学生 ・高校生 な どに も広 げてい くことが重

要 となる。 さらに、まちづ く り活動 な ど、地域で実施 され るさまざまな諸事業 と一体 となっ

た総合的 な連携 を検討 してい く必要が ある。

また、「は ぐ くみネ ッ ト」の朱 実施校 区では、PTAを は じめ、関係す る地域の諸事業 ・諸

団体 との連携 をはか って開設 の準備 を進 めることが望 まれ るとともに、実施校 区においては、

地域の諸事業 との連携や、 コーデ ィネー ターをは じめ とした 「は ぐくみネ ッ ト」関係者のネ

ッ トワー クづ く りな どを一層促進す る必要がある。

(5)各 区 ・ター ミナル ・広域の生涯学習支援 システム整備の状況

行政 区にお いては、区民企画室 に人権 生涯学習担当課長 ・担 当係長 ・生涯学習相談員 を置 き、

区ご とに生涯学習計画 を策定 して、その推進体制 を整備 し、情報 の収集 ・提供、相談 、区民 を

対象 とした地域生涯学習推進事業を実施 してい る。

また、現在 の計画では、「広域」 「ター ミナル」 「地域」の学習圏を設 け、それぞれの学習圏 ご

とに、総合 生涯 学習セ ンター 、市民学習セ ンター を開設 し、 「生涯学習ルーム」事業を展 開 して

きた。

ター ミナル に立地 し勤労者層 にとって も利用 しやすい学習施設 として、平成5年(1993年)

に弁天 町市民学習センターが開設 され 、その後、阿倍野市民学習セ ンター、難波 市民学習セ ン

ター 、城 北市民学習セ ンターが順次開設 され、現代的 ・社会的課題 を中心に多様な学習機会の

提供 と学習相談 ・場 の提供 な どの機能 を果 た している。 また、平成14年(2002年)に 、広域 の
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学習施設 として、総合生涯学習セ ンターが開設 され、生涯学習情報 の収集 ・発信 、生涯学習ボ

ランテ ィアの養成 ・研修、新 しい学習プ ログラムの開発 、市民やNPOと の協働 な ど、生涯学

習 を根底 で支 える機能 を発揮 している。

特 に、高度 な学習ニー ズに こたえた り、職業 に関連 した リカ レン ト教育の場 を大学や大学院

な どとともに提供す るた め、大学の総合的 ・専 門的教育機能 を広 く市民 に提 供 し、市民生活に

関係 の深 い内容や文化教養 を高める と考え られ る内容 を「大学連携講座 」として実施 してきた。

また、総合生涯学習セ ンターにおいて、経 済団体や関西の12の 大学 な どで構 成す る 「梅 田大学

院 コンソーシアム(準 備会)」 に よ り提供 され る社会人のニーズに合致 した高度 な講座 「イ ンテ

リジェン トア レー専門セ ミナー」の開催を支援 してい る。 このセ ミナー を含むイ ンテ リジェン

トア レーは、社会人大学院 に正規に入学す るよ りも、時間 ・費用な どの点で参加 しやす く、か

っ、大学開放 のよ うな市民公開講座 よ りは、 より実践的で高度な社会人 向けの コース となって

い る。

さらに、 この総合生涯学習セ ンターのオープン と同時 に、家庭のパ ソコンや公衆用端末 か ら

大阪示 の生涯 学習に関す る事業 ・施設 ・人材 ・教材 な どの情報 を調べ ることができる大阪市生

涯学習情報提供 システムが稼動 している。 さらに、平成16年(2004年)4月 か らは、生涯学習

施設 の空室状況の照会 ・予約 な どができるよ うになったほか、市内で開催 され る講座 ・イベン

トな どの情報を掲 載 したメールマガ ジンの配信サー ビス も開始 され てい る。

生涯学習支援 システムの整備 とともに、総合生涯学習センター と市民学習セ ンターの機能 ・

役割 の違 いが外か らはみえに くく、市民やNPOが 主体的に生涯学習 の担い手 として成長 して

きた といった社会の変化 を踏 まえ、その再構築が必要 となって きている。 また、現計画 では明

瞭ではなかった行政 区における生涯学習の推進体制が確 立 され、世論調査 の上か らも行政 区単

位の施設 を使 った生涯学習の機会の提供 を求 める声が強いな どの課題 が出てきてい る。

(6)指 定管理者制度

「指定管理者制度」は、平成15年(2003年)9月2日 、地方 自治法 の一部改正に より新たに

設 けられ た制度で、民間企業やNPOな どの団体が、議会 の議決 を経て指定管理者 として公の

施設の管理 を行 うことが可能 となる制度 である。

大阪には、すでに、小学校 区や各行政区で取 り組 まれ る生涯学習 におい ては、市民主体で取

り組 まれ てきた蓄積 があ り、また、全国的な括動 を行っているNPOも 少 な くない。今後 、N

POや 民間教育機 関の特性や活動 の広が りを見据 えなが ら、多様な担 い手 によ り生涯学習 を支

える とい う視点は大切で あろ う。

一方
、大阪市の生涯学習施設 で実施 されている事業の内容 は、人権 問題 をは じめ とす る社会

的課題が中心で あ り、民間教育機 関の提供す るサー ビス とは、異な る点 も多い。

指定管理者制度の導入 にあたっては、単に経費 の縮減 を 目的 とす るのではな く、継続性 ・中

立性 ・平等性や施設 の設置 目的にあった事業の効果的 な遂行能力な どの点 も踏 まえ、透 明で客

観 的な審査を行 った上で、制度 の運用がな され る必要が あろ う。
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第2章 「自律 と協働の社会」をつ くる生涯学習の推進

1パ ー トナー シ ップに基づ く協働の社会づ くり

!990年 代 に全 国各地 で策定 された生涯 学習 計画 においては、いつで も、 どこで も、だれでも学

べ る学習社会づ くりをめざ し、学習環境 の整備 を目標 としてきた。その学習環境の整備の主体 は、

行 政(学 校 を含 む)、 民間教育機 関や各種 の社会教育関係 団体 などであった と考 え られ る。

ところが、社会 のあ り方や 「公共」 に対す る考 え方は、近年 、大き く変化 してお り、現代社会

の さま ざまな課題 を、行政施策中心で解決す ることが困難 になってきている。一方で、市民の 「私」

的努力中心に生活課題 を解決す ることにも無理が生 じてきてお り、多様なセクターが協働 しなが

らその解決 にあた るとい う、「あ らたな 『公共』 とも呼ばれ る考 え方が必要 になって きている。

大阪では、す でに江戸時代 には、住 民が一定 のまちの 自治を担い、橋 などの社会資本 の整備 に

自ら取 り組 んだ り、寺子屋な ど民間の学習機 関で多 くの人 々が学ぶ環境がつ くられ 、人形浄瑠璃 ・

錦絵 ・文学な どさま ざまな芸能文化 を発 達 させ てきた歴史がある。 この流れは、明治期以 降も続

き、 中央公会堂 をは じめ、学校 な ど市民の手によ りつ くられた施設 も少な くなかった。 このよ う

な環境の 中で 、数多 くの文化人、芸術家な どが現在 に至るまで数多 く輩出 されてきてお り、全 国

規模で活躍す るNPOも 関西に多い ことな どか らみて も、この よ うな市民力 の伝統 の うえに、市

民社会 の形成 が進 んで きた ことが うかがえる。

これ か らは、 さま ざまな市民セ クターや行政、企業が協働 して社会 を担い、そ こでは、 自立 し

た市民一人ひ とりが、目常的 に直面す る さまざまな課題 を 自らの意思 と責任 において、主体的に、

市民 自治の観 点か ら解決す ることに最大限の努力 を傾 ける社会で ある 「自律 と協働 の社会」 に向

かってい くもの と考 え られ る。

今 後、行政、地域社会やNPO、 企業な どが、学習内容 ・対象エ リア ・目的な どに応 じてそれ

ぞれの特性 に応 じた分野 を担い、ゆるやかなネ ッ トワー クをつ くりなが ら全体 として生涯学習 を

支 えてい く担い手 となる と考え られ る。

2「 自律 と協働の社会」 をつ くる生涯学習 に求め られる視点

「自律 と協働 の社会」 をつ くる生涯学習 の推進 にあたっては、行政、市民セ クター、企業な ど

が連携 ・協力 してお互 いに対等の立場 で、 自主性 を損な うことな く、パー トナーシ ップ を発揮 し

て 自主的 ・自律 的な活動 を進 めてい くことが必要である。

今 後、生涯 学習のそれぞれ の担い手 に求 め られ る視点 として、次のよ うな点があげ られ る。

(1)情 報提供 と相談

「まなび」 と 「活動 は相互作用に よ り深 め られるものであ り、学習 とその後の地域活動や

NPO活 動 な どへの参加 について、幅広 く相談 に応 じられる相談体制 が大切 である。

市民 が地域社会 の主役 として主体的 に生涯学習 に取 り組 むためには、地域で活動や体験学習

を希望す る人 を受 け入れ るグルー プ ・団体の情報、各種の情報提供窓 口や相談窓 口の情報 な ど
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が不可欠で ある。 また、 さま ざまな生涯学習に関わる講師情報 も必要 である。

今後は、各行政 区の施設や生涯学習関連施設 が、NPOと ともに、情報提供 ・相 談の体制 を

つ くるとともに、ITな どを活用 して、行政 ・NPOな どの枠 を超 えた生涯学習関連情報 の提

供が望まれ る。

また、学習 した後 に自主グループ をつ くって活動 を継続 しよ うとす るケースでは、講師 の紹

介や活動場所な どの地域 の生涯学習資源 に関す る情報 を提供 した り、各種相談 に応 じることで、

活動 を支援す ることも必要 である。

さらに、グループや団体な どの組織活動 に対す る相談機能 を高 め、活動 の過程で異 なる意見

をまとめ、集団内に生 じるさまざまな葛藤や対立に対処 し、活動内容 を高 めてい くためのア ド

バイスを行 えるような方向性 も重要である。

(2)コ ーデ ィネー ト機能

現在、大阪市 には、「地域」か ら 「全 市」に至 るまで、さまざまな分野で活躍す る人材や、行

政 、NPO、 企業な どが提供す る学習機会 ・活動機会な ど、豊冨な生涯学習資源が存在 してい

る。これ らの資源 と活動す る人が有機的 に結 びつ くこ とが、 「自律 と協働 の社会」づ くりには欠

かせ ない。

① 「まなび」 と活動 をつな ぐ

現在、地域の課題 を学び、活動す ることをね らい とした講座等の修 了者が、実際の活動や

団体への参加に十分つなが らない とい う状況 がみ られ る。今後 は、 「学習」、社会へ の参画(活

動への取 り組みやNPOへ の参加)、 「問題解決 のた めの提案」 をひ とっ の連続 した流れ とし

て とらえ、学習 と活動 とを結びつ けることが重要で ある。

例 えば、具体的な活動 を希 望す る市民を、地域 で活動す る団体な どにつ なぐ機能が必要で

ある。

② 人や組織 をつな ぐ

さまざまな価値観や考 え方を もつ市民や組織の問の連携 ・協力 は重要であ り、それ らの人

と人、人 と組織、組織 と組織を つ なぎ、調整す ることによ り、新たな活動の深 ま りや発見が

生まれ る。 ある分野 で活動す るグループ ・団体 と、す でに同 じ目的 をもって地域 で活動 して

いる団体やNPO、 企業、行 政な どをつな ぐ機能が必 要である。

③ コーデ ィネー ター に必要 とされ る能力

今後 は、企画か ら実施 までNPOな どが 自主的 に企画す るタイプの講座が増 えて くるもの

と考 え られ るが、 この講座の企画準備 の過程で、 さま ざまな意見を持 った市民 による協働 作

業が必要 となる。 その際、個々の意見 を尊重 しつっ、全体の合意 をつ くりあげるとい う調整

機能 が重要である。講座 に関わる一人ひ と りの 自主性 を育み、支援 して い く能力が求 め られ

る。

また、市民が 「自律 と協働 の社会」づ く りに関わ り、実際に さまざまな活動 を進める中で、
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メンバーや 関係 団体 との問な どで、 さま ざまな:葛藤や対立が生 じることがある。 こ うした事

態 を解決で きる能力 を養 う学習 も必要 である。

(3)体 験型 、問題発見 ・解決型 の学習の推進

市民 の学習機会 を拡充 し、市民の活動を促進す るためには、地域 の課題 をテーマ とした体験

型 、問題解決型 の学習 を推進す ることが必要である。 また、そ こでの学習は、初めて講座 や地

域 の活動 に参加す る人な どのニー ズに合わせ た多様なきっか けづ くりとなるこ とが求 め られ る。

実施 に当た っては、すでに活動 を行 ってい る機 関が連携 ・協力 し、市民が気軽 に参加 できる

入 門講座や体験イベ ン トな どを実施す ることが有効である。例 えば、 「生涯学習ルーム」事業や

市民学習セ ンター な どで、地域 の歴史や伝統 をテーマに、地域のお となか らこどもまで、い っ

しょに演劇や芸術作 品作 りに取 り組む な どの芸術 を媒介 に した 「まなび」や、まちの魅力 を再

発見す るよ うな取 り組み な どの実施 が想定 され る。

次 に、きっかけづ く りの入門講座や体験イベ ン トな どを修 了 した市民が、その学習で身につ

けた知識 、技術 を実際 の生活の場 で活 用 した り、新 たな活動 を体験できるよ うさらに充実 した

講座 を、地域 の グループ ・団体 、NPO、 学校、企業な どと連携 し、提供す ることが望 ま しい。

(4)地 域 資源 と結びつ いた 「まなび」づ くり ～職業観 を育てる～

これまで大阪で は、 さまざまな産業が育 ち、市 内各所 で市民の産業 ・経済活動の営みがみ ら

れた。 こ どもに とっては、小 さい ときか ら身近 な ところで、た とえば商店街での威勢 のいい声

や、町工場 の リズ ミカル な音 を聞きなが ら育ってきた。その 中で、町の匠(た くみ)、 の技 に興

味 を持 ち、み よ うみ まねで遊 びのなか に取 り入れ た り、仕事 をするお となの満足げな顔 に触れ

て、 自分 も大 き くなった ら、その ようにな りたい と願 う心の芽が育って きた。

最近 では、産業構造 の変化 な どか ら、確か にかつ てに比べて身近には、仕事や産業の営み を

感 じられ る機会 が減 ってい る。 しか しなが ら、大阪市内を見渡せば、 さまざまな産業の営み、

ものづ くりに汗 を流 して働 くお となの姿、職人技の息吹がある。言い換 えれば、大阪のまちそ

のものが職業観 の育成 につ ながるステ ージの要素を多分に含 んでお り、その ような財産 を どの

よ うに活 か してい くか とい うことが重 要である。

生涯学習 の分野においては、直接的な職業斡旋や資格取得 のみを 目的 とす ることはな じまな

いが、 「ま なび」が知識 と世界 を広 げ、そ こか ら、生 き方に結びつ くこ とか らも、職業観 の育成

や職 業能力 の向上 につながるよ うな学習支援 の充実に努 める必要が ある。現在、学校教育のな

かで も職場 見学や職場体験活動の取 り組みがな されている ところで あるが、大阪のまち中に存

在す る 「資源 」 を活用 して、青少年の職 業観 の育成につ なげ るしくみづ くりが一層進 め られ る

こ とが期待 され る。

(5)地 域 で実施 され ているさま ざまな事業 ・活動の連携 ・再編

現在 、学校 内や登 下校時、 あるいは公 園などでの、こどもの安全確保が緊急 の課題 となって

いる。地域 の多 くのお となが こどもを見守 ることが重要で、 さらに、まち全体 で安全 ・安心 の

まちづ く りを進 め ることが求 め られ ている。また、阪神淡路大震災の際 に学校 が市民の身近 な
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防災拠点 として、重 要な役割 を果た した ことは、記憶 に新 しい

小学校区では、 「は ぐくみネ ッ ト」のほか にも、「地域ふれあい子育て教室」事業(健 康福祉

局)、 「百芸塾」事業(市 民局)、 「地域女性学級」(市 民局)、 「地域ネ ッ トワー ク委員 会」事業(健

康福祉局)、 「総合型地域スポーツクラブ」:事業(ゆ と りとみ ど り振興局)、 「地域識字 目本語教

室」事業(教 育委員会)な ど、大阪市の各部局 ごとに、まちづ くり活動を支 える多様な事業が

実施 され ている。各部局が、地域(小 学校 区)で 、市民へ の啓発や情報提供 、課題解 決のため

の事業を実施す る際には、連携 を図 りなが ら効果的に事業 を実施す ることが重要 である。

それだけに、「生涯学習ルー ム」事業や小学校 区教 育協議会 一は ぐくみネ ッ トー」事業 を通 し

て、これ まで培われ てきた 「まなび」の成果 を活用 し、地域の教育力 を高め、まちづ く りに活

か してい くことが求 め られている。

さらに、 こどもの 「生 きるカ」 とお となの 「地域で暮 らす活力」をはぐくむ、学校教育 と社

会教育が一体 となった学杜融合 の新たな生涯学習社会の構築 を検討す る必要がある。これ まで、

それぞれ に分散 され ていた市民や学校、行政 な どがカ を合わせ るとともに、市民が 自ら考 え、

学び、行動す る 「まなび」のネ ッ トワー クを活 か した 「教育 コミュニテ ィ」づ くりへ と発展す

るこ とが期待 される。

地域(主 に小学枚区単位)で 実施 している事業や、団体の活動の事例

事 業 名

小学校 区教育

協議 会 一は ぐ

くみネ ッ トー

事業

生涯学習

ルーム事業

児童いきいき

放課後事業

PTA

地域識宇 ・日

本語教室

子供会育成会

内 容

学校 ・家庭 ・地域 の関係者 で協議会 を構成 し、学校や地域の諸事業

の情報を地域へ発信す るとともに、地域 の教育資源を学校教育に導

入す ることや 、学校 を拠点 と した生涯学校 ・生涯スポー ツの振興を

はか り、地域 にお ける人 と人 とのつなが りで こどもをは ぐくむ とい

う 「教育 コミュニテ ィ」を推進す る

小学校の特別教室 を活用 し、講座の開設 な どを通 して地域住 民に学

習機会 を提供す る とともに、コ ミュニテ ィづ くりを促進す る

児童が放課後 に 「遊 び」を心か ら楽 しめるよ うに遊びの空間 と時間

を確保す るとともに、学年 を超 えた児童集 団を形成 し、児童 自らが

いきい きとた くま しく生きる力 をは ぐくむ

家庭 ・学校 ・社会 にお ける教育 の振興を図 り、青少年 の健全育成や

PTA相 互の親睦 をす るため、社会見学、講演会、親子遠 足、スポ

ーツ活動 な どを実施
。rこ どもまつ り」な どを実施 してい るところ

もある

生涯学習ル ーム事業 と連携 し、地域の住 民 どうしの交流 を通 して国

際理解 と識字 ・日本語学習の支援 を図 る(各 行政 区に1ヶ 所 を 目標

に設置)

キ ッ クベ ー スボ ー・ル ・ソ フ トボ ー ル な どの ス ポ ー ツ活 動 や 、 鼓 笛

所 管

教育委員会

事務局

市民局
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百芸塾

地域女性学級

青少年指導員

人権啓発推進

員

ネ ッ トワー ク

委員会活動

小地域 ネ ッ ト

ワー ク活動進

事:業

地域ふれあい

子育て教室

学校体育施設

開放事業

総合型 地域 ス

ポー ツクラブ

隊 ・コー ラスな どの文化活動に取 り組 む

職業技能 ・地域の歴史文化 ・生活技能な どのテーマで、地域 の祖父

母や親世代 とこど もが直接 ふれ あい、体験 して学べる事業 として実

施 してい る

単位女性会で、身近な生活課題の解決にむけた地域活動に活かすた

め、年間テーマを設定 して学習活動を実施 している

スポー ツ大会 ・レク リエーシ ョン大会 ・枚庭 キャンプな どを実施 し、

青少年健全 育成 に取 り組 む

r人権研修 会」を実施 し、地域に根 ざした活動 として人権啓発 に取

り組 む

高齢者 がい きいき と安 心 して暮 らせ る よ う健康 づ く りや生 きがい

づ く りを支援 し、相談や友愛訪 闇等 を行 う

地域住 民の協力 を得て、社会福祉協議会が高齢者 ・こ ども ・障害者

が地域 で安心 して暮 らせ るよ うに、地域ボ ランテ ィアの育成、施設

等 との協働活動、個別援助活 動(見 守 り、家事援助等)、 グループ

援 助活動(喫 茶活動 、世代 間交流事:業、子育て支援活動等)を 実施

してい る

地域で安心 して子育てができ るよ うに、保護者や こどもの健康 につ

い て助言 し、参加者 ど うしの交流 をすす める。地域 の会館等で定期

的 に実施す る他 、保育所や トモ ノスの事業 との共催 な どで も実施 し

ている

体育館や運動場などの学枚体育施設 を市民の健康づくりや地域の

スポーツ振興の拠点 として活用する(中 学校 ・高等学校 ・養護教育

諸学校でも実施)

い ろいろな種 目のスポー ツを地域 で誰 もが気軽 に楽 しむため、クラ

ブ を設 立 している(ク ラブ結成 の単位は、小学校 区 ・中学校 区 ・行

政 区な どさま ざま)

市民局

健康福祉局

ゆ と りとみ

どり振興局

3行 政 の役割

行政 が担 う役割 として、今後、学習相談や学習情報 の提供 に とどま らない総合的な情報提供の

しくみをつ く り、地域社会 で生涯学習 を担 う人材 の養成な ど、市民の 「まなび」 を通 じての社会

参画 のきっかけづ く りや 、人 と人 とがつ ながるためのコーデ ィネー ト機能の発揮や学習環境整備

が よ り一層求 め られ ている。

(1)行 政 内の ヨコ軸 の推進体制の整備

大 阪市はひ とつの部局 の規模 が相 当大き く、各部局 ごとに市民への啓発:事業や情報提供 を通

して 、課題解 決のための:事業 を実施す るケース も多い。 これ らの課題 は相互に関連 してお り、
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すべ ての部局が 自ら、課題解決のために施設 を設置 した り、きめ細かな地域(24区 ～小学校 区)

で事業 を実施 し、市民へ の啓発や情報提供 、課題解決に当たることは困難で あるとともに効果

的ではない。

このよ うな各部局の事業 については、その対象が、「全市」なのか、 「区域 」なのかに応 じて、

総合生涯学習セ ンター、市民学習センター、各区施設な どと連携 して、実施で きるよ うな形態

も検討 されて よいであろ う。

今後 、各部局で実施 されてい る生涯学習関連事業 をよ り効果的かつ有効に実施 し、なおかつ、

社会的に必要な課題 に市民 とともに取 り組んでい くために、職員な どを対象 として、 ノウハ ウ

の相 互共有 を図 り、 コーデ ィネー ト機能 を向上 させ ることが必要であろ う。 また、教育委員会

には大阪市の各部局で行 われ る市民向けの講座 の情報 のつなぎ役 としての役割 を担 うことが期

待 され る。

(2)学 校 ～ 「地域 に開かれ た学校づ くり」の推進～

地域にお ける生涯学習の推進 にあたっては、今後、学校においては、 「地域 に開かれた学校づ

くり」を進 めてい くことが一層重:要:となろ う。

第一に、学校教育に地域の教育資源 を導入す るな ど、学校 ・家庭 ・地域 の連携 を深 めること

によ り、今 日の、不登校 ・い じめ、問題行動 な ど、こ どもに関す るさま ざまな問題 の解決 を図

り、学校教育の一層の充実や活性化 を図るこ とが期待 され てい る。また、こ どもの 「生 きる力」

をは ぐくむ ことも必要 とされている。そのためには、地域でのボランテ ィア活動や職 業体験 、

自然 ・環境 ・歴史 ・文化 にふれ る体験な ど、本物 にふれ る活動 に参加 ・参画す るこ とが必 要で

あ り、それ らの実現には、家庭 ・地域 に開かれ た学校づ くりが欠かせない。

第二 に、地域社会の共有財産である学校の施設等 を地域 に開放す ることに よ り、地域におけ

る生涯学習の振興 を図 り、コ ミュニテ ィづ く りに資す ることができる。特 に小学校は市民に と

って徒歩圏内にあ り、育児期の保護者や高齢者 、障害者な ど移動 に困難 がある市民 にとっても

通いやすい場所 なのである。大阪市 において、 「地域 に開かれ た学校づ く り」の推進は、社会 ・

経済な どの激 しい変化 に対応 し、だれ もが生 きがいを もって地域社会の中でいきい きと活動 で

きる 「生涯学習 のま ちづ くり」の根幹 につなが る施策 とな ってお り、学校 の施設 ・教育機能 の

地域へ の開放の意義は大きい。

学校 に地域の教育資源 を導入す ることと、学校 の施設等の地域への開放 は、双方 向的 な営み

で あ り、地域の教育力の向上 と学校教育 の充実が、同時に進め られ ることが必要である。

(3)各 区 ～組織間の連携 ・調整 ～

各行政 区には区役所、 区民セ ンターのほか、地域 図書館 をは じめ とす る 目的別施設 な どを含

める とさま ざまな施設が ある。今後は、 より一層市民の視点か ら、 これ らの施設や団体が実施

す る事業の実施時期や内容の調整 を図 るな どの、地域社会やNPOが 取 り組む活動を支援す る

役割 を高める必要がある。

具体的 には、小学校 区をは じめ地域で さま ざまな講座や イベ ン トな どを体験 した市民が、そ

の学習で身にっ けた知識、技術 を実際の生活の場や活用 した り、新たな活動 を体験で きる よう、
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さらに充実 した講座 を、地域のグループ ・団体、NPO、 学校 、企業な どと連携 し、提供す る

こ とが望 まれ る。

さらに、市民の主体 的な 「まなび」 を促進す る意味か ら、簡単な打 ち合わせや印刷 ・コピー

な どが可能 で、必要 な各種生涯学習資源 に関わ る情報を手 に入れ られ る環境 を、 区内の各施設

で も有 してい く必要が あろ う。 また、学習 した後 に 自主グループをつ くって活動 を継続 しよ う

とす るケー スでは、講師の派遣や活動場所な どの地域の生涯学習資源 に関する情報を提供 した

り各種相談 に応 じるな どの支援 も必要で ある。

(4)生 涯学習関連施設 ～行政 と市 民と企業 を結び支援するコーデ ィネー ター～

生涯学習施設 は、行政 と市民 と企業 をつ なぎ、支援 してい く中間支援組織的役割が期待 され

る。そ のためには、「情報の提供 ・相談機能」、「地域やNPOで 活躍する市民 コーデ ィネー ター

に対す るサポー ト機能」、 「行政 と市民 と傘 業な どのコーデ ィネー ト機能」 を充実 させ 、 「まな

び」 と活動がつ なが るネ ッ トワークを築 き、市民の社会参画 を支 えることが求め られ る。

さ らに、総合生涯学習セ ンター ・市 民学習セ ンター については、生涯学習推進員 をは じめ、

「は ぐ くみネ ッ ト」 コーデ ィネーター な ど小学校 区 レベル で地域の 「教育 コ ミュニテ ィ」づ く

りに資す る人材 の養成 が重要であろ う。

次 に、博物館 ・美術館 ・図書館 な どの専門施設は、学芸員や 司書な どの専門職員がお り、膨

大 な資料 ・文化財や 図書 とい った資源 を持つ生涯学習施設 である。今後 は、これ らの生涯 学習

資源 を有機 的に活 か し、すべての市民の 「まなび」や好奇心を支援す ることに視点 を置いて、

多様 な学習形態 をデザイ ンし、 「総合的 な学習の時間」や開発教育 、環境教育、人権教育 、多文

化理解教育等 に資す るとともに、地域 に出向いた り、地域 と連携 した事業 の推進 が望 まれ る。

4市 民セ クター の役割

市民 が社会 の活 動に関わ りを持てば持 つほ ど、多 くの新 しい課題 に直面 し、そ こに新たな学習

意欲 が生 じる。今後 、市民が、「自律 と協働 の社会」づ くりに向けて、こ うした 「まなび」 と活動

を相互 に経験す ることに よ り、「市民力」が高ま り発揮 されてい くと考 え られる。今後、市民 には、

自主 的な学習 は もとよ り、行政や企業 と連携 した 「まなび」 と活動 のサイ クル のなかで、 自分た

ちで考 えた り提案 で きる 「市民力」 を培 うことが求 められ る。

「市民力」 を培 うには、市民 が地域の主人公 として、また、 自治の主体 として、諸課題 の解決

に向けて個人 と してかかわった り、あるいはそ うした活動 を行 う各種の団体 を組織 した り、行政、

学校 、企業 な どと連携 ・協力 ・協働 し合いなが ら活動 し、あわせ て地域社会づ くりの責任 を担 っ

てい くことが必要で あ り、 こ うした活動 を促 進 してい くことが生涯学習 の重要な機能 として期待

され る。

〈地縁型組織 とテーマ型 組織〉

PTA、 青少年団体、女性 団体 、スポー ツ団体な どは、民 間の 自主的な社会教育活動 を行 う団

体 と し七地域社会 において重要 な役割 を果た してきてい る。今 日、市民が主体 となった地域社会

づ く りに向 けた市民 の参画活動 に関 しても、 こ うした社会教育 関係 団体へ の期待 が寄せ られてい
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る。

一方、福祉、まちづ く り、 自然環保護な どさま ざまな分野にお けるNPOの 活動 が盛 んになっ

てお り、そ の活動への期待 は大 きい。NPOは 、明確 な 目的 と専門的な知織:・経験 を持 ち、先駆

的に課題 に取 り組み主体的に行動 してお り、地域 において、各種市民団体や社会教育 関係団体 と

ともに、それぞれ の特色を発揮 して、地域社会づ くりのために連携 して活動 してい くこ とが求め

られている。

(1)地 域社会 ～ 「教育コ ミュニテ ィ」づ くりの主役 ～

地縁 的つなが りが希薄化 している現在、いかに市民の地域への関心 を高めてい くかが重要で

あ り、地域活動 に参加す るきっかけ として、趣味 ・稽古事や各種 のボランテ ィア活動への参画

な どを媒介に、人 と人 とのつなが りを深め、地域社会の一員 としての絆 を育む よ うな裾 野の広

い生涯学習の取 り組 みが必要である。

そのため、市民が社会参画 に意欲 を持 ち、充足感 が得 られ るよ う、初 めての人でも気軽に参

加 できるよ うなきっかけづ く りの講座や催 しの実施 が:重要である。す でに活動 を行 ってい る地

域の団体、NPO、 行政 、企業な どと連携 ・協力 し、市民が気軽 に参加 できる入門講座や体験

イベ ン トなどを実施す るこ とが望まれ る。

このよ うな地域の営みに支 え られて、成熟 した大阪のまちづ くりを進 め ることで、地域 のこ

どもか らお となまでが、いっ しょに古い歴史や文化 といった大阪の文化 資源 をテーマに、演劇

や芸術作品な どをつ く りあげた り、まちの魅力 を再発 見 し、それ を誇 りと自信 をもって、まち

の外 にも発信す るよ うな 「まなび」 も生 まれて くると考 え られ る。

田ごろ家庭生活や地域活動 に関わ ることの少ない市民の参加 を促進す るために、地域で実際

に活動す る体験型の講座 を充実 し実施す る必要がある。また、 「教育 灘ミュニテ ィ」の活動や地

域行事 、「生涯学習ルーム」等で実施 され る各種 の学級 ・講座 な どは、だれ もが参加 しやす いよ

う開催 の場所や方法に配慮す ることが大切で ある。 また、子育て中の保護者 な どが仲 間づ くり

ができるよ うな支援や場 の提供 も大切 である。

さらに、学ぶ意欲が持 てなかった り、学習のチャンスや機会 に恵まれ なかった市民に、学ぶ

喜びを味わ える機会 を提供す る取 り組み を通 して、身近な地域活動や学習へ の参加 を促 してい

くことが大切である。

小学校 区を拠点 とす る 「生涯学習ルー ム」事業 、「小学校 区教育協議会 一はぐくみネ ッ トー」

事業は、現在において も 「教育 コ ミュニテ ィ」づ くりを中心 としなが ら、 さらなる広が りを見

せ始めてい る。

また、地域社会 の課題 は複雑で多様 であるので、生涯学習関連機関な どが相互 に連携 ・協力

し、学習 の成果 と活動 とをつ な ぐコーデ ィネー ト機能 を向上 させて、住 民が学習活動 と地域活

動 を交互 に繰 り返 して行 えるよ うに しな くてはな らない。

そのためには、各機 関がそれぞれの得意 分野でのカ を発揮 しなが ら連携 ・協力す ることで、

市民の地域社会づ く りを支 える さま ざまなコーデ ィネー ト機 能を高 め、また、そのコーデ ィネ

ー トの核 とな る人材の養成 を行 うことが重要であ る
。
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(2)NPO～ 専門性 とフッ トワークへの期待～

NPOは 、今後、その専門性や柔軟性 ・先駆性 とい った特性 を活 か し、行政や地縁型 の集団

では取 り組 む ことが難 しい面 を中心 に活躍す ることが期待 され る。おもに、講座 ・催 しの企画 ・

立案や受託 、市民の学習 をサポー トす る情報の提供 とその専門性や民間機 関 としての立場 を活

か した相 談機能 、 コーデ ィネー ト機能 の発揮 、 さらに、市民が さま ざまな課題 について 自分た

ちで調べ 、それ を整理 して課題 を発見 し、計画 を立て地域社会に提案 し、振 り返 り考察す ると

いった一連 の流れ を支援 し、市民 の提案能力や評価 能力 を支援す ることな ども考え られ る。

NPOに は、 こ うした役割 を通 して、市民一人ひ と りが、地域社会は 自分た ちが形成 してい

くものだ とい う意識 を持 ち、地域の さまざまな課題 にっいて理解 し、 自らの意思で選択 し、参

画 し、決 定に責任 を持 ち、 自らの可能性 を十分 に発揮 し活動 してい くことを支援 してい くこと

が期待 され る。

5企 業 と高 等教 育機関の役割

(1)企 業 ～市民サポーター ・パー トナーへ～

企 業は、 さま ざまな手法で生涯学習の分野をは じめ、社会貢献のための活動に取 り組 んでい

る。芸術 文化の分野での資金的 な援助 を主 とした メセナ活動 の時代を経て、社会貢献や社会的

責任(CSR)、NPOと の協働 、社員(就 業者)に 対す るボ ランテ ィア休暇 ・休職制度の導入

の拡 充な ど、 この間の企業の貢献は、資金や物的援助のみな らず、人的な面でも広が りを見せ

始 めてい る。

この よ うな傾 向は、企業による地域 社会の維持発展 に対す る社会的責務 の自覚 に加 え、社員

(就業者)の 社会的課題 に対す る意識 の高 ま りや人材育成等の観点 があると考 え られ る。また、

例 えば国際的な環境 基準の取得 に企業 をあげて と りくむ ことにみ られ るよ うに、環;境へ の配慮

や対応 を重視 した経営理念 を掲げ るな ど、社会的な課題 に対す る企業貢献度 が経営に直接影響

す る状況 に もなっている。

企業 は、 さま ざまな資源 を有 してお り、社会 を構成す る一員 と して、社会的課題 に対 して、

自発的 かっ直接 的な対価 を求 めず に、自らの資源 を投入 してい く取 り組み(フ ィラン ソロピー)

を行 ってい る。

企業活動 は経営 とい うこ とを中心に営 まれ るととか ら、長引 く不況 などの影響が否 めない も

のの、企業 は地域社会 において活動す る主体 として、市民や各種 団体、NPO等 とともに地域

課題 に対応 してい くこ とが、社会的 に要請 され てい る。教育や環境 をは じめ社会的課題 に対 し、

社員(就 業者)お よび消費者や投資家等が関心を高めてい ることに ともない、企業 の社会的責

任(CSR)は 、経営 にも影響 を与 える重要な要素 となってい る。

生涯学習の分野 において も、以上の考 えを踏まえた企業の取 り組みが期待 され る,具 体的には、

市民や 団体 の 「まなび」の支援 として、直接 的な資金や物的の援助のみならず、今後は、より一

層、 「まなび」 の場 の提供、 こども ・青年 の職場体験の受 け入れ 、企業か らの出前講座な どの貢

献、 あるいは、企業が市民 とともに協働 して取 り組むこ とによ り、社会的課題への対応が進み、

そのプ ロセスでお互いが有益な ものを得 られ るような取 り組みに力点がおかれ るべきで あろ う。
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(2)大 学 ～18歳 人 ロ中心か ら社会人へのひ ろが り～

市民が急激 に変化す る社会環境に対応 し、主体的な学びを継続的に推進 してい くためには、

学びを支援する多様な しくみが必要 であ り、民間企業、NPO、 行政 に加 え、研 究や知識 、教

育に関 して高度 な最新 のノ ウハ ウが集積 している大学等高等教育機 関の役割 が重要 である。

最近、社会変革 に対応 したカ リキュラムの改革 、評価制度 の確立、入学試 験 ・制度 の多様化

など大学改革が謳われている。将来にわたって学生が高い職業意識 を醸成す るためのイ ンター

ンシップ制度の導入、また、働 きつつ学ぶ社会人等に対 して、昼夜 開講制や夜 間大学 ・大学院、

都心部へ のサテライ ト教室の設置の動きが急速に進んでい る。今後、社会人 に対す る高度 な学

習ニーズに応 える場 として、大学 ・大学院 に正規 に入学 して履修す るコー スは各大学 ・大学院

のサテ ライ トオフ ィスを中心に担 うことが期待 され る。 また、現在総合生涯学習セ ンター で実

施 してい る 「イ ンテ リジェン トア レー専門セ ミナー」 のよ うな、正規の大学 ・大学院への入学

コース と一般の大学 開放の中間を埋め るプログラムによる高度 な人材養成 に取 り組む ことも重

要 である。

また、多数の大学が包括的 な協定を結び、単位 の互換 制度 を確立 してい る例 も増加 してい る。

さらには、飛躍的なIT(infOrmationtechnology)の 発展 によ り、た とえば、インターネ ッ

トを活用 したイ ンタラクテ ィブ(双 方 向的)な 授業 を取 り入れ るところも出始めている。

ITを 活用 した取 り組み は、時間的、空間的に制約 されがちな社会人向けの大学 ・大学院 に

は適 してお り、単位認 定のた めの基準 との関係 があ り、直:接の講義 と組 み合 わせた多様な広が

りが望まれ る。

い うまでもな く、大学での学習が人生の糧 として身につ くことな く、単な る履歴 であるとい

う状況は、個人的にも社会 的にも不幸であ り、損失が大きい。理論や知識 は実践 と結びつ くこ

とによ り有益であ り、そ こか ら理論が磨 かれ るものである。

大学が今後 よ り一層 、学生に とって社会 との、 また、社会人に とって未 知なる知識への結節

点 とな りうるために、個々の特徴 を有 しつつ 、コンソーシアム(共 同事業体)や ネ ッ トワーク

によ り、他 の大学や研究機 関、行政(社 会教育施設等含む)と 連携 を強化 し、よ り豊かな生涯

学習社会の実現に向けて取 り組む こ とが期待 され る。
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イ ンテ リジェン トア レーの概念図

第3章 大阪の生涯学習のこれから超える

1地 域の歴史 ・文化や地域社会に根 ざ した 「まなび」のネ ッ トワー クづ くり

大阪 は、都 が難波(な にわ)に 定め られて以来、1350年 余 りの歴史 を持つ都市である。海に面

した難波 は、昔 よ り水運 に恵まれ各地 か ら人や物が集ま り、大坂本願寺あ とに大坂城 が築かれ城

下町 を形成 した後 、江戸時代には、華や かな元禄文化が花開き、 「天 下の台所」と呼ばれ るほどの

賑わい をみせた。海 外か らの人、物 、文化がいち早 く到着す る国際都市 と しての顔 を持つ大阪で

は、文化 ・学問へ の関心が高ま り、豊かな文化が形成 されて きた。 また、寺子屋な ど民間の学習

機 関で学ぶ人々 も多 く、江戸～昭和初期 にいたる経済発展 を支える原動力の一つ となった。明治

期以降 も、市内の学校の相 当数 が市民の手 によ りつ くられ るな ど、 自立 した市民がまちを担 うこ

とで培 われて きた大阪の豊かな歴史や文化は、いまなお、大阪のまちのいたる ところに見出す こ

とがで き、その大 阪の資源 とでもい うべ き歴史や文化 を継 承 し発展 させ てい くことが重要である。

(1)大 阪 を知 り大阪 に誇 りをもてる環境づ くり

マ スメデ ィア によって全国的に流布 してい る大阪のイ メージは 「商売のまち ・大阪」 「お笑い

のまち ・大阪」 な どステ レオタイ プなものであ り、必ず しも大阪の全体像 を伝 えるもの とはい

えない。 しか も、そのイ メージが強 固な ものであるが故 に、大阪市民 自身 の 「大阪」 に対す る

イ メー ジをも形成 してい る側面 がある。大阪の歴 史 ・文化 を継承 し、発展 させ てい くためには、

まず市民 に大阪 の持つ多様 な魅力 を伝 えてい く必要がある。

また、大 阪は古 くか ら、文化芸術都市 と しての性格 を持っているが、その魅力を市民に伝 え
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るた めには、これまで 「大阪文化」 に関す る資料 を収集 、保存、企画展示 して きた博物館 、美

術館、図書館施設な どで、大阪文化 の奥深 さや多様性 を伝 えるよ うな企画 を実施す ることが有

効で ある。

今後、博物館 ・美術館 な どそれぞれの施設 が単独での企画展 を行 うだ けでな く、市内の関連

施設で"大 阪"に まつ わる共通テーマでの企画展 を同時期 開催 するな ど、市民が大阪のまちが

文化芸術都 市であることを意識 し、大阪に誇 りを持て る機会 を提供 してい くことも必要 であろ

うと思われ る。例 えば、大阪城 天守 閣、大阪歴史博物館 、大阪市立美術館 、国立文楽劇場や、

図書館、男女共同参画セ ンター(ク レオ大阪)や 中央青年セ ンターな どの上町台地付近 を中心

に南北 に集積 してい る施設が連携 し相互支援 を しなが ら、 「大阪の歴史」を共通のテーマに企画

を実施 した り、天保山か ら中央図書館 、中之島の国立国際美術館や東洋陶磁美術館 、中央公会

堂な ど東西 に連 なる河川や堀の近 くに立地す る施設が、 「水 の都 」を共通 のテーマ に企画を実施

す る とい った、手法 を考え られ る。

このよ うな、まちを回遊 しなが ら、その土地の風 土や歴史や魅力 を、楽 しく知 り体験できる

エ コ ・ミュージアム的な取 り組みは、一定の規模;を持つ施設がまちに点在 している大阪で こそ

で き うる事例 となるであろ う。

その際、既存の枠 にとらわれ ないテーマや手法 を用いるこ とがポイ ン トとな る。 これ までに

ない切 り口か ら歴史や文化 にアプローチす るこ とによ り、 これまで歴史 ・文化に興味のなか っ

た市民に もアピールで きる。 大阪の歴史、人物伝だ けではな く、考え方 、価値観 、生活態度な

ど、人の生 き方 としての"大 阪イズム"(「 思想 としての大阪」)を も含 めたテ ーマ設定をす る

こ とや 、体験 ・体感型の事業を実施す ることで、大阪の 「文化力」を回復 させてい く糸 口とな

る と考え られ る。

また、 これ までの限定 された"大 阪"に 対す るイメー ジをより豊かな ものにす るためには、

マス メデ ィア との連携 を図 ることも重要であ る。

(2)大 阪の 「歴史 ・文化資源」 を気づき活かす

① 大阪の 「歴史 ・文化資源」 と新 しい価値 の創造

大阪は、豊かな歴史や文化 を持つ都市であるが、その歴史や文化 を新た な文化や価値 を生

み だす"資 源"と して再確 認 し、積極的に活用 してい くことが必要 である。

例 えば、時代 を追って 「歴史 ・文化資源 」をた どってみる。

「大坂」の人々に愛 され発展 してきた浄瑠璃(文 楽)は 、大 阪の代表的な古典芸能 であ り、

現在で は、国立文楽劇場 で さまざまな演 目が上演 され てい る。その代表的演 目の一っ、 「曾根

崎 心中」のモデル となったお初 ・徳兵衛の比翼塚 のある露天神社(お 初天神)の ある曽根崎

新地や北新地は、現在 でも繁華街 として にぎわいを見せ、作者 である近松門左衛 門の墓 は谷

町7丁 目の ビル の谷間に現存す る。 また、大阪商人 の信仰 を集 めた 四天王寺界 隈か ら上寺町

～下寺町 にいたる地域 をは じめ、天満周辺 を中心に露天神社(お 初天神)ま でっつ く寺院群

は、寺 町 としての風情 を今 も伝 えている。 さ らに、空堀商店街周辺で は町家の外観 をそ のま

ま利用 したカフェや雑貨店 な どの入った複合 シ ョップが次 々とオー プン してお り、町家 を見

直すきっかけづ くりとなっている。 これ な どは、古い ものを活か しなが ら、現代的な事業 を
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展開す るこ とで、新 しい文化 を創 り出 してい る事例である とい える。

明治時代か ら昭和初期 にかけて建 て られ重要文化財等 に指定 されてい る洋風建築が普段見

慣れ たまちなみ にな じんでいる。 北区にあ り、重:要文化財 に指定 されてい る旧桜 ノ宮公会堂:

は、現在大阪市内の小中学生の絵 画や工作を展示す るユースアー トギャラリー として活用 さ

れ てい るが、 これ な どは文化 資源 の有効活用のひ とっ の事例 といえるだ ろ う。

次 に、 この よ うな歴 史的遺産や建造物だけでな く、まち とそれ を取 り巻 く自然がつ くりだ

す景観 も歴 史 ・文化資源 ととらえるこ とができる。例 えば、大阪は古 くより水運が発達 し、

水の都 と して発展 してきたが、市 内を流れ る川や川にかか る橋 がつ くりだす景観 も大阪の特

色ある景観 である。 また 大阪は西側が海 に面 してい るた め、美 しい夕陽が見 られ、鎌倉時代

には歌人藤原家 隆が 「ちぎ りあれ ばなにわの里 に宿 り来て波の入 り日を拝みつ るかな」 と詠

んだこ とか ら 「夕陽丘」の地名 がお こるな ど上町台地の高台か ら望む夕陽は昔か ら格別で あ

ったよ うで ある。 この よ うな地名 とそれにまつわ る物語、スポ ッ ト(場 所)な ども歴史 ・文

化資源 として とらえることが可能 である。

さらに"形 あるもの"の みが、歴史文化資源 にな りうるものではない。"文 化"と は社会の

成員 としての人間 の精神 の働 きによってつ くりだ された ものすべて をさす のであ り、そのす

べてが、"資 源"に な りうる。

大阪 には、漫 才、落語、新喜劇等の芸能 としての 「お笑い」の文化があるが、 日常的な市

民の会話 にお いても、r大 阪人がふた り寄 った ら漫才になる」といわれ るように 日常的な生活

文化の 中に 「笑い」 の文化 が息づいてい る。 これは、大阪が昔か ら人や物が流通す る商いの

まちで あ り、人 間関係 を円滑に維持 、発展 させ るために会話 を大切 に し、「対話 の文化」を発

展 させて きた結果で あ り、大阪人 のコ ミュニケーシ ョン能 力や、 自己客観力の豊か さを表す

もので ある といえる。

「商人のま ち ・大 阪」 「お笑いのまち ・大阪」 とい うステ レオタイプな大阪に対す るイメー

ジは一面的で、 もっと多面的な大阪の姿を発信 してい くことが必要であるが、この よ うな大

阪におけ る笑いの文化 について も、文化資源 として再評価す ることで新 しい価値 をつ く りだ

せ る可能性 が高い。

さらに、大阪の 「市民力」 も、大阪の持つひ とつ の資源 であろ う。大阪では、古 くか ら相

互扶助 と自治の精神 に支 え られ た社 会が今 も健在 で、例 えば、商店街や地域 の町工場 が今 も

しっか りと地域社 会に根付いて るのは、この よ うな伝 統に支 えられ てい ることと無関係で は

あるまい。 また、数多 くの外国籍住 民が居住 している大 阪のまちには、多文化が共生す る魅

力 がある。 大阪の外 国籍住民の多数:を占める韓 国 ・朝鮮籍 の住民の多 くは、歴史的経緯の あ

る人 々 とその子孫 であるが、生まれ育った大阪の地で、自分のルー ツを大切に しなが ら、 「在

日コ リアン」 としての文化 を築 いてお り、生野 区の 「コリア タウン」な どには、食 ・音楽な

ど魅力 あ る文化 を体験 しよ うとす る人 々が訪れ 、大阪の新 しい観光名所にもなってい る。現

在 では、他都 市か ら、大阪の地域 に密着 した このよ うな 「資源」 にふれ るた め、修学旅行の

際のフ ィール ドワー ク として と りあげ られ るな ど、大阪の 「歴 史 ・文化資源」の多様性が大

きな魅力 となってきてい る。

この よ うに、大 阪が育んできた豊 かな 「歴 史 ・文化資源」は市内の随所 に見出す こ とがで
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き、今 も大阪市民の生活 に密着 した場所で息づ いている。 日常の生活 の中に息づ く文化の持

つそれぞれの物語 を発 見 し、読み替える作業が、歴史 ・文化 を資源 として再認識 し、新 しい

価値 を生み 出 してい くことにつ なが る。

② 文化資源 を発見す るためのきっか けづ くり

大阪市内には、市民 にとって 日常の見慣れた風景の中に溶 け込んで しまって ともすれば見

過 ごされ がちな、長い歴史に育まれた 「文化資源 」が随所 に存在す る。 この よ うな"資 源"

は、長年住み慣れた土地 に 「外 か らの視点」 が入 り込むこ とで、改 めて顕在化す るこ とが多

い。文化には、歴 史文化、芸術文化 、生活文化があ るが、人 々の 日常生活が育む生活文化 に

も視点 をあてる必要 がある。

その例 として、天王寺 区の下寺町の寺院や空堀地 区の町屋 を活か し、アー トや演 劇な どの

イベ ン トを開いて市民の関心 を高め、この地の歴史的文化 的蓄積を再認識す るきっかけをつ

くろ うとす る取 り組 みや 、近年 国際的にも高 く評価 され全国か ら注 目され てい るよ うな都市

も見受 け られ る。

この ような市民が地域づ くりに主体的に関わ ることは、 これまで培われてきた歴史 ・文化

の継 承 とともに、新 しい文化 の創造に もつ なが るものであろ う。

今後は、「生涯学習ルー ム」事業や市民学習セ ンター等 で活動 してい る市民 グルー プが、自

らのまちを探索 しなが ら、見失 われが ちなまちの歴史や魅力 を再発 見 し物語 にま とめた り、

学芸員や アー トマネ ジメン トの民間専門家な どのサポー トを受 け、地域 の魅力 を芸術や 作品

や演劇な どの形でア ウ トプ ッ トし、よ り多 くの人 に紹介す るしかけをつ くってい くよ うな取

り組みが想定 される。

このよ うな取 り組 みは、非 日常的である とともに、 自分たちの住むま ちの魅 力や 日常の課

題 を考 えるきっかけ とな り、参加す るこ との楽 しさを感 じさせ るものである。 さまざまな作

品を見るためにやってきた多 くの人々 と、地域の課題 もまちの魅力 も分かち合 うといった可

能性 が大 きく、具現化 にむけた今後の検討が望まれ る。

2市 民主体 の生涯学習の推進

(1)未 来 を担 う 「ひ とづ くり」

今後の社会 において は、市民一人ひ と りに とって必要 とされ る能力 とは、 どの よ うな もので

あ り、 どの ような生涯学習施 策が求 め られ るので あろ うか。

まず第一に、コンピュー タをは じめ とす るさまざまなメデ ィア を利用 し、多様 な情報 を収集

処理 し活用す る能力(情 報 リテ ラシー)が あげ られ る。

第二に、多文化共生の問題 をは じめ、価値観 の多様化が一層進行 してい く社会 において、合

意 を形成 してい くためには、お互いの意 見を尊重 しなが ら、"さ わやかに 自己主張"で きるコミ

ュニケー シ ョン能力の涵 養 が一層重要になって きた。

第三に、自分 の人生や 「生 き方」を設計す る力 で ある 「キャ リアプランニング」能力 である・

変化のス ピー ドが速 く多様 な価値観 が存在す る現代 は、大学で もキャ リアプ ランニングの授 業

が行われ るなど、 自分の生き方 のモデル を探すのが難 しい時代である と言われている。一人ひ
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と りの市民が 自らの人生 を設計 し、 自分の 「生 き方」 を発見 し、つかみ とる力 を養 うことがで

き るよ うな環境 づ く りが求 め られ る。

学校 教育において も、基礎 的な知識や技能を身 につけることは もとよ り、学校 を卒業 した後

も、直面す る課題 に対応す るために学ぶカ、す なわち 「自己教育力」を育 てることが重要であ

る。そのためには、r総 合的な学習の時間」を中心に こども自身 が調べ学ぶ力を育て た り、市立

図書:館や博物館 な どとの連携や地域の学校 への支援 ・協力の充実など、学校教育段階で基本的

な 自己教育力 を高 めるための取 り組みが、まず、必要であると考 え られ る。家庭 はも とよ り、

地域 におい て、生活 の知恵や コミュニ ケー シ ョン能力、そ して、社会規範の獲得 な ど、 「生涯学

習ルー ム」事業や 「小学校 区教育協議 会 一は ぐくみネ ッ トー」事業で取 り組まれているよ うな

「まなび」 も、非常 に重要な要素で ある。

さ らに、平成16年 度(2004年 度)よ り開始 された青少年会館 の 「ほっ とスペー ス」事業 な ど、

ひ きこも りや不登校 な どの課題 を抱 えた青少年 の社会参画のカ を育ててい く試 み も重要で、今

後 の全 市的な展開が望まれ る。小学校 区 レベルでは、 「は ぐくみネ ッ ト」による取 り組みが始ま

ってい るが、小学生の時期か ら、学校でお とな とともに学び、お となの学ぶ姿を身近 に見て育

つ こ とが、 自己教育力 を形成す る上 では有効 であると考 え られ る。 「大 阪市教育改革プ ログラ

ム」に あるよ うな、 こ どもたちが大阪の歴史や文化な どへの関心を高めるよ うな取 り組み も大

切 であ る と考 え られ る。

次 に、今後 の生涯学習施策の推進 にあたっては、 これ まで主体的に関わることの少 なかった

若 年層、勤労者層 の積極的な参画 を促進す るよ うな取 り組みが必要である。また、今後数年の

うちには、 いわゆる団塊の世代 が リタイアの時期 を迎える。高度成長期 に育 ち、仕事や趣 味な

どを通 して多種多様 な経験 を してきた この世代 が、持 てる知識 ・技能 を活 か し、地域 の生涯 学

習の主体 として社会参画で きるよ うな意識的な働 きかけが大切 である。

生涯 学習 に取 り組む人々を支 える人材 の育成 も大切 である。 大阪市では、「生涯学習ルー ム」

事 業の企 画 ・運営な どにあたるコーデ ィネーターである生涯学習推進員 の養成や生涯学習イ ン

ス トラクターバ ンク といった事業で、主体的な市民による生涯学習の担 い手の養成 が行われて

い るが、 この よ うな市民が市民の 「まなび」を支 え励 ます取 り組みは今後 も拡充 し定着 を図 る

べ きであろ う。また、人権 、福祉や防災、環境 な どの さまざまな地域での取 り組み を総合的に

っないでい く、地域づ く りの担い手 と しての役割 も期待 される。 さま ざまな意 見を調整 し対話

を促 してい く とい うファシ リテー ター としての能力をもつ人材 が求 められ る。今後 は、 これ ら

の人材 と、それ を求 める人々をつ なぎ活かす ための、市民に よるネ ッ トワー クづ くりへの支援

や情報提供 も大切で ある。

大阪市 において は、 さま ざまな機会 に多様 な手法で人権問題解決 に向けた取 り組み を進めて

い るが、現在 において も依然 として、同和問題 をは じめ、女性 、障害者 、高齢者 、こ ども、外

国人 な どに関す る人権問題 が存在 してお り、すべての人々の人権が尊重 され る豊かな社会の実

現 のた め、市政のあ らゆる分野 において必要 な施策 を積極 的に推進す るこ とが重要で ある。 「未
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来 の大阪 を担 う 『ひ とづ くり』」においては、市民が、人権問題 を正 しく理解 し、互いの人権 を

尊 重し、 自 らが人権尊 重の社会づ く りの担い手であることを認識 し、人権意識 を向上 させ るよ

うに努 めることが大切 である。そのためには、生涯学習の果 たすべき役割 は極 めて大 きく、す

べての市民が人権尊重の視点 に立 って、 自主的な学習活動を推進で きるよ う支援す ることが重

要である。

(2)市 民主体の生涯学習の 「しくみづ くり」

今後、市民主体の生涯学習 を展開 してい くた めには、市民が学習 に関心 を持 った り必要 を感

じた ときに、活動の場や課題 の解決 につながるよ うな、「自律 と協働 の社会」づ くりにつながる

「しくみ」 が必要であろ う。

大阪市では、現在 の生涯学習大阪計画に基づ き、関西圏の中枢都市 として学習 の拠点づ く り

を進 めてきた。総合生涯学習セ ンターや 市民学習センターでは、今 までに、数多 くの市民が、

学び を通 じて交流を深 め、 「まなび」のネ ッ トワー クをつ くり、社会に参画 して きた。今後、こ

の 「まなび」の広が りを支 えてい く上で、市民 に身近 な 「小学校 区」 とその 「小学校 区」の集

合体で もあ り一定の広が りを持 った 「区」域 と、勤労者層 にも利 用 しやす いター ミナルや全市

を想定 した 「広域」を、学習圏のベース とす ることが必要で ある。

「小学校区」 では、地域 におけるコーデ ィネー ターが 中心 となって、生涯学習活動に ともな

う楽 しみや、主体的に社会 に参画す る充足感 を市民一人ひ とりが共有できるよ う、多様 な学習

機会 の提供や、「教育 コ ミュニテ ィ」で行われ る。 「まなび」 と活動の循環(サ イ クル)づ くり

が求め られ る。

「区」域では、行政、地域 に存在す る各種団体や市民 グループ、学校 、民間教育機関、NP

O、 企業の連携 を図 りなが ら、充実 した学習機会 の提供や、地域の生涯学習資源 に関する情報

の提供 ・各種相談 といった支援のほか、組織間の コーデ ィネー トに力 を入れ るこ とが必要 であ

る。

「広域」では、総合生涯学習セ ンター 、市民学習セ ンターをは じめとす る さま ざまな生涯学

習関連施設がNPOや 企業 とともに、「小学校 区」や 「区」域で展 開され る市氏の 「まなび」の

ネ ッ トワー クづ くりと協働 しなが ら、市民の社会参画 に対す る取 り組みや ネ ッ トワー ク化 を支

援す ることが望まれ る。

これ らの考 え方を踏 まえ、中核施設 としてよ り高度 な機能 を果たす総合生涯学習セ ンター、

ター ミナル に立地す る市民学習セ ンターは、今 まで蓄積 されて きた市 民主体の生涯学習 の しく

み を十分に活か した上 で、それぞれ の近隣区を中心に市内全域 をカバー しなが ら、地域 にお け

る生涯学習 を支 えるコーデ ィネーターな どの人材の研修 ・養成 などを担 い、学習 グループやN

POと 連携 したネ ッ トワー クを築 き、よ り効果 的で総合 的な生涯学習施策 を推進す るべきであ

る。

次に、市民に よる主体的な活動 を中核 として、地域 における生涯学習や 「教育 コ ミュニテ ィ」
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づ くりを進 めてい くた めには、市 内全小学校 区での 日常の取 り組 みを担 う人材の養成 ・研 修、

日常 のア ドバイ スや情報提供 な ど、 きめ細 かな支援 が重要であ り、各セ ンター に地域生涯学習

を支援す るため、社会教 育主事な どの専門職員 を配置 して、よ りきめ細かな連携 ・支援 を行い、

地域 の生涯学習 を支援 してい くとい った方向性が考 え られ る。

その上 で、従来 、各部局が個 々に実施 してきた市民ボランテ ィアの養成 をは じめ とす るさま

ざまな事業 を、今後 は、各行政 区、小学校 区の地域単位 で見つ め直 し、各局のもつ資源 を市民

のニー ズに合 わせ 、総合的にわか りやす い形で提供す るとい った方向性 が望 まれ る。例 えば、

「出前講座」の よ うな取 り組み も必要であろ う。

さらに、博物館 ・美術館 ・図書館 な どの専門施設 は、学芸員、司書 といった尊門職員や膨大

な資料 ・文化財 や図書 といった 自らの持っ豊寓な生涯学習資源 を活 か し、地域 と連携 した事業

の推進が望まれ る。キ ッズプ ラザ大阪や こども文化センター、青少年会館や 中央青年センター、

男女共同参画セ ンター(ク レオ大阪)な どの 目的別:施設 について も、貸室や講座 ・催 しで施設

を利用す る市民のみな らず、それ ぞれ の設置 目的に応 じて学習ニーズを抱える市民やNPOへ

の情報提供や相 談に関す る機 能を高めるこ とも重要 であろ う。

これ らの 「しくみ」を築 くた めには、教育委員会 が中心 となって、区役所 、市民局をは じめ

関係各部 局 と連携 ・協力す ることが必要不可欠である。 さらに、各施策の実施 にあたって は、

高齢者や 障害者 、外国籍住民 な どの社 会参加 を促進す るとともに、男女が共同 して 「まちづ く

り」 を担 うこ とが必要である。

あわせて、市民セ クター と行政 と企業が、人権尊重 と共生の視点 にたち、「協働 して社会的

課題 を解決す る といった認識 をもち、市民一人ひ とりの課題の解決 に向けて、「自ら学び 自ら活

動」で きるよ うな 「しくみ」をつ くることが望 まれる。

(3)「 まなび」の成果 を活か した 「まちづ くり」

今 日、 「まちづ く り」 において、 これ までの行政主導の 「『まなび』のた めの 『まちづ くり』」

か ら、市民 自身が主役 の 「『まなび』 による 『まちづ く り』」へ の萌芽がみ られ るよ うになって

い る。 今後は、市民が 「まなび」 を通 して社会 に参画 し、 自らのまちのあ りようを考え、 また

新たな課題 に出会い、 「まなび」を深 めてい くとい う循環(サ イクル)が 求 め られつつ ある。

現在、地域社会 には、人権 、福祉、教育、青少年 の健全育成、少子高齢化、防犯、環境 、防

災、経済な どの さまざまな課題が存在 している。その解決には、地域 で暮 らし、学び、地域 を

よりよい もの としてい こ うとす る市民 自身の力 が不可欠である。

生涯学習施策 の役割 は、市民の主体的な 「まなび」 と、だれ もがいきいきと安心 して暮 らし

続 けるこ とがで きる 「まちづ くり」の相互作用 による循環(サ イ クル)を つ くることにある。

例 えば、学校 を拠点 とす る地域 の 「ま ちづ くり」については、「生涯学習ルーム」事業や 「小学

校 区教育協議会 一は ぐくみネ ッ ト―」事業 とい う、 これまで培 われてきた 「まなび」をベー ス

に、そ の成果 を活用 し、 きめ細 かな地域の教育力づ くりやまちづ くりに活か してい くことが重

要 である。
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今後 は、市民や学校 、行政な どが力 を合わせ 、「『まなび』の成果 をいか したまちづ く り」を

進 め るためには、こ どもか らお となまで、 よ り多 くの市民 の主体的 な参画 を促進 し、市民 によ

る市民のための 「教育 コミュニテ ィ」づ くりへ と発展す ることが期待 され る。 さらに将来的 に

は、地域 で育 まれ た 「まなび」 を中心 としたネ ッ トワー クが、あ らゆる地域課題 に対 して、市

民が 自ら考 え、 ともに学び、行動す るための架 け橋 となることが期待 され る。

次 に、市民が、学んだ成果や これ までに身 につ けた知識や技術 ・経験:を、地域 での活動 に活

かすた めの情報が、十分 に共有 されていない状況があ り、活動 したい市民 と地域 で活動す る団

体 な どの受入側 をつな ぐコーデ ィネー ト機能 の充実が望まれ る。現在 、大阪市 には 「小学校 区」

か ら 「区」域、 「区」域 か ら 「全市」に至るまで、さま ざまな分野で活躍す る人材や 、生涯学習

関連施設、NPO、 民間教育事:業者 な どが提供す る学習機会 ・活動機会な ど、豊畜な生涯学習

資源 が存在 している。これ らの資源 と活動す る人 を結びつけるこ とが、「まなび」と 噛 律 と協

働」のまちづ くりの循環(サ イ クル)に は不可欠で ある。

今後は、わた したち市民一人ひ とりが、社会の主人公 として主体的に生 きるカ をつ けるため、

自分にあった形で、この 「まなび」の循環(サ イクル)を いかにつ くってい くかが問われ て こ

よ う。 そ して、大阪が古 くか ら培 ってきた、市民主体 のまちづ くりの伝統や豊か な地域文化 の

土台 に立って、大阪の歴史 ・文化や地域社会 に根 ざした 「まなび」のネ ッ トワー クづ く りを進

め、地域社会やNPO、 行政 、企業な どが互いに連携 ・協働 し、いきいき と活力 ある大阪 をめ

ざし、生涯学習 を推進す ることが必要である。
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O地 域課題を解決する県社会教育施設のあり方について

(提言 平成17年2月 秋田県社会教育委員の会議)

は じめに

急激 な時代の変化の 中で、社会教育を取 り巻 く環境 もまた大き く変わ りつつ ある。

平成15年6月 には、 これ までの基準が大幅 に緩和 され て、国の関与が減 り自治体 の 自主性 が高 め

られ る内容 とな った 「公 民館 の設置及 び運営 に関す る基準」が告示 された。

また、平成15年9月 に一部 改正 された地方 自治法が施行 され、 「公 の施設」の管理方法が 「管理委

託制度 」か ら 「指定管理者制度」 に移行 され たこ とにより、社会教育施設 もこの制度 の活用が可能

とな り民間事業者 に も門戸が開かれた。

さらに、今年度 にな って多 くの市町村では合併協議が急速に進展 し、地方 自治体 ごとに独 自の方

針 で進 め られ て きた社会教育行政 は大幅な見直 しが迫 られてい る。

国では、平成16年3月 の 中央教育審議会生涯 学習分科会報告において、 こ うした変化 に対応す る

社会教育施設 の あ り方 に言及 し、 これ までの公民館や図書館な どの取 り組みが現在の社会 の要請 に

必ず しも適合 してい ないこ とを指摘 して、施設 と民間教育事業者や 団体 ・NPOと の連携 を一層 進

めた り、学習機会 の提供 について改善 した りす ることを提言 してい る。

県社会教育委員 の会議 では、昨年度 、 これ まで県が進 めてきた家庭教育支援 、読書活動推進、青

少年 の体験活動 の推進 の取 り組みへの評価 を行いなが ら、地域教育力の活性 化 とい う緊急 の課題 に

ついて、総合 的な取 り組 みを行 うこと等を提言 したが、今年度 は、前年度 の提言 を踏まえなが ら、

地域教育力活性化や 地域課題 に貢献す るための県社 会教育施設 のあ り方は どうあれ ばよいかにつ い

て、計4回 にわたって協議 を重ねて きた。

協議 では、11の 県社 会教育施設が果た してきた役割 を評価 しつつ も、地域の要請や課題 に十分応

えるために、事業 の見直 しや 民間団体等 との連携強化によ り機能 を高度化 して、 「学校教育」 「子 ど

も ・高齢者」 「青年 ・成人 」に一層支援 を図 ることの必要性や、市町村合併 に伴 う県 と市町村 の役割

の見直 しが図 られ る中、社会教育施設 におけ る県 と市町村 の役割分担や連携 ・補完のあ り方な どが

各委員か ら出 され た。

県教育委員 においては、県社会教育施設への提言の趣 旨が生か され るよ うお願いす る とともに、

地域教育力活性 化や地域課題 に切 り込む社会教育の一層 の取 り組 みを期待す るものである。

1地 域社会への支援を進める県社会教育施設のあり方について

(1)現 状 と課題

県社会教育施設 は全部で11施 設 ある。各施設 はそれぞれの設置 目的にそ って運営 されてお り、

利用対象 も施設 に よって異なっているが、昨年度 は約94万 人の県民に利用 された。

県教育委員会 では青少年 に対 して、平成11年 度 か ら 「あきたセカン ドス クール事業」 を実施

し、各教科や 総合 的な学習 の時間等における体験 的な学習活動 を、県教育施設等を舞台 に実施
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し、学校教育 を支援 して きた。

こ うした学校 と社会教育施設等 が一体 となって新 たな学習活動を創 出す る本県の取 り組み は、

都 道府 県 レベルにお ける学社融合 の先導的事業 と評価 されてい る。

しか し、住民ニーズの多様化や高度化な どに対応 し、地域課題解決への貢献が社会教育施設

に求め られ てる現在、各施設 の取 り組みは、今 日の社会 の要請に必ず しも十分 に適合 してい る

とは言えない。具体的 には、次のよ うな課題があ る。

① 情報収集 ・提供 について

・各社会教育施設 の情報が、県民に十分届いていない。

② 利用者 の意識につ いて

・施設利用 について、利用者 の意識 に大きな差があ る。

・青年 ・成人 は、主催事業に主体的 に参加 しよ うと しない。

③ 事業運営や学習プ ログラムについて

・他 の社 会教育施設や関係 団体 との連携 ・交流事業が、積極的に行 われていない。

・施設が提供す るプ ログラム と利用者のニー ズが、必ず しも合致 してい ない。

・世代交流型 のプ ログラムや、高齢者対象 のプログラムが少 ない。

・青年 ・成人対象の事業が少ない。

④ 人材の育成 ・確保 について

・ニー ズの多様化に対応で きるだけの職員の数 が足 りない。

・施設 の運営 を支援す るボランテ ィアや民間団体(グ ループ)が 、一層必要 となってきてい

る。

⑤ 利用 の拡大について

・冬季 のプ ログラムが少 な く、冬季の利用が少ない。

・施設 によっては、アクセ スが悪 く利用 しに くい。

・PTAや 関係 団体の利用 が少 ない。

こ うした課題 を解決 し、各社会教育施設 が一層課題解決 に貢献できるよ う、本 会議 では具体

的 に 「学校教育支援」 「子 ども ・高齢者支援」 「青年 ・成 人支援」を各施設が重点的に行 ってい

くべ きと考 え、そのあ り方について3つ の分科会 を設 定 し、以下の提言 をま とめた。

(2)学 校教育支援のための提言

・学校のニー ズを把握す る。

・子 どもや学級担任に確実に届 く情報発信を工夫す る。

・総合的な学習の時間などに対応 した地域教材や プログラムを開発する。

・セ カン ドスクール支援のサポーター を養成する。

・出前授業や体験講座を実施する。
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「

学校 のニーズ を把握す る。

学校が施設 に どの よ うな学習プ ログラムを求 めているのか、アンケー トを実施す るな どし

て、教員や子 どもた ちのニーズ を的確 に把握す る。

子 どもや学級担任 に確実に届 く情報発信 を工夫す る。

農業科学館 ではセカ ン ドスクール のプ ログラム情報を、学級担任 の人数分印刷 して各学校

に配布す るな どして、セカン ドス クール の利 用増 に大きな成果 を挙 げている。

広報紙やチ ラシ、ポスター等の紙媒体 で情報を発信す る場合には、情報 を末端まで効率 よ

く伝達す る方法や、情報 の発信時期 を再考す る。

また、イ ンターネ ッ トな どの電子媒 体の活用に より、メルマガ ・動画 などを配信 し、その

他 メデ ィアの活用 を工夫す る。

さらに、小 ・中学生の調べ学習 に対応 できるよ うに、各教育施設 のホームペー ジに、子 ど

も向けサイ トや キ ッズコンテンツを立 ち上げた り、子 ども向けガイ ドブ ック(利 用の手引 き)

を作成 した りす るな どして、プ ログラム情報や専門的な知識 を子 どもたちが 自由に得 られ る

よ うにす る。

総合的な学習の時間な どに対応 した地域教材や プログラムを開発す る。

各教科 、道徳 、特別活動 は もとよ り、例 えば、生涯学習セ ンターでは、 「国際理解 」分野、

少年 自然 の家や農業科学館 、博物館 、子 ども博物館では 「環境 」分野、図書館 では 「情報」

分野 とい うよ うに、総合的な学習 の時間な どに新教育課程 に対応 した学習効果 を高めるプ ロ

グラムや地域教材 の開発 を進める。

また、県内の高等教育機関や研究機 関 と連携 して専門性 の高いプ ログラムを開発 し、よ り

高度 な学習要求 に応 えるこ とができるよ うにす る。

さらに、周辺施設 との有機的連携 を一層進 め、学習効果を高める活動実践例やおすす めプ

ログラムの充 実を図る。

セカ ン ドスクー ル支援 のサポー ターを養成す る。

セカ ン ドス クール を支援す るボ ランテ ィア指導者の養成講座等 を実施 し、人材 をデータベ

ース化 し
、その活用 を図ることに よって、教員や子 どものたちの多様 な学習ニーズ に対応 で

きるよ うにす る。

また、森の案内人、 自然観察指導員 、ボーイスカ ウ ト、 キャンプ協会、カヌー協会、読み

聞かせ グループな どの民間のセカ ン ドスクール支援団体(グ ループ)と の携帯を図る ととも

に、時 には活動の拠点 も提供す るほか、セカ ン ドスクールプ ログラムの指導やサポー トをす

る学生等 を受 け入れた り、学生等 による体験講座 を実施 した りして、広 く民間 との協働 を進

める。

出前授業や体験講座を実施する。

少年 自然の家では、冬場の閑散期に積極的な出前授業を実施 しているが、その他の施設に
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おいても各施設 の専門性 を生か した 「出前授 業 ・講座」等 を実施す るほか、施設 のサー ビス

が受けに くい地域 に対 して、「出張展示」 「巡回展示」 「所蔵資料の活用教室」等 を実施す る。

また、長期休業 を利用 した5年 研 ・10年研な どの教員研 修の機会に、施設 のプ ログラムを

実際に体験 した り、施設職員 と情報 交換 ・交流を深 めた りできるよ うな内容 を組み入れ、教

員に施設 の理解 を深めて もらった り、PTAの 研修事業等の会場 を提供 した りす るなど、施

設 のプ ログラムを体験できる実践的な学習機会 を提供す ることによ り、保護者 にも施設 の理

解 を深 めて もらう。

(3)子 ども ・高齢者支援のための提言

・子 ども ・高齢者 に確実に届 く情報発信 を工失する。

・世代間交流型事業の実施や高齢者 対象の プログラム を開発する。

・子 ども ・高齢者支援のボ ランテ ィアを養成する。

・子 ども ・高齢者のためのハー ド面の改善 をする。

子 ども ・高齢者に確実に届 く情報発信 を工夫す る。

子 ども・高齢者の視点 に立 ったパ ンフ レッ トの作成や ホームペー ジの改善を行 うとともに、

今まで以上にテ レビ、 ラジオ、新聞等のメデ ィア を活用 し、子 どもや高齢者 に確 実に届 く情

報提供 を行 う。

また、出前講座等の機会 に施設のPRを す る。

世代間交流型事業の実施や高齢者対象の プログラム を実施する。

学校 との連携や周辺の施設 との連携 を図 りなが ら、幅広 い世代が参加 し交流でき るプ ログ

ラム開発 と事業の実施を行 う。

また、団体利用 ばか りではな く、個人利用や ファ ミリー利用のプログラム も開発す る。

さらに、子 ども ・高齢者 の リピー ターの拡大 を図 るために、ステ ップア ップ講座 を実施 し

た り、ポイ ン トカー ドを作成 した りする。

子 ども ・高齢者支援のボラ ンテ ィアを養 成す る。

少子高齢化が進んでいる本県 の状況か ら、子 どもと高齢者支援 を視野 に入れたボ ランティ

アの養成 を行 う。

子 ども ・高齢者のためのハー ド面 の改善をす る。

施設 内の段差や トイ レの配慮 な ど、子 どもや高齢者 に優 しいハー ド面 の改善 を行 うととも

に、施設 までのアクセス方法 の改善 について、長期的な展望 に立って関係 者へ働 きかける。
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(4)青 年 ・成人支援:のための提言

・青年 ・成人に確実に届 く情報発信 を工夫する。

・青年 ・成人提案型事 業の実施や 、青年 ・成人支援 プログラムを開発する。

・青年 ・成人層の交流拠点 として施設 を提供す る。

青 年 ・成人 に確実に届 く情報発信 を工夫す る。

各施設の ホームページでの情報提供 を行いなが ら、青年 ・成人 を対象に情報の探 し方を教

える講座 な ども行 う。

また、青年 ・成人層 が多い大学や企業 、関係機 関等に、情報を直接 「見せに行 く」 ことも

工夫す る。

なお、各施設 での情報提供 はこれまで通 り行いなが ら、将来的には、生涯学習セ ンターに

情報 を一元化 し、ホームペー ジを見る と各施設 の実施す る事業や講座 の情報が全部 わか ると

い うよ うにす ることも検討す る。

青 年 ・成人提案型事業の実施や、青年 ・成 人支援 プログラム を開発す る。

青年 ・成人層 が、自ら企画 して講座 、研修会、交流会等 の事業実施 がで きるような 「青年 ・

成人提案型事業」 を実施す るほか、3年 間 くらいのスパンで青年 ・成人支援のユニー クでイ

ンパ ク トのあるモデル事業を実施 し、学習 プ ログラムの開発 を図る。

青 年 ・成 人層 の交流拠点 と して施設 を提供する。

まちづ く りや地域活性化に取 り組む青年 ・成人層 の育成 プログラムを開発 し、活動の交流

拠点 として県社会教育施設 を活用で きるようにす る。

なお 、そ の際、乳幼児 を持つ親が利用 しやす くなるよ う、授乳室や託児室 を設 けるなどの

施設 の改善 について も検討す る。

2機 能高度化を進める県社会教育施設のあり方について

(1)現 状 と課題

これ まで社会教育施設では、その設置 目的に沿 って、施設 の職員 が運営できるプ ログラムを

前提 に事業 を構想 し実施 して きた。

しか しなが ら、構想 も実施 も施設内職員 が行 うといった形 は、 ともす るとプログラム硬直化

や前年踏襲主義 を生み 出 し、新 たな事業の構築が難 しくなる とい う側面を持つ 。また、地域の

ニーズが多様化 し、地域課題 に対 して も複合 的な取 り組みが求め られ ている状況に対 して、単

独施設 での取 り組み は有効性 を欠 く場合が多い。

11の 県社会教育施設職員 は現在約180名 お り、この職員が県の社会教育振興に総体 として取 り

組 む とい う立場 で事業 を構想 し実施で きるな らば、 このスケールメ リッ トは個 々の施設の成果
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を積 み上げた ものよ りもはるかに大きなもの となるだろ う。

こ うした観点 か らこれ か らの施設運営 を考 える場合 、施設単独事業か ら施設問連携事 業への

転換 を図 る必要があ る。

また、各施設が事業 を計画す る際には、住 民の要求や課題 、実態 な どの把握 が前提 となるが、

各施設 における地域 への窓 口が、来所者 と来所者 によるア ンケー トのみである とい う例が少な

くない。 そのため、各施設では運 営協議会を置き、協議会か らの意見を運営 に生 かす システム

もとっているが、多 くの施設は年1回 開催 であ り、十分 とは言い難 い状況 である。各施設 の事

業 にお ける民間団体 ・教育事業者 ・NPO等 との携帯状況(共 催)は 、平成16年 度 に実施 した

約100の 事業 中4事 業 となってお り、極 めて少ない状況 である。

地域課題 は、住民 とともに解 決す ることが基本 であ り、ボランテ ィア団体やNPO、 地域団

体、社会教育団体 との協働 は、住 民ニーズの把握 の直接の手段である とともに、課題解決 とい

う事業 目的達成へ の主要な方法である。

これまでも各施設 においては、いわゆる施設ボ ランテ ィア団体を置いて運営協力を仰いだ り、

事業 ごとに地域の団体 に声 をかけて協力 して もら うな どの取 り組みを行 った りして きた。

そ うした際には、職員がボ ランテ ィア を施設業務 の下請け といった誤 った とらえ方や 、人集

めのためのご都合主義に陥 ることのない よ う研修 を深 めなが ら、引 き続 き団体等 との連携 を一

層進めてい く必要が ある。

さらに、市町村合併の進展によ り、各市町村 の社会教育施設 と県施設 のあ り方 について も見

直 しが必要である。

各施設では、ホー ムペ ージや紙媒体等での情報提供 を行 ってい るほか、新 聞やテ レビ ・ラジ

オ等のマ スコミを利 用 して、利用者に行 事や施設 について案 内を行 っている。

しか し、必要 とされている利用者に確 かに惰報が届いているか、また、情報が一方通行 にな

り、利用者の声が施設 に届 いてい るかな ど、課題 も多 く、実効性 のある情報提供 と双方 向の憐

報システムを構築す ることが、施設 の機能高度化に とって必要であろ う。

(2)機 能高度化のための提言

・施設単独事業か ら、施設 問連携事業への転換 を図 る。

・ボラ ンテ ィア ・NPO・ 地域団体等 との協働 を進める
。

・市町村施設 との役割の明確化 と相互連携 を進める。

・実効性の ある情報収集 ・提供 を行 う
。

・指定管理者制度導入への十分な検討 と慎重な対応を行 う。

施設単独事業から、施設間連携事業への転換を図る。

生涯学習課を中心 として施設職員による連絡協議会を設置するなどして情報交換や企画提

案などを行い、各施設単独の事業等の充実はもとより、県全体の社会教育の課題を見据えて

連携 して解決していくといった視点に切 り替えていく必要がある。
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例 えば 「青少年教育 における体験活動 の推進」 といったテーマ で各少年 自然の家 と青少年

交流セ ンター ・子 ども博物館が、また 「世代間交流」 とい うテーマで生涯学習セ ンター と各

少年 自然の家が連携 事業を実施 するこ とが考 え られる。

また、図書館 と美術館や 、博物館 と青少年交流センター といった組み合わせ のよ うに、設

置 目的が異 な る施 設問の共 同作業 によ る事業展 開は、地域課題 へのアプ ローチが よ り効果

的 ・効率的になる可能性の大きいほか、それぞれの施設 の機能が多様化 して施設運営がよ り

充実す る もの となるだ ろ う。

ただ、 こ うした施設 問連携事業 については施設 問の組み合わせ の問題や 、参加者 を施設問

で どう輸送す るか、予算を どう措置す るのか といった課題 もあ り、連絡協議会等で検討す る

必要が ある。

ボ ランテ ィア ・NPO・ 地域 団体等 との協働 を進める。

第一に、事業を団体 とともに参画す る機 会 を増やす必要がある。共に事業 を構想 し、共に

実施 して評価 を行 うことが協働 であ り、少 しずつその機会 を増や し、手をつな ぐ団体 を増や

す必要があろ う。

第二に、各施設 で継続 してボ ランテ ィア養成講座を開催す るこ とである。青少年の居場所

づ く りが始まっているが、成人に とって も、ボランティア活動 な どを行 った り情報収集や講

座への参加 な どがゆった りと行 える社会教育施設が居場所 となれば、施設は さらに住 民に身

近な ものにな るだろ う。 なお、養成講座受講者 については、登録や活用の推進 を図 るため、

ボ ランテ ィア養成 のね らいを明確化 しなが ら県全体での体制づ くりも必要 となろ う。

市町村 施設 との役割 の明確化 と相互連携 を進める。

11施 設 の うち、3少 年 自然の家、近代美術館、農業科学館、埋蔵文化財セ ンター以外は秋

田市 に設置 されてい る。また、3少 年 自然 の家 につ いては主 に各地 区の青少年 を対象 に して

いるが、他 はすべて全県の住民 を対象 に事業 を実施 している。

秋 田市以外 は各市町村に同様 な施設 がほ とん どない ことか ら、これまで事業や資料 ・所蔵

品等の重複 した事例 が少 な く、役割分担 を図 る必要が生 じなかったが、今後、市町村合併 の

動向 によっては、様 々な問題が生 じるこ とが予想 される。

基本的 には、市町村 では地域住民のニーズ に沿って施設整備 を行 うほか、多様 な学習機会

の提供が求め られ、一方県の施設 においては、広域的な事業や各市町村が実施 困難な事業 を

補完的に実施す るほか、指導者 ・支援者の養成や研修、県域や全国の情報提供 などに より市

町村に対 して支援 を行 うこ とが、県 と市町村 それぞれの役割 であると考 えられ る。

しか しなが ら、県民 に とっては、県 と市町村 の施設 を区別す る意識 はな く、役割 の明確化

は必要だが、差別化す るのではな く、それ ぞれ の役割 を生か した上での連携 が求め られてい

る。

一昨年 よ り
、近代美術館では移動展が大館市や八森町 と共催で実施 されているが、こ うし

た市町村 との共催 ・連携事業を他施設 で も一層推進す るべ きである。また、市町村 の課題 に

応 じて、県施設 と各市町村施設が連携 した事業 も、県施設が率先 して取 り組む必要があ る。
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実効性のある情報収集 ・提供 を行 う。

第一に、施設での利用者説明会や 、学校や職場 に出向いての出張説 明会 な ど、直接職 員 と

利 用者 が向 き合 う場を設定す ることである。 こ うす ることで、利用者 に直接働 きか けること

ができるほか、利 用者か らの声 も直接 聞 くこ とがで きるな ど、紙媒体等 よ りも範囲 は狭いが、

確かな情報提供 と収集 ができるであろ う。

第二に、IT環 境の整備 を進め、多様なサー ビスを利用者 に提供す る必要が ある。例 えば

県立図書館 では、 ビジネ ス支援のための情報 を、必要な利用者を募 って提供す るシステムを

今年度 よ り開始 した。 また、生涯学習セ ンターにおいて も昨年 よ りメールマガ ジンを提供 し

てい る。 こ うした取 り組み を各施設 でも実施す る とともに、ホームペー ジの子 ども向けのコ

ンテ ンツを提供す るな ど、情報を必要 としている住民に ターゲッ トを絞 って提供す る必要 が

あろ う。

第三は、各施設問の情報 を共有するシステムな どをつ くることである。例 えば現在、各施

設ではそれぞれ利用者 に満足度調査な どを行 っているが、各施設でのアンケー ト項 目の共通

化 を図って利用者の声 を各施設で共有す るシステムをつ く り、県全体 としての施設の評価や

今後の方 向を探 ることができるよ うにす る必要があ る。 こ うした取 り組 みは、各施設が現在

検討 してい る事業評価の確 立にも寄与 し、評価 を生か した次年度 か らの事業へ とつ なが ると

考 えられ る。

指定管理者制度の導入への十分な検討 と慎重な対応 を行 う

平成16年12.月 に示 された 「あきた教育新 時代創成プ ログラム」ではU施 設すべてが指定管

理者制度導入検討対象施設 とされ たほか、12月 の 「秋 田県新行財政推進 プ ログラム(案)」 に

おいては、生涯学習セ ンターを除 くすべての施設の検討 時期が明示 され るな ど、指定管理者

制度導入へ の道筋 が示 された。

確かに、指定管理者制度に よ り、民間参入に よる業務 の効率化や住民サー ビスの向上 をも

た らす可能性はあるものの、社会教育施設へ の導入 については、 「教育」とい う観 点か らの運

営や職 員の専門性 、責任の所在 な ど、様 々な課題が ある。

また、これ まで述べ てきた、施設問連携、地域 団体やNPO・ ボランテ ィア団体 との連携、

実効性 のある情報収集 ・提供、市町村支援 な どを指定管理者が実施 できるのか についても明

らかではない。

いずれに して も、導入 の可否については、社会教育の充実 ・振興 を阻害す るこ とのないよ

う、十分な検討 が必要で ある。 また、指定管理者制度導入 に際 して も、何 を どう指定管理者

に委託するのか といった事柄や 、指定管理者決定のプ ロセ ス等につ いては明確 な説明責任 を

十分 に果た しなが ら、慎重な対応 をお願 い したい。
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○ 眼差 しが(目)が 輝いている子 どもを育てるために子 どもたちが健

全 な社会生活 を送 るための.家 庭 と地域、行政の関わ りと果たす役

割 について
～子 どもたちに基本的な生活習慣や規範意識 を身 に付け させ るため

には～

(答申 平成17年3月 埼玉県祉会教育委員会議)

は じめに

埼玉県社会教育委員 会議 は、平成15年8月1日 に埼玉県教育委員会か らの諮問 「子 どもたちが健

全 な社会生活 を送 るための、家庭 と地域、行政 の関わ り方 と果 たす役割 について～子 どもたちに基

本的 な生活習慣や 規範意識 を身 に付 けさせ るた めには～」 を受 けた。

現在、不登校やい じめ、学級崩壊な ど学校教育 にお ける問題や青少年 の関わ る問題行動 が増加 し、

集 団生活 に適応 で きない子 どもや道徳心、社会規範 が身 に付 いていない子 どもが多 くなってい るこ

とが大 きな社会 問題 となっている。

本県では、各成長発達毅階期の子 どもを持つ親 を対象 とした 「す ごやか子育て講座」や「 乳幼児

子育て電話相談 」、指 導者育成の 「子育てネ ッ トワーカー養成講座 」な どを通 しての、家族教 育の

支援事業 を展 開 してきている。

しか し、社会性や耐性 の未熟 さか ら衝動的 な行動 を起 こして しま う子 どもが増加 してい る事例 を

見 ると、子 どもの発達段 階や多様性に即 した複数の機 関の連携や子育て支援 の体制づ くり、 しつ け

や適切 な子育 ての条件づ くりに、今 こそ学校や保 育所 はもとよ り、家庭や地域、行政が一体 とな り

取 り組むべ き とき と考 える。

県教育委員会で は、 「生 きる力」をは ぐくむ教育 を一層推進す るための取組 と して、小 ・中学校

の子 どもたちを対象 として、 「学力」、 「規律ある態度」、 「体力」の3つ の分野 について、その

学年 で確実 に身 に付 けさせ たい基礎的 ・基本 的な内容 を 「教育に関す る3つ の達成 目標 」 として取

りま とめた。

そ こで、社会教育委員 会議 では、諮問を緊急 の課題 と受 け止 め、特 に就学前の乳幼児期 にお ける

教育の在 り方 を中心 と し、答 申に向け検討 を進 めて きた。また、子 どもたちに関わ る諸 問題 を子 ど

も自身の問題 と してだ けではな く、子 どもたちを取 り巻 く大人 を含 めた問題 として とらえ、家庭や

地域、それ を支援す る行政 の関わ り方 と役割 について検討 した。 したがって、子 どもに対す るのは

親 と限定す ることな く、大人全体が子 どもた ちを育てていくこととし、大人(親)と い う表記 を用

いた箇所があ る。

なお、検討 に当た り、次 の3つ の視 点を基礎 とした。

1大人は子 どもたちのために 「家庭で愛 され 、学校で認 められ、地域社会で必要 とされ るよ う
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な居心地 のよい環境や居場所」 をつ くる責任があ ること。
まな ざ

2「 健全 な社会生活 を送 る子 ども」像 として、将来への期待や憧れ、夢や希 望で 「眼差 し(圏)

が輝 いている子 ども」 と位置付 けること。

3子 どもは、 「大人(親)の 言 うとお りには育つ とは限 らない」が、 「大人(親)の 行動や 姿

を見て、それ を手本 として育つ」 とい う考 えに立 ち、大人(親)も 含 めて、基本的 な生活習慣

や規範意識 を前向きに身 に付 けるこ と。

1大 人の子 どもたちへの関わ りの現状 と課題

(1)子 どもたちを取 り巻 く環境

現在 、核 家族化や少子化が進 む とともに、家族や世帯、そ して労働 の形態 が多様化 し、共働

きの家族 も多 くなった。 また、親の仕事か らの帰宅 時間 が遅 くなっている、単身赴任で片方 の

親が家庭 に居 られない、親の離婚の増加 な どの傾 向が多 く見 られ るよ うになってきてい る。 そ

のため、家族全員が総力 を挙 げて子育てをす る とい う価値観や命 を育んでい くことの:尊さ、食

事 をす ることの意味の確認 、食その もののバ ランスへの配慮 、親 と子 どもが会話を し、触れ合

う食育の機会な どが減っている。 さらに、地域では、人間関係 の希薄化 が進み、地域 の人 々 と

の交流や異年齢の子 どもがいっ しょに遊ぶ機会 も減少 している。

その よ うな中で、子 どもは無防備 な状態で、家 の中でテ レビや ビデオ、DVD、 ゲーム、コ

ン ピュータを受け入れ る生活 が多 くな り、人間形成 をす る上で重要な 「乳幼児期 に経験す べき

様 々な関わ り(親 とのスキンシ ップや会話、 自然体験、子 ども同士 ・仲間遊び のなかでの忍耐

や順番 を待つ 、人 と自分 のものの区別 をつ ける、集 団の中での善悪の判断な どを学ぶ ことや親

以外 の大人 との交流等)の 機 会」に十分浴す ることな く育て られ てい る。 また、イ ンターネ ッ

トや携帯電話 の普及 に対 して、親 たち、大人たち も未知 の世界 といえるバーチャル(仮 想的)

な空間に埋没す ることで、現実的な社会 と仮想 的な社会 を混同 し、現実感 をな くす こ とが懸念

され てい る。 このよ うな情報化社会のルール とマナー を学ぶ ことなく容易に情報機器 に触れ ら

れ る状況では、心身の健全 な発育、特に脳 の発 達段 階において重要な乳幼児期 の子 どもた ちを

これ らの機器 が発す る電磁波 な どの脳 ・神経 ・視覚障害な どへの影響か ら守 り、防御す るすべ

がない ことが多い。

(2)非 行問題行動の現状 とその原 因

子 どもたちの非行 間題 行動は、大人 に対す るメ ッセージ(訴 え)で ある と受 け とめたい。

「もっときちん としつ けてほ しい。何 を基準 に生 きた らよいのか。 自信 を持 って信 じられ る

ことを教えてほ しい。」 「感 情で一方的 に怒 るのではな く、理性 で しっか り叱ってほ しい。」 「静

穏 さと温か さの中で、 じっく り話 を聞いてほ しい。」 「小 さい時に、心の底か ら抱 き とめてほ し

かった。」 「私た ち子 どもの命 を、大人(親)は 本 当に大切に思ってい るの?」 「地元地域 で"俺

たちは"じ ゃまなの?」

埼 玉県少年非行 白書(平 成15年 度版)に よれば、本県の少年非行 は平成6年 ごろか ら始まっ

た多発期 にあ り、犯罪 で警察 に検挙 された少年は都道府県別では5番 目に多 く、その約7割 が

一255一 一



中学 生 ・高校 生であ り、憂慮すべ き現状で ある。また、学校 でのい じめ、不登校 、暴力行為 も、

依然 として深刻 な状況で ある。

その原 因は、社会環 境の変化 などによる学校 、家庭、地域それぞれの要 因が複雑 に絡み合 い、

それ らが複合 して更 に深刻 な問題状況 を生み出 している。 「子 ども同士の悪い上下関係 を切れ

ない」な ど子 ども自身 の問題 とともに、 「子 どもが学力や進学の問題 で、強いプ レッシャー を感

じている」 「大人が子 どもの生 き方 のモデルになっていない」 「子 どもの面倒 を見 ないな ど家庭

が崩壊 してい る」 「子 どもが ほっとできる居場所 がない」な ど、大人や社会の子 どもへの関わ り

が希 薄化 した とい う問題 もあろ う。

このよ うに子 どもの心が荒れ、問題行動や非行 に至 る原因 として、本人や学校 の問題 のほか、

家庭の問題(基 本 的な生活習慣や しつけが徹底 され ていないな ど)や 地域社会 の問題(地 域の

連帯感 の希薄化 、子 どもの遊 び場の減少 、遊 び内容の変容な ど)が あ り、「社会全体で子 どもを

大切に育てる とい う関わ り意識が失われ てい る」あるいは、 「関わ り意識 をあえて求めよ うと し

ない」 「ゆっ くりと丁寧 に関わる時間 をもつ ことができない」 「は じめか ら 『あの子 は しょ うが

ない、親 が親 だか ら』な どとあき らめて しま う」 「関わってい こ うにも大人 に 『子育てにお ける

子 ども像』 がな く、具体的 な方法が分 か らない」な ど、それ らが場合に より絡み合 ってい るこ

とが あげ られ る。

こ うした成長期 の非行 問題行動は、 どの子に も起 こ りうる問題 であるか らこそ、乳幼児 か ら

の子育てが重要である。

しか し、現在の子育ては 「育て方や しつ けは こ うあるべ きである」 と画一 的にな りがちであ

り、それ が子 ども と親へ のプ レッシャー とな り、子 どもだけでな く親 自身 も枠か らはみ出せず、

苦 しんでい る状況 にある ように思われ る。そ して、大人の子 どもへの関わ り方の問題点 として

「親 が生き方 の負 のモデル になっている」 「子 どもの居場所 をつ くる配慮に欠 けている」 「次世

代 の担い手で ある子 どもを育てる価値 を大人 が評価 していない」 「タイ ミングの よい言葉か け

や ア ドバイ スの機 会 を逸 した り、大人の一方 的な都合 と感情 で しゃべるが、相手の言葉 を聞 こ

うとしない」 「必要 な時に しっか り叱れ ない」 「子 どもか ら、友達 との悪い関係性 を うち明け ら

れ た際 に、断 ち切 れ るよ う支援す ることができない」こ とな どが挙げ られ る。

「非行問題 に対す るタイ ミングのよい言葉 かけは、こ うあるべ きだ」 との一律の対応で済む

問題で もない。 タイ ミングが よければ、声をかけられ る子 ども と大人の双方が納得 しあえるた

めに効果が高い こ とが多い。 しか し、そのタイ ミングに声がか けられなかった としても、次の

機会や別の大人が じっ く りと子 ども自身 の理解や言葉の発達 に応 じていけばよい。それによ り、

非行問題行 動の原 因 ・背景や構造 について、子 ども自身や親、周 りの大人に新たな気付 きが生

まれ、大人に とって も正すべ き点が見えてくる。

また、声 をかける ことは、"肥 え(心 の栄養)を かけること(人 の心 に元気 と栄養が与 えるこ

と)"で もある。そ して、大人の相槌が子 どもの感性 を刺激 してい く。多様 な場面での子 どもへ

の言葉 か けが必要 であ り、す ぐに、成果が見 られ な くとも続けてい くことが大切 である。

かつては、子 どもの非行 問題行動 を見か けた ら、た とえ 自分の子 どもでなくとも 「悪 いこ と

は悪 い」 と注意す るな ど、周 りにいる大人や地域 の人々の しつけによって子 どもが規範意識 を

身 に付 けていった。 しか し、最近では子育ての負担が母親のみにかか り、地域全体で子育て を
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支 える しくみや他人 の子 どもに関心 を持つ人 が少 な くな った ことが非行 問題行動 の増加 の原因

の一つではないか と考 える。

(3)子 どもたちの教育 の課題

子 どもたちに、まず 、教 えることは 「人 としての生 き方」である。

つま り、「将来 の夢 を描 くこ と」 「他者へ の思 いや り」 「人の話 を聞 くな どの忍耐力や 自己反

省 できる能力」 を身 に付 けることか ら始めたい。そのた めには、子 どもの成長段 階に応 じた道
と うや

徳心や規範意識 を大人が きちん と見極めて 「陶冶(じ っく りとしみ こませ てい く)」させてい く、

言 い換 えれば、子 どもた ちに大人が人 と しての生 き様、つま り自分の姿を通 して、学ばせ てい

くことであ る。

乳幼児期の子 どもは、発達段 階か ら見て も、正 しい判断をす ることは難 しい。

そのた め、親や大人 は、善悪の判 断や望ま しい行動 の とれる基礎 となる考 え方 を、幼児期 か

ら機会 をとらえて繰 り返 し、教 え育む姿勢 と、子 どもの判断や行動が正 しい ときにはその芽を

認 め、褒め、伸ばす態度が必要であ る。 また、子 どもは、親や 大人の背 を見て様 々なことを学

ぶ。親や大人が、子 どもの模 範 とな る生活や行動 に心がけたい。

また、高度経済成長期 に大 き く価値体 系が変化 し、 さらに情報化(IT化)の 時代 とな り、

経験:豊かな年配者が 自分 の生 き方や価値観な どについて、後輩や若者 に語 る機 会が減少 した。

その結果、 日常的な知恵や地域の伝 統 ・文化な どについても、家族や地域の人々の間で話題 と

して話そ うとす る意欲や聴 く努力が希薄 にな ってきている。子 どもも大人の話 を聞きたいが、

その機会や場面が決 して多 くはないのが現状で ある。

その代わ りに、マスメデ ィアが一方的な情報 を流 し、 これ を実体験 の伴 わないまま大人 も子

どもも一律 に信 じるよ うになって きている。従来の双方 向のコ ミュニケー シ ョンに よる雷葉の

刺激や反応 により得 られ る人 と人 との関わ りな どは、状 況に応 じた適切な人間関係 を構築 す る

の に重要で ある。 この よ うな相互の会話 を通 して、相 手を理解 し、微調整 しなが ら、よ り納得

しあえる結論を導 き出す とい う経験や実感が子 どもの成長 には大きな栄養 とな る。 そのた め、

子 どもの問いかけに、大人 は真剣 に眼を見て聞(聴)き 、答(応)え る とい う信頼 関係 を築 き

上 げるべ きである。

さらに、これか らの子 どもには、多 くの実体験 をさせ たい。本物(地 域社会や他者 ・異年齢

児 ・自然 ・芸術文化等)と の関わ りを通 して、 自分で感 じ、考 え、癒 され た り鍛 え られ る経験

によ り、 自己の判断 によって行動す る力 を獲得 させたい。 このよ うな体験活動 を大人が率先 し

て行い子 どもに見せ ることで、そ の楽 しさや危険 を回避 する知恵を子 どもに伝 え られ るよ う、

家庭や地域 、行政 が地域の人材や資源 を有効 に活用 し、状況 に応 じて創 出 してい くことが必要

である。

2家 庭や地域の教育力低下の現状と課題

(1)親 の教育意識と家庭の教育力の現状

育児ノイローゼや児童虐待が増加 している現状を見るとき、地域や他者から疎外 された閉鎖
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的 な空 間で、孤独 と不安の 中で 自信のないまま、子育てを楽 しめず に悩む親 の姿が窺 える。そ

のため、 「少 しで もゆと りを持つ こと」や 「他人 と異な る多様な子育てがあること」「子 どもの

タイプに応 じて、我 が家流、 自分流の子育てがあってよい こと」な どに気付 くためには、おお
ま な ざ し

らか に子 どもと親 の関係 を客観視 できる 「地域 の眼差 しや、第三者の存在、子育て を している

親への声かけや 地域 とのかかわ りを認識 できるきっかけ」が必要で ある。 さらに、子 どもと親

が一対一の関係 で常に緊張 している子育てではな く、子 どもと親、そ して地域の複数の人々 と

の関わ りの中で、親が子育ての原則や 知恵 を学び、子 どもも多彩な大人がいることを感 じられ 、

感性 を育てあえる地域環境が望ま しい。

また、個性や個 人の価値観 を尊重す る風潮の中で、子 どもを社会 の宝物 として育てる とい う

よ り、 自分の所有財産 として 自分好みの服装 に着飾 らせペ ッ トを扱 うかの よ うに親 の都合での

みかわいが る親や 、幼児期 に必要な しつ けをす ることよ りも、早期教育 に熱心 な親 も見受 け ら

れ る。 さらに、子 どもの しつ けや教育に関心 を持ち熱心な親 もいれ ば、あま り熱心でない親 も

い るな ど、親 の意識 は多様 で家庭 によって大 きな差があるように思われ る。

また、家庭の教育力 を考 えた とき、親 の仕事 か らの帰宅時刻 が遅い状況の 中で、家庭 自体が

規則正 しい生活の リズムを営む ことが難 しく、そのため、子 どもの基本的な生活習慣 を育 てて

い くこ とも困難 になってい るのではないか。

親 が家事 を行 う際、身近 に子 どもの世話 を して くれ る人がいない こともあ り、子 どもを静 か

にさせ るた めに、テ レビや ビデオ等のプログラム内容 を吟味す るこ ともな く見せ る、 あるいは

育児教材 として市販 され ているものを子 どもだ けに見せてあたか も 「保 育す るロボ ッ ト」 とし

て利用す るこ ともあるよ うである。

このよ うな現状で は、子 どもと親 とのふれ あいが十分でないばか りか、親 自身が 「子 どもの

思春期 まで を見通 した教育観(自 立で きる力 を育てる)を 培 う」ゆ とりと時間を持てない よ う

に思 える。

(2)地 域社会の状況 と教育力の現状

現在 は、人 工の流動が激 しく、地域の地縁性 が薄れ、他の家庭や住 民に対 して無関心な社会

と言 える。別 な言 い方 をすれば、都市型社会 では 「他 人に無関心な こと」が生活 してい く上 で

の知恵 の よ うになっている とも考え られ る。

そのため、他 の家庭や子 どもに対す る地域住 民の関心は薄 く、他の家の子 どもを誉 めた り、

叱 った りす ることも少 な くな り、地域 で子 どもの教育を担い、支援 しよ うとす る意識や機能 が

低 くな った よ うに思われ る。その ことが、育児 ノイローゼや児童虐待等の増加の背景の一つに

なってい る と言 える。

地域 で子育て をサポー トす る人材 として、活力あ る経験豊かな高齢者がお り、課題 の多い子

育 てを支援す るこ とや親や家族 の子育て中の悩み を解消す る上で活躍す ることが期待 され る。

また、高齢者 は 「直接、子育ての当事者 ではない」 とい う心のゆと りがあ り、高齢者 自身 に と

って も、子育 てを応援す ることが生 きがいにつ なが るはずである。
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(3)家 庭や地域 の教育力向上のための課題

現在 の家庭 にお ける親や地域の教 育力の低 下の現状、 またその背景 を考 えるとき、個 々の家

庭や地域に対 して、 「教育力を高 めま しょう」と呼び掛 けるだけでは、この状況 を打開 してい く

ことはで きない と考え る。

今 こそ、地域 の支援 を受 けなが ら、親が 自信 を持 って子育てができる よ う、まず、行政 が 「眼

差 しの輝いている子 ども」 を育て る取 り組みを社会 に率先 して提案 し、 これ まで より一歩踏み

込んで、全県的かつ具体的 な家庭教育への支援 方策 を緊急 に展 開 してい く必要 がある。

3大 人が子どもとともに身に付けたい生活習慣や規範意識

生活習慣や規範意識の醸成 のために、まず 、大人が手本 とな り、子 ども とともに生活習慣 を見

直 し、子 どもの発達 に応 じ規範意識や言語感覚 ・感性 を育てたい。

学ぶ ことは 「真似ぶ」ことで もあ り、子 どもは身近 な人のあるがままを真似 してい く。さらに、

お ままごとや 「ごっ こ遊び」に よ り繰 り返 し、徐 々に子 どもの心身 に身近 な人 のあるがままの姿

が定着 してい くものである。 子 どもの見てい る対象 は、親であ り、祖父母や 地域 の人 々であ り、

教 師や保育士、子 ども同士で もあ る。真似 したい と思 える魅力的な人 々や場面が増 えるこ とが重

要 である。

・子 育て は、赤 ちゃんや子 ども と過 ごす かけが えのない時間で ある。 この喜び を大人が実感す る

とともに、子 どもに子育ての喜びを伝 えてい こ う。

・それぞれの子 どもの よさを、 どの よ うに とらえ伸 び よ うとす ることを支援す るか とい う視点で、

お お らか に 子 ど も を 見 つ め 、 大 人 の 子 ど も を 観 る 目(子 ど も観)を 磨 き 直 そ う。

・親子 または、大人 と子 どもがい っ しょに行動す る共同体験や協働 作業 の場 を大切に し、感動 を

共有 し、親 子 ・大人 と子 どもの一体感 を味わ う機会 を増やそ う。

(1)大 人が子 どもとともに身に付 けた い生活習慣

〈乳幼児期〉 「時間を守 る」

「あい さつ をす る(い つで も、元気 に声 をかけるなど)」

○ 子 どもとともに早寝早起 き

子 どもに とって、母乳 ・ミル クや食事 の時間、就寝 時間、遊ぶ 時間な どが一定である と

1日 の生活 リズムが身 につき、これは心身 の発育や心の安 定に欠 かせ ない。特 に、早寝早

起きは、子 どもが よい生活 の リズムを身 につ ける上で重要である。 大人の夜型 の生活に子

どもを引き込 まない よ うに注意 したい。

○ 親子 でのあい さつ

あい さつは、人 との関わ りの中で、 自分 の存在 を 自覚 し、望ま しい人間関係 を作 る第一

歩である。子 どもの顔 を見て、まず、大人か らあい さつやあ りが とう、 ごめんな さい、 ど

うぞの言葉 を子 どもにかけ る。
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〈各年齢期〉

○ 家庭 を子 どもがほっ とす る居場所にす るには、時 にはテ レビや音楽のスイ ッチを切 り、

静かで穏や かな音環境 を作 る必要が ある。親子で話 し合 った り、子 どもが じっ くり考えた

りす る時間にす るとともに、大人 は子 どもの繊細な感情を読み取 る能力 を磨 く時間に した

い。

(2)大 人が子 どもとともに身に付 けたい規範意 識

〈乳幼児期〉 「決 ま りを守 る」 「お手伝いす る」

○ 家族の決 ま りをみんなで守 る。

:決ま りを守 ることは、家族や学校 、地域社会 の秩序 を保 ち、集団生活 を営む ために大切

であ る。家族 で決 ま りを決 め、みんなで守る習慣を作 る。

○ 小 さくて もお手伝 い

手伝 いは、家族 への帰属意識が高まる とともに、基本的な生活の技能 が身に付 く。子 ど

もの年齢や発 達段 階に応 じて、できるこ とは どん どん手伝 う意識 と態度 を身につ けさせ る。

〈各年齢期〉

○ 子 どもの規範意識 を高めるためには、良い ことを した ら誉め、悪い ことを した らしっか

り叱 る。機会 を逃 さず にタイ ミング良 く言葉 かけをす るとともに、笑顔な どの豊かな大人

の表惰 も効果 的である。

(3)大 人が子 どもとともに身に付 けたい感性 ・言語感覚

〈乳幼児期〉 「感性 を磨 く」 「読書」 「自然 とのふれあい」

○ 親子で読書

読み聞かせ や読書は、子 どもに豊 かな言語環境 を与 え、心も育て る。大人が読書す る姿

を子 どもに見せ るとともに、良い絵本や本 を選び、ひ ざの上に子 どもをのせ るな どして読

み聞かせ を したい。

○ 家の近 くで、 四季を見つ ける。

身近 な生 き物(動 ・植物や昆虫、魚 等)や 季節 、気候風土(空 ・雲 ・風 の変化等)か ら、

日本の豊:かな四季 を見つけるな どの 自然体験 を通 して、子 どもの五感を研 ぎ澄ま し、感性

を育て る。

〈各年齢期〉

○ 大人 が正 しく、美 しい 日本語で子 どもに話 しかけることで、子 どもの言語感覚 は豊かに

なる。 また、できるだ け本物 に触れ させ ることで、感性 も高まる と考える。

○ 子 どもの感動 を ともに分かち合 える大人 であ り続 けるこ と、大人 自身の眼差 しが輝 き、

大人 自身 が心の広が りを持 ち続 けることが重要である。
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4家 庭 と地域、行政の関わ り方 と果たす役割

(1)家 庭の関わ り方 と果たす役割

ア 親の関わ り方

子 どもを育て る上で、最 も重要 なことは、子 どもをあるが ままに受 け止 めて(目 を見て会

話す る ・子 どもの話 を傾聴 す る ・一緒に遊ぶ ・や って見せ る等)親 が尊厳 と感 謝 を持 って子

育て してい ることを伝 え、それを大人(親)も 意識 しつづ けることである。 また、良い こと

を した時は誉 め、悪いこ とを した時は毅然 として叱 り、基本的な善悪 の判断 は幼児期 に徹底

して身 につけ させ ることが必要である。 子 どもの意欲 を喚起す る言葉 かけも重要であ る。言

葉かけは、一度であき らめず何度 でも理解 できる ように行 うこ とで、子 どもの意識に定着 し

てい く。 これ らは、子 どもの発達に応 じて、時期 を逃 さずタイ ミングよく行 うとよ り効果 的

であ る。

さらに、他の家族や地域 と数多 く関わ りを持つ機 会を、子 どもと一緒 に親 も持つ こ とが社

会性 を身 につける上で必 要である。

イ 親の果たすべき役割

子 どもは、親 を見て育つ。親の言動 を通 して、人 としての基本 を身に付 け ると言 って も過

言 ではない。その意 味において、親 は、子 どもに とって最 も安心がで き、様 々な ことを教 え

て くれ る最 高の教師のよ うな存在 である。

将 来、子 どもが社会や他人 に迷惑をかけることな く、 自分 自身 を大切 に し、幸福 で健全な

社会生活を送 っていけるよ うに、また、地域で必要 とされ る人 となるよ うに、 しつけや基本

的な生活習慣 をきちん と身 に付 けさせ るこ とは、親 の責任で ある。そ して、愛情 と毅然た る

信念(教 育観)を もって、子 どもの発達段階 に即 した支援 を行い、成長 を見守 っていかなけ

ればな らない。 この よ うに子 どもと接 し、 自信 を持って子育てす るこ とは、親 にとっても価

値のあることである。 そ して、父親 と母親 は、その役割 を相応 に担 うとともに、子 どもに と

って魅 力ある親 となるよ う、人 間 としての魅力 を磨 き、 自分 自身 の人生 を充実 させ てい くこ

とが大切で ある。

また、親は子 どもと高齢者 の交流の機会 を多様 に用意 し、人生の先輩 しての高齢者 か ら 「高

齢者の知恵」 「伝統文化 が伝承 されてきた理 由」 「技や能力を繰 り返 し磨 き、身 に付 けること

の意味」について、学ぶ ことができるよ う配慮 したい。

さらに、高度情報化社会 を生 きてい くこれ か らの子 どもたちに対処 してい くためには、大

人たちも情報 リテラシー(情 報化社会のルールやマナー、情報 の読み方、発信 の仕方、玉石

混交で氾濫す る情報 の評価、情報選択眼や子 どもの発達にふ さわ しい内容か ど うかの判断、

情報侵入への制御 と対策 な ど)を 身 に付 ける必要 がある。また、刻 々 と進化す る情報機器 に

対応 し、情報社会の中で悪意 の攻撃による被 害を受 けないため、 自己防衛 すべき手段 を身に

付 けた り、子 どもたちがバーチ ャル(仮 想的)な 空間に埋没 し、現実感 をな くす ことのない

よ うに心 を配 る、電磁波等 にさらされ ることの危 険性 を十分認識 し、対策 を打つ ことによ り、

乳幼児期の子 どもを保護す る必要がある。
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(2)地 域 の関わ り方 と果 たす役割

ア 地域 の関わ り方

人 は意識 をす る しないにかかわ らず、お互 いに助 け合い、関わ り合 って社会生活 を営んで

いる。

特 に、子育 て中の親 は、身近 な子育て仲 間や地域の支援、育児経験者の経験談や知恵 を求

めている。

また、子 どもた ちは将来 の地域の担 い手で ある。例 えは、登校 ・下校時にあわせ て地域の

高齢 者や住民が買い物や散歩に出かけるよ うに配慮す るだけで も、子 どもたち との接点が生

まれ る。 声をかけ合 うことで大人 と子 どもの交流が生まれ、不審者等か らの被害 を防止す る

こ とにもつなが り、地域社会 も成熟 してい く。

地域 の人々が、地域 の子 どもを持つ家庭 に関心を持ち、親 とともに子 どもを見守 り、い っ

しょに育て よ うと積極 的に関わ ることが重要である。

イ 地域 が果た したい役割

本 来、誰で も、他人 に何かを頼む とい うことは遠慮がちである。そ こで、地域の周 りの人々

が、子育て 中の親 に声 をかけるな ど、地域側 か らアプ ローチす る体制 と雰 囲気を構築 してい

く必要があ る。

例 えば、他の家の子 どもを一定期 間預 か り、他 の子 どもや家庭 を知 る取 り組みや子 どもの

情報 を地域内で気軽に連絡 し合 えるよ うな取 り組み を実施 してい くことが望まれ る。そのた

めに は、子育て 中の家庭 に対 して、子育 てサークルの リーダーや仲間、 自治会長や 区長、民

生 ・児童委員、PTAの 役員、経験豊 かで元気な高齢者 など、様 々な人々が必要に応 じた交

流がで きるよ うな機会 を期待 したい。

また、ひ とつの家族 では難 しい門限を守 る意識 の醸成 なども、地域 との協力を背 景とすれ

ば進 め ることが可能 となろ う。

(3)行 政 の関わ り方 と果たす役割

ア 行政 の関わ り方

これ まで、子育 ては各家庭 における親の考 えに基づ くもので、他 人や行政が介入す ること

はタブー とされ てきた傾 向があ る。 しか し、 これ まで述べてきた とお り、家庭 にお ける子育

ての現状 、地域 の教育力の低 下の現状 を考えた とき、行政が子育て環境の改善を図 る施策 を

積極 的、かっ 、緊急 に実施す る必要が ある。

イ 行政 の果 たすべ き役割

子 育て中の親 を支援 し、子 どもを育てる環境の改善 を図るために、「子育て中の親 に対す る

直接 的支援」 と 「地域の教育力 の向上」の施策が重要である。実施 の際 には、縦割 り的な施

策 ではな く、多 くの関係 部局や 関係者 が一体 となった家庭教育 ・子育 て支援 となるよ う配慮

していかなけれ ばな らない。 また、一律 な施策ではなく、各家庭 の置 かれている状況や親 の

意識 の度合 い等 を勘案 して、誰 にで も何 らかの効果や有益 になる事業や仕組み としたい。 こ
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うした多種多様で個別的、具体的な施策の展 開には、市民団体やNPOな どとの連携 が不可

欠 である。

さらに、現在 、県 で行 っている 「彩 の国5つ のふれ あい県 民運動」(「 自然」 「人」 「本」「家

族」 「地域」 とのふれあい)と 関連 させ て、誰 もが参加 できる「眼差 しが輝 く子 ども」をつ く

る全県的な運動 を起 こし、気運を醸成す る方法 がある。

「行政 は、家庭や地域 の子育ての協働のパー トナー として、明日 の担 い手 である 『眼差 し

の輝 く子 ども』 を育てる とい う役割 を担 うこと」 が求 められてお り、例 えば、次 のよ うな方

法 も考 え られる。

【子育 て中の親 に対する直接的支援】

・子 どもや親(大 人)が 一緒に体験活動 を し、様 々な環境(他 者 ・地域社会 ・自然等)と

関わ るプログラムを作成 し実施す る。

・子 どもの発達段階に即 した、親の関わ り方や子 どもに必要な関わ りを示 した リー フ レッ

トを作成 し、企業の協力 を得て父親等の啓発 を推進す る。

・読書 を通 しての子育て運動(ブ ックスター ト ・親 子読書 ・読み聞 かせ等)を 展 開す る。

・県立青少年教育施設 を活 用 して、親子 で宿泊 しての 自然体験や 子育 て仲間交流会等 を実

施す る。その企画 ・運営に多様な年代 の人 々の参画 を促 し、社会的な取 り組みへ と拡大

す る。

【地域 の教育力の向上】

・県で取 り組む家庭教育運動(「 どうぞ」 「あ りが と う」 「すみませ ん」の3つ の言葉 と 「笑

顔 」の1ア クシ ョン運動 ・「誉めて叱って」子 どもを育て る運動等)を 展開す る。

・社会教育施設 だけではな く、地域の諸機 関(児 童相談所 、保健所 、警察署等)と の連携

による子育て運動の支援 策を講 じる。

・県民運動で楽 しく子育てができる とい う雰 囲気づ くりや子育てにつ いて風通 しの よい地

域づ くりの推進 をす る。

(4)家 庭 と地域 、行政の連携の在 り方

子 どもは家庭 をその成長 の原点 ・基盤 としなが ら、地域社会 と様々に関わってい く中で社会

的な存在 として、成長 してい く。また、子 どもが 日々成長 してい くよ うに、親 も子育て を通 し

て、親 として成長 してい く"育 自す る"存 在で ある。

家庭 と地域、行政は、 「子 どもの育 ち」 を応援す る とともに、「子育て を通 しての親 自身の学

び」を支 えるための視 点で連携す る必要 がある。

また、意識 もライ フス タイル も家族の形態 も多様化 した今 の時代 を生 きる親 を幅広 く支援す

ることが重要であ り、そのためには、子 ども会やPTA等 との連携 のほか、公 的な機 関では手

が届きに くい親 に対 して ロコミを含 めた草の根 レベル の働 きか けを行 ってい る子育てサー クル

や子育てネ ッ トワー ク ・NPO等 との連携 も必要であ る。 さらに、父親や男性 の子育て参加の

観点か ら、企業等 との連携 も欠 かせない。
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家庭 と地域 、行政 がよ りよく連携す るための課題 のほか、それぞれ の内部 にも連携 の課題 が

あ る。例 えば、家庭 では父親 と母親、親 と祖父母の連携の問題 、行政 では家庭教育行政 と子育

て支援行政 の縦割 り意識 の問題等が よく指摘 され る。

この よ うな課題 を踏 まえて、家庭、地域 、行政の持て るそれぞれ の資源や蓄積 してきた経験

や知恵 を十分 に活用 し合 うことが連携 である との考 えか ら、県内にあるすべ ての人材や団体、

施設 が一丸 となって、乳幼児期か ら思春期 までの子育てを支 えるための環境づ くりを 目指 して

い くことが望 ま しい。

そ こで、地域の子育て問題 にす ぐに対応 できるような子育て支援ネ ッ トワー クや絆 を築 くた

めに、住民 に身近な公 民館 な どがその拠点 とな り、地域 の取 りま とめ役(コ ーデ ィネー ター)

を果た してい くことを提案す る。

県教育委員会は、県内全域 を見通 し、家庭 の教育力向上を図 るため、安定的、継続的な家庭

教育行政 を行 う必要があ る。そのため、県教育委員会は、施策面で市町村 と役割を分担 し、各

市町村の家庭教育支援 の基盤 とな る条件 を整備 する とともに、家族 と地域 、行政の連携におい

て も、 リーダー シップを発揮 し、連携 を促進す る施策 を積極的に進 めてほ しい。例 えば、次の

よ うな施策 も考 えられ る。

・家庭環境 ・子育て支援 にお ける行政の施策や地域 の取 り組みがわかる検索 しやす い情報ネ ッ

トワー クを構築す る。

県 内の家庭教育支援 におけるよい連携事例の収集 と紹介

公民館 な どの地域社会資源や地域の人材 の紹介 な ど

・数 多 くの公 民館 な どが地域 にお ける家庭教 育支援 の拠点 となるよ う、市町村 に働 きか ける。

・子育 て中の親や子 どもを育ててい る大人が、 「眼差 しの輝 く子 どもを育てる」上で必要 な情

報 リテ ラシー を身につけるために、具体的な事例 に応 じた学習 メニ ューを検討す る。 特に、

情報 化社 会にお ける情報選択能力を開発す る。

・企業 ・事業者 の社会貢献活動 な どが、 「子育て とい う大 きな社会の宝物づ くり」を意識 した

もの とな るよ う呼びかける。

・子育てに関す る成果 が得 られ るよ うな事業 とするため、一層の行政 間の連携 を図 る。この 「連

携体験」に よ り、職員 の資質や潜在的能力の開発の絶好の機会 とす るこ ともできる。

・家庭 教育支援 の全 体像 がわか り、親 のニーズに応 じた支援、特 に人や場 の紹介 、情報提供 の

で きる忍耐力のある コーデ ィネーター を養成す る。

・社会教育主事や図書館 司書 のよ うな有資格者 を活用す る。

・子育てに関す る電話相談 の相談窓 口の一本化 と専門性 のある対応 システムを検討す る
。

おわ りに

子 どもを育て ることは尊 い人類 と しての営みである。子育ての尊厳 を再び地域 社会 に醸成す るに

は、大 きな社 会の宝物 を育ててい るとい う価値観 を、親、家族、大人、地域 、行政が共通に認識す

るこ とか ら始ま る。少子化 が続 く現代 、子育て よ り就労 に価値がある との風潮がある とした ら、そ
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の発想や意識 を切 り替 えるための思い切 った取 り組み が必要である。

行政は、 このよ うな現象に対 して意図的に、県民の意識啓発 と具体的支援 体制 の確 立を 目指 した

政策 を展開す る責務 がある。 これ までの現象や時流への後追い的な施策だけではな く、先駆的 な取

り組みが求め られている。

子 どもたちは、21世 紀社会の担 い手である。 同時に、子 どもを育てることは、次代 の親 を育て る

ことに通 じる。行政が果敢な家庭教育支援施策 を展開 してい くことを切望す る。

未来 を見すえた政策 によ り、時代 を リー ドし、「大人 も子 どもも眼差 しが輝い てい る社会づ く り」

を埼 玉が先導す ることを 目指 したい。
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○ 県民の生涯学習を支える地域教育システムの構築

(報告 平成17年3月 兵庫県社会教育委員の会議)

は じめに

平成15年7月 、兵庫県生涯学習審議会か ら 「兵庫における包括的な生涯学習システムの構築一 関

係機 関の協働で実現す るあ らゆる県民のための生涯学習基盤 の整備一 」の提言 がなされ ま した。

この提言では、 「成熟 の時代 にあっては、市民の創造性が発揮できる社会を築 く必要 があ り、生涯

学習 を通 じて能力向上 を図 り、その成果 を活動 に反映できる機会 を充実 させ るこ とが求 め られてい

る。そ こで、県民の生涯 学習 を支援 するため、県、市 町、民間、NPO等 の様 々な教育機関が各 々

の役割 と責務 を果 た しなが ら、相互に連携 し、学習ニーズの高度化 、多様化 に対応 できる仕組み と

して 『包括 的な生涯学習 システム』を構築す る必要 がある。」として、今後、本県のめ ざすべ き方 向

性 が示 され ています。

この提言 を実現す るためには、様 々な生涯学習関係機関や団体、施設がそれぞれ の特色を生か し

て取 り組 まなけれ ばな りません。

中で も、生涯学習 の中核 を担 う社会教育 においては、

○ 継続 的な学習活動や地域課題 に対応 した独 自の活動 を進 めるた めには、 日常的な生活圏 にあ

って気軽 に訪れ ることがで きる地域 の公民館や図書館 な どの社会教 育施設 が重要な役割 を担 う。

○ 自己実現 を図 るための新たな学習や地域貢献をめざす専門的な学習 な ど、住民の学習ニーズ

が多様化 ・高度化 している今 日においては、学習要求 を啓発 し、学習条件 を整 え、学習効果が

高 まるよ う支援す る社会教育指導者の役割 は重要である。

とい う領域 の中で、提言の実現化 に向 けた取組 を推進 していかなけれ ばな りません。

そ こで、地域社会 にお ける課題 を解決するために、地域の教育力や教育環境 を高める仕組みづ く

り 「県民の生涯学習を支 える地域教育 システ ムの構築」 とい うテーマのもと、新たな社会教育の視

点 に基づ く審議 を行 い、その方策 についてま とめました。

Ⅰ県民の生涯学習を支える地域教育システムの構築

1地 域教 育の現状 と課題

(1)地 域教育 とは

「地域」 につ いて、そ の区域 の捉 え方にはいろいろなケースが想 定できます。小中学校 区程

度 の住 民の身近 な生活共 同体 として扱 うもの、市町な どの基礎的 自治体の行政 区域 共同体 と し

て扱 うもの、あるいは、県民局 な ど県行政 の地方域 の共同体 として扱 う場合 な どがあ ります。

このよ うに重層的 に捉 えることがで きる 「地域」を、本委員会では、子 どもか ら高齢者まで多

様 な地域住民 の生活の場であるコ ミュニテ ィ共同体 として想定 します。

また、 「地域教 育」 につ いて も、 「地域 の中で行われ る教育」、「地域のための教育」、「地域 に

ついて行 う教育」、 「地域 とともに行 う教育」 の4つ の視点で捉 えることがで きます。本委員会
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では、 これ らを包括 して 「地域教育」を地域の課題 に対 して、地域住民が主体的 に課題形成 し

てい くことを支援す る教育活動 として位置づ けます。 ここで言 う 「課題 形成」 とは、検討 に値:

すべ き課題 に気づき、それ を引き出 し、掘 り下げ、方向付 けをしてみ るこ と、そのための手だ

てや計画 を構築 してみ ること。そ して、それ を実践 してみることを意味 します。 つま り、地域

コ ミュニテ ィの単位 で行 うことを前提 と し、その 中で学習 の手だてを具体的 に提供 してい くた

めの環境 を整備 した り、成果 が現れ るよ う支援す る活動 です。

(2)現 状 と課題

ア 情報 の提供

自己実現 を図 る学習 を行 うために、あるいは、学習成果 を生か した社会貢献 を始めるため

に、多 くの人が必要 とす る知識や情報を手軽 に入手でき る環境を求 めています。 しか し、地

域 にあ る豊富な学習資源や施設 、機関等の事業 につ いて、それ らの情報が必ず しも住 民に十

分提供 されてい るとは言 えない現状があ ります。 また、 どこへ行 けば必要 な知識や情報 が得

られ るのか、それ が分か る手だて も十分ではあ りません。つま り、情報 が流通す る仕組 みが

まだ確 立 されてはいないのです。

イ 地域 コミュニテ ィ

大震災を経験 し、私た ちは地域 コ ミュニテ ィの果 たす役割 の大 きさを実感 しま した。また、

その再生の取組 も県内各地で行われ ています。

しか しなが ら、便利 さ、機能性 を重視す る生活は、隣近所 と関わ りを持 たず に生活す るこ

とが一般的で、ときにはわず らわ しさか ら、近所づ きあいに背を向ける とい った こともまだ

まだ少 なくあ りませ ん。 こ うした ことが、人間関係 や連 帯感の希薄化、家庭の孤立化 、青少

年 の規範意識 の低下 といった、地域 コミュニテ ィにおける社会問題 、地域問題 を派生 させ る

要因にもなっています。

近所付き合いの程度
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家の周りにいたずらをすると怒る怖いおじさんおばさんがいる割合

さらに、各地 で学習機 会の提供や社 会教育施設等 の整備が行われ る中、現代的 ・地域的課

題 の解決 に取 り組む指導的な役割 を担 う団体 は、ボランタ リーな団体 も含 めて多様化 してい

ます。 そ して、それぞれの団体 が独 自に事業や活動 を展開 していることが多 く、機能的なっ

なが りや相 互連携 が とれていない現状があ ります。

また、事業対象 につ いて、子 ども、大人、高齢者 な どそれぞれの階層に対す る取組が一般

的であ り、「大人 と子 ども」あるいは 「高齢者 と子 ども」な ど、地域全体 を対象 とした有機 的

なつなが りや 生活場面 に即 したかかわ りの中で、成果が生まれ るような取組 は少数 です。

住んでいる地域の大人たちとの共同行動
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ウ 学校 と地域教育

地域教育 とい う価値観の導入 によって、学校が地域 活動 に積極 的に参画す る事例が数 多 く

見 られ るよ うになってきま した。

例 えば、生徒が土曜 日に地域に出向 き、地域住民 とのふれ あい交流 な ど様々な活 動を通 し

て 自分 たちの地域 を学ぶ体験活動 を行っている中学校 、あるいは、 自治会 と共催 して 「ふ る

さとのつ どい学習発表会」 を開催 し、地域 と連携 を深 めてい る小学校 、 さらに、地域住民 に

対 して年 に数 回ア ンケー ト調査を実施 し、学校 が地域 に果たせ る役割 について検討 を重ねて

い る小学校な ど、地域や学校の独 自性 を生か した取組 が行われています。

工 市町合併か らみた社会教育施設

県内の半数以上 に及 ぶ市町がかかわる大規模;な合併が進みつつある現在 、公民館 等社会教

育施設 の統廃合 に伴 う住民サー ビスの大 きな変化や低下 を懸念す る声 が聞かれます。

この ような中、市町にあっては、合併後の社会教育指導体制 の再構 築な ど地域の基盤整備

をいかに充実 してい くかが急務 となっています。また、県 にあっては、全 県的 な社会教 育体

制の推進 を図 る観点か ら、社会教育主事 の派遣 な ど人的支援 を行 ってい くことが求 め られて

います。

2地 域教育 システムの必要性

「地域教育システム」 とは、地域教育 を推進 してい くための仕組みであ り、多様化す る住 民の

学習 ニーズ に応 え、現代的 ・地域 的課題 に対応 した学習 を進め、情報 を適切 に提供す るためには、

その構築 が求め られています。

社会への貢献意識
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ボランティア活動をしている人の割合

また、現代的 ・地域的課題 に対応す るため、学校 、公民館 、 自治会等 の関係機 関や団体 か らな

る地域 コ ミュニテ ィの活性化 に向けた組織 が立 ち上が り、取組 をすすめてい る地域 も、少数では

あ りますが 出現 してい ます。 しか し、そ こでの取組 やプログラムはイベ ン ト的なものに終始 して

お り、 日常的、継続的 な成果 を得 るまでには至 っていません。

本来 のサー ビスをプログラムの提供 にとどま らず、成果 をいか に地域化、一般化 してい くか と

い うことが重要 です。そ のた めに も地域教育システムが必要 とな ります。

3地 域教育 システムの核 とな る施設

地域教育 システ ムを構築す る上で、その活動 の場 となる施設 として、地域 にあ り生涯学習活動

の拠点 として位 置づ け られている公民館 を採 り上 げることとします。

ここで言 う公民館 とは、社 会教育法第21条 の規定に基づ き設置 された公民館 だけではな く、公

民館 と同様 の事業 を行 うことを 目的 とする コミュニテ ィーセンターやふれ あいセ ンター等 の市町

教育委員会が所管す る地域 の身近 な施設 も含む もの とします。

公民館 が設置 された 当初か ら見れば、時代背景、社会構造、国民意識やその成熟度が大 き く変

化 して きてい る中、地方分権 の推進 に伴 う定量的、画一的な基準の大綱化、弾力化、また、多様

化、高度化す る学習 ニー ズや 国際化、情報化 等の進展に伴 う現代的な課題への対応 な どを踏 まえ、

平成15年6月6日 付 けをもって、従来の 「公民館の設置及び運営 に関す る基準」 が改正 されま し

た。 これ によ り、地域の学習拠点 としての機能 、地域 の家庭教育支援拠点 と しての機能 、奉仕 活

動 ・体験活動 の推進、家庭、学校及び地域社会 との連携等や地域の実情 を踏 まえた運営 が明確 に

位置づ け られ ま した。

県 内各地 に隈無 く設置 され、地域住民に とって最 も身近な学習施設 である公 民館は、社会的要

請 に的確 に対応 し、地域住民が気軽 に集 え るコミュニテ ィーのた めのサー ビスを総合的に提供す

る拠点へ と大 き く転換す ることが求 め られ ています。そ して、これか らは、少子高齢化 、地域 の

教育力 の低下、 さらには若者 の不就労の問題 な ど地域の課題 に取 り組み 、地域 の問題解決 の発信
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場所 としての機 能が必要 とされて います。 さらに、公 民館 の持 っている学校、家庭、地域 をつな

ぐ機能 を生か し、子育て支援機能 、青少年育成機 能、 コミュニテ ィ形成機 能 を発揮 してい くこと

も重要です。

この よ うなこ とか ら、新 しい時代の生涯学習推進 の拠 点 として、地域教育 システムを構築す る

上で、公 民館 を核 とす る施設 に位置づ けるこ とがふ さわ しい と考え られます。

〈公民館活動 の現状(平 成14年 度社会教育調査報告 よ り)〉

平成14年 度の社会教育調査速報に よる と、全国の公民館数は18,819館 となってお り、前回調査

の平成11年 とほぼ同数 である。講座 ・学級の開設状況 では、平成13年 度は約35万4千 件 と前回に

比べ約8万 件 の増加、受講者 も1,100万 人以上 に上 ってい る。公 民館 での講演会や文化事業 な ど

の諸集会 に参加 した人の数 も2,500万 人 を超 え、 さ らに、その他 での公民館施設利用者数 は約2

億2,200万 人な どとなってお り、他 の学習 ・文化施設 と比べて もその規模 は大 き く、ま さに生涯

学習活動 のための中核 的施設 として重要な役割 を果た している と言える。

しか し、その内容 を見 ると公民館での事業 はいわ ゆる講座 ・学級が多 く、館側 の一方的な学習

機会 の提供、受講生の動員、講座の実施 、参加者数:での評価 に終わっている側面が強い。地域に

お ける課題 に地域住民が主体 的に学習 し、活動す る とい う社会教育活動 にまで高 まっていない。

また、公民館の大 きな 目標 であったはず の地域社会づ く りとい う視点が、十分意識的に追求 され

てい るとは言 えない状況 にあるな どといわれ ている。

学習内容別 に講座 ・学級数 を見 る と、趣味や稽古事 を含 めた 「教養 の向上」が59%、 「体 育 ・

レク リェー シ ョン」 が14パ ーセ ン トを占め、 「市民意識 ・社 会連 帯感」が5.8%、 「職業知識 ・技

術の向上」 は5.7パ ーセ ン トとなってお り、内容が文化 ・教養系に大 きく偏 る傾 向 となってい る。

4公 民館 を核 とした地域教育 システム に求め られ る機能

(1)人 材養 成 ・発掘

地域住民が主体的に課題形成 を してい くためには、地域住民 の中か らそ の担 い手 を養成 しな

けれ ばな りません。

そ のためには、まず、住民が地域 を知 り、地域 に対す る関心 を高め、地域 の一員 であるとい

う自覚 を持つ ことが前提 にな ります。そ こで、祭 りや民俗芸能 な どの伝統文化活動や地域の山

や川 を歩 くウォークラ リーや海 辺の観察会の よ うな 自然体験活動 を実施す ることで、地域 を見

つ め地域の よさを体感で きる機 会や場 を提供 した り、そ こへの参加 を促 した りして、地域につ

いての関心を高 める手だて を充実す るこ とが必要 です。 さらに、地域 における子育 て支援 の現

状や青少年 を取 り巻 く環境な どにつ いて問題意識 を持 ち、地域 の課題解決 に向けて取 り組 も う

とす る意欲 を高 めるこ とも大切 です。

次 に、地域住民の活動 を側 面か ら支援す るコーデ ィネー ターを養成す ることも必要 にな りま

す。

地域社会には職業や経験 を通 して培 った高い資質や能力 を持 った人た ちがいます。 この よ う
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な人 たちを発掘 し、専門的 な知識や技能な どを活か した調整役 として、地域住民の活動 を支援

して もら うことで、 よ りよい地域教育環境 を整備 することがで きます。そ して、この人た ちに

とって も、 これ まで身 につ けた成果 を生かす よい機会 にな り、新たな活動への意欲付 けにもな

ります。

また、職 員の専 門性 を高 める ことも重要です。

それは、地域住 民の課題 解決 に向けた主体的な取組への支援や、活動 を側面か ら支援す る住

民や公 民館 ボランテ ィア との調整 は、高度 な専門性 を もった職員が担 うべ き職務だか らです。

例 えば、県内のある公民館 では、地域課題 の解決に向けた住民への支援 を進める中、職員 の

コーデ ィネー トに より、住民 自身が活動の企画 ・実施 を行い新 しい事業を創 り出すな ど、大 き

な成果 を上 げてい ます。

(2)ボ ランテ ィア との協働 、活動支援

これ までは、ボ ランテ ィア活動の担い手 とい うのは高齢者や主婦層 が中心になっていま した。

しか し現在 では、勤 労者、若者 も含 めた幅広い世代へ、活動の担い手が少 しずつ広がっていま

す。 そ して、今後 団塊 の世代が退職 し、多 くの人 たちが地域に戻 って くるこ とが予測 され るこ

とか ら、ボ ランテ ィア活動への参加者 は さらに増 えると考 えられ ます。 このよ うな県民のボラ

ンテ ィアに対す る意識 の高 ま りの中で、兵庫県内では約7,000名(平 成14年 度社会教育調査 によ

る)の 人た ちが、公 民館 に関わ るボ ランテ ィア として活動 しています。

ボランテ ィア の活動分野が福祉か ら教 育、環境、まちづ くり等へ ど広が りを見せ てい るなか、

これ らのボ ランテ ィア との協働 をすすめ るこ とで、多様な現代課題や地域課題に柔軟 に対応す

るこ とがで き、そ の解決に向けた地域住 民の取組 を支援す ることができると考 えます。

協働 にあた っては、ボ ランテ ィアが公 民館 の求めに応 じて活用 され る存在 として位置づけ ら

れ るのではな く、ボ ランテ ィア 自らが活動 を提案 し、職員 とともに新たな活動 を創 り上げてい

く存在 とな らな ければな りません。

一方
、ボ ランテ ィアが、地域課題 の解決 に向けて取 り組んでいる活動 を側面か ら支援す るこ

とも重要です。 ボ ランテ ィア活動への支援 としては、活動情報や活動の機会 、場の提供、実践

活動 につなが る学習機会 の充実、活動拠点 の充実、様々なボランティア をつ な ぐネ ッ トワーク

づ く りな どが考 え られます。

公民館が この よ うな支援 を行 う場合には、公民館 の活動 をサポー トす るボランテ ィア を支援

す るだ けで な く、広 く地域活動 にかかわってい るボランテ ィアを支援 してい くことが必要 です。

(3)住 民の居場所づ くり

地域住民 が主体 となる活動を展開す るには、その活動の拠点 となる場 を確保す ることが必要

です。そ の活動拠点 としては、県内各地に設置 され、住民に身近な生涯学習の拠点 として位 置

づ け られ る とともに、地域社会 との連携や地域の実情 を踏 まえた運営が法的に規定 されている

公 民館 こそふ さわ しい と考 えます。

公民館 が設置 され た当初は、地域住民がいつで も自由に集 える場や活動の拠点 として活用 さ

れ ていま したが、 コミュニテ ィの再構築や活性化が重要な地域の課題 としてその解決が求 めら
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れ る今 こそ、公 民館 は、住民 が身近につ どえる場所 と して、あるいは顔 と顔が見 える関係 を培

う場所 として、その役割 をさらに強めていかな ければな りません。そ して、各地域 において、

課題 の解決 に向けて住民の合意 を得 る場や時間 に制約 され ない会議 をす る場、また具体的な活

動 を行 う場 として公民館 が位置付 け られ る と、住 民のつなが りや コ ミュニケー シ ョンを一層深

めることがで きます。

また、学校週5目 制の 中で、子 どもたちの居場所 としての公 民館 の役割 も重要です。 ラン ド

セルを しょって公民館 に行 った り、一度家 に帰 ってか ら公民館 に行 くことは、 これ までなかな

か考 えのつかないこ とで した。

さらに、県の事業であ る 「ふ るさと文化再発見ア クシ ョンプ ラン事業」や 平成16年 度か ら始

まっている 「子 どもの居場所づ くり推進事業」において も公民館 に子 どもの居場所 としての機

能が求め られています。

(4)地 域住 民への情報の提供 、収集

ニーズに合 った学習機 会を選択 した り、新 しい学習機会 を求 めよ うとす る とき、整理 され体

系化 され た学習情報の提 供は重要です。

例 えば、私たちは食べたい ものが ある場合 に、まず メニュー を見て探 します。一方、何 を食

べ よ うか迷 っている ときには、食欲 をそそる表現で記 されたメニ ューへ 自ず と目がいきます。

つ ま り、学習機会 の選択 を迷 ってい るときには、食べ る気に させ る、言い換 えれ ば、学習意欲

を高める情報の提供 こそ重要 にな ります。 こ うした情報提供 を公民館や 図書館 が担 うことが必

要です。

また、近隣施設 の事業や行 事の情報、施設 問の情報ネ ッ トワー クの構築や 子育て、高齢者介

護 などに関わ る相談支援 活動 的な情報の提供 も大切です。 中でも、相 談支援活動 においては、

必ず しも施設の職員がすべて対応す る必要はな く、地域実態について理解 している人が公 民館

に滞在 し相談業務 を行 うことも考 え られます。 そ して、公民 館がそ うした人 たちが集 うスペー

ス として位置づけてみ ることも必要です。

Ⅱ地域教育システムの機能を生かす仕組みづくり

ここでは前章において述べてきた地域教育 システムに求 め られ る機能 を生 かす ために必要 となる

具体的 な方策 について、

○ 地域活動 の推進拠点 とな る公 民館活動の新 たな展開

○ 公民館等学習拠点 のネ ッ トワーク化

とい う2つ の視点か ら述べてい きます。

1地 域活動の推進拠 点 とな る公 民館活動の新たな展開

公民館 は これ までか ら、生涯 学習社会の構築 に向けた時代の要請 に応 じて、地域住民の教 育、

文化 の向上のための施設 としてその役割 を果た してきま した。 しか し、今 日、多 くの現代 的 ・地

域 的課題 が山積 し、地域の活動拠 点 として新 たな展 開が期待 されています。
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この新 たな展 開 とは、地域住民の参画 と協働の もと、地域づ く り、人づ く りに向けた取組 を意

味 します。

そ して新 たな展 開にあたっての具体的な方策 としては、「参画 と協働 に関わる人材 を養成 した

り発掘 する こと、ボランテ ィア との協働や活動支援 によ り課題の解決 につなが る取組 を推進 して

い くこと、地域 において顔 と顔 の見える関係 を再創造す るために地域の居場所づ くりの活動 を展

開す ることな どが挙げ られます。

(1)人 材養成 ・発掘に向けて

ア 人材養成事 業

(ア)地 域 の課題解決 に取 り組 む担 い手 を養成す ること

これ か らの人材養成 は、趣 味 ・嗜好 を追求す る活動の担 い手ではな く、計画的かつ継続

的に地域課題 の解決 に向けた取組 をす すめる担い手の養成が求め られます。

そのための方策 としては、地域課題 に対す る住民意識 の高揚や住民主体の課題解決 に向

けた取組支援 な ど以下の方策が考 えられ ます。

・地域 の歴史や文化、 自然 な どに関す る情報 を収集 して地域の魅力 を紹介す るな ど、地域

のよ さを体感で きる機会や場を提供 し、地域 に対する愛着を高 める事業 を展開す る。

・各種 の講座等 の終了後に、そ こで学んだ地域住民が、学習成果 を活か した新たな事業を

企画 し、展 開できるよ う支援す る仕組み を確 立す る。

・これまで職業生活を中心にしてきたため
、地域 との関わ りをあま り持っていなかった人々を

地域住民 として迎 え、地域課題の解決に向けた積極的な参加を促すための機会 とその仕組み

をつ くる。

モ デル事例1 「新 しい地域 とわ た しの再発見セ ミナー」(熟 年者のための地域 デ ビュー講座)

○ 退職者層 な どが、スムー ズに地域社会に とけ込む ことができるよ うにす るとともに、身近な

地域社会へ の関心 を高めることをめ ざす。

○ 地域 の くらしや地域での趣 味や学習活動を展 開 してい く上で役立っ、また必要な ことを体験

的に学 んでい く。

○ 講座 を終 了 した人 たちが気軽 に集ま り、交流 を楽 しみ深 めなが ら、新たなグループ として、

地域 でいろいろな活動が展開できるよ うに働 きかける。

モデル事例2 「地域 の魅 力再発見セ ミナ「」(ふ る さとのよさを見 つめ直すセ ミナー)

○ 地域づ くりの人材 を育成す るこ とに よ り、そ こで学んだ人材 が新たな リー ダー とな り、住民

主体 の事業 の企画 ・運営を 目指す。
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○ 地域づ くりの講座 を修了 した人材が、企画委員 とな り 「地域づ く り」 のテーマ のも と、ふ る

さと再発 見をね らい とす る講座 の企画 ・運営 を行 う。

(史跡巡 り、町お こし、町の名人 、町の起 こりな ど)

○ 講座修 了生の有志 による講座 の企画 ・運営委員会 を組織 し、公 民館職員の援助 の もとに、住

民主体に よる講座 を実施 し、人材 の養成 に努 める。

モデル事例3 「世代間 いきいき交流事業」

○ 高齢者 の豊富な知恵や技 を地域の子や孫 の世代 に伝 える機会や場 を提供す ることによって、

高齢者 の生涯学習活動 ・生きがいづ く りを支援す る。 また、子 どもた ちが先人の知恵や技 を再

発見する機会 とす る。

○ 学校週5日 制へ の対応 として、土曜 日な どに高齢者 と子 どもたちが様 々な体験活動 に取 り組

む とともに交流を深 める。

(米作 り体験 と収穫祭、昔の行事体験、昔の遊 び大会、子育て世代の親 との交流、地域 ふれ あい

スポーツ大会、公民館 まつ りな ど)

○ 公 民館 がこ うした趣 旨の地域活動 を積極的 に把握 し、広報や会場提供等 によ り支援 する よう

努 め る。

(イ)地 域住民の活動 を側 面か ら支援す るコー ディネー ター を養成する こと

地域課題 の解決 に向けた 自主的で継続 的な活動が展開 され るためには、よ り専門的な知

識や技能 を生か して地域住 民の活動 を支援 した り、地域住 民同士や活動 グルー プ間の調整

を行 うコーデ ィネー ターが求 め られます。 こ うした よ り専門的な意識や技術 を持 った人材

を発掘 し養成す るためには、以下の方策が考 え られます。

・公民館 を地域 の様々な世代 がいつで も自由に集い、活動す ることができる場 として活用

し、そ こに集 まる多 くの人 々の中か ら、職業や経験 を とお して培 った高い資質や能力を

もった人材 を発掘す る場 とす る。

・公民館等において、 ワークシ ョップや フィール ドワー クなど参加者 主体 の新たな学習方

法 を取 り入れ、地域課題 の解決 に向けコーデ ィネーター としての資質を備 えた人材の養

成 に取 り組む。

モデル事例4 「地域指導者 のための コミュニケー シ ョンスキルア ップ講座」

○ 各種団体の催 し物等 、人前で人を引きつ ける話 し方 の基本 を学習 し、各団体にお ける今後の

活動 に役立てる。
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○ 「魅 力的 な聞き方 、話 し方」 「話 し合 いの リー ダーシ ップ」 について、 ワー クシ ョップ等を

通 して楽 しみなが ら学び、地域指導者 の リー ダーシ ップ養成 をめ ざす。

モデル事例5 「地域 づ くりキーパー ソン養 成講座」

○ 住民参加型 の手法 を取 り入れ た地域づ く り講座 を行 うことによって、地域住民 自らがよ りよ

い地域 づ く りに参画す るとともに、地域づ く りの核 となる人材の養成 をめざす。

○ 地域 の現状や地域 に関す る情報 を集 め、地域診断を進 めなが ら、それぞれの課題に対応 した

これ か らの地域づ くりについて学ぶ。

○ グル ープ活動 に よるフ ィール ドワー クも行 い、ワークシ ョップを体験 し、その手法 も学び な

が ら、地域 づ く りや そのあ り方について実践的に学ぶ。

モデル事例6 「プ ログ ラム プランニ ング実践講座」

○ 事業 の企画 ・運営 を とお して、地域住 民の活動を支援 した り、地域住民や活動グループ間の

調整 の能力 を養 うこ とを 目指す。

○ 「プ ログラムプランニング実践講座」 を受講す るとともに、並行 して地域住民対象 の 「地域

について学ぶ講座」 のプ ログラムを企画 し、開催時にはコーデ ィネーター として参加 し、主体

的に運営 に関わる。

○ 参加体験型の手法を多 く取 り入れるなど、実践講座参加者の持つ職業や経験をとおして培っ

た資質や能力が十分に引き出せるようにする。

イ 公民館職員等の資質向上

地域住民の地域的課題 に対す る意識 が高 まるにつれ、その活動 を支援す る公 民館の館長 ・

主事 ・運営委員等 には、高い専門性 と資質の向上が求め られます。

これ までか ら、公民館職員 には、地域課題の解決 に向けて、 自治会、老人会、婦人会、子

ども会 をは じめ、NPO、 ボランテ ィア団体、高等教育機関、企業 など、様々な機関や団体

を協働 させ てい くコーデ ィネー ト能力を持つ ことが期待 されています。

こ うした能力 を向上 させ るためには、公 民館職員 自らが研鎭に努 めることはもとよ り、市

町及 び県教育委員会 にあっては、公民館職員の資質 向上のための研修機会 を一層充実 させて

い くことは言 うまでもあ りませ ん。

加 えて、 コ ミュニテ ィワーカー としての能力 も、新たに公民館職員 に求め られています。

コ ミュニテ ィワーカー とは、住 民 自らのボランテ ィア活動や地域課題 を解決す るための主体
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的な取組 を支援す る人の ことを言います。公民館 職員 には、単に こ うした活動 を支援 す るだ

けでな く、その活動その ものが 「地域住民 に とっての学び」 として捉 え、そ の学びを よ り効

果的に、充実 した もの にな るよう教育的な視点か ら支援 を行 うことがで きる能力が求め られ

ています。

しか し、最 も重要 なことは、公民館 職員 自身が、常に地域の教育資源 や地域住 民の活動の

実態な どの地域情報 を収集す る とい う意識 を高 く してお くことです。

そのためには、 日頃か ら地域住民 との人 間関係 づ く りに努め、公民館 な らではの情報収集

網 を確 立す ることが重要です。

モデル事例7 「公民館職員(ス タ ッフ)パ ワーア ッププラン」

○ 公民館職員に求 め られ る専 門的 ・実践的 な知識 ・技術 についての研修 を行 い、公民館:職員 の

力量を より一層 高める。

○ 「公 民館 を核 とした地域づ くり」 について、地域診断や フィール ドワー ク等を とお して、地

域の実態やその資源 を把握 、理解 しなが ら、これか らの公 民館の課題や役割 について検討 を深

めるとともに、 コミュニテ ィワー クを具体 的に展開す る能力 を高める。

(2)ボ ランティア との協働、活動支援 に向 けて

ア ボ ランテ ィア との協働の推進

ボランテ ィア との協働 を進めてい くた めには、ボランテ ィアに公 民館職員 の補完的役割 を

期待す るのではな く、対等な関係 を基盤 と しなけれ ばな りません。

そのためには、まず公民館職員 がボ ランテ ィア とともに学び 、公民間職員主導ではな く相

互の合意 によ り活動 を決定する こと、 さらには役割 を明確 に分担 し、企画段階か ら情 報 と作

業 を共有す ることな ど、協働 にあたっての基本 的な部分を認識 してお く必要が あ ります。

また、ボランテ ィア との協働 の取組が一過性 のイベ ン トで終わ ることな く、地域に根付い

た継続 的なもの とす るこ とも必要 です。

例 えば、ボランティア団体やNPOと 協働 して地域 における子育て支援活動 に取 り組む場

合、互いに子育て支援の方策 を出 し合い、それ を実践 し、事業後の評価 を行 うこ とに よ り、

次 の段階における新たな方策が導 かれ、その活動が継続 してい けるよ うに支援す ることが必

要です。

モデル事例8 「ボランティア との協働 による地域子育て支援活動」

○ 各地区の子育て支援 にかかわるボ ランティア団体やNPOと 公 民館 が交流 ・協働 して、子育

て支援 の方策 について企画、実践、評価す る機会 を設 定 し、地域にお ける子育て支援 の充実 と

グループの 自立に向けた支援 をめざす。
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○ 子育て支援 に関わ るグループが地域 の子育ての支援 に向けてできることを討論 し、企画を立

て、 グループ ごとに実践する とともに、評価 ・検証す る機会 を設定 し、活動 を振 り返 るととも

に、継続 した活動が展開できるよ うにす る。

モデル事例9 「NPOと の連携 による地域環境学習」

○ 地域住 民の環 境に対す る意識 の高ま りを受 け、生活環境 に視点を向け、地域 に残 された 自然

にふれ 、野 生生物 の調査等 を通 して、環境の改善や保護 を 目指 したまちづ くりに貢献す る。

○ 植物 、昆 虫、渡 り鳥、天体な どの観察、調査をは じめとす るフィール ドワー クのほか、将来

に向けて生活環:境全体 を意識 した町のデザイ ンを 自分たちで考えるな どの内容 とす る。

○ 計画毅階 か らNPOと 住民の打合せ を行い、参加者の要望が十分 に反映 された活動 内容 とな

るよ う配慮す る。

イ ボ ランテ ィアの活動支援の充実

ボランテ ィア活動への支援 としては、活動情報や活動機会 の提供 、学習機会 の充実、活動

拠点 の充実 、ボランテ ィアをつな ぐネ ッ トワー クづ くりな どが挙げ られます。

活動情報や活動機会 を提供す る場合 には、個人が 日常的に活動 に参加で きるよ う、参加者

の能力や経験 、興 味や 関心に応 じて、身近に参加 できる多彩 な活動 の機会が用意 され るこ と

が必要 です。

また、活動 のための部屋 を確保す るな ど、継続的な活動支援 に向けた取組 も大切です。

これ らのボランテ ィアへの活動支援 をよ り具体化す ると、以下の ような取組 が考 えられ ま

す。

・ボランテ ィアの需要 と供給 に関す る情報 、学習機会に関す る情報 などを提供す るとともに、

相談 を受 け付 ける。

・広報誌等 でボランテ ィアの活動紹介 を行 う。

・公民館 にお けるボランテ ィアの受 け入れ を促進する。

・公民館 も含 めて、地域 をあげて定期的にボランテ ィアに取 り組む事業 を実施す る。

・社会教育指導者研修 などの研修機会 をボ ランテ ィア関係者 に開放す る。

・学習 プ ログラムや事業の企画立案、運営のための研修機会やプ ログラムを提供す る。

・公 民館 内に活動拠点 とな る場 を確保す る
。

・公 民館 にボ ランティア団体の専用 コーナーや掲示板 を設置す る。

・社会福祉協議会 、地域福祉施設 との連絡 ・調整 を密 にす る。

・シ ンポジ ウム、フォー ラム、交流集会な どの開催 を通 したネ ッ トワーク化を推進す る。
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モデル事例10 「地域活動ボ ランテ ィア立ち上げ講座 」

○ 地域 で活動す るボランティアグループ と連携 し、その養成や協力 を受け るな ど して、地域 に

おいて主体的に活動す る 「地域活動ボランテ ィア」 を養成す る。

○ 講座修了後、す ぐに地域活動 ボランティア として活動 できるよ う、活動計画の企画立案 か ら、

地域 にお けるサポー タークラブ立ち上げの ノウハ ウまで を幅広 く学ぶ内容 とす る。

○ す でに活動 してい るボランテ ィアの協力 を得て、プ ログラム開発、組織づ くり、地域での活

動展 開等活動に必要な配慮事項について適切 なア ドバイ スを得 ることができるよ うにす る。

モデル事例11 「ボランテ ィア活動継続支援事業」

○ 基本的 なグルー プ運営 の考 え方や方法 な どグル ープ の運営 マネジメ ン トにつ いて学習す る

機会 を提供す ることに より、各団体や グルー プの活動が効果的 に継続 ・展 開す るこ とをめ ざす。

○ グループ ワー クをとお して、各団体や グループが抱 える問題 点や課題 を見つめ直 し、グルー

プ活動 の 目的、魅力について振 り返 るとともに、地域活動 のプ ランニ ングや 参加者 による 自主

企画 を体験す る内容 とす る。

○ 継続的な活動 に必要 なハー ド面(活 動拠点の確保)の 支援 を行 うとともに、公 民館 の講座、

イベ ン トへの企画段階 か らの参加 の機会 を提供するな ど、各団体や グループ との連携 を具体的

に進 める呼びか けも行 う。

(3)住 民の居場所づ くりに向けて

地域課題の解決 を図ってい くためには、多数の地域住 民やボ ランテ ィアな ど各種 の団体が、

その意義や展望、方向性 を共有す ることが不可欠 であ り、関係者が集 い、情報 交換や交流 を行

うことができる身近な活動拠点 としての役割 を公 民館 が担 ってい くことが求め られ ます。

公民館 に地域住民が気軽 に集 える専用 スペースを確保 し、希望に応 じた活動 が展開で きる「地

域 の居場所」 とし、世代 を越 えた地域住民の交流 が図れ るよ うにす ることで、新 たな取組が企

画 ・実施 され る契機 とな り、地域的課題の解決 に向けた活動が前進す るもの と考えます。

さらに、子育てや 高齢者介護 も含 めて、共通の課題 を持 った人 が集ま り課題 を分 かち合 える

場所 、 さらに深刻な問題 な課題 を抱 えてい る人が集 い、解決 について考 えることができる居場

所 な ど、地域 の実情 に応 じた 「居場所づ くり」 も望 まれ ます。

現在、兵庫県 において取 り組 まれ てい る、子 どもたちが安心 ・安全に過 ごせ る 「子 どもの居

場所づ く り」 は、地域住民 と子 どもとの交流を とお して、地域 の一員 と しての 自覚 と地域 への

愛着 を生むきっかけ とな ります。 また、異年齢 の子 ども との交流 をとお して、年下 の子 どもへ
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の思 いや りな ど豊 かな心が育まれ ることとな ります。

今後 とも 「子 どもの居場所」につ いては、積極的な取組 を期待 します。

「居場所づ く り」 として具体的には、以下の取組 な どが考 え られます。

・談話 スペ ースの設置

・作品展示 コーナーの設置(サ ークルや児童生徒の作 品展示)

・喫茶 コーナーの設置

・幼 児用遊技 コーナー の設置

・相 談 コーナー の設置 とボランティア相談員の配置

・テ レビ ・ビデ オ機器 の設置(随 時利用可能)

・インターネ ッ ト利用可能なパ ソコンの設置(随 時利用可能)

・図書検 索端末機 の設置

・生活情報 サー ビスの提供

モデル事例12 「子 どもたち との週末余暇活動」

○ 公 民館 を舞台 に講座や サー クルで学んだ知識や技能 を子 どもたち とのふれ あい活動 に生か

す こ とに よ り、完全 学校週5日 制に対応す る子 どもたちの居場所 を創 り出す。

○ 子 ども会や地域青少年団体の育成者や保護者の協力 を得て、企画 ・運営組織 をつ くり、昔 の

お もちゃづ くり、焼 きもの作 り、郷土料理体験、地域の 「祭 り」 との連携 な ど子 どもたちが参

加体験で きる内容 とす る。

○ 企画 ・段階か ら子 どもたちが参加できるよ うに し、子 どもたちの希望が十分生か され るよう

に配慮す る。

モデル事例13 「ふれ あいサ ロン」づ くり(異 年齢交流サ ロン)

○ 公民館 を地域住民が気軽 に集 える 「地域 の居場所 」 とし、世代を越 えた地域住民の交流が図

れ る ようにす る。

○ 公 民館 に住民 が気軽 に集 える専用 スペースを確保 する とともに、ボランテ ィアや地域住民の

有志か らなる 「ふれ あいサ ロン」の運営組織 が、参加者 の希望 に応 じた活動を展開す る。

○ 住民の希望 を取 り入れた活動内容 を計画す るとともに、活動 内容 を事前 に地域へ周知 し、住

民の参加 が得やす いよ うに工夫す る。
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モデル事例14 「子育て交流塾」

○ 子育てにつ いて様 々な課題 を持 った人たちが集 ま り、課題 を分かち合 った り、解決 について

考 えることができるよ うにす る。

○ 子育て 中の親 同士 がお互 いに抱 える課題 や関心事 を共通項 と しなが ら楽 しく交流す る こと

を とお して、 リフレッシュ、 リラックスで きる場 となるよ うにす る。

○ 楽 しみ の場 となるだけでな く、相 互学習 も行 うことによ り、啓発 グルー プ としての機能 も持

つよ う支援 を行 う。

2公 民館等学習拠点のネ ッ トワー ク化

住民が地域課題の解決 に向けて主体的 に取 り組 んで い くためには、住 民の求 める様々な情報が

適切 に提供 され る必要 があ ります。

公民館等の学習拠 点 となる施 設にお いては、イ ンターネ ッ トな どの高度情報通信ネ ッ トワー ク

を活用 し、住民 の視 点に立 った情報 の提供 ・収集 に努 めていかなければな りませ ん。

また、市町域 を越 えて、公民館 等学習拠点のネ ッ トワー ク化 を図ることで、多 くの公民館 が有

す る学習資源 の相互活用や多様 な情報 の収集 ・提供がで きるだけでな く、広域化す る住民の学習

域 に対応 した共 同事業や連携事業の展 開も可能 とな ります。

(1)公 民館 を核 とす る学習拠点施設のネ ッ トワー ク化

ネ ッ トワーク化にあたっては、県内の各地域 に設置 され、全県組織 を持 っている公民館のネ

ッ トワー クを構築す ることか らは じめ、他の社 会教育施設、 さらには、NPOや 民間団体 との

ネ ッ トワー ク化 を進 めてい くことが期待 されています。

ア 公民館共同事業の開催

す でに図書館 においては資料の相 互貸借 に見 られ るように、近隣市町間での住 民の相互利

用が行 われてお り、公 民館 において も住民の多様 で高度化す る学習ニーズや 広域化す る学習

域に対応す るため、近隣市町 の住民の相互利 用が可能 となるよ うな施設間の連携 な ど、共 同

事業 ・連携事業 を推進 してい くこ とが必要です。

モデル事例15 近隣公民館連携 「市民学習講座」

○ 近隣の公民館 が連携 し、公募 によ り指導者 を募 り、多様 な講座 を開催す ることに より、住民

の多様 な学習ニー ズに対応す る。

○ 絵画、工芸、演芸、邦楽、洋楽 、外国語 、パ ソコン等学習成果を生 か したい公募 に よる講師

によ り多彩 な講座 を開催す る。
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○ 公民館連携事業実施にあた り、企画 ・運営の役割分担等につ いて、公 民館 同士で事前に十分

協議 してお く。

イ 公民館 と他の施設 との連携事業の開催

他の施設 との連携 では、他の行政機 関 との連携、高等教育機 関 との連携 、民間教育事業 と

の連携 等が考 えられ ます。

ある町では、公 民館 と他の生涯学習施設が連携 し、地域の伝統文化を継承、発展 させ る事

業 を行 うことで、公民館が地域文化の集積 の場 になる とともに、人の交流 も深 ま り、地域づ

く りに貢献 している とい う報告が あ ります。

モデル事例16 「公 民館 と児童館 の連携」

○ 完全学校 週5日 制 に対応 し、学校が休み である土曜 目を利用 して、地域 の大人 と子 こ どもが

ともに学び、 ともにふれ あ うこ とを通 して豊かな心を育てる。

○ 体験 を通 して子 どもたちが地域の伝統や文化 について学ぶ とともに、異年齢の子 どもた ち同

士 が交流 を深 めることができる内容 とす る。

○ 公民館 は学習プ ログラムの編成 、事業 の運営、参加者の募集 を受 け持 ち、児童館 は小 中学生

の指導 を担 当す るな ど、それ ぞれ の専門性 を生か し、主体性 を発揮 した連携 を行 う。

(2)学 習意欲 を高め る情報の提供

地域住民が学習意欲 を持続 し、高めてい くた めには、多様な分野の様々な情報 を的確 に得 る

ことが望まれます。そ のためには、兵庫県が行っている生涯学習情報ネ ッ トワークシステム 「ひ

ょうごイ ンターキ ャンパス」 な どを活用 して、公 民館が有す る学習機会情報 をは じめ、講師情

報、講演記録 な ど質の高い多 くの学習惰報の共有化 を積極的に図るこ とが求 められ ます。

また、地域住 民や関係施設 、団体等 か ら地域生活 の充実 を図 るための様 々な情報 を収集 し、

提 供す る地域 の情報 セ ンター的役割 を公民館 が果 た してい くことも望ま しい と考えます。

モデル事例17 公民館情報の共有化事業

○ 県内の公民館等 のネ ッ トワーク化 を図 り、連携 を深 めるとともに、学習者 の広域化 にも対応

しなが ら学習資源 の相互活用等をめざす。

○ 兵庫県公民館連合会が核 とな り、県内の各公民館や生涯学習施設 が発信す るホームペー ジと

リンクす るこ とで 、幅広いネ ッ トワー ク化 を図 り、学習資源の相互活用 を行 う。
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○ 施設同士、互いのメ リッ トとなる学習資源(プ ログラム情報、指導者情 報な ど)の 相互活用

を進 める。

(3)相 談支援活動の充実

地域住民の 自主的な活動 を奨励す るためには、 自らの活動にお ける悩 みや疑 問を 自ら解決 し

てい く手助 け とな る相談機能 を充実 させてい くことが望まれ ます。

公民館職員 がその専門性 を生か して相談機 能を果 た した り、学習相談 ボランテ ィアを養成す

ることも重要 ですが、同時 に相談機能 の充実 に向けて、住民の抱 える課題 の適切且つ よ り専門

的な相談先の紹介な ど、情報の総合 窓 口的な役割 を果たす ことが必要です。そ のた めに、学習

情報セ ンター的機能 を公民館等、地域 の社会教育施設が共同で構築す る ことな どが考え られ ま

す。 また、イ ンターネ ッ ト等の高度惰報通信技術 を活用 した新たな相談機能 の充実 に向けた調

査 ・研修を進 めてい くこ とも必要です。

モ デル事例18 生涯学習活動支援システムの構築

○ 生涯学習 に関わる相談や情報提供 について、ITを 活用 した支援 システ ムを構 築 し、よ り多

くの地域住民の学習活動 の充 実を図 る。

○ 携帯電話やパ ソコンを活用 した相談への対応 、学習機会情報や学習 プ ログラムな ど多様 な学

習情報 の提供を行 う。

○ いつでも、 どこで も気軽 に相談で き、身近 な惰報か ら市町域 を越 えた学習情報 まで幅広 い情

報が得 られ るよう、多数 の社会教育施設や ボランテ ィア グループの参加 を呼びか ける。

おわ りに

これ まで述べて きたよ うに本会議 では、県民の生涯学習 を支える地域教育 システ ムを構築 してい

くた めに必要な基本理念、その理念 を実現す るために必要 な具体 的方策につ いて審議 を行 ってきま

した。

地域教育システムの構築に向けては、各地域 ごとにそ の特性 に応 じて多様 な推進方策が あると考

え られ ますが、何に もま して重要な ことは、住 民の主体性 に基づ き、住民 自らが参画 し、協議 、実

践で きるシステム を構築 しな けれ ばな らない とい うこ とです。 そのた めには、住民 のニーズを受 け

止 め、その展 開の糸 口を ともに考 え、支援す る施設 のスタッフや機能 の整備 、充実 が望 まれ るこ と

です。

県 内の半数以上に及ぶ市町がかかわる合併が進みつつ ある現在 、合併に伴 う公民館等の統廃合 に

よって、市町 の社会教育推進 体制 が決 して後退す るこ とがないよ う願 うとともに、 あわせ て県 内の

各地域における地域教育 システムの構築 に向けた取組 を通 して、本県の社会教育 ・生涯学習 が一層

推進 され ることを期待 してや みませ ん。
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Ⅳ市区町村における社会教育委員の会議の

答申・建議等





Ⅳ市区町村における社会教育委員の会議の答申 ・建議等

○ 社会教育団体への補助金のあり方について

(提言 平成16年4月 東京都西東京市社会教育委員の会議)

○ 町田らしい生涯学習推進(支 援)計 画策定に向けての重要施策について

(第2次 答申 平成16年4月 東京都町田市社会教育委員の会議)

○ 宇美町総合型地域スポーツクラブの設立に向けて

(提言 平成16年5月 福岡県宇美町社会教育委員会議)

○ 生涯学習ボランティアシステムの整備と活用についての提言

(提言 平成16年5月 愛知県半田市社会教育審議会)

○ 青少年が読書に親 しむ環境を整備するために

(答申 平成16年6月 第4期 東京都葛飾区社会教育委員の会議)

○ 市民が生き生きと暮 らす社会教育を

(提書 平成16年6月 神奈川県藤沢市社会教育委員会議)

○ 昭和市生涯スポーツ ・レク リエーション社会構築のための基本的在 り方と振興施策について

(答申 平成16年8月 東京都昭島市社会教育委員会議)

○(仮 称)生 涯学習市民大学のあり方について

(答申 平成16年9月 埼玉県北本市社会教育委員の会議)

○ ふれあいのまちづくり

～地域交流のひろがりに向けて～

(提言 平成16年10月 神奈川県鎌 倉市社会教育委員会議)

○ 大月市生涯学習推進計画を推進するための方策について

(提言 平成16年11月 山梨県大月市社会教育委員会)

○ 松井田町における青少年の家族及びその周辺での体験活動の今日的意義と推進の具体策につ

いて

(答申 平成!6年11月 群馬県松井田町社会教育委員会議)

○ 地域の教育力を活用 した生涯学習のあり方について

(答申 平成16年12月 第24期東京都品川区社会教育委員会議)

○ 「卓襟台の上の箸」

食卓を中心とした家庭教育のあり方について

(建議 平成17年2月 群馬県太田市社会教育委員会議)

○ これからの本市社会教育のあり方について

(報告 平成17年3月 群馬県前橋市社会教育委員会議)

○ 古賀市社会教育委員提言(第31集)

(提言 平成17年3月 福岡県古賀市社会教育委員会議)
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○ 今後の生涯学習活動の方策について

～学習講座から、これからの学習方策(内 容)に ついて～

(中間報告 平成17年3月 長野県東御市社会教育委員会議く生涯学習分科会〉)

○ 今後の郡上市における家庭や学校、地域社会のあり方について

(中間報告 平成17年3月 岐阜県郡上市社会教育委員の会)

○ 公民館活動の活性化に向けて

(提言 平成17年3月 静岡県島田市社会教育委員)

○ 新市(加 東市)に おける社会教育の推進体制について

(答申 平成!7年3月 兵庫県加東郡社会教育委員の会議)

○ 社会教育施設における市民参加 ・参画のあり方について

(答申 平成17年3月 群馬県高崎市社会教育委員会議)

○ 「中学生の地域参画を促進する社会教育のあり方」について

(提言 平成!7年3月 東京都瑞穂町社会教育委員の会議)
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Vそ の弛の答申・建議等
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Vそ の他の答 申 ・建議等

1公 民館運営審議会の答申 ・建議等

○ 公民館利用団体登録に制度導入に関わる諸課題について

(答申 平成16年7月 東京都昭島市公民館運営審議会)

○ 使用料及び減免制度の見直 しについて

(答申 平成16年10月 大阪府豊能町立公民館運営審議会)

2図 書館協議会の答 申 ・建議等

○ 静岡県にお ける図書館 の ビジネス支援施策について

―「静 岡型 ビジネス支援 図書館」の提書―

(提言 平成16年11月 静 岡県 ビジネ ス支援図書館連絡協議会)

○ 町田市立 図書館公式 ウェブサ イ トについての提言

～21世 紀の図書館 を 目指 して～

(提言 平成17年2月 第10期 東京都 町田市立図書館協議会)

○ 区立図書館サー ビスの基本 的なあ り方 について

(提言 平成17年3月 東京都新宿区立図書館運営協議会)

○ これ か らの豊 中市立図書館 の運営のあ り方 について

(提言 平成17年3月 大阪府豊 中市立図書館協議会)

3そ の他の協議会等の答 申 ・建議等

○ 「生 きる力 」を醸成するための環境づ くり

～心豊かでた くま しく生 きることので きる青少年 を育む社会の実現 をめ ざして～

(提言 平成16年6月 第18期 北 九州市青少年 問題協議会)

○(仮 称)西 東京市体育館 の管理 ・運営について

(提言 平成16年7月 東京都西東京 市スポーツ振興審議会)

○ インターネ ッ ト社会の進展に対応 した青少年施策の あ り方

(意見具申 平成16年8月 静岡県青少年間題協議会)

○東村山市子 ども読書活動推進計画 に向 けて

(提言 平成16年9月 東京都東村 山市子 ども読書活動推進計画策 定協議会)

○ 立川市における今後のスポーツ振興の あ り方 について

(答 申 平成16年9月 東京都立川市 スポーツ振興審議会)

○ 「東京スポーツ ビジ ョン」の実現 に向 けた今 後の取組ついて

(提言 平成16年12,月 第20期 東京都スポーツ振興審議 会)

○ 青少年 をめ ぐる社会的諸問題の解決 にむ けて

一イ ンターネ ッ トの有害情報への対応、青少年 の性 に対す る関わ り方等 について一

(答 申 平成17年1月 東京都青少年問題協議会)
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○ 未来へ!ふ る さとね りま
い

～共 に育つ 「要場所づ くり」 のすすめ～

(答 申 平成17年2月 東京都練馬 区地域教育力 ・体験活動推進協議会)

○ 「ふ る さと文化再発見アクシ ョンプラン」の評価 と今後の展 開

(審議報告 平成17年3月 兵庫県ふ るさと文化再発見推進協議会)

○ 那覇市スポー ツ振興基本計画の在 り方について

～ 「市民が元気 にかがや く生涯スポー ツ社会"な は"」 を 目指 して～

(答 申 平成17年3月 沖縄県那覇市スポーツ振興審議会)
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